
○児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(児童家庭局関係)の施行について(抄) 

(昭和六二年三月九日) 

(児発第一四一号) 

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知) 

 

児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)が昭和六二

年三月九日厚生省令第一二号をもつて公布され、これにより児童福祉施設最低基準(昭和

二三年厚生省令第六三号)及び精神薄弱者援護施設基準(昭和四三年厚生省令第一四号)の

一部が別添のとおり改正されたので、左記事項に留意の上、その運用に遺憾のないように

されたい。 

記 

第一 改正の趣旨 

児童福祉施設最低基準及び精神薄弱者援護施設基準は、制定以来相当の時間を経過し

ていることもあり、今般全面的に見直しを行い、入所者の処遇水準の低下を来さないよ

う配慮しつつ、施設がより創意工夫を生かせるよう簡素化等を図るとともに、処遇職員

の配置基準の改定を行う等所要の改正を行い、もつて福祉の向上に資することを目的と

したものである。 

第二 改正の内容 

１ 児童福祉施設最低基準(改正省令第一条関係) 略 

２ 精神薄弱者援護施設基準(改正省令第二条) 

(1) 規定が個別、具体的過ぎるものを、より包括的な規定に改めること。 

〔例 衛生管理(第二二条)〕 

(2) 他の法令の適用、時代の変遷、当然の履行等により規定する意義が薄れたもの

を整理したこと。 

〔例 指導会議の回数(第一五条)〕 

(3) 直接処遇に当たらない事務員及び用務員の必置規制を緩和したこと。(第九条

等) 

(4) 設備について、必要性の薄れたものや、当然確保されあえて規定する意義が薄

れたものに関し整理したこと。 

〔例 洗濯場、倉庫、便所の数(第七条)〕 

(5) 施設内における調理業務の委託を一定の条件を満たす場合に認め、この場合に

は調理員を必置職員としないこと。(第九条等) 

(6) 用語について、より適切なものに改めたこと。 

〔例 「収容を行なわない施設」→「通所施設」(第三条等)〕 

３ 施行期日 

改正省令の施行期日は、公布の日(昭和六二年三月九日)であること。 
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第三 留意事項 

１ 今般の児童福祉施設最低基準及び精神薄弱者援護施設基準の改正は、福祉水準の低

下を来さないよう配慮しつつ施設運営の弾力性の余地を広げることにより、施設がよ

り創意工夫を生かせるよう簡素化等を図つたものである。この改正の趣旨にのつと

り、より一層の福祉の向上が図られるよう十分配慮されたいこと。 

２ 今回の改正において、職員関係では、事務員等の必置規制が緩和されたが、これら

の職員が行う事務が不要になつたという趣旨ではなく、従つて、措置費の上でも従来

どおりの取扱いをするものであること。 

また、国、都道府県又は市町村の児童福祉施設の長の一般的要件が緩和されたが、

これは、児童福祉事業の従事年数等について画一的に制限することが必ずしも適当で

ない場合もあることにかんがみ行うものであり、原則的な考え方を変更するものでは

ないこと。従つて、これらの施設の長にあつては、児童福祉事業に二年以上従事した

者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。 

３ 洗濯場、給・排水設備、倉庫等の設備施設関係の必置規制の緩和も前記 2と同様の

観点から行うものであり、施設の適正な管理、運営のためには、通常、当該設備又は

類似の設備が必要であること。 

４ 精神薄弱者援護施設基準において、施設内における調理業務の委託を一定の条件を

満たす場合に限り認めることとしたが、その具体的方法、条件等については、別途通

知するものであること。 

５ 今回の改正事項以外の事項であつて、児童福祉施設最低基準及び精神薄弱者援護施

設基準に関し、留意すべき点は、以下のとおりであること。 

① 栄養士及び調理員については、同一の敷地内に設置される他の社会福祉施設に兼

ねて勤務する場合等であつて、兼務によつても入所者の処遇に支障を来さない場合

には、専従職員でなくてもよいこと。 

② 嘱託医が必置の施設において施設長が医師である場合等、特別の事情があり、か

つ、入所者の処遇に支障を来さない場合には、施設内における兼務が認められるも

のであること。 

別添 略 

 



児童福祉施設最低基準等の一部を

改正する省令の施行について

平成12年8月22日

厚生省大臣官房障害保健福祉部長、障第615号

厚生省老人保健福祉局長、老発第598号

厚生省児童家庭局長、児発第707号

先般、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等

の一部を改正する等の法律（平成12年法律第111号。

以下「改正法」という。）が成立し、平成12年6月

7日に施行されたことに伴い、今般、児童福祉施設

最低基準等の一部を改正する省令（平成12年厚生省

令第112号。以下「改正省令」という。）が公布され、

平成12年9月1日から施行されることとなったが、

その実施に当たっては、下記の事項に留意するとと

もに、事業者等に対する周知につき、特段の御配慮

をお願いしたい。

なお、事業者等が苦情解決に取り組むに当たって

の具体的な方法に関する指針については、「社会福

祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解

決の仕組みの指針について」（平成12年6月7日障

第452号、社援第1352号、老発第514号、児発第575

号大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老

人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知）により別

途通知されているので、留意されたい。

なお、この通知は、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第245条の4第1項の規定に基づく技術的

な助言であることを申し添える。

記

1　苦情への対応に関する児童福祉施設最低基準等

の一部改正について

（1）改正の趣旨

改正省令における苦情への対応に関する事項の改

正の趣旨は、今般、改正法による改正後の社会福祉

法において、社会福祉事業の経営者や都道府県社会

福祉協議会に置かれる運営適正化委員会（以下、「運

営適正化委員会」という。）による苦情の解決につ

いての規定が整備されたことを踏まえて、児童福祉

施設最低基準（昭和23年厚生省令第63号）、養護老

人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和41年厚

生省令第19号）、知的障害者援護施設の設備及び運

営に関する基準（平成2年厚生省令第57号）、身体

障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準

（平成12年厚生省令第54号）並びに精神障害者社会

復帰施設の設備及び運営に関する基準（平成12年厚

生省令第87号）（以下「児童福祉施設最低基準等」

という。）において、施設の経営者に対して、利用

者等からの苦情に適切に対応するための必要な措置

を採ることを義務づけること等により、利用者等に

実際にサービスを提供している施設において、第一

義的に苦情の適切な解決を図ろうとするものである

こと。
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（2）苦情の申出人の範囲

今回の省令改正によって児童福祉施設最低基準等

に基づきその苦情に対して施設において必要な措置

を講じなければならないこととされた者には、入所

者等本人のほか、本人の苦情を代弁する家族及び代

理人を含むものであること。

また、これらの者のほか、児童福祉施設について

は「保護者等」が、また、知的障害者援護施設につ

いては「保護者」が位置付けられているところであ

る。児童福祉施設最低基準における「保護者等」に

は、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第6条に

規定する保護者のほか、以下のような者も含まれ得

るものであることに留意されたい。

①　児童が施設に入所している等児童と別居してい

るため、現在は児童を監護していない親権者

②　施設入所した児童に親権者がいない等により未

成年後見人に選任された者

（3）必要な措置の内容

児童福祉施設最低基準等において規定された「窓

口を設置する等の必要な措置」とは、具体的には、

①　施設長が苦情受付担当者を指名する等苦情受付

の窓口を決めること

②　施設内における苦情解決のための手続の明確化

③　苦情受付の窓口及び苦情解決の手続の入所者及

び施設職員等に対する周知

等の措置である。

②における「苦情解決のための手続」としては、

●入所者等からの苦情を受付ける。

●苦情を受け付けた者が、苦情内容及び当該入所者

等の意向等の確認を行う。

●苦情を受け付けた者が、受け付けた苦情及びその

対応状況等を施設長等苦情の解決に責任を持つ者

に報告する。

●苦情申出人と苦情の解決に向けて話し合う。

●苦情を申し立てた入所者等に対して、苦情への対

応内容について通知する。

等の手順が想定される。

また、手順の明確化の方法としては、施設内の規

定への記載等が想定される。

さらに、③の周知の方法としては、施設内の分か

りやすい場所に掲示することや、入所時等の機会を

とらえ、入所者等に直接説明すること等が想定される。

2　知的障害者デイサービスセンターの法定化に伴

う知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基

準の改正について

改正法の施行により、知的障害者デイサービスセ

ンターが法律上、知的障害者援護施設に位置づけら

れたことに伴い、知的障害者援護施設の設備及び運

営に関する基準に、知的障害者デイサービスセン

ターの設備及び職員配置についての基準を追加した

ものである。

なお、知的障害者デイサービスセンターの運営に

当たっては、引き続き、「在宅知的障害者デイサー

ビス事業の実施について」（平成3年9月30日児発

第831号厚生省児童家庭局通知）に留意いただきた

い。

3　特別養護老人ホームの入所者が運営適正化委員

会に苦情を申し立てた場合の取扱いについて

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

（平成11年厚生省令第46号）については、介護保険

法の施行に伴い、既に苦情処理に関する規定（第29

条）が設けられていることから、今回の改正省令の

中では基準省令の改正は行っていないところである。

特別養護老人ホームについては、介護保険法に基

づく苦情処理の手続が基本となることから、運営適

正化委員会ではなく、市町村や国民健康保険団体連

合会での苦情処理で対応することが基本であるが、

特別養護老人ホームの入所者が、運営適正化委員会

に苦情を申し出た場合には、それに関係する運営適

正化委員会の調査にできる限り協力するよう、特別

養護老人ホームを経営する者等に対する周知につい

て特段のご配慮をお願いしたい。
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雇児発１０２８第１号

平成２３年１０月２８日

都 道 府 県 知 事

各 指 定 都 市 市 長 殿

中 核 市 市 長

児童相談所設置市市長

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係

省令の整備に関する省令の施行について

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令

（平成23年厚生労働省令第127号。以下「改正省令」という。）が別添のとおり

公布され、平成24年４月１日から施行されるところであるが、当局所管に係る

改正省令の改正の趣旨及び概要は下記のとおりであるので、御了知の上、その

運用に遺憾のないようにされたい。

なお、この通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項の

規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

記

１ 改正の趣旨

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律（平成23年法律第37号。以下「整備法」という。）におい

て、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第45条等の改正がなされ、都道府県、

指定都市、中核市（助産施設、母子生活支援施設又は保育所の場合に限る。）

及び児童相談所設置市（以下「都道府県等」という。）が児童福祉施設の設備

及び運営について条例で基準を定めることとされ、また、都道府県等が当該条

例を定めるに当たって従うべき基準（以下「従うべき基準」という。）及び参

酌すべき基準（以下「参酌すべき基準」という。）については厚生労働省令で

定めることとされた。

これに伴い、都道府県等が条例を定める際の基準として、児童福祉施設最

低基準（昭和23年厚生省令第63号）の規定を従うべき基準及び参酌すべき基準

に区分する等、所要の改正を行うこととした。
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（注）

① 「従うべき基準」とは、「条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合し

なければならない基準であり、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じ

た内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許さ

れないもの」である。（地方分権改革推進計画（平成21年12月15日閣議決

定））よって、条例の内容は、法令の「従うべき基準」に従わなければな

らないものであり、本省令の「従うべき基準」を下回る内容を定めること

は許容されないが、当該基準に従う範囲内で、地域の実情に応じ「従うべ

き基準」を上回る内容を定めることは許容されるものである。

② 「参酌すべき基準」とは、地方自治体が十分参酌した結果としてであれ

ば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されるものであ

る。（地方分権改革推進計画（平成21年12月15日閣議決定））

２ 改正の概要

（１）児童福祉施設最低基準の省令の名称変更等

児童福祉法第45条第１項により都道府県等が条例を定める際の同条第２項

に規定する厚生労働省令で定める基準については、「児童福祉施設の設備及び

運営に関する基準」（以下「設備運営基準」という。）と称することとし、児

童福祉施設最低基準の省令の名称も「児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準」に改正する。（設備運営基準題名及び第１条第１項）

なお、児童福祉法第 45 条第１項により都道府県等が条例で定める基準につ

いては、最低基準と称することとする。（設備運営基準第２条）

（２）設備運営基準の区分（設備運営基準第１条第１項）

児童福祉法第45条第２項に規定する設備運営基準は、従うべき基準及び参

酌すべき基準に以下のとおり区分する。

・従うべき基準

① 児童福祉施設に配置する従業者及びその員数について、都道府県等が

条例を定めるに当たって従うべき基準として、設備運営基準第１条第１

項第１号に定める規定による基準

② 児童福祉施設に係る居室及び病室の床面積その他児童福祉施設の設備

に関する事項であって児童の健全な発達に密接に関連するものとして厚

生労働省令で定めるものについて、都道府県等が条例を定めるに当たっ

て従うべき基準として、設備運営基準第１条第１項第２号に定める規定

による基準

③ 児童福祉施設の運営に関する事項であって、児童（助産施設にあって

は、妊産婦）の適切な処遇の確保及び秘密の保持、妊産婦の安全の確保

並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定



めるものについて、都道府県等が条例を定めるに当たって従うべき基準

として、設備運営基準第１条第１項第３号に定める規定による基準

・参酌すべき基準

設備運営基準第１条第１項第４号に定める規定による基準

（３）設備運営基準の目的及び向上（設備運営基準第１条第２項及び第３項）

設備運営基準は、都道府県知事等の監督に属する児童福祉施設に入所し

ている者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切

な訓練を受けた職員（児童福祉施設の長を含む。以下同じ。）の指導により、

心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障す

るものとする。

また、厚生労働大臣は、当該設備運営基準を常に向上させるよう努める

ものとする。

なお、当該設備運営基準は、都道府県知事等の監督に属する児童福祉施

設をその対象とするものであるので、御留意いただきたい。

（４）最低基準の目的及び向上（設備運営基準第２条及び第３条）

児童福祉法第 45 条第１項の規定により都道府県等が条例で定める最低

基準は、都道府県知事等の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、

明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受け

た職員の指導により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育

成されることを保障するものとする。

また、都道府県等は、当該最低基準を常に向上させるよう努めるものと

する。

なお、当該最低基準は、都道府県知事等の監督に属する児童福祉施設を

その対象とするものであるので、御留意いただきたい。

（５）大都市等の特例に関する読替規定（設備運営基準第14条の４）

平成 23 年８月 30 日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に

伴う総務省関係政令の整備及び経過措置に関する政令（平成 23 年政令第

272 号）」により、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）が、平成 23
年９月 14 日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための関係法

律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及

び経過措置に関する政令（平成 23 年政令第 289 号）」により、児童福祉法

施行令（昭和 23 年政令第 74 号）がそれぞれ改正され、指定都市、中核市

（助産施設、母子生活支援施設又は保育所の場合に限る。）及び児童相談所

設置市（以下「指定都市等」という。）に条例で最低基準を定める事務が移

譲されている。



これを受け、指定都市等の市長の監督に属する児童福祉施設については、

これらの市が最低基準を定めることから、この省令の都道府県に関する規

定のうち、これらの市に適用すべきものについて所要の読替えを行う。

なお、国立施設及び都道府県立施設については、指定都市等の区域内に

施設が存在する場合であっても、指定都市等の市長の監督に属さないこと

から、指定都市等の条例で定める最低基準は適用されないので御留意いた

だきたい。

（６）改正前の児童福祉施設最低基準の改正附則について

改正前の児童福祉施設最低基準の改正附則の経過措置に関する規定であ

って、現在も適用されるべきものについては、その経過措置が、今般の改

正により従うべき基準に区分された基準に関するものであるときは、従う

べき基準として整理され、参酌すべき基準に区分された基準に関するもの

であるときは、参酌すべき基準として整理されるものであるが、具体的に

は、以下のとおりであるので、条例を制定する上で御留意いただきたい。

・従うべき基準となる改正附則の規定

① 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令（平成10年厚生省令第1

5号）附則第２条から第５条まで （当局所管施設に係る部分に限る。）

② 児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令（平成 10 年厚生省令第 51
号）附則第２項

③ 児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令（平成 19 年厚生労働省令

第 29 号）附則第２項

④ 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令（平成 23 年厚生労働省

令第 71 号）附則第２条、第３条及び第５条（当局所管施設に係る部分に

限る。）

⑤ 児童福祉施設最低基準及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令

（平成 23 年厚生労働省令第 110 号）附則第２条

・参酌すべき基準となる改正附則の規定

改正附則の経過措置に関する規定のうち、従うべき基準となる規定以外の

もの（当局所管施設に係る部分に限る。）

（７）その他

① 設備運営基準第１条については、設備運営基準の趣旨について規定し

たものであり、都道府県等におかれては、設備運営基準第２条以下を基

に条例の制定を行っていただきたい。

② 第32条第１号から第３号における、０歳児及び１歳児の居室面積基準

については、子どもの発達段階に応じて乳児室又はほふく室を設けるこ



とを求める趣旨である。具体的には、年齢によらず、子どもが自らの意

思で動き回る前の発達段階においては乳児室の１人当たり１．６５㎡と

いう基準が、子どもが自らの意思でほふくにより動き回ることができる

発達段階に至った時点でほふく室の１人当たり３．３㎡という基準が、

それぞれ適用となるものである。各自治体におかれては、同趣旨を踏ま

え、条例制定を行っていただくようご留意いただきたい。

③ 特区省令について

厚生労働省関係構造改革特別区域法第２条第３項に規定する省令の特

例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令（平成15年

厚生労働省令第132号。以下「特区省令」という。）において、公立保育

所における給食の外部搬入方式の容認事業等の特例が定められている

が、この特区省令は、都道府県等が定める条例に対して直接適用される

ものではない。

このため、既に特区認定を受けている、若しくは今後特区の認定の申

請を予定している都道府県等にあっては、設備運営基準と特区省令の双

方を参照し、特区省令の特例を反映できる形で、条例の制定を行ってい

ただくよう御留意いただきたい。

④ 整備法附則第４条の規定に基づき、都道府県等が保育所に係る居室の

床面積の基準を定めるに当たっては、以下のとおり、分権省令で定める

基準を標準として定める特例措置を設けているので、御留意いただきた

い。

ア 特例措置の対象となる地域の基準について

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律附則第４条の基準を定める省令（平成 23 年

厚生労働省令第 102 号）により、特例措置の対象となる地域の基準は

次のいずれの要件も満たす市町村（特別区を含む。以下同じ。）である

こと。

（ア）当該年度の前々年度の４月１日時点において、当該市町村におけ

る待機児童の数が 100 人以上であること。

（イ）当該年度の前々年の１月１日時点において、当該市町村の住宅地

の公示価格の平均額が、三大都市圏の住宅地の公示価格の平均額を上

回っていること。

イ 特例措置の対象となる期間について

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等

の整備及び経過措置に関する政令（平成 23 年政令第 289 号）により、

特例措置の対象となる期間については平成 27 年３月 31 日までとする



こと。

３ 施行期日

改正省令は、平成24年４月１日から施行する。
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    都道府県 

各 指定都市 民生主管部（局）長 殿 

中 核 市 

 

厚生労働省子ども家庭局長 

                  （ 公  印  省  略 ） 

 

 

保育所等における短時間勤務の保育士の取扱いについて 
 

 

保育施策の推進につきましては、日頃より御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23年厚生省令第 63 号）及び家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準（平成 26 年厚生労働省令第 61 号）（以下「最低基

準」という。）で規定されている定数上の保育士の取扱いに関し、これまで「保育所にお

ける短時間勤務の保育士の導入について」（平成 10 年２月 18 日付け児発第 85 号厚生省

児童家庭局長通知。以下「平成 10 年通知」という。）において、短時間勤務の保育士の取

扱いをお示ししてきました。今般、最低基準上の保育士定数は常勤の保育士をもって確保

することが原則であり、望ましいという前提の下で、常勤の保育士の確保が困難であるこ

とにより、保育所等（保育所並びに小規模保育事業所 A 型、小規模保育事業所 B型及び事

業所内保育事業所をいう。以下同じ。）に空き定員があるにもかかわらず待機児童が発生

している場合に限り、暫定的な措置として、短時間勤務の保育士（常勤の保育士（当該保

育所等の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（１か月に勤

務すべき時間数が 120 時間以上であるものに限る。）に達している者又は当該者以外の者

であって、１日６時間以上かつ月 20 日以上勤務するもの）以外の者。以下同じ。）が従事

する業務に関する特例的な対応を取っても差し支えないこととするなど、短時間勤務の保

育士に関する取扱いを下記のとおり改めて整理し、令和３年４月１日から適用することと

しましたので、十分御了知の上、貴管内の関係者に対して遺漏なく周知し、適切に運用い

ただくようお願いします。 

これに伴い、平成 10 年通知は、令和３年３月 31 日限りで廃止することとします。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 245 条の４第１項の規定に基

づく技術的助言であることを申し添えます。 

 

記 

 

１．最低基準における定数上の保育士の取扱い  

22011976
テキストボックス
⑤



 

保育の基本は乳幼児が健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境の中で、健全

な心身の発達を図ることであり、また、保育所等の利用児童数が年々増加する中で従

来にも増して保育士の関わりは重要であるばかりでなく、保護者との連携を十分に図

るためにも、今後とも最低基準上の保育士定数は、子どもを長時間にわたって保育で

きる常勤の保育士をもって確保することが原則であり、望ましいこと。しかしながら、

保育所等本来の事業の円滑な運営を阻害せず、保育時間や保育児童数の変化に柔軟に

対応すること等により、入所児童に対する保育の質の確保が図られる場合であって、

次の条件の全てを満たすときには、最低基準上の保育士定数の一部に短時間勤務の保

育士を充てても差し支えないものであること。なお、この適用に当たっては、組やグ

ループ編成を適切に行うとともにこれを明確にしておくこと。 

(１) 常勤の保育士が各組・各グループに１名以上（乳児を含む各組・各グループであ

って当該組・グループに係る最低基準上の保育士定数が２名以上の場合は、１名以

上ではなく２名以上）配置されていること。 

ただし、令和２年度以降の各年４月１日時点のいずれかの待機児童数が１人以上

であり、かつ、その要因が、管内の保育所等において空き定員があるにもかかわら

ず、常勤の保育士の確保が困難であることにより、当該保育所等の利用を希望する

子どもを受け入れることができないためであることと判断している市町村（特別区

を含む。以下同じ。）において、待機児童解消のために当該市町村がやむを得ない

と認める場合に限り、当該保育所等の利用を希望する子どもを受け入れるのに不足

する常勤の保育士数の限りにおいて、１名の常勤の保育士に代えて２名の短時間勤

務の保育士を充てても差し支えないものであること。その際、当該市町村において

は、上記の判断に当たり管内の保育関係者と認識の共有を図るとともに、当該保育

所等において、適切に常勤の保育士の募集等常勤の保育士を確保するための取組を

行っていることを確認すること。常勤の保育士の募集を適切に実施しているかを確

認する際には、例えば、当該保育所等に勤務する常勤の保育士よりも著しく低い処

遇水準での募集が行われていないことや、ハローワークや職業紹介事業者等を通じ

広く求人活動を一定期間行っていることその他適切な方法により募集を行ってい

ることを確認することが考えられること。 

なお、常勤の保育士が各組・各グループに１名以上（乳児を含む各組・各グルー

プであって当該組・グループに係る最低基準上の保育士定数が２名以上の場合は、

１名以上ではなく２名以上）配置されていることが原則であり、望ましいことに変

わりはないため、常勤の保育士の確保が可能となった場合には、各組・各グループ

に１名以上常勤の保育士を配置し、上記ただし書きの取扱いについては、早期に解

消を図り、当該業務に当たっていた短時間勤務の保育士の業務内容の見直しを行う

こと。 

(２) 常勤の保育士に代えて短時間勤務の保育士を充てる場合の勤務時間数が、常勤の

保育士を充てる場合の勤務時間数を上回ること。 

    

２．留意すべき事項 

(１) 保育所等の長は、職員会議等を通じて職員間の情報共有及び連携を十分に図ると



 

ともに、保育士の職務の重要性及び児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 48 条

の４第２項の規定により保育士に資質向上に係る努力義務が課されていること等

に鑑み、勤務形態を問わず各種研修への参加機会の確保等に努める必要があるこ

と。 

特に、１（１）ただし書きの場合にあっては、複数の保育士が同一の組・グルー

プの保育を共同で行うことが想定されることから、同一の組・グループを担当する

短時間勤務の保育士が共同で指導計画及び保育の記録を作成することを通して、一

貫した保育の提供及び保護者支援を可能とする機会を確保することや、保育士の交

替に当たって、引継ぎを適切に行うための時間を確保することなど、利用児童に対

する保育の質の確保や適切な保護者支援の実施に努めること。なお、利用児童に対

し、安定的に保育を提供する観点から、同一の組・グループに対して、日によって

異なる短時間勤務の保育士を配置することは適切ではないこと。あわせて、常勤職

員など一部の職員に業務の負担が偏ることがないよう、周辺業務の効率化や分担を

含めた保育所全体としての業務マネジメントが行われるよう留意すること。 

(２) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法

律第 76号）や雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）等の労働関係法規を遵守し、

不安定な雇用形態や低処遇の保育士が生ずることのないよう留意すること。また、

例えばグループの担任を務める短時間勤務の保育士の待遇に関し、同一労働同一賃

金の観点から、同じくグループの担任を務める常勤の保育士の待遇との間に差を設

けないなど、短時間勤務の保育士と常勤の保育士との間で不合理な待遇差を設けな

いこと。このため、短時間勤務の保育士を導入する保育所等にあっても導入しない

保育所等と同様の保育単価とする取扱いとしている。 

(３) 児童福祉法第 48 条の４第１項の規定に基づき、保育士の勤務形態の状況等につ

いて情報提供に努めること。 

(４) 各都道府県知事及び各市町村の長は、管内の保育所等における１（１）ただし書

きの適切な運用について、児童福祉法に基づき実施する指導監査において確認を行

うこと。指導監査の実施に当たり、特に確認すべき事項としては、例えば、職員の

確保及び定着化についての取組並びに労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）等関係

法規の遵守状況の確認に際して、常勤の保育士を確保するための取組の状況や、短

時間勤務の保育士に対する処遇の適正性を確認することや、指導計画等の作成に当

たり、同一の組・グループを担当する短時間勤務保育士が共同で指導計画等を作成

する機会が担保されているかを確認することが考えられること。その際、常勤の保

育士を確保するための取組の状況については、１（１）ただし書きの適用に当たり、

当該状況の確認を行っている市町村と、情報の共有を行うこと。 

(５) 過去３年間の指導監査において、都道府県知事及び市町村の長から勧告や改善命

令を受けている保育所等については、１（１）ただし書きの適用を認めないことと

すること。 

 

 

 



 

 

 

事 務 連 絡 

令和４年 11 月 30 日 

 
 

 

 各      

  

 

 

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 保 育 課 

 
 

保育所における看護師等の配置特例の要件見直しに関する留意事項等について 

 
 

本日、児童福祉施設の設備運営基準等の一部を改正する省令（令和４年厚生労

働省令第 159号。以下「改正省令」という。）が公布され、令和５年４月１日よ

り施行されます。 

保育所における保健師、看護師又は准看護師（以下「看護師等」という。）の

配置については、児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令（平成 10年厚生

省令第 51号）附則第２項の規定により、経過措置として当分の間、看護師等を

１人に限り保育士とみなすことができることとされています。ただし、乳児の保

育が看護師等のみで行われることがないよう、乳児３人につき保育士１人が求

められることを踏まえ、必ず乳児の保育のために保育士が２名以上配置される

よう、本経過措置については、乳児４人以上を入所させる保育所に限定している

ところです。 

今般、改正省令第三条の規定により、当該規定について、乳児の在籍人数の要

件を撤廃することとしました。また、これに伴い、乳児が３名以下在籍している

保育所の看護師等については、保育の質を保つため、別途、 

① 保育士と合同で保育を行う旨の要件を課すとともに、 

② 各々の看護師等の最低限の資質の確保の観点から、保育に係る一定の知識

や経験を有すること 

を要件として明確化することとしています。 

つきましては、上記①、②及び留意すべき事項について以下のとおり整理して

いますので、各都道府県・市区町村の保育担当部局におかれては、当該内容を十

分御了知の上、貴管内の保育所等に対して遺漏なく周知していただくようお願

いします。 

都道府県 

市区町村 
保育主管部（局） 御中 
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なお、認定こども園においても同様に、幼保連携型認定こども園の学級の編成、

職員、設備及び運営に関する基準（平成 26年内閣府・文部科学省・厚生労働省

令第１号）及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣

及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成 26年内閣府・

文部科学省・厚生労働省告示第２号)を改正し、令和５年１月を目途に公布予定

です。 

 

記 

 

【①保育士と合同で保育を行うことについて】 

○ 在籍乳児数が３名以下の保育所で看護師等が保育を行う場合は、保育士と

合同の組・グループを編成し、原則として同一の乳児室など同一空間内で保育

を行わなければならないこと。 

 

【②保育に係る一定の知識や経験を有することについて】 

○ 保育所、幼保連携型認定こども園及び地域型保育事業所等（以下「保育所等」

という。）での勤務経験が概ね３年に満たない看護師等が、在籍乳児数が３名

以下の保育所で保育を行う場合、「子育て支援員研修事業の実施について」（平

成 27 年５月 21 日付け雇児発 0521 第 18 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局

長通知）で定める子育て支援員研修のうち、地域型保育コースその他の都道府

県知事が認める研修の修了（以下「子育て支援員研修等」という。）を必須と

すること。 

 

【留意すべき事項について】 

（１） 看護師等と合同の組・グループを担当する保育士は、当該看護師等をフ

ォローすることが求められるため、当該看護師等が勤務する保育所での

勤続年数が概ね３年以上かつ、乳児への保育の経験を有している常勤の

保育士であることが望ましいこと。また、当該保育士が休暇を取得する際

等にフォローアップに入る保育士についても同様の要件を満たしている

ことが望ましいこと。 

 

（２） 保育所の施設長は、職員間の連携を十分図るとともに、看護師等の資質

向上のため、各種研修への参加機会の確保等に努める必要があること。あ

わせて、保育士に業務の負担が過剰に偏ることがないよう、業務効率化や

業務改善を含めたマネジメントを行うとともに、適切な業務分担が行わ



 

 

 

れるよう留意すること。 

 

（３） 乳児の在籍数が３名以下の保育所が看護師等を新規採用するに当たり、

当該看護師等を保育士とみなす前提で採用する場合は、原則として勤務

開始前に子育て支援員研修等を修了していることが必要であるが、保育

士の確保が困難であるなどこれによりがたい場合は、この限りでないこ

と。ただし、この場合であっても、勤務開始後直近で開催される研修を受

講するなど、できる限り早期に当該研修の受講を開始することとし、未修

了の期間は同一グループでフォローする保育士だけでなく、施設長や主

任保育士等が支援を行うことが望ましいこと。 

 

（４） 乳児の在籍数の変動により年度途中で乳児の在籍数が３名以下となっ

た場合についても、看護師等のみで乳児を保育することは適当ではない

ため、保育所の施設長は、保育士と合同の組・グループを編成するよう体

制を組むこと。なお、当該ケースにおいて、保育士として勤務している看

護師等の保育所等での勤務経験が概ね３年に満たない場合、本来は子育

て支援員研修のうち地域型保育コースを修了していることが必要である

ことから、勤務経験が概ね３年に満たず、当該研修を修了していない場合

については、できる限り早期に当該研修を受講することが望ましい。また、

こうした場合にも対応が出来るよう、（５）のとおり、保育所等での勤務

経験が概ね３年に満たない看護師等については、在籍する乳児の数にか

かわらず、あらかじめ子育て支援員研修等の受講を勧奨すること。 

 

（５） 乳児が４人以上在籍する保育所で勤務する看護師等においても、保育

に係る一定の知識や経験を有していることは、保育所保育指針（平成 29

年厚生労働省告示第 117号）第５章の２（２）に規定されているとおり、

要件化されておらずとも求められるべきものであるため、これまでもお

示ししてきているとおり、保育所等での勤務経験が概ね３年に満たない

看護師等に対し、子育て支援員研修等の受講を勧奨すること。 

 

（６） 都道府県、政令指定都市又は中核市は、管下の保育所への指導監査を行

うに当たって、当該保育所の乳児の在籍数が３名以下である場合、本通知

に沿った取扱いが適切に実施されているかについても確認を行うこと。 

 

 別添資料 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省

令（令和４年厚生労働省令第 159号）（抄） 



 

 

 

 

以上 

○本件についての問合せ先 

厚生労働省子ども家庭局保育課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４８５２，４８５３） 

ＦＡＸ：０３－３５９５－２６７４ 

E-mail：hoikuka@mhlw.go.jp 

mailto:hoikuka@mhlw.go.jp


 

 

 

（別添資料） 
 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令 

（令和４年厚生労働省令第 159号）（抄） 

 

  （児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令の一部改正） 

第二条 児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令（平成十年厚生省令第五

十一号）の一部を次の表のように改正する。 

   

改 正 後 改 正 前 

附則 

１ （略） 

 （経過措置） 

２ 改正後の第三十三条第二項に規

定する保育士の数の算定について

は、当分の間、当該保育所に勤務す

る保健師、看護師又は准看護師（以

下この項において「看護師等」とい

う。）を、一人に限って、保育士と

みなすことができる。ただし、乳児

の数が四人未満である保育所につ

いては、子育てに関する知識と経

験を有する看護師等を配置し、か

つ、当該看護師等が保育を行うに

当たって当該保育所の保育士によ

る支援を受けることができる体制

を確保しなければならない。 

３ （略） 

附則 

１ （略） 

 （経過措置） 

２ 乳児四人以上を入所させる保育

所に係る改正後の第三十三条第二

項に規定する保育士の数の算定に

ついては、当分の間、当該保育所に

勤務する保健師、看護師又は准看

護師を、一人に限って、保育士とみ

なすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

３ （略） 
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○待機児童解消に向けた児童福祉施設最低基準に係る留意事項等について

(平成 13 年 3月 30 日)
(雇児保第 11 号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市  主管部(局) あて
厚 労働省雇 均等・児童家庭局保育課 通知)

保育に欠ける児童が円滑に保育所に入所できるよう、これまで各般の施策を講じ、貴職は
じめ関係者においても尽力されているところであるが、この間も保育需要は更に高まって
きており、これに対応して、市町村において待機の状況がある場合に、地域の実情に応じつ
つ保育サービス量の拡大のために一層の取組みを進める必要がある。
今般、下記のとおり、待機児童解消に向けた児童福祉施設最低基準に係る留意事項をとり

まとめるとともに、「保育所への入所の円滑化について(平成 10 年 2 月 13 日児福第 3 号)」
の一部を改正することとしたので、御了知いただくとともに、市町村、保育所関係者等に周
知して、これらに即した対応を進め、地域において必要とされる保育サービス量の確保が図
られるよう、特段の御配慮をお願いしたい。
なお、この通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の 4 第 1 項の規定に基

づく技術的助言である。

記

1．待機児童解消に向けた児童福祉施設最低基準に係る留意事項
(1) 略
(2) 屋外遊技場について

児童福祉施設最低基準においては、満 2歳以上の幼児を入所させる保育所は屋外遊技
場を設けることとされているが、併せて、屋外遊技場に代わるべき公園、広場、寺社境
内等が保育所の付近にあるのであれば、これを屋外遊技場に代えて差し支えない旨も規
定されているところである。土地の確保が困難で保育所と同一敷地内に屋外遊技場を設
けることが困難な都市部等において、屋外遊技場に代わるべき場所に求められる条件は、
次のとおりであり、合理的な理由なくこれら以外の条件を課すことによって保育所の整
備が滞らないよう配慮されたい。
① 当該公園、広場、寺社境内等については、必要な面積があり、屋外活動に当たって安
全が確保され、かつ、保育所からの距離が日常的に幼児が使用できる程度で、移動に
当たって安全が確保されていれば、必ずしも保育所と隣接する必要はないこと。

② 当該公園、広場、寺社境内等については、保育所関係者が所有権、地上権、賃借権等
の権限を有するまでの必要はなく、所有権等を有する者が地方公共団体又は公共的
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団体の他、地域の実情に応じて信用力の高い主体等保育所による安定的かつ継続的
な使用が確保されると認められる主体であれば足りること。

2．「保育所への入所の円滑化について」の一部改正
「保育所への入所の円滑化について(平成 10 年 2 月 13 日児福第 3 号)」の一部を次のと

おり改正する。
「保育所への入所の円滑化について(平成 10 年 2月 13 日児福第 3号)」の「1保育所への

入所円滑化対策」の(2)中「差し支えないこと。」の後に「また、年度後半(10 月以降)は、こ
れらの場合に限らず、認可定員の 25％を乗じて得た員数を超えても差し支えないこと。」を
加える。
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障 第 6 7 0 号 

社援第 2029 号 

老発第 628 号 

児発第 732 号 

  （最終改正：令和２年１月 23日） 

 

都道府県知事 

各 指定都市市長 殿 

中核市市長 

 

厚生省大臣官房障害保健福祉部長 

 

社 会 ・ 援 護 局 長 

 

老 人 保 健 福 祉 局 長 

 

児 童 家 庭 局 長 

 

 

「国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が 

通所施設を設置する場合の要件緩和について」 

 

従来、社会福祉法人(以下「法人」という。)が通所施設を設置する場合には、

通所施設を経営する事業を行うために直接必要なすべての物件について、当該通

所施設の設置者たる法人が所有権を有していることを条件にしてきたところです。 

法人による通所施設の経営が安定的、継続的に行われるためには、通所施設の

設置に必要な不動産のすべてについて、当該通所施設の設置者たる法人が所有権

を有しているか、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受け

ていることが原則であって望ましいことですが、その一方で、通所施設は入所施

設と比較してその整備の機動性・弾力性を確保する必要があります。 

そのため、今般、地域の実情に応じた取組みを容易にする観点から、従来の取

扱いを改めることとし、既設法人が国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸

与を受けて通所施設を設置する場合においては、下記のとおり要件緩和を行うこ

ととしましたので、貴職において適切な御配意をお願いします。 

なお、当該通知については、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 245条の４

第１項の規定に基づく技術的助言として発出するものです。 
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記 

 

１．要件緩和の内容 

(１)  既設法人(第一種社会福祉事業(社会福祉法(昭和 26年法律第 45号)第２

条第２項第２号、第３号又は第４号に掲げるものに限る。)又は第二種社会

福祉事業のうち放課後児童健全育成事業、保育所を経営する事業若しくは障

害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就

労継続支援に限る。)を行うものに限る。) が以下に掲げる通所施設を整備

する場合には、当該通所施設の用に供する不動産の全てについて、国及び地

方公共団体以外の者から貸与を受けていても差し支えないこと。 

① 障害児通所支援事業所 

② 情緒障害児短期治療施設(通所部に限る。)又は児童自立支援施設(通所

部に限る。) 

③ 障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練(宿泊型自立訓練を除く。)

就労移行支援又は就労継続支援に限る。) 

④ 放課後児童健全育成事業所、保育所又は児童家庭支援センター 

⑤ 母子福祉施設 

⑥ 老人デイサービスセンター、老人福祉センター又は老人介護支援センタ

ー 

⑦ 身体障害者福祉センター、補装具製作施設又は視聴覚障害者情報提供施

設 

⑧ 地域活動支援センター 

(２) 貸与を受けている不動産については、原則として、地上権又は賃借権を設

定し、かつこれを登記しなければならないこと。ただし、次のいずれかに該

当する場合などのように、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断で

きる場合には、地上権又は賃借権の登記を行わないこととしても差し支えな

いこと。 

① 建物の賃貸借期間が賃貸借契約において 10年以上とされている場合 

② 貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人、又は、地域における

基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合 

(３) 賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に

賃借料を支払い得る財源が確保されていること。また、賃借料及びその財源

が収支予算書に適正に計上されていること。 

 

２．施行期日 

この通知は平成 12年９月８日から施行するものとすること。 



○夜間保育所の設置認可等について 

(平成一二年三月三〇日) 

(児発第二九八号) 

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省児童家庭局長通知) 

 

保育所の設置認可等の取扱いについては、「保育所の設置認可等について」(昭和三八

年三月一九日児発第二七一号)により、また、このうち夜間保育所に関しては、併せて

「夜間保育所の設置認可等について」(平成七年六月二八日児発第六四二号。以下「児発

第六四二号通知」という。)により行ってきたところであるが、今般、保育所の設置認可

については、「保育所の設置認可等について」(平成一二年三月三〇日児発第二九五号。

以下「児発第二九五号通知」という。)により行うこととし、また、夜間保育所の設置認

可等の方針についても左記のとおり改めたので、これらにより夜間保育所の設置認可等に

ついて適切にお取り扱い願いたい。 

記 

一 保育所の設置認可等の取扱方針については、児発第二九五号通知により示されたとこ

ろであるが、夜間保育所の設置認可申請については、同通知に定める事項に加え、次の

基準に照らして審査を行うこと。 

(一) 設置経営主体 

夜間保育の場合は、生活面への対応や個別的な援助がより一層求められることか

ら、児童の保育に関し、長年の経験を有し、良好な成果をおさめているものであるこ

と。 

(二) 定員 

入所定員は、二〇名以上とすること。 

(三) 対象児童 

夜間、保護者の就労等により保育に欠けるため、市町村が保育の実施を行う児童で

あること。 

(四) 職員 

施設長は、保育士の資格を有し、直接児童の保育に従事することができるものを配

置するよう努めること。保育士については、児童福祉施設最低基準(昭和二三年厚生

省令第六三号)等に定めるところにより所定の数を配置すること。 

(五) 設備及び備品 

① 仮眠のための設備及びその他夜間保育のために必要な設備、備品を備えているこ

と。 

② 既存の施設に夜間の保育所を併設する場合にあっては、直接児童の保育の用に供

する設備については専用でなければならないが、管理部門等については運営に支障

を生じない範囲で既存の施設の設備と共用することも差し支えないこと。 
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③ 地域の実情に応じて、分園(平成一〇年四月九日児発第三〇二号「保育所分園の

設置運営について」に定める分園をいう。)を設置することができる。 

(六) 保育の方法 

開所時間は原則として概ね一一時間とし、おおよそ午後一〇時までとすること。 

二 夜間保育所に対する費用の支弁については、「児童福祉法による保育所運営費国庫負

担金について」(昭和五一年四月一六日厚生省発児第五九号の二)に定める保育単価が適

用され、この他別に定める加算分保育単価を加えて適用されること。 

ただし、定員二〇人及び二一人から三〇人までとする夜間保育所については、各々

「小規模保育所の設置認可等について」(平成一二年三月三〇日児発第二九六号)の第一

の二で定める特別保育単価に別に定める加算分保育単価を加えて適用されること。 

三 都道府県知事、指定都市又は中核市の市長は、夜間保育所の設置認可を行った場合又

は届出を受けた場合は、速やかに別紙様式により当省に報告すること。 

四 夜間保育所を設置経営する市町村及び社会福祉法人等に夜間保育所の運営についての

報告を求めることがある。 

五 この通知は平成一二年三月三〇日から施行し、児発第六四二号通知はこの施行に伴っ

て廃止する。 

なお、本通知(二を除く)は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する

法律(平成一一年法律第八七号)による改正後の地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第

二四五条の四に規定する技術的な勧告に当たるものである。 

 



○夜間保育所の設置認可等の取扱いについて 

(平成一二年三月三〇日) 

(児保第一五号) 

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省児童家庭局保育課長通知) 

 

今般、平成一二年三月三〇日児発第二九八号厚生省児童家庭局長通知「夜間保育所の設

置認可等について」により行うこととされたところであるが、これが取扱いについては、

次の事項に留意されたい。 

なお、この通知は、平成一二年三月三〇日から適用し、平成七年六月二八日児保第一七

号本職通知「夜間保育所の設置認可等の取扱いについて」は廃止する。 

一 施設の形態について 

夜間保育を行う保育所は、夜間保育のみを行う夜間保育専門の保育所及び既存の施設

(保育所、乳児院、母子生活支援施設等)に併設された保育所を原則とするが、これ以外

に例えば既設の保育所において、当該施設の認可定員の範囲内で、通常の保育と夜間保

育とを行うもの等であっても差し支えないこと。なお、この場合は、認可定員の保育単

価が適用されるものであり、平成一二年三月三〇日児発第二九八号児童家庭局長通知

「夜間保育所の設置認可等について」の二に定める加算分保育単価は適用されないこ

と。 

二 既存の施設に夜間保育所を併設して実施する場合の取扱いについて 

既存の施設に夜間保育所を併設して夜間保育を実施する場合には、当該夜間保育所

は、独立した保育所として取り扱われるものであること。したがって、施設の認可を要

するとともに職員の任用、財務会計については、他の施設と区別できることが必要であ

るが、その他施設の運営全般にわたっては、夜間保育の遂行に支障がない場合は、他の

施設との交流を行う等弾力的な処遇を行っても差し支えないこと。 

ただし、設備のうち医務室及び調理室並びに保育士休憩室、倉庫等の管理部門は、他

の施設との兼用でも差し支えない。また、便所、屋外遊戯場は他の施設との共用であっ

ても差し支えないこと。 

なお、設備を他の施設と兼用又は共用する場合には、運営費の経理について必要に応

じ児童数、職員数等に基づき費用を按分するものとし、あらかじめ費用の按分方法を定

めておくこと。 

三 その他 

(一) 保育児童台帳等の記載に当たっては、夜間保育の対象児童である旨を明らかにし

ておくこと。 

(二) 夜間保育を実施する保育所に係る保育所運営費支弁台帳の記載に当たっては、

「措置費(運営費)支弁台帳について」(平成一〇年五月一日児発第三六五号厚生省児

童家庭局長通知)の定めるところによるほか、夜間保育の対象児童であることを明ら

かにしておくこと。 
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○小規模保育所の設置認可等について 

(平成一二年三月三〇日) 

(児発第二九六号) 

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省児童家庭局長通知) 

 

保育所の設置認可等の取扱いについては、「保育所の設置認可等について」(昭和三八

年三月一九日児発第二七一号)により、また、このうち小規模保育所に関しては、併せて

「小規模保育所の設置認可等について」(昭和五七年八月二四日児発第七一三号。以下

「児発第七一三号通知」という。)により行ってきたところであるが、今般、保育所の設

置認可については、「保育所の設置認可等について」(平成一二年三月三〇日児発第二九

五号。以下「児発第二九五号通知」という。)により行うこととし、また、小規模保育所

の設置認可等の指針についても左記のとおり改めたので、これらにより小規模保育所の設

置認可等について適切にお取り扱い願いたい。 

記 

第一 小規模保育所の設置認可の指針 

一 六〇人未満の定員の保育所(以下「小規模保育所」という。)の設置認可申請につい

ては、児発第二九五号通知の「一 地域の状況の把握」に基づき検討した結果、当該

申請に係る保育所の定員を六〇人以上とすることが困難であること、当該地域につい

て二〇人以上の保育需要が継続すると見込まれること及び他に適切な方法がないこと

を確認の上、以下の要件に適合することを審査し、小規模保育所として設置認可を行

って差し支えないものであること。 

(一) 当該保育所の設備及び運営については、児童福祉施設最低基準(昭和二三年一

二月二九日厚生省令第六三号)その他法令等(以下「児童福祉施設最低基準等」とい

う。)に定めるところに適合するものであること。 

(二) 保育所・その所在地等が次のいずれかに該当するものであること。 

① 市部又はその周辺の要保育児童が多い地域に所在し、かつ、保育の実施による

入所児童のおおむね四割以上は三歳未満児を入所させることとしている保育

所。ただし、定員二一人以上の小規模保育所にあっては、三歳未満児の割合

は、おおむね三割以上で差し支えないこと。 

② 過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第一五号)第二条第二項の規定により

内閣総理大臣が公示した過疎地域をその区域とする市町村内の地域等に所在す

る保育所。 

③三歳未満児を保育の実施による入所児童のおおむね八割以上、かつ、このうち乳

児は保育の実施による入所児童の一割以上、入所させることとしている保育

所。 

(三) 定員は二〇人以上であること。 

22011976
テキストボックス
⑯



(四) 施設長は、保育士の資格を有し、直接児童の保育に従事することができるもの

を配置するよう努めること。保育士その他の職員については、児童福祉施設最低基

準等に定めるところにより所定数を配置すること。 

二 小規模保育所に対する費用の支弁については、「児童福祉法による保育所運営費国

庫負担金について」(昭和五一年四月一六日厚生省発児第五九号の二)に定める保育単

価が適用されること。 

ただし、定員二〇人及び二一人から三〇人までとする小規模保育所については、

各々特別保育単価が適用されるものとし、毎年度別途通知するものであること。 

第二 実施期日等 

この通知は平成一二年三月三〇日から施行し、児発第七一三号通知はこの施行に伴っ

て廃止する。 

なお、第一の一は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平

成一一年法律第八七号)による改正後の地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二四五

条の四に規定する技術的な勧告に当たるものである。 

 



○「小規模保育所の設置認可等について」の取扱いについて 

(平成一二年三月三〇日) 

(児保第一一号) 

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局保育課長

通知) 

 

今般、平成一二年三月三〇日児発第二九六号「小規模保育所の設置認可等について」

(以下「児発第二九六号通知」という。)が施行されたところであり、この取扱いについて

は、次の事項に留意願いたい。 

一 児発第二九六号通知の第一の一の「当該地域について二〇人以上の保育需要が継続す

ると見込まれること」とは、認可申請の時点では二〇人以上の保育需要がなくても、認

可した日以降において二〇人となる見込みが確実である場合を含むものであること。 

二 児発第二九六号通知の第一の一の(二)の②に掲げる地域には、旧地域改善対策特別措

置法(昭和五七年法律第一六号)第一条に掲げる対象地域及び過疎地域に準ずる地域を含

むものとするものであること。 

三 小規模保育所の保育単価については、定員二〇人及び二一人から三〇人までのものに

ついて別途通知による小規模保育所に係る各々の保育単価が適用され、その他の小規模

保育所のうち、定員三一人から四五人までの保育所にあっては保育所運営費国庫負担金

交付基準の保育単価表の四五人までの区分の保育単価が、定員四六人以上の保育所にあ

っては、四六人から六〇人までの区分の保育単価が、各々適用されるものであること。 

四 昭和五七年八月二四日児福第二一号「小規模保育所の設置認可等の取扱いについて」

は廃止する。 

なお、この通知の一及び二については、地方分権の推進を図るための関係法律の整備

等に関する法律(平成一一年法律第八七号)による改正後の地方自治法(昭和二二年法律

第六七号)第二四五条の四に規定する技術的勧告に当たるものである。 
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○社会福祉施設における衛生管理について 

平成 9 年 3 月 31 日 社援施第 65 号 

各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部（局）長あて 

厚生省大臣官房障害保健福祉部企画・社会・援護局施設人材・老人保健福祉局老人福祉計

画・児童家庭局企画課長連名通知 

 

 今般、食品衛生調査会の意見具申を踏まえ、当省生活衛生局において「大量調理施設衛生

管理マニュアル」ほかを作成したこと等について、別紙のとおり当省生活衛生局長から通知

されたところである。 

 この「大量調理施設衛生管理マニュアル」は、同一メニューを 1 回 300 食以上又は 1 日

750 食以上を提供する調理施設に適用するものであるが、社会福祉施設における食中毒を予

防するため、適用されない社会福祉施設についても、可能な限り本マニュアルに基づく衛生

管理に努められるよう管下の社会福祉施設に対して周知願いたい。 

 なお、「社会福祉施設における衛生管理について」（平成 8 年 9 月 24 日社援施第 143 号本

職通知）は廃止する。 

 

別紙 略 
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生食発 0616 第 1 号

平成 29 年 6 月 16 日 

 

   都道府県知事 

 各 保健所設置市長  殿 

      特 別 区 長 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

「大量調理施設衛生管理マニュアル」の改正について 

 

「大量調理施設衛生管理マニュアル」 については、「大規模食中毒対策等について」

（平成9年 3月 24日付け衛食第85号（最終改正：平成28年 10月 6日付け生食発1006

第１号）の別添で示しているところです。 

本年 3月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒部会（以下｢食中毒部会｣と

いう。）において、平成 28 年の食中毒発生状況を報告し、ノロウイルス対策、腸管出

血性大腸菌対策等について議論が行われ、食中毒の発生防止対策については、調理従

事者等の健康状態確認等の重要性が確認されたところです。 

食中毒調査結果によると、食中毒の発生原因の多くは、一般衛生管理の実施の不備

によるものとされており、食中毒部会においても同様意見があったことを踏まえ、毎

日の調理従事者の健康状態の確認及び記録の実施等について、本マニュアルの一部を

別添のとおり改正することとしましたので、関係施設への監視指導及び周知等につい

て対応方よろしくお願いします。 

なお、引き続き、大量調理施設のみならず、中小規模調理施設等においても、本マ

ニュアルの趣旨を踏まえた衛生管理の徹底を図るようお願いします。 

 



 

 

大量調理施設衛生管理マニュアル 

（ 平 成 9 年 3 月 2 4 日 付 け 衛 食 第 8 5 号 別 添 ） 

（最終改正：平成 29 年 6 月 16 日付け生食発 0616 第 1 号） 

 

 

I  趣  旨 

 

本マニュアルは、集団給食施設等における食中毒を予防するために、ＨＡＣＣＰの概念

に基づき、調理過程における重要管理事項として、 

① 原材料受入れ及び下処理段階における管理を徹底すること。 

② 加熱調理食品については、中心部まで十分加熱し、食中毒菌等（ウイルスを含む。

以下同じ。）を死滅させること。 

③ 加熱調理後の食品及び非加熱調理食品の二次汚染防止を徹底すること。 

④ 食中毒菌が付着した場合に菌の増殖を防ぐため、原材料及び調理後の食品の温度管

理を徹底すること。 

等を示したものである。 

集団給食施設等においては、衛生管理体制を確立し、これらの重要管理事項について、

点検・記録を行うとともに、必要な改善措置を講じる必要がある。また、これを遵守する

ため、更なる衛生知識の普及啓発に努める必要がある。 

なお、本マニュアルは同一メニューを１回３００食以上又は１日７５０食以上を提供す

る調理施設に適用する。 

 

Ⅱ 重  要  管  理  事  項 

 

１．原材料の受入れ・下処理段階における管理 

（１） 原材料については、品名、仕入元の名称及び所在地、生産者（製造又は加工者を

含む。）の名称及び所在地、ロットが確認可能な情報（年月日表示又はロット番

号）並びに仕入れ年月日を記録し、１年間保管すること。 

（２） 原材料について納入業者が定期的に実施する微生物及び理化学検査の結果を提出

させること。その結果については、保健所に相談するなどして、原材料として不適

と判断した場合には、納入業者の変更等適切な措置を講じること。検査結果につい

ては、１年間保管すること。 

（３） 加熱せずに喫食する食品（牛乳、発酵乳、プリン等容器包装に入れられ、かつ、

殺菌された食品を除く。)については、乾物や摂取量が少ない食品も含め、製造加

工業者の衛生管理の体制について保健所の監視票、食品等事業者の自主管理記録票

（　別添　）



等により確認するとともに、製造加工業者が従事者の健康状態の確認等ノロウイル

ス対策を適切に行っているかを確認すること。 

（４） 原材料の納入に際しては調理従事者等が必ず立ち合い、検収場で品質、鮮度、品

温（納入業者が運搬の際、別添１に従い、適切な温度管理を行っていたかどうかを

含む。）、異物の混入等につき、点検を行い、その結果を記録すること。  

（５） 原材料の納入に際しては、缶詰、乾物、調味料等常温保存可能なものを除き、食

肉類、魚介類、野菜類等の生鮮食品については１回で使い切る量を調理当日に仕入

れるようにすること。  

（６） 野菜及び果物を加熱せずに供する場合には、別添２に従い、流水（食品製造用水
注１として用いるもの。以下同じ。）で十分洗浄し、必要に応じて次亜塩素酸ナトリ

ウム等で殺菌注２した後、流水で十分すすぎ洗いを行うこと。特に高齢者、若齢者及

び抵抗力の弱い者を対象とした食事を提供する施設で、加熱せずに供する場合（表

皮を除去する場合を除く。）には、殺菌を行うこと。 

注１：従前の｢飲用適の水｣に同じ。（｢食品、添加物等の規格基準｣（昭和 34 年 厚生省告示第 370 号）

の改正により用語のみ読み替えたもの。定義については同告示の｢第１ 食品 Ｂ 食品一般の製造、

加工及び調理基準｣を参照のこと。） 

注２：次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれと同等の効果を有する亜塩素酸水（きのこ類を除く。）、

亜塩素酸ナトリウム溶液（生食用野菜に限る。）、過酢酸製剤、次亜塩素酸水並びに食品添加物と

して使用できる有機酸溶液。これらを使用する場合、食品衛生法で規定する｢食品、添加物等の規

格基準｣を遵守すること。 

 

２．加熱調理食品の加熱温度管理 

加熱調理食品は、別添２に従い、中心部温度計を用いるなどにより、中心部が７５℃

で１分間以上（二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は８５～９０℃で

９０秒間以上）又はこれと同等以上まで加熱されていることを確認するとともに、温度

と時間の記録を行うこと。 

 

３．二次汚染の防止 

（１） 調理従事者等（食品の盛付け・配膳等、食品に接触する可能性のある者及び臨時

職員を含む。以下同じ。）は、次に定める場合には、別添２に従い、必ず流水・石

けんによる手洗いによりしっかりと 2 回（その他の時には丁寧に１回）手指の洗浄

及び消毒を行うこと。なお、使い捨て手袋を使用する場合にも、原則として次に定

める場合に交換を行うこと。 

① 作業開始前及び用便後 

② 汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する場合 

③ 食品に直接触れる作業にあたる直前 



④ 生の食肉類、魚介類、卵殻等微生物の汚染源となるおそれのある食品等に触れ

た後、他の食品や器具等に触れる場合 

⑤ 配膳の前 

（２） 原材料は、隔壁等で他の場所から区分された専用の保管場に保管設備を設け、食

肉類、魚介類、野菜類等、食材の分類ごとに区分して保管すること。 

この場合、専用の衛生的なふた付き容器に入れ替えるなどにより、原材料の包装

の汚染を保管設備に持ち込まないようにするとともに、原材料の相互汚染を防ぐこ

と。 

（３） 下処理は汚染作業区域で確実に行い、非汚染作業区域を汚染しないようにするこ

と。 

（４） 包丁、まな板などの器具、容器等は用途別及び食品別（下処理用にあっては、魚

介類用、食肉類用、野菜類用の別、調理用にあっては、加熱調理済み食品用、生食

野菜用、生食魚介類用の別）にそれぞれ専用のものを用意し、混同しないようにし

て使用すること。 

（５） 器具、容器等の使用後は、別添２に従い、全面を流水で洗浄し、さらに８０℃、

５分間以上の加熱又はこれと同等の効果を有する方法注３で十分殺菌した後、乾燥さ

せ、清潔な保管庫を用いるなどして衛生的に保管すること。 

なお、調理場内における器具、容器等の使用後の洗浄・殺菌は、原則として全て

の食品が調理場から搬出された後に行うこと。 

また、器具、容器等の使用中も必要に応じ、同様の方法で熱湯殺菌を行うなど、

衛生的に使用すること。この場合、洗浄水等が飛散しないように行うこと。なお、

原材料用に使用した器具、容器等をそのまま調理後の食品用に使用するようなこと

は、けっして行わないこと。 

（６） まな板、ざる、木製の器具は汚染が残存する可能性が高いので、特に十分な殺菌注

４に留意すること。なお、木製の器具は極力使用を控えることが望ましい。 

（７） フードカッター、野菜切り機等の調理機械は、最低１日１回以上、分解して洗

浄・殺菌注５した後、乾燥させること。  

（８） シンクは原則として用途別に相互汚染しないように設置すること。 特に、加熱調

理用食材、非加熱調理用食材、器具の洗浄等に用いるシンクを必ず別に設置するこ

と。また、二次汚染を防止するため、洗浄・殺菌注５し、清潔に保つこと。 

（９） 食品並びに移動性の器具及び容器の取り扱いは、床面からの跳ね水等による汚染

を防止するため、床面から６０ｃｍ以上の場所で行うこと。ただし、跳ね水等から

の直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、３０ｃｍ以上の台にの

せて行うこと。 

 (１０） 加熱調理後の食品の冷却、非加熱調理食品の下処理後における調理場等での一

時保管等は、他からの二次汚染を防止するため、清潔な場所で行うこと。  



 (１１） 調理終了後の食品は衛生的な容器にふたをして保存し、他からの二次汚染を防

止すること。 

 (１２) 使用水は食品製造用水を用いること。また、使用水は、色、濁り、におい、異物

のほか、貯水槽を設置している場合や井戸水等を殺菌・ろ過して使用する場合には、

遊離残留塩素が０.１mg/ℓ以上であることを始業前及び調理作業終了後に毎日検査し、

記録すること。 

 

注３：塩素系消毒剤（次亜塩素酸ナトリウム、亜塩素酸水、次亜塩素酸水等）やエタノール系消毒剤

には、ノロウイルスに対する不活化効果を期待できるものがある。使用する場合、濃度･方法等、

製品の指示を守って使用すること。浸漬により使用することが望ましいが、浸漬が困難な場合に

あっては、不織布等に十分浸み込ませて清拭すること。 

  （ 参 考 文 献 ） ｢ 平 成 27 年 度 ノ ロ ウ イ ル ス の 不 活 化 条 件 に 関 す る 調 査 報 告 書 ｣

(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000125854.pdf) 

注４：大型のまな板やざる等、十分な洗浄が困難な器具については、亜塩素酸水又は次亜塩素酸ナト

リウム等の塩素系消毒剤に浸漬するなどして消毒を行うこと。 

注５：８０℃で５分間以上の加熱又はこれと同等の効果を有する方法（注３参照）。 

 

４．原材料及び調理済み食品の温度管理 

（１） 原材料は、別添１に従い、戸棚、冷凍又は冷蔵設備に適切な温度で保存すること。 

また、原材料搬入時の時刻、室温及び冷凍又は冷蔵設備内温度を記録すること。 

（２） 冷凍又は冷蔵設備から出した原材料は、速やかに下処理、調理を行うこと。非加

熱で供される食品については、下処理後速やかに調理に移行すること。 

（３） 調理後直ちに提供される食品以外の食品は、食中毒菌の増殖を抑制するために、

１０℃以下又は６５℃以上で管理することが必要である。（別添３参照） 

① 加熱調理後、食品を冷却する場合には、食中毒菌の発育至適温度帯（約２０℃

～５０℃）の時間を可能な限り短くするため、冷却機を用いたり、清潔な場所で

衛生的な容器に小分けするなどして、３０分以内に中心温度を２０℃付近（又は

６０分以内に中心温度を１０℃付近）まで下げるよう工夫すること。  

    この場合、冷却開始時刻、冷却終了時刻を記録すること。 

② 調理が終了した食品は速やかに提供できるよう工夫すること。  

  調理終了後３０分以内に提供できるものについては、調理終了時刻を記録する

こと。また、調理終了後提供まで３０分以上を要する場合は次のア及びイによる

こと。 

ア 温かい状態で提供される食品については、調理終了後速やかに保温食缶等に

移し保存すること。この場合、食缶等へ移し替えた時刻を記録すること。 

イ その他の食品については、調理終了後提供まで１０℃以下で保存すること。 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000125854.pdf


  この場合、保冷設備への搬入時刻、保冷設備内温度及び保冷設備からの搬出時

刻を記録すること。 

③ 配送過程においては保冷又は保温設備のある運搬車を用いるなど、１０℃以下

又は６５℃以上の適切な温度管理を行い配送し、配送時刻の記録を行うこと。 

また、６５℃以上で提供される食品以外の食品については、保冷設備への搬入

時刻及び保冷設備内温度の記録を行うこと。 

④ 共同調理施設等で調理された食品を受け入れ、提供する施設においても、温か

い状態で提供される食品以外の食品であって、提供まで３０分以上を要する場合

は提供まで１０℃以下で保存すること。  

この場合、保冷設備への搬入時刻、保冷設備内温度及び保冷設備からの搬出時

刻を記録すること。 

（４） 調理後の食品は、調理終了後から２時間以内に喫食することが望ましい。 

 

５．その他 

（１） 施設設備の構造 

① 隔壁等により、汚水溜、動物飼育場、廃棄物集積場等不潔な場所から完全に区

別されていること。 

② 施設の出入口及び窓は極力閉めておくとともに、外部に開放される部分には網

戸、エアカーテン、自動ドア等を設置し、ねずみや昆虫の侵入を防止すること。 

③ 食品の各調理過程ごとに、汚染作業区域（検収場、原材料の保管場、下処理

場）、非汚染作業区域（さらに準清潔作業区域（調理場）と清潔作業区域（放

冷・調製場、製品の保管場）に区分される。）を明確に区別すること。なお、各

区域を固定し、それぞれを壁で区画する、床面を色別する、境界にテープをはる

等により明確に区画することが望ましい。 

④ 手洗い設備、履き物の消毒設備（履き物の交換が困難な場合に限る。）は、各

作業区域の入り口手前に設置すること。  

  なお、手洗い設備は、感知式の設備等で、コック、ハンドル等を直接手で操作

しない構造のものが望ましい。 

⑤ 器具、容器等は、作業動線を考慮し、予め適切な場所に適切な数を配置してお

くこと。 

⑥ 床面に水を使用する部分にあっては、適当な勾配（１００分の２程度）及び排

水溝（１００分の２から４程度の勾配を有するもの）を設けるなど排水が容易に

行える構造であること。 

⑦ シンク等の排水口は排水が飛散しない構造であること。 

⑧ 全ての移動性の器具、容器等を衛生的に保管するため、外部から汚染されない

構造の保管設備を設けること。 

⑨ 便所等 



ア 便所、休憩室及び更衣室は、隔壁により食品を取り扱う場所と必ず区分され

ていること。なお、調理場等から３ｍ以上離れた場所に設けられていることが

望ましい。 

イ 便所には、専用の手洗い設備、専用の履き物が備えられていること。また、

便所は、調理従事者等専用のものが設けられていることが望ましい。 

⑩ その他 

 施設は、ドライシステム化を積極的に図ることが望ましい。 

 

 

（２） 施設設備の管理 

① 施設・設備は必要に応じて補修を行い、施設の床面（排水溝を含む。）、内壁

のうち床面から１ｍまでの部分及び手指の触れる場所は１日に１回以上、施設の

天井及び内壁のうち床面から１ｍ以上の部分は１月に１回以上清掃し、必要に応

じて、洗浄・消毒を行うこと。施設の清掃は全ての食品が調理場内から完全に搬

出された後に行うこと。  

② 施設におけるねずみ、昆虫等の発生状況を１月に１回以上巡回点検するととも

に、ねずみ、昆虫の駆除を半年に１回以上（発生を確認した時にはその都度）実

施し、その実施記録を１年間保管すること。また、施設及びその周囲は、維持管

理を適切に行うことにより、常に良好な状態に保ち、ねずみや昆虫の繁殖場所の

排除に努めること。 

なお、殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合には、食品を汚染しないようその取扱

いに十分注意すること。 

③ 施設は、衛生的な管理に努め、みだりに部外者を立ち入らせたり、調理作業に

不必要な物品等を置いたりしないこと。  

④ 原材料を配送用包装のまま非汚染作業区域に持ち込まないこと。 

⑤ 施設は十分な換気を行い、高温多湿を避けること。調理場は湿度８０％以下、

温度は２５℃以下に保つことが望ましい。 

⑥ 手洗い設備には、手洗いに適当な石けん、爪ブラシ、ペーパータオル、殺菌液

等を定期的に補充し、常に使用できる状態にしておくこと。  

⑦ 水道事業により供給される水以外の井戸水等の水を使用する場合には、公的検

査機関、厚生労働大臣の登録検査機関等に依頼して、年２回以上水質検査を行う

こと。検査の結果、飲用不適とされた場合は、直ちに保健所長の指示を受け、適

切な措置を講じること。なお、検査結果は１年間保管すること。  

⑧ 貯水槽は清潔を保持するため、専門の業者に委託して、年１回以上清掃するこ

と。 

 なお、清掃した証明書は１年間保管すること。  



⑨ 便所については、業務開始前、業務中及び業務終了後等定期的に清掃及び消毒

剤による消毒を行って衛生的に保つこと注６。  

⑩ 施設（客席等の飲食施設、ロビー等の共用施設を含む。）において利用者等が

嘔吐した場合には、消毒剤を用いて迅速かつ適切に嘔吐物の処理を行うこと注６に

より、利用者及び調理従事者等へのノロウイルス感染及び施設の汚染防止に努め

ること。 

注６：｢ノロウイルスに関するＱ＆Ａ｣（厚生労働省）を参照のこと。 

（３） 検食の保存 

検食は、原材料及び調理済み食品を食品ごとに５０ｇ程度ずつ清潔な容器（ビニー

ル袋等）に入れ、密封し、－２０℃以下で２週間以上保存すること。 

なお、原材料は、特に、洗浄・殺菌等を行わず、購入した状態で、調理済み食品は

配膳後の状態で保存すること。 

（４） 調理従事者等の衛生管理 

① 調理従事者等は、便所及び風呂等における衛生的な生活環境を確保すること。

また、ノロウイルスの流行期には十分に加熱された食品を摂取する等により感染

防止に努め、徹底した手洗いの励行を行うなど自らが施設や食品の汚染の原因と

ならないように措置するとともに、体調に留意し、健康な状態を保つように努め

ること。 

② 調理従事者等は、毎日作業開始前に、自らの健康状態を衛生管理者に報告し、

衛生管理者はその結果を記録すること。 

③ 調理従事者等は臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月に１回以上の検便を

受けること。検便検査注７には、腸管出血性大腸菌の検査を含めることとし、１０

月から３月までの間には月に１回以上又は必要に応じて注８ノロウイルスの検便検

査に努めること。 

④ ノロウイルスの無症状病原体保有者であることが判明した調理従事者等は、検

便検査においてノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品

に直接触れる調理作業を控えるなど適切な措置をとることが望ましいこと。 

⑤ 調理従事者等は下痢、嘔吐、発熱などの症状があった時、手指等に化膿創があ

った時は調理作業に従事しないこと。  

⑥ 下痢又は嘔吐等の症状がある調理従事者等については、直ちに医療機関を受診

し、感染性疾患の有無を確認すること。ノロウイルスを原因とする感染性疾患に

よる症状と診断された調理従事者等は、検便検査においてノロウイルスを保有し

ていないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えるなど適

切な処置をとることが望ましいこと。 

⑦ 調理従事者等が着用する帽子、外衣は毎日専用で清潔なものに交換すること。 

⑧ 下処理場から調理場への移動の際には、外衣、履き物の交換等を行うこと。

（履き物の交換が困難な場合には履き物の消毒を必ず行うこと。） 



⑨ 便所には、調理作業時に着用する外衣、帽子、履き物のまま入らないこと。 

⑩ 調理、点検に従事しない者が、やむを得ず、調理施設に立ち入る場合には、専

用の清潔な帽子、外衣及び履き物を着用させ、手洗い及び手指の消毒を行わせる

こと。  

⑪ 食中毒が発生した時の原因究明を確実に行うため、原則として、調理従事者等

は当該施設で調理された食品を喫食しないこと。  

ただし、原因究明に支障を来さないための措置が講じられている場合はこの限

りでない。（試食担当者を限定すること等） 

注７：ノロウイルスの検査に当たっては、遺伝子型によらず、概ね便１ｇ当たり１０５オーダー

のノロウイルスを検出できる検査法を用いることが望ましい。ただし、検査結果が陰性であ

っても検査感度によりノロウイルスを保有している可能性を踏まえた衛生管理が必要である。 

注８：ノロウイルスの検便検査の実施に当たっては、調理従事者の健康確認の補完手段とする場

合、家族等に感染性胃腸炎が疑われる有症者がいる場合、病原微生物検出情報においてノロ

ウイルスの検出状況が増加している場合などの各食品等事業者の事情に応じ判断すること。 

 

（５） その他 

① 加熱調理食品にトッピングする非加熱調理食品は、直接喫食する非加熱調理食

品と同様の衛生管理を行い、トッピングする時期は提供までの時間が極力短くな

るようにすること。  

② 廃棄物（調理施設内で生じた廃棄物及び返却された残渣をいう。）の管理は、

次のように行うこと。  

ア 廃棄物容器は、汚臭、汚液がもれないように管理するとともに、作業終了後

は速やかに清掃し、衛生上支障のないように保持すること。  

イ 返却された残渣は非汚染作業区域に持ち込まないこと。 

ウ 廃棄物は、適宜集積場に搬出し、作業場に放置しないこと。 

エ 廃棄物集積場は、廃棄物の搬出後清掃するなど、周囲の環境に悪影響を及ぼ

さないよう管理すること。 

 

Ⅲ 衛  生  管  理  体  制 

 

１．衛生管理体制の確立 

（１） 調理施設の経営者又は学校長等施設の運営管理責任者（以下「責任者」とい

う。）は、施設の衛生管理に関する責任者（以下「衛生管理者」という。）を指名

すること。 

なお、共同調理施設等で調理された食品を受け入れ、提供する施設においても、

衛生管理者を指名すること。  



（２） 責任者は、日頃から食材の納入業者についての情報の収集に努め、品質管理の確

かな業者から食材を購入すること。また、継続的に購入する場合は、配送中の保存

温度の徹底を指示するほか、納入業者が定期的に行う原材料の微生物検査等の結果

の提出を求めること。 

（３） 責任者は、衛生管理者に別紙点検表に基づく点検作業を行わせるとともに、その

つど点検結果を報告させ、適切に点検が行われたことを確認すること。点検結果に

ついては、１年間保管すること。  

（４） 責任者は、点検の結果、衛生管理者から改善不能な異常の発生の報告を受けた場

合、食材の返品、メニューの一部削除、調理済み食品の回収等必要な措置を講ずる

こと。 

（５） 責任者は、点検の結果、改善に時間を要する事態が生じた場合、必要な応急処置

を講じるとともに、計画的に改善を行うこと。  

（６） 責任者は、衛生管理者及び調理従事者等に対して衛生管理及び食中毒防止に関す

る研修に参加させるなど必要な知識・技術の周知徹底を図ること。  

（７） 責任者は、調理従事者等を含め職員の健康管理及び健康状態の確認を組織的・継

続的に行い、調理従事者等の感染及び調理従事者等からの施設汚染の防止に努める

こと。 

（８） 責任者は、衛生管理者に毎日作業開始前に、各調理従事者等の健康状態を確認さ

せ、その結果を記録させること。 

（９） 責任者は、調理従事者等に定期的な健康診断及び月に１回以上の検便を受けさせ

ること。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めることとし、１０月から３

月の間には月に１回以上又は必要に応じてノロウイルスの検便検査を受けさせるよ

う努めること。 

（１０） 責任者は、ノロウイルスの無症状病原体保有者であることが判明した調理従事

者等を、検便検査においてノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの

間、食品に直接触れる調理作業を控えさせるなど適切な措置をとることが望ましい

こと。 

（１１） 責任者は、調理従事者等が下痢、嘔吐、発熱などの症状があった時、手指等に

化膿創があった時は調理作業に従事させないこと。  

（１２）  責任者は、下痢又は嘔吐等の症状がある調理従事者等について、直ちに医療機

関を受診させ、感染性疾患の有無を確認すること。ノロウイルスを原因とする感染

性疾患による症状と診断された調理従事者等は、検便検査においてノロウイルスを

保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えさせ

るなど適切な処置をとることが望ましいこと。 

（１３） 責任者は、調理従事者等について、ノロウイルスにより発症した調理従事者等

と一緒に感染の原因と考えられる食事を喫食するなど、同一の感染機会があった可

能性がある調理従事者等について速やかにノロウイルスの検便検査を実施し、検査



の結果ノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、調理に直接従事

することを控えさせる等の手段を講じることが望ましいこと。 

（１４） 献立の作成に当たっては、施設の人員等の能力に余裕を持った献立作成を行う

こと。 

（１５） 献立ごとの調理工程表の作成に当たっては、次の事項に留意すること。 

ア 調理従事者等の汚染作業区域から非汚染作業区域への移動を極力行わないように

すること。 

イ 調理従事者等の一日ごとの作業の分業化を図ることが望ましいこと。 

ウ 調理終了後速やかに喫食されるよう工夫すること。 

また、衛生管理者は調理工程表に基づき、調理従事者等と作業分担等について事

前に十分な打合せを行うこと。 

（１６） 施設の衛生管理全般について、専門的な知識を有する者から定期的な指導、助

言を受けることが望ましい。また、従事者の健康管理については、労働安全衛生法

等関係法令に基づき産業医等から定期的な指導、助言を受けること。 

（１７） 高齢者や乳幼児が利用する施設等においては、平常時から施設長を責任者とす

る危機管理体制を整備し、感染拡大防止のための組織対応を文書化するとともに、

具体的な対応訓練を行っておくことが望ましいこと。また、従業員あるいは利用者

において下痢・嘔吐等の発生を迅速に把握するために、定常的に有症状者数を調

査・監視することが望ましいこと。 

 



（別添１）原材料、製品等の保存温度 

食   品   名 保 存 温 度 

穀類加工品（小麦粉、デンプン）  

砂 糖 

室 温  

室 温 

食 肉 ・ 鯨 肉   

細切した食肉・鯨肉を凍結したものを容器包装に入れたもの 

食 肉 製 品  

鯨 肉 製 品  

冷 凍 食 肉 製 品  

冷 凍 鯨 肉 製 品 

 １０℃以下 

－１５℃以下 

 １０℃以下 

 １０℃以下 

－１５℃以下 

－１５℃以下 

ゆ で だ こ 

冷 凍 ゆ で だ こ  

生 食 用 か き  

生 食 用 冷 凍 か き  

冷 凍 食 品 

 １０℃以下 

－１５℃以下 

 １０℃以下 

－１５℃以下 

－１５℃以下 

魚肉ソーセージ、魚肉ハム及び特殊包装かまぼこ  

冷凍魚肉ねり製品 

 １０℃以下 

－１５℃以下 

液 状 油 脂  

固     形     油     脂  

（ラード、マーガリン、ショートニング、カカオ脂） 

室 温  

 １０℃以下 

殻 付 卵  

液                  卵  

凍 結 卵  

乾 燥 卵 

 １０℃以下 

 ８℃以下 

－１８℃以下 

室 温 

ナ ッ ツ 類  

チ ョ コ レ ー ト 

 １５℃以下 

 １５℃以下 

生 鮮 果 実 ・ 野 菜  

生 鮮 魚 介 類 （生食用鮮魚介類を含む。） 

 １０℃前後 

  ５℃以下 

乳 ・ 濃 縮 乳  

脱 脂 乳  

ク リ ー ム  

バ タ ー  

チ ー ズ  

練 乳  

 

 １０℃以下 

  

  

 １５℃以下 

清 涼 飲 料 水  

（食品衛生法の食品、添加物等の規格基準に規定のあるものにつ 

いては、当該保存基準に従うこと。） 

室 温 



（別添２）標  準  作  業  書  

 

（手洗いマニュアル） 

 

１． 水で手をぬらし石けんをつける。 

２． 指、腕を洗う。特に、指の間、指先をよく洗う。（３０秒程度） 

３． 石けんをよく洗い流す。（２０秒程度） 

４． 使い捨てペーパータオル等でふく。（タオル等の共用はしないこと。） 

５． 消毒用のアルコールをかけて手指によくすりこむ。 

（本文のⅡ３（１）で定める場合には、１から３までの手順を２回実施する。） 

 

 

（器具等の洗浄・殺菌マニュアル） 

 

１．調理機械 

① 機械本体・部品を分解する。なお、分解した部品は床にじか置きしないようにす

る。 

② 食品製造用水（４０℃程度の微温水が望ましい。）で３回水洗いする。 

③ スポンジタワシに中性洗剤又は弱アルカリ性洗剤をつけてよく洗浄する。 

④ 食品製造用水（４０℃程度の微温水が望ましい。）でよく洗剤を洗い流す。 

⑤ 部品は８０℃で５分間以上の加熱又はこれと同等の効果を有する方法注1で殺菌を

行う。 

⑥ よく乾燥させる。 

⑦ 機械本体・部品を組み立てる。 

⑧ 作業開始前に７０％アルコール噴霧又はこれと同等の効果を有する方法で殺菌を

行う。 

 

 

２．調理台 

① 調理台周辺の片づけを行う。 

② 食品製造用水（４０℃程度の微温水が望ましい。）で３回水洗いする。 

③ スポンジタワシに中性洗剤又は弱アルカリ性洗剤をつけてよく洗浄する。 

④ 食品製造用水（４０℃程度の微温水が望ましい。）でよく洗剤を洗い流す。 

⑤ よく乾燥させる。 

⑥ ７０％アルコール噴霧又はこれと同等の効果を有する方法注1で殺菌を行う。 

⑦ 作業開始前に⑥と同様の方法で殺菌を行う。 

 

 

３．まな板、包丁、へら等 

① 食品製造用水（４０℃程度の微温水が望ましい。）で３回水洗いする。 

② スポンジタワシに中性洗剤又は弱アルカリ性洗剤をつけてよく洗浄する。 

③ 食品製造用水（４０℃程度の微温水が望ましい。）でよく洗剤を洗い流す。 

④ ８０℃で５分間以上の加熱又はこれと同等の効果を有する方法注２で殺菌を行う。 



⑤ よく乾燥させる。 

⑥ 清潔な保管庫にて保管する。 

 

 

４．ふきん、タオル等 

① 食品製造用水（４０℃程度の微温水が望ましい。）で３回水洗いする。 

② 中性洗剤又は弱アルカリ性洗剤をつけてよく洗浄する。 

③ 食品製造用水（４０℃程度の微温水が望ましい。）でよく洗剤を洗い流す。 

④ １００℃で５分間以上煮沸殺菌を行う。 

⑤ 清潔な場所で乾燥、保管する。 

 
注１：塩素系消毒剤（次亜塩素酸ナトリウム、亜塩素酸水、次亜塩素酸水等）やエタノール系消

毒剤には、ノロウイルスに対する不活化効果を期待できるものがある。使用する場合、濃度･方

法等、製品の指示を守って使用すること。浸漬により使用することが望ましいが、浸漬が困難

な場合にあっては、不織布等に十分浸み込ませて清拭すること。 

（参考文献）｢平成 27年度ノロウイルスの不活化条件に関する調査報告書｣ 

(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000125854.pdf) 

 

注２：大型のまな板やざる等、十分な洗浄が困難な器具については、亜塩素酸水又は次亜塩素酸

ナトリウム等の塩素系消毒剤に浸漬するなどして消毒を行うこと。 

 

 

（原材料等の保管管理マニュアル） 

 

１．野菜・果物注３ 

①  衛生害虫、異物混入、腐敗・異臭等がないか点検する。異常品は返品又は使用

禁止とする。 

② 各材料ごとに、５０ｇ程度ずつ清潔な容器（ビニール袋等）に密封して入れ、

－２０℃以下で２週間以上保存する。（検食用） 

③ 専用の清潔な容器に入れ替えるなどして、１０℃前後で保存する。（冷凍野菜は

－１５℃以下） 

④ 流水で３回以上水洗いする。 

⑤ 中性洗剤で洗う。 

⑥ 流水で十分すすぎ洗いする。 

⑦ 必要に応じて、次亜塩素酸ナトリウム等注４で殺菌注５した後、流水で十分すすぎ

洗いする。 

⑧ 水切りする。 

⑨ 専用のまな板、包丁でカットする。 

⑩ 清潔な容器に入れる。 

⑪ 清潔なシートで覆い（容器がふた付きの場合を除く）、調理まで３０分以上を要

する場合には、１０℃以下で冷蔵保存する。 

 
注３：表面の汚れが除去され、分割・細切されずに皮付きで提供されるみかん等の果物にあって

は、③から⑧までを省略して差し支えない。 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000125854.pdf


注４：次亜塩素酸ナトリウム溶液（２００mg/ℓで５分間又は１００mg/ℓで１０分間）又はこれと

同等の効果を有する亜塩素酸水（きのこ類を除く。）、亜塩素酸ナトリウム溶液（生食用野菜

に限る。）、過酢酸製剤、次亜塩素酸水並びに食品添加物として使用できる有機酸溶液。これら

を使用する場合、食品衛生法で規定する｢食品、添加物等の規格基準｣を遵守すること。 

注５：高齢者、若齢者及び抵抗力の弱い者を対象とした食事を提供する施設で、加熱せずに供す

る場合（表皮を除去する場合を除く。）には、殺菌を行うこと。 

 

２．魚介類、食肉類 

① 衛生害虫、異物混入、腐敗・異臭等がないか点検する。異常品は返品又は使用禁

止とする。 

② 各材料ごとに、５０ｇ程度ずつ清潔な容器（ビニール袋等）に密封して入れ、

－２０℃以下で２週間以上保存する。（検食用） 

③ 専用の清潔な容器に入れ替えるなどして、食肉類については１０℃以下、魚介類

については５℃以下で保存する（冷凍で保存するものは－１５℃以下）。 

④ 必要に応じて、次亜塩素酸ナトリウム等注６で殺菌した後、流水で十分すすぎ洗

いする。 

⑤ 専用のまな板、包丁でカットする。 

⑥ 速やかに調理へ移行させる。 

 
注６：次亜塩素酸ナトリウム溶液（２００mg/ℓで５分間又は１００mg/ℓで１０分間）又はこれと

同等の効果を有する亜塩素酸水、亜塩素酸ナトリウム溶液（魚介類を除く。）、過酢酸製剤（魚

介類を除く。）、次亜塩素酸水、次亜臭素酸水（魚介類を除く。）並びに食品添加物として使

用できる有機酸溶液。これらを使用する場合、食品衛生法で規定する｢食品、添加物等の規格基

準｣を遵守すること。 

 

 

（加熱調理食品の中心温度及び加熱時間の記録マニュアル） 

 

１．揚げ物 

① 油温が設定した温度以上になったことを確認する。 

② 調理を開始した時間を記録する。 

③ 調理の途中で適当な時間を見はからって食品の中心温度を校正された温度計で３

点以上測定し、全ての点において７５℃以上に達していた場合には、それぞれの中

心温度を記録するとともに、その時点からさらに１分以上加熱を続ける（二枚貝等

ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は８５～９０℃で９０秒間以上）。 

④ 最終的な加熱処理時間を記録する。 

⑤ なお、複数回同一の作業を繰り返す場合には、油温が設定した温度以上であるこ

とを確認・記録し、①～④で設定した条件に基づき、加熱処理を行う。油温が設定

した温度以上に達していない場合には、油温を上昇させるため必要な措置を講ずる。 

 

２．焼き物及び蒸し物 

① 調理を開始した時間を記録する。 

② 調理の途中で適当な時間を見はからって食品の中心温度を校正された温度計で３

点以上測定し、全ての点において７５℃以上に達していた場合には、それぞれの中



心温度を記録するとともに、その時点からさらに１分以上加熱を続ける（二枚貝等

ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は８５～９０℃で９０秒間以上）。 

③ 最終的な加熱処理時間を記録する。 

④ なお、複数回同一の作業を繰り返す場合には、①～③で設定した条件に基づき、

加熱処理を行う。この場合、中心温度の測定は、最も熱が通りにくいと考えられる

場所の一点のみでもよい。 

 

 

３．煮物及び炒め物 

調理の順序は食肉類の加熱を優先すること。食肉類、魚介類、野菜類の冷凍品を使用

する場合には、十分解凍してから調理を行うこと。 

① 調理の途中で適当な時間を見はからって、最も熱が通りにくい具材を選び、食品

の中心温度を校正された温度計で３点以上（煮物の場合は１点以上）測定し、全て

の点において７５℃以上に達していた場合には、それぞれの中心温度を記録すると

ともに、その時点からさらに１分以上加熱を続ける（二枚貝等ノロウイルス汚染の

おそれのある食品の場合は８５～９０℃で９０秒間以上）。 

なお、中心温度を測定できるような具材がない場合には、調理釜の中心付近の温

度を３点以上（煮物の場合は１点以上）測定する。 

② 複数回同一の作業を繰り返す場合にも、同様に点検・記録を行う。 



（別添３） 

調理後の食品の温度管理に係る記録の取り方について 

（調理終了後提供まで 30 分以上を要する場合） 

 

（温かい状態で提 

 供される食品） 

 提供 

                                                          

             

 

（冷却過程のある 

もの）  

 提供 

 調理終了 

冷却開始時

刻の記録 

 冷却終了時

刻の記録 

 

 

（その他の食品） 

  

 提供 

                                                  調理終了 

保冷設備へ

の搬入時刻、

温度記録 

 保冷設備から

の搬出時刻

の記録 

加熱工程 

食缶等への

移し変え時刻

の記録 

加熱工程 冷却工程 保 冷 

保冷設備へ

の搬入時

刻、温度記

録 

保冷設備か

らの搬出時

刻の記録 

保  冷 



（別紙） 

調理施設の点検表                               平成  年  月  日 

 

 

 

１．毎日点検 

 点 検 項 目 点検結果 

１ 施設へのねずみや昆虫の侵入を防止するための設備に不備はありません

か。 

 

２ 施設の清掃は、全ての食品が調理場内から完全に搬出された後、適切に

実施されましたか。（床面、内壁のうち床面から１ｍ以内の部分及び手指の

触れる場所） 

 

３ 施設に部外者が入ったり、調理作業に不必要な物品が置かれていたりしま

せんか。 

 

４ 施設は十分な換気が行われ、高温多湿が避けられていますか。  

５ 手洗い設備の石けん、爪ブラシ、ペーパータオル、殺菌液は適切ですか。  

２．1 カ月ごとの点検 

１ 巡回点検の結果、ねずみや昆虫の発生はありませんか。  

２ ねずみや昆虫の駆除は半年以内に実施され、その記録が１年以上保存さ

れていますか。 

 

３ 汚染作業区域と非汚染作業区域が明確に区別されていますか。  

４ 各作業区域の入り口手前に手洗い設備、履き物の消毒設備（履き物の交

換が困難な場合に限る。）が設置されていますか。 

 

５ シンクは用途別に相互汚染しないように設置されていますか。  

加熱調理用食材、非加熱調理用食材、器具の洗浄等を行うシンクは別に設

置されていますか。 

 

６ シンク等の排水口は排水が飛散しない構造になっていますか。  

７ 全ての移動性の器具、容器等を衛生的に保管するための設備が設けられ

ていますか。 

 

８ 便所には、専用の手洗い設備、専用の履き物が備えられていますか。  

９ 施設の清掃は、全ての食品が調理場内から完全に排出された後、適切に

実施されましたか。（天井、内壁のうち床面から１ｍ以上の部分） 

 

３．3 ヵ月ごとの点検 

１ 施設は隔壁等により、不潔な場所から完全に区別されていますか。  

２ 施設の床面は排水が容易に行える構造になっていますか。  

３ 便所、休憩室及び更衣室は、隔壁により食品を取り扱う場所と区分されて

いますか。 

 

 

〈改善を行った点〉  

〈計画的に改善すべき点〉 

責任者 衛生管理者 

  



従事者等の衛生管理点検表                      平成  年  月  日 

 

 

 

 

 

   氏  名 

 

下 

 

痢 

嘔 

 

吐 

発

熱

等 

化

膿

創 

服 

 

装 

帽 

 

子 

毛 

 

髪 

履 

 

物 

 

爪 

指

輪

等  

手

洗

い 

            

            

            

            

            

 

 点 検 項 目 点検結果 

１ 健康診断、検便検査の結果に異常はありませんか。  

２ 下痢、嘔吐、発熱などの症状はありませんか。  

３ 手指や顔面に化膿創がありませんか。  

４ 着用する外衣、帽子は毎日専用で清潔のものに交換されていますか。  

５ 毛髪が帽子から出ていませんか。  

６ 作業場専用の履物を使っていますか。  

７ 爪は短く切っていますか。  

８ 指輪やマニキュアをしていませんか。  

９ 手洗いを適切な時期に適切な方法で行っていますか。  

１ ０ 下処理から調理場への移動の際には外衣、履き物の交換（履き物の交換

が困難な場合には、履物の消毒）が行われていますか。 

 

１ １ 便所には、調理作業時に着用する外衣、帽子、履き物のまま入らないよう

にしていますか。 

 

１ ２ 調理、点検に従事しない者が、やむを得ず、調理施設に立

ち入る場合には、専用の清潔な帽子、外衣及び履き物を着

用させ、手洗い及び手指の消毒を行わせましたか。 

立ち入った者 点検結果 

  

  

 

〈改善を行った点〉  

〈計画的に改善すべき点〉 

責任者 衛生管理者 

  



原材料の取扱い等点検表                       平成  年  月  日 

 

 

 

① 原材料の取扱い（毎日点検） 

  点 検 項 目 点検結果 

１ 

 

 

原材料の納入に際しては調理従事者等が立ち会いましたか。   

検収場で原材料の品質、鮮度、品温、異物の混入等について点検を行いま

したか。 

  

２ 原材料の納入に際し、生鮮食品については、１回で使い切る量を調理当日

に仕入れましたか。 

  

３ 

 

 

原材料は分類ごとに区分して、原材料専用の保管場に保管設備を設け、適

切な温度で保管されていますか。 

  

原材料の搬入時の時刻及び温度の記録がされていますか。   

４ 

 

原材料の包装の汚染を保管設備に持ち込まないようにしていますか。   

保管設備内での原材料の相互汚染が防がれていますか。   

５ 原材料を配送用包装のまま非汚染作業区域に持ち込んでいませんか。   

② 原材料の取扱い（月１回点検） 

 点 検 項 目 点検結果 

 原材料について納入業者が定期的に実施する検査結果の提出が最近

１か月以内にありましたか。 

 

検査結果は１年間保管されていますか。  

③ 検食の保存 

 点 検 項 目 点検結果 

 検食は、原材料（購入した状態のもの）及び調理済み食品を食品ごとに

５０ｇ程度ずつ清潔な容器に密封して入れ、－２０℃以下で２週間以上保存

されていますか。 

 

 

〈改善を行った点〉  

〈計画的に改善すべき点〉 

 

責任者 衛生管理者 

  



検収の記録簿                                   平成  年  月  日 

 

 

 

 

納品の 

 

時 刻 

 

納入業者名 

 

品目名 

 

生産地 

期限 

 

表示 

数 

 

量 

鮮 

 

度 

包 

 

装 

品 

 

温 

異 

 

物 

：          

：          

：          

：          

：          

：          

：          

：          

：          

：          

：          

 

〈進言事項〉 

 

責任者 衛生管理者 

  



調理器具等及び使用水の点検表                      平成  年  月  日 

 

 

 

① 調理器具、容器等の点検表 

 点 検 項 目 点検結果 

１ 

 

包丁、まな板等の調理器具は用途別及び食品別に用意し、混同しないよう

に使用されていますか。 

 

 

２ 調理器具、容器等は作業動線を考慮し、予め適切な場所に適切な数が配

置されていますか。 

 

３ 調理器具、容器等は使用後（必要に応じて使用中）に洗浄・殺菌し、乾燥さ

れていますか。 

 

４ 調理場内における器具、容器等の洗浄・殺菌は、全ての食品が調理場から

搬出された後、行っていますか。（使用中等やむをえない場合は、洗浄水等

が飛散しないように行うこと。） 

 

５ 調理機械は、最低１日１回以上、分解して洗浄・消毒し、乾燥されています

か。 

 

６ 全ての調理器具、容器等は衛生的に保管されていますか。  

 

② 使用水の点検表 

採取場所 採取時期 色 濁り 臭い 異物 残留塩素濃度 

        ｍｇ／ℓ 

       ｍｇ／ℓ 

      ｍｇ／ℓ 

      ｍｇ／ℓ 

 

③ 井戸水、貯水槽の点検表（月１回点検） 

 点 検 項 目 点検結果 

１ 水道事業により供給される水以外の井戸水等の水を使用している場合に

は、半年以内に水質検査が実施されていますか。 

 

検査結果は１年間保管されていますか。  

２ 貯水槽は清潔を保持するため、１年以内に清掃が実施されていますか。  

清掃した証明書は１年間保管されていますか。  

 

〈改善を行った点〉 

〈計画的に改善すべき点〉 

 

責任者 衛生管理者 

  



調理等における点検表                             平成  年  月  日 

 

 

 

① 下処理・調理中の取扱い 

 点 検 項 目 点検結果 

１ 非汚染作業染区域内に汚染を持ち込まないよう、下処理を確実に実施してい

ますか。 

 

２ 冷凍又は冷凍設備から出した原材料は速やかに下処理、調理に移行させていますか。  

非加熱で供される食品は下処理後速やかに調理に移行していますか。  

３ 野菜及び果物を加熱せずに供する場合には、適切な洗浄（必要に応じて殺

菌）を実施していますか。 

 

４ 加熱調理食品は中心部が十分（７５℃で１分間以上（二枚貝等ノロウイルス

汚染のおそれのある食品の場合は８５～９０℃で９０秒間以上）等）加

熱されていますか。 

 

５ 食品及び移動性の調理器具並びに容器の取扱いは床面から６０ｃｍ以上の

場所で行われていますか。（ただし、跳ね水等からの直接汚染が防止できる

食缶等で食品を取り扱う場合には、３０ｃｍ以上の台にのせて行うこと。） 

 

６ 加熱調理後の食品の冷却、非加熱調理食品の下処理後における調理場等で

の一時保管等は清潔な場所で行われていますか。 

 

７ 加熱調理食品にトッピングする非加熱調理食品は、直接喫食する非加熱調理

食品と同様の衛生管理を行い、トッピングする時期は提供までの時間が極力

短くなるようにしていますか。 

 

② 調理後の取扱い 

 点 検 項 目 点検結果 

１ 加熱調理後、食品を冷却する場合には、速やかに中心温度を下げる工夫が

されていますか。 

 

２ 調理後の食品は、他からの二次汚染を防止するため、衛生的な容器にふたをして保存していますか。  

３ 調理後の食品が適切に温度管理（冷却過程の温度管理を含む。）を行い、必

要な時刻及び温度が記録されていますか． 

 

４ 配送過程があるものは保冷又は保温設備のある運搬車を用いるなどにより、

適切な温度管理を行い、必要な時間及び温度等が記録されていますか。 

 

５ 調理後の食品は２時間以内に喫食されていますか。  

③ 廃棄物の取扱い 

 点 検 項 目 点検結果 

１ 廃棄物容器は、汚臭、汚液がもれないように管理するとともに、作業終了後

は速やかに清掃し、衛生上支障のないように保持されていますか。 

 

 

２ 返却された残渣は、非汚染作業区域に持ち込まれていませんか。  

３ 廃棄物は、適宜集積場に搬出し、作業場に放置されていませんか。  

４ 廃棄物集積場は、廃棄物の搬出後清掃するなど、周囲の環境に悪影響を及

ばさないよう管理されていますか。 

 

 

 

〈改善を行った点〉 

〈計画的に改善すべき点〉 

責任者 衛生管理者 

  



食品保管時の記録簿                               平成  年  月  日 

 

 

 

① 原材料保管時 

品目名 搬入時刻 搬入時設備内

（室内）温度 
品目名 搬入時刻 搬入時設備内

（室内）温度 

      

      

      

② 調理終了後３０分以内に提供される食品 

品目名 調理終了時刻 品目名 調理終了時刻 

    

    

③ 調理終了後３０分以上に提供される食品 

 ア 温かい状態で提供される食品 

品目名 食缶等への移し替え時刻 

  

  

イ 加熱後冷却する食品 

品目名 冷却開 

始時刻 

冷却終 

了時刻 

保冷設備へ 

の搬入時刻 

保冷設備 

内温度 

保冷設備から 

の搬出時刻 

      

      

ウ その他の食品 

品目名 保冷設備への 

搬入時刻 

保冷設備内温度 保冷設備から 

の搬出時刻 

    

    

 

〈進言事項〉 

責任者 衛生管理者 

  



食品の加熱加工の記録簿                           平成  年  月  日 

 

 

 

 

品目名 No.１ No.2（No.1 で設定した条件に基づき実施） 

(揚げ物) ①油温 ℃ 油温 ℃ 

②調理開始時刻 ： No.3（No.1 で設定した条件に基づき実施） 

③確認時の中心温度 サンプル A ℃ 油温 ℃ 

B ℃ No.4（No.1 で設定した条件に基づき実施） 

C ℃ 油温 ℃ 

④③確認後の加熱時

間 

 No.5（No.1 で設定した条件に基づき実施） 

⑤全加熱処理時間  油温 ℃ 

 

品目名 No.１ No.2（No.1 で設定した条件に基づき実施） 

(焼き物、

蒸し物) 

 

①調理開始時刻 ： 確認時の中心温度 ℃ 

②確認時の中心温度 サンプル A ℃ No.3（No.1 で設定した条件に基づき実施） 

B ℃ 確認時の中心温度 ℃ 

C ℃ No.4（No.1 で設定した条件に基づき実施） 

③②確認後の加熱時間  確認時の中心温度 ℃ 

④全加熱処理時間   

 

品目名 No.1 No.2 

（煮物） ①確認時の中心温

度 

サンプル ℃ ①確認時の中心温

度 

サンプル ℃ 

②①確認後の加熱

時間 

 ②①確認後の加熱

時間 

 

(炒め物) 

 

①確認時の中心温

度 

サンプル A ℃ ①確認時の中心温

度 

サンプル A ℃ 

B ℃ B ℃ 

C ℃ C ℃ 

②①確認後の加熱

時間 

 ②①確認後の加熱

時間 

 

 

〈改善を行った点〉 

〈計画的に改善すべき点〉 

 

責任者 衛生管理者 

  



配送先記録簿                                    平成  年  月  日 

 

 

 

 

 

出発時刻   帰り時刻  

 

保冷設備への搬入時刻（    ：    ） 

 

保冷設備内温度           （         ） 

 

責任者 記録者 

  

配送先 配送先所在地 品目名 数量 配送時刻 

    ： 

    ： 

    ： 

    ： 

    ： 

    ： 

    ： 

    ： 

    ： 

    ： 

〈進言事項〉 



 

 大量調理施設衛生管理マニュアル（平成 9 年 3月 24 日付け衛食第 85号別添） 

新（改正：平成 29 年 6月 16 日付け生食発 0616 第 1 号） 旧（改正：平成 28 年 10 月 6日付け生食発 1006 第 1 号） 

 

Ⅱ 重  要  管  理  事  項 

 

１．原材料の受入れ・下処理段階における管理 

（１）略 

（２）略 

（３） 加熱せずに喫食する食品（牛乳、発酵乳、

プリン等容器包装に入れられ、かつ、殺菌さ

れた食品を除く。)については、乾物や摂取

量が少ない食品も含め、製造加工業者の衛生

管理の体制について保健所の監視票、食品等

事業者の自主管理記録票等により確認すると

ともに、製造加工業者が従事者の健康状態の

確認等ノロウイルス対策を適切に行っている

かを確認すること。 

 

（４）、（５）略 

（６） 野菜及び果物を加熱せずに供する場合に

は、別添２に従い、流水（食品製造用水注１と

して用いるもの。以下同じ。）で十分洗浄

し、必要に応じて次亜塩素酸ナトリウム等で

殺菌注２した後、流水で十分すすぎ洗いを行う

こと。特に高齢者、若齢者及び抵抗力の弱い

者を対象とした食事を提供する施設で、加熱

せずに供する場合（表皮を除去する場合を除

く。）には、殺菌を行うこと。 

   

２.～４.（略） 

 

５．その他 

（１）～（３）（略） 

（４）調理従事者等の衛生管理 

①  （略） 

②  調理従事者等は、毎日作業開始前に、 

自らの健康状態を衛生管理者に報告し、衛 

生管理者はその結果を記録すること。 

③ 調理従事者等は臨時職員も含め、定期

的な健康診断及び月に１回以上の検便を

受けること。検便検査注７には、腸管出血

性大腸菌の検査を含めることとし、１０

月から３月までの間には月に１回以上又

は必要に応じて注８ノロウイルスの検便検

査に努めること。 

 

Ⅱ 重  要  管  理  事  項 

 

１．原材料の受入れ・下処理段階における管理 

（１）略 

（２）略 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）、（４）略 

（５） 野菜及び果物を加熱せずに供する場合に

は、別添２に従い、流水（食品製造用水注１と

して用いるもの。以下同じ。）で十分洗浄

し、必要に応じて次亜塩素酸ナトリウム等で

殺菌注２した後、流水で十分すすぎ洗いを行う

こと。 

  

 

 

 

２.～４.（略） 

 

５．その他 

（１）～（３）（略） 

（４）調理従事者等の衛生管理 

①（略） 

（新設） 

 

 

② 調理従事者等は臨時職員も含め、定期

的な健康診断及び月に１回以上の検便を

受けること。検便検査には、腸管出血性

大腸菌の検査を含めること。 また、必要

に応じ１０月から３月にはノロウイルス

の検査を含めること。 
 

( 参考 )



 

   ④ ノロウイルスの無症状病原体保有者で

あることが判明した調理従事者等は、検

便検査においてノロウイルスを保有して

いないことが確認されるまでの間、食品

に直接触れる調理作業を控えるなど適切

な措置をとることが望ましいこと。 

   ⑤ 略 

   ⑥ 下痢又は嘔吐等の症状がある調理従事

者等については、直ちに医療機関を受診

し、感染性疾患の有無を確認すること。

ノロウイルスを原因とする感染性疾患に

よる症状と診断された調理従事者等は、

検便検査においてノロウイルスを保有し

ていないことが確認されるまでの間、食

品に直接触れる調理作業を控えるなど適

切な処置をとることが望ましいこと。 

   ⑦～⑩ 略 

   ⑪ 食中毒が発生した時の原因究明を確実

に行うため、原則として、調理従事者等

は当該施設で調理された食品を喫食しな

いこと。  

ただし、原因究明に支障を来さないため

の措置が講じられている場合はこの限り

でない。（試食担当者を限定すること

等） 

   注７：ノロウイルスの検査に当たっては、

遺伝子型によらず、概ね便１ｇ当たり 

１０５オーダーのノロウイルスを検出で

きる検査法を用いることが望ましい。た

だし、検査結果が陰性であっても検査感

度によりノロウイルスを保有している可

能性を踏まえた衛生管理が必要である。 

注８：ノロウイルスの検便検査の実施に当

たっては、調理従事者の健康確認の補完

手段とする場合、家族等に感染性胃腸炎

が疑われる有症者がいる場合、病原微生

物検出情報においてノロウイルスの検出

状況が増加している場合などの各食品等

事業者の事情に応じ判断すること。 

  

（５）略 

 

Ⅲ 衛生管理体制  

１．衛生管理体制の確立 

（１）～（６）（略） 

（７） 責任者は、調理従事者等を含め職員の健康

（新設）  

 

 

 

 

 

③ 略  

④ 下痢又は嘔吐等の症状がある調理従事者等につ

いては、直ちに医療機関を受診し、感染性疾患の

有無を確認すること。ノロウイルスを原因とする

感染性疾患による症状と診断された調理従事者等

は、リアルタイム法等の高感度の検便検査におい

てノロウイルスを保有していないことが確認され

るまでの間、食品に直接触れる調理作業を控える

など適切な処置をとることが望ましいこと。 

 

⑤～⑧ 略 

⑨ 食中毒が発生した時の原因究明を確実に行うた

め、原則として、調理従事者等は当該施設で調理

された食品を喫食しないこと。  

ただし、原因究明に支障を来さないための措置が

講じられている場合はこの限りでない。（毎日の

健康調査及び検便検査等） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（５）略 

 

Ⅲ 衛生管理体制  

１．衛生管理体制の確立 

（１）～（６）（略） 

（７） 責任者は、調理従事者等を含め職員の健康



 

管理及び健康状態の確認を組織的・継続的に

行い、調理従事者等の感染及び調理従事者等

からの施設汚染の防止に努めること。 

 

（８） 責任者は、衛生管理者に毎日作業開始前

に、各調理従事者等の健康状態を確認させ、

その結果を記録させること。 

 

（９） 責任者は、調理従事者等に定期的な健康診

断及び月に１回以上の検便を受けさせるこ

と。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査

を含めることとし、１０月から３月までの間

には月に１回以上又は必要に応じてノロウイ

ルスの検便検査を受けさせるよう努めるこ

と。 

 

（１０）責任者は、ノロウイルスの無症状病原体保

有者であることが判明した調理従事者等を、

検便検査においてノロウイルスを保有してい

ないことが確認されるまでの間、食品に直接

触れる調理作業を控えさせるなど適切な措置

をとることが望ましいこと。 

 

（１１）略   

 

（１２）責任者は、下痢又は嘔吐等の症状がある調

理従事者等について、直ちに医療機関を受診

させ、感染性疾患の有無を確認すること。ノ

ロウイルスを原因とする感染性疾患による症

状と診断された調理従事者等は、検便検査に

おいてノロウイルスを保有していないことが

確認されるまでの間、食品に直接触れる調理

作業を控えさせるなど適切な処置をとること

が望ましいこと。 

 

（１３）責任者は、調理従事者等について、ノロ

ウイルスにより発症した調理従事者等と一

緒に感染の原因と考えられる食事を喫食す

るなど、同一の感染機会があった可能性が

ある調理従事者等について速やかにノロウ

イルスの検便検査を実施し、検査の結果ノ

ロウイルスを保有していないことが確認さ

管理及び健康状態の把握を組織的・継続的に

行い、調理従事者等の感染及び調理従事者等

からの施設汚染の防止に努めること。 

 

（新設） 

 

 

 

 

（８） 責任者は、調理従事者等に定期的な健康診 

断及び月に１回以上の検便を受けさせるこ 

と。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査 

を含めること。 また、必要に応じ１０月か 

ら３月にはノロウイルスの検査を含めること 

が望ましいこと。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（９）略 

 

（１０）責任者は、下痢又は嘔吐等の症状がある調 

理従事者等について、直ちに医療機関を受診 

させ、感染性疾患の有無を確認すること。ノ 

ロウイルスを原因とする感染性疾患による症 

状と診断された調理従事者等は、リアルタイ 

ムＰＣＲ法等の高感度の検便検査において 

ノロウイルスを保有していないことが確認

されるまでの間、食品に直接触れる調理作

業を控えさせるなど適切な処置をとること

が望ましいこと。 

 

（１１） 責任者は、調理従事者等について、ノ

ロウイルスにより発症した調理従事者等

と一緒に感染の原因と考えられる食事を

喫食するなど、同一の感染機会があった

可能性がある調理従事者等について速や

かにリアルタイムＰＣＲ法等の高感度の

検便検査を実施し、検査の結果ノロウイ

ルスを保有していないことが確認される



 

れるまでの間、調理に直接従事することを

控えさせる等の手段を講じることが望まし

いこと。 

 

（１４）（１５）（略） 

 

（１６）施設の衛生管理全般について、専門的な

知識を有する者から定期的な指導、助言を

受けることが望ましい。また、従事者の健

康管理については、労働安全衛生法等関係

法令に基づき産業医等から定期的な指導、

助言を受けること。 

 

（１７）高齢者や乳幼児が利用する施設等におい

ては、平常時から施設長を責任者とする危

機管理体制を整備し、感染拡大防止のため

の組織対応を文書化するとともに、具体的

な対応訓練を行っておくことが望ましいこ

と。また、従業員あるいは利用者において

下痢・嘔吐等の発生を迅速に把握するため

に、定常的に有症状者数を調査・監視する

ことが望ましいこと。 

 

別添２ 

（原材料等の保管管理マニュアル） 

１．野菜・果物注３ 

⑦必要に応じて、次亜塩素酸ナトリウム等注４で殺

菌注５した後、流水で十分すすぎ洗いする。 

 

注５：高齢者、若齢者及び抵抗力の弱い者を対象

とした食事を提供する施設で、加熱せずに

供する場合（表皮を除去する場合を除

く。）には、殺菌を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

までの間、調理に直接従事することを控

えさせる等の手段を講じることが望まし

いこと。 

 

（１２）（１３）略 

 

（１４） 施設に所属する医師、薬剤師等専門的

な知識を有する者の定期的な指導、助言

を受けること。 

 

 

 

 

（１５）高齢者や乳幼児が利用する施設等におい

ては、平常時から施設長を責任者とする危

機管理体制を整備し、感染拡大防止のため

の組織対応を文書化するとともに、具体的

な対応訓練を行っておくことが望ましいこ

と。また、従業員あるいは利用者において

下痢・嘔吐症の発生を迅速に把握するため

に、定常的に有症状者数を調査・監視する

ことが望ましいこと。 

 

別添２ 

（原材料等の保管管理マニュアル） 

１．野菜・果物注３ 

⑦必要に応じて、次亜塩素酸ナトリウム等注４で殺

菌した後、流水で十分すすぎ洗いする。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙「従事者等の衛生管理点検表」 

 

 
 

 

 

 

 

別紙「従事者等の衛生管理点検表」 
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こ 成 保 ３ ８ 

５ 文 科 初 第 ４ ８ ３ 号 

令 和 ５ 年 ５ 月 １ ９ 日 

 

［最終改正］こ 成 保 1 9 2 

 ５ 文 科 初 第 2 5 8 8 号 

令 和 ６ 年 ３ 月 2 9 日 

 

 

 

各 都道府県知事 殿 

 

 

 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 長 

文部科学省初等中等教育局長 

 

 

特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について 

 

 

 

「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保

育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改

正する告示」（平成 27年内閣府告示第 49号。以下「告示」という。）の実施に伴う留意

事項は下記のとおりであるので、十分御了知の上、各都道府県においては、貴管内の市町

村（特別区を含む。以下同じ。）に対して遅滞なく周知を図られたい。 

なお、本通知は令和５年４月１日より適用することとし、「特定教育・保育等に要する

費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」（平成 28年８月 23日付府

子本第 571号、28文科初第 727号、雇児発 0823第１号）は廃止する。 

この通知の適用前に、旧通知に基づき実施した取り扱いについては、なお従前の例によ

ることとする。 
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記 

 

第１ 公定価格の具体的な算定方法等 

（１）算定方法、加算の要件及び申請手続き等 

特定教育・保育等に要する費用の額（以下「公定価格」という。）の算定に関する基

準については、告示に定めるところであるが、具体的な算定方法、加算の要件及び申

請手続き等については、別紙１から別紙 10によること。 

 

（２）教育標準時間認定子どもに係る経過措置 

教育標準時間認定子どもに係る施設型給付費等の額については、子ども・子育て支

援法（平成 24年法律第 65号）附則第９条第１項第１号及び同項第２号イ及びロ並び

に同項第３号イ及びロの規定により、国庫負担対象部分と地方単独費用部分に分かれ

るが、告示に定める別表第二等の額は、地方単独費用部分も含め、特定教育・保育に

通常用する費用の額としての標準価格を示しているものであり、国庫負担対象部分は、

この標準価格に 1,000分の 749を乗じて得た額としている。 

地方単独費用部分は地域の実情等を参酌して市町村が定めることとされているが、

新制度の円滑な実施には、給付額が適正に設定されることが重要であり、また、標準

価格は幼稚園等に求められる職員配置基準等を踏まえた必要な費用の実態に基づき、

人件費の地域間格差も踏まえて設定した標準的な給付水準であること等を踏まえ、各

市町村は、基本的に、この標準価格に基づき、各市町村において給付額を設定いただ

くようお願いしたいこと。 

なお、地方財政措置についても、標準価格を基に設定する予定としていることから、

こうしたことも十分に踏まえた対応とすること。 

 

（３）都道府県及び市町村が設置する特定教育・保育施設の公定価格 

別紙１から別紙４及び別紙 10については、都道府県及び市町村以外の者が設置する

特定教育・保育施設（以下「私立施設」という。）に適用されるものであり、都道府県

及び市町村が設置する特定教育・保育施設に係る公定価格については、私立施設に適

用される公定価格の基準や地域の実情等を踏まえて、施設の設置主体である都道府県

及び市町村が定めるものであること。 

 

第２ 月途中で利用を開始又は利用を終了した子ども等に係る公定価格の算定方法 

（１）月途中で利用を開始又は利用を終了した子どもに係る公定価格の算定方法 

公定価格については、告示に定めるところにより各月の額を算定することになるが、

月途中で利用を開始又は利用を終了した子どもに係る公定価格については、以下の算

式１又は算式２を用いて、日割りにより算定すること。 

 

算式１ 月途中で利用を開始した子どもに係る公定価格の算定方法 

告示により算定された各月の公定価格 



 

 

× その月の月途中の利用開始日からの開所日数（注１） ÷ 日数（注２） 

 

算式２ 月途中で利用を終了した子どもに係る公定価格の算定方法 

告示により算定された各月の公定価格（注１） 

× その月の月途中の利用終了日の前日までの開所日数（注１） ÷ 日数（注２） 

 
（注１）特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者が定める特定教育・保育又は特定地域型 

   保育の提供を行う日をいい、（注２）の「日数」を超える場合は「日数」とする。 

（注２）教育標準時間認定子ども又は幼稚園から特別利用教育の提供を受ける保育認定子どもの 

   場合 20日 

上記以外の子ども場合 25日 

（注３）上記により算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。 

 

（２）月途中で認定区分が変更した子どもに係る公定価格の算定方法 

施設型給付等の支給を受けていた子どもが、保護者の就労状況等の変化により、認定 

区分が変更した場合については、変更した日の属する月の翌月（月初日に変更となった

場合はその月）から適用する公定価格を変更すること。 

なお、当該取扱は、認定区分の変更前後において、同一の施設・事業所を利用する場 

合に限るものであり、認定区分の変更と併せて利用する施設・事業所が異なる場合につ

いては、変更前後の施設・事業所において、それぞれ（１）により算定すること。 

 

第３ 施設型給付費等の支弁方法 

（１）施設・事業者からの請求 

施設型給付費等については、毎月、施設・事業者から施設型給付費等の法定代理受

領に係る請求書（私立保育所にあっては委託費に係る請求書）を徴して支弁すること。 

なお、各施設の利用状況や加算の認定状況等を把握することにより、職権で支弁で

きる場合については、この請求を簡素化することができること。 

また、施設型給付費等については、当該施設・事業所を利用する子どもの実人員に

応じて支弁されるものであること。 

 

（２）支弁時期 

各月初日に利用する子どもに係る施設型給付費等については、当月分は遅くともそ

の月中に支弁すること。 

また、月途中で利用を開始又は利用を終了した子どもに係る施設型給付費等につい

ては、翌月の支給時（翌月初日に利用する子どもに係る施設型給付等の支給時）に併

せて支弁又は精算をすること。 
 

第４ 充足すべき職員数の算定方法について 

公定価格における充足すべき職員数については、別紙１から別紙 10に規定するとこ

ろである。 



 

 

（１）基本分単価において充足すべき職員と各加算について 

３歳児配置改善加算、４歳以上児配置改善加算、満３歳児対応加配加算、講師配置

加算、チーム保育加配加算、主幹教諭等（主任保育士）専任加算、指導充実加配加算、

チーム保育推進加算、学級編制調整加配加算、療育支援加算及び障害児保育加算の認

定に当たっては、基本分単価において充足すべき年齢別配置基準職員数及び年齢別配

置基準職員を補完する職員数を満たした上で、それぞれの加算において求める職員数

を充足すること。また、事務職員雇上費加算、事務職員配置加算及び事務負担対応加

配加算の認定に当たっては、基本分単価において充足すべき事務職員及び非常勤事務

職員（注）を満たした上で、それぞれの加算において求める事務職員及び非常勤事務職

員を充足すること。 

職員数の充足状況の確認に際しては、当該施設・事業所の専任又は他の施設・事業

所との兼務の状況を把握すること。兼務とされる職員については、機会を捉えて、勤

務の実態を把握するようにすること。 

また、施設・事業所において地域子ども・子育て支援事業等を実施している場合は、

それらの事業等において求められる職員の配置を含めて充足状況を確認すること。 

（注）園長等の職員が兼務する場合又は業務委託する場合は、配置は不要であること。 

 

（２）各加算の適用順位について 

各加算の適用に優先順位はなく、各園の実情に応じて必要な加算を選択できること。

また、３歳児配置改善加算、４歳以上児配置改善加算及び満３歳児対応加配加算の適

用については、別添１の算式により算出された職員数を満たす場合に加算が適用され

ること。 

 

（３）常勤以外の職員配置について 

常勤以外の職員を配置する場合については、下記の算式によって得た数値により充 

足状況を確認すること。なお、学級担任は原則常勤専任であることに留意すること。 

 

算式 常勤以外の職員の１か月の勤務時間数の合計 

÷ 各施設・事業所の就業規則等で定めた常勤職員の１か月の勤務時間数  

＝ 常勤換算値 

 

第５ 虚偽等の場合の返還措置 

市町村長は、公定価格における充足すべき職員の配置状況や、各加算等の要件につ

いて、指導監督等を通じてその適合状況を把握すること。 

また、指導監督等の結果、施設・事業者が虚偽又は不正の手段により加算の認定等

を受けていることが認められた場合には、既に支給された加算等の全部又は一部の返

還措置を講じること。 

  



 

 

別紙１（幼稚園（教育標準時間認定１号）） 

 

Ⅰ 地域区分等 

 

１．地域区分（①） 

利用する施設が所在する市町村ごとに定められた告示別表第一による区分を適用する。 

 

２．定員区分（②） 

利用する施設の教育標準時間認定子どもに係る利用定員の総和に応じた区分を適用する。 

 

３．認定区分（③） 

利用子どもの認定区分に応じた区分を適用する。 

 

４．年齢区分（④） 

利用子どもの満年齢に応じた区分を適用する。 

なお、年度の初日の前日における満年齢に基づき区分した場合に、年齢区分が異なる場合は、

適用される年齢区分における基本分単価（⑤）、処遇改善等加算Ⅰ（⑥）及び３歳児配置改善加

算（⑧）の単価について、それぞれの「月額調整」欄に定める額に置き替えて適用するものとす

る。 

 

Ⅱ 基本部分 

 

１．基本分単価（⑤） 

（１）額の算定 

地域区分（①）、定員区分（②）、認定区分（③）、年齢区分（④）（以下「地域区分等」とい

う。）に応じて定められた額とする。 

 

（２）基本分単価に含まれる職員構成 

基本分単価に含まれる職員構成は以下のとおりであることから、これを充足すること。 

（ア）園長 

 

（イ）教員（教諭等） 

基本分単価における必要教員数（園長及び幼稚園設置基準（昭和 31年文部省令第 32号） 

   第５条第３項に規定する教員を除く。）は以下のⅰとⅱを合計した数であること。 

ⅰ 年齢別配置基準 

４歳以上児 30人につき１人、３歳児及び満３歳児 20人につき１人 
（注１）ここでいう「教員（教諭等）」とは、幼稚園教諭免許状を有する者をいうこと（なお、副園

長及び教頭については、この限りでない。）。 
（注２）ここでいう「４歳以上児」及び「３歳児」とは、年度の初日の前日における満年齢によるも

のであること。 
また、「満３歳児」とは、年度の初日の前日における満年齢が２歳で、年度途中に満３歳

に達し入園した者をいうこと。 
（注３）確認に当たっては以下の算式によること。 
＜算式＞ 

｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ 
＋｛３歳児及び満３歳児数×1/20（同）｝＝配置基準上教員数（小数点以下四捨五入） 

 

ⅱ 学級編制調整加配 

教育標準時間認定子どもに係る利用定員が36人以上300人以下の施設に１人 

 

（ウ）その他 



 

 

ⅰ 事務職員及び非常勤事務職員 

（注）園長等の職員が兼務する場合又は業務委託する場合は、配置は不要であること。 

（注）非常勤事務職員については、週２日分の費用を算定。 

ⅱ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 

（注）嘱託等で可。 

 

Ⅲ 基本加算部分 

 

１．処遇改善等加算Ⅰ（⑥） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、別に定めるところにより認定した加算率×100を乗 

じて得た額とする。 

 

２．副園長・教頭配置加算（⑦） 

（１）加算の要件 

園長以外の教員として、次の要件を満たす副園長又は教頭を配置している施設に加算する。

配置人数にかかわらず同額とする。 

ⅰ 学校教育法（昭和22年法律第26号）第27条に規定する副園長又は教頭の職務をつかさど

っていること。学級担任など教育・保育への従事状況は問わない。 

ⅱ 学校教育法施行規則（昭和25年文部省令第11号）第23条において準用する第20条から第

22条までに該当するものとして発令を受けていること。幼稚園教諭免許状を有さない場合

も含む。 

ⅲ 当該施設に常時勤務する者であること。 

ⅳ 園長が専任でない施設において、幼稚園設置基準第５条第３項に規定する教員に該当し

ないこと。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、新たに加算を認定するにあたっては、

その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用開始年月、副園長又は教頭となる者

の氏名、年齢等を記載した履歴書等）を徴して（１）の要件への適合状況を確認すること。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその状況を

把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属す

る月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無いもの

とすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

３．３歳児配置改善加算（⑧） 

（１）加算の要件 

Ⅱの１．（２）（イ）ⅰの年齢別配置基準のうち、３歳児及び満３歳児に係る教員配置基準

を３歳児及び満３歳児 15人につき１人により実施する施設に加算する。なお、３歳児の実人



 

 

数が 15人を下回る場合であっても、以下の算式による配置基準上教員数を満たす場合は、加

算が適用される。 

＜算式＞ 
｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ 

＋｛３歳児及び満3歳児数×1/15（同）｝＝配置基準上教員数（小数点以下四捨五入） 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、そ

の施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用開始年月、利用子ども数（見込）、

施設全体の常勤換算人数による配置教員数及び職員体制図等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその状況

を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の

属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無

いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２） 

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

４．４歳以上児配置改善加算（⑨） 

（１）加算の要件 

Ⅱの１．（２）（イ）ⅰの年齢別配置基準のうち、４歳以上児に係る教員配置基準を４歳以

上児 25人につき１人により実施する施設（チーム保育加配加算を算定している施設は除く。）

に加算する。なお、４歳以上児が 25人を下回る場合であっても、以下の算式による配置基準

上教員数を満たす場合は、加算が適用される。 

   ＜算式＞ 

｛４歳以上児数×1/25（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ 

＋｛３歳児及び満 3歳児数×1/20（同）｝＝配置基準上教員数（小数点以下四捨五入） 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、  

その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用開始年月、利用子ども数（見込）、

施設全体の常勤換算人数による配置教員数及び職員体制図等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその状

況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった

日の属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適

用が無いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。（年度の初日の前日における年齢

が満３歳の子どもを除く）。 

 

５．満３歳児対応加配加算（⑩又は⑩’） 

（１）加算の要件 

（ア）３歳児配置改善加算の適用がない場合【⑩】 

Ⅱの１．（２）（イ）ⅰの年齢別配置基準のうち、満３歳児に係る教員配置基準を満３

歳児６人につき１人（満３歳児を除いた３歳児は20人につき１人）により実施する施設に

加算する。なお、満３歳児の実人数が６人を下回る場合であっても、以下の算式による配



 

 

置基準上教員数を満たす場合は、加算が適用される。 
＜算式＞ 

｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ 
＋｛３歳児数（満３歳児を除く）×1/20（同）｝＋｛満３歳児×1/6（同）｝ 
＝配置基準上教員数（小数点以下四捨五入） 

 

（イ）３歳児配置改善加算の適用がある場合【⑩’】 

Ⅱの１．（２）（イ）ⅰの年齢別配置基準のうち、満３歳児に係る教員配置基準を満３

歳児６人につき１人（満３歳児を除いた３歳児は15人につき１人）により実施する施設に

加算する。なお、満３歳児の実人数が６人を下回る場合であっても、以下の算式による配

置基準上教員数を満たす場合は、加算が適用される。 
＜算式＞ 

｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ 
＋｛３歳児数（満３歳児を除く）×1/15（同）｝＋｛満３歳児×1/6（同）｝  
＝配置基準上教員数（小数点以下四捨五入） 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、そ

の施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用開始年月、利用子ども数（見込）、

施設全体の常勤換算人数による配置教員数及び職員体制図等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監査等を通じてその状況

を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の

属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無

いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

６．講師配置加算（⑪） 

（１）加算の要件 

基本分単価（⑤）及び他の加算等の認定に当たって求められる「必要教員数」を超えて、非常

勤講師（幼稚園教諭免許状を有し、教諭等の発令を受けている者）を配置する利用定員が 35人

以下又は 121人以上の施設に加算する。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、

その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、利用子ども数（見込）、施

設全体の常勤換算人数による配置教員数及び職員体制図等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその状況

を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日

の属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用

が無いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

７．チーム保育加配加算（⑫） 



 

 

（１）加算の要件 

基本分単価（⑤）及び他の加算等の認定に当たって求められる「必要教員数」を超えて、教

員（幼稚園教諭の免許状を有するが教諭等の発令を受けていない教育補助者を含む。）を配置

する施設において、副担任等の学級担任以外の教員を配置する、少人数の学級編制を行うなど、

低年齢児を中心として小集団化したグループ教育を実施する場合に加算する。 

なお、本加算の算定上の「加配人数」は、教育標準時間認定子どもに係る利用定員の区分ご

との上限人数（注１）の範囲内で、「必要教員数」を超えて配置する教員数（注２）とする。 
（注１）教育標準時間認定子どもに係る利用定員の区分ごとの上限人数 

45人以下：１人、46人以上150人以下：２人、151人以上240人以下：３人、 
241人以上270人以下：3.5人、271人以上300人以下：５人、 
301人以上450人以下：６人、451人以上：８人 

（注２）「必要教員数」を超えて配置する教員数に応じ、以下のとおり取り扱うこととする。 
①  常勤換算人数（小数点第２位以下切り捨て、小数点第１位四捨五入前）による配置教員

数から必要教員数を減じて得た員数が３人未満の場合小数点第１位を四捨五入した員数と
する。 

（例）2.3人の場合、２人 
② 常勤換算人数（小数点第２位以下切り捨て、小数点第１位四捨五入前）による配置教員数 
から必要教員数を減じて得た員数が３人以上の場合 
小数点第１位が１又は２のときは小数点第１位を切り捨て、小数点第１位が３又は４のと 

きは小数点第１位を0.5とし、小数点第１位が５以上のときは小数点第１位を切り上げて 
得た員数とする。 
（例）3.2人の場合→3人、3.4人の場合→3.5人、3.6人の場合→4人 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、そ

の施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、利用子ども数（見込）、施設

全体の常勤換算人数による配置教員数及び職員体制図等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその状況

を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の

属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無

いものとすること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２） 

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額を基本額とし、当該基本額に（１）の「加 

配人数」を乗じて得た額とする。 

 

８．通園送迎加算（⑬） 

（１）加算の要件 

利用子どもの通園の便宜のため送迎を行う施設に加算する。 

なお、年間に必要な経費を平準化して単価を設定しているため、通園送迎を利用していない

園児についても同額を加算し、また、長期休業期間の単価にも加算するものとする。 

（注）送迎の実施方法（運転手を雇用して実施又は業務委託して実施等）は問わない。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、そ

の施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、利用子ども数（見込）及び通

園送迎の実施状況等が分かる資料等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその状況

を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の



 

 

属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無

いものとすること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２） 

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

９．給食実施加算（⑭） 

（１）加算の要件 

給食を実施している施設に加算する。 

本加算の算定上の「週当たり実施日数」は、修業期間中の平均的な月当たり実施日数を４（週）

で除して算出（小数点第１位を四捨五入）することとし、子ども全員に給食を提供できる体制

をとっている日を実施日とみなすものとする（保護者が弁当持参を希望するなどにより給食を

利用しない子どもがいる場合も実施日に含む）。 

なお、年間に必要な経費を平準化して単価を設定しているため、長期休業期間の単価にも加

算するものとする。 

（注）給食の実施方法（業務委託、外部搬入等）は問わない。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、そ

の施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、利用子ども数（見込）及び給

食の実施状況・実施形態の別等が分かる資料等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその状況

を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の

属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無

いものとすること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、定員区分及び以下の給食の実施形態の別に応じて定められた単価に、当該加算に

係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額

とする。 

  （ア）施設内の調理設備を使用してきめ細かに調理を行っている場合（注１） 

（イ）施設外で調理して施設に搬入する方法により給食を実施している場合（注２） 
（注１）施設の職員が調理を行っている場合のほか、安全・衛生面、栄養面、食育等の観点から施設

の管理者が業務上必要な注意を果たし得るような体制及び契約内容により、調理業務を第三者

に委託する場合を含む。 

（注２）搬入後に施設内において喫食温度まで加温し提供する場合を含む。 

 

１０．外部監査費加算（⑮） 

（１）加算の要件 

幼稚園を設置する学校法人等が、当年度の幼稚園の運営に係る会計について、公認会計士又

は監査法人による監査（以下「外部監査」という。）を受ける場合に加算する。 

外部監査の内容等については、幼稚園に係る私立学校振興助成法（昭和50年法律第61号）第

14条第３項に規定する公認会計士又は監査法人の監査及びこれに準ずる公認会計士又は監査

法人の監査と同等のものとする。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、そ

の施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年度、利用子ども数（見込）及び外

部監査の実施状況等が分かる資料等）を徴して確認すること。 



 

 

 

（イ）当年度の３月時点で外部監査を実施することが確認できれば、当年度の３月分の単価に加

算する。（監査報告書の作成等の時期が翌年度になる場合でも、監査実施契約が締結されて

いるなど、確実に外部監査が実施されることが確認できれば、当年度の３月分の単価に加算

する。） 

なお、監査報告書については、作成次第速やかに、監査実施者から施設が所在する市町村

に提出すること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、利用定員に応じて定められた額とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算す

る。 

 

１１．副食費徴収免除加算（⑯） 

（１）加算の要件 

   利用子どもの全てに副食の全てを提供する日（以下「給食実施日」）という。）（注１）があり、

かつ、利用子どもである副食費徴収免除対象子ども（注２）に副食の全てを提供する日がある施設

に加算する。 
（注１）副食の提供状況については保護者への意向聴取等により施設が把握している各月初日におけ

る副食の提供予定による。また、施設の都合によらずに副食の一部又は全部の提供を要しない
利用子どもについては副食の全てを提供しているものと見なすものとする。 

（注２）以下のいずれかに該当する子どもとして、副食費の徴収が免除されることについて市町村か
ら通知がされた子どもとする。 

① 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営 
に関する基準（平成26年内閣府令第39号。以下「特定教育・保育施設等運営基準」という。） 
第13条第４項第３号イの(1)又は(2)に規定する年収360万円未満相当世帯に属する子ども  

② 特定教育・保育施設等運営基準第13条第４項第３号ロの(1)又は(2)に規定する第３子以降 
の子ども 

③ 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が子ども・子育て支援法施行令（平成26年 
政令第213号）第15条の３第２項各号に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者である子ども 

 

（２）加算の認定 

 （ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が月毎に行うこととし、加算の認定をするにあたっ

ては、その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、副食の提供予定等）

を徴して確認すること。 

 

 （イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、指導監督等を通じて副食の提供状況を

把握し、申請内容と実績に乖離がある場合には、施設の設置者から理由を徴すること。 

 

（３）加算額の算定 

   加算額は、定められた額に、各月の給食実施日数（注）を乗じて得た額とし、副食費徴収免除

対象子どもについて加算する（算定して得た額に10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 
   （注）20を超える場合には20とする。 

 

Ⅳ 加減調整部分 

 

１．年齢別配置基準を下回る場合（⑰） 

（１）調整の適用を受ける施設の要件 

施設に配置する教員数が、Ⅱの１．（２）（イ）ⅰ及びⅱで定める教員数を下回る場合に調

整する。 

本調整の算定上の「人数」は、必要教員数から配置教員数を減じて得た人数とする。 

 

（２）調整の適用を受ける施設の認定 



 

 

（ア）調整の適用を受ける施設の認定は、施設が所在する市町村が、Ⅱの１．（２）で定める職

員の充足状況の確認と併せて本調整の適用の有無を確認の上行うこと。 

 

（イ）市町村は、調整の適用を受ける施設について、申請又は指導監督等を通じてその状況を把

握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属す

る月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から調整の適用が無いも

のとすること。 

 

（３）調整額の算定 

調整額は、地域区分等に応じた単価に、当該調整に係る処遇改善等加算Ⅰ相当の単価にⅢの

１．（２）で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額を基本額とし、当該基本額に（１）

の「人数」を乗じて得た額とする。 

 

Ⅴ 乗除調整部分 

 

１．定員を恒常的に超過する場合（⑱） 

（１）調整の適用を受ける施設の要件 

直前の連続する２年度間常に利用定員を超えており（注１）、かつ、各年度の年間平均在所   

率（注２）が 120％以上の状態にある施設に適用する。 

なお、教育・保育の提供は利用定員の範囲内で行われることが原則であること。 

また、上記の状態にある施設に対しては、利用定員の見直しに向けた指導を行うこと。 
（注１）利用定員を超えて受け入れる場合の留意事項 

利用定員を超えて受け入れる場合であっても、施設の設備又は職員数が、利用定員を超えて 
利用する子どもを含めた利用子ども数に照らし、幼稚園設置基準及び本通知等に定める基準を 
満たしていること。 

（注２）年間平均在所率 
当該年度内における各月の初日の利用子ども数の総和を各月の初日の利用定員の総和で除し

たものをいう。 

 

（２）調整の適用を受ける施設の認定 

（ア）調整の適用を受ける施設の認定は、施設が所在する市町村が施設の利用状況を確認の上行

うこと。 

 

（イ）ただし、子ども・子育て支援法による確認を受ける前から既に認可定員（収容定員）を超

過していた私立幼稚園については、現行の都道府県の私学助成における補助金の交付額の減

額の仕組み等による対応との整合性等を踏まえ、都道府県の判断により、子ども・子育て支

援法の施行当初又は確認を受けた時から減算を適用することも可能とする。この場合の考え

方及び手続は、平成 26年 10月 17日付け事務連絡「認可定員を超過して園児を受け入れて

いる私立幼稚園に係る子ども・子育て支援法に基づく確認等に関する留意事項について」に

よるものとする。 

 

（ウ）市町村は、調整の適用を受ける施設について、指導監督等を通じて利用定員の見直しが行

われた場合又は地域における需要の動向等を踏まえて当該年度における年間平均在所率が

120％以上の状態にならないものと認められる場合には、見直し等が行われた日の属する月

の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から調整の適用が無いものと

すること。 

 

（３）適用される基本部分及び加減調整部分の額の調整方法 

本調整措置が適用される施設における基本分単価（⑤）から年齢別配置基準を下回る場合（⑰）

（副食費徴収免除加算(⑯)を除く。）の額については、それぞれの額の総和に各月初日の利用

子ども数の区分及び地域区分等に応じた調整率を乗じて得た額とする（算定して得た額に 10



 

 

円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 

 

Ⅵ 特定加算部分 

 

１．主幹教諭等専任加算（⑲） 

（１）加算の要件 

主幹教諭等（学校教育法第27条に規定する副園長、教頭、主幹教諭及び指導教諭をいう。以

下同じ。）を指導計画の立案や地域の子育て支援活動等の業務に専任させるため、基本分単価

（⑤）及び他の加算等の認定に当たって求められる「必要教員数」を超えて代替教員（非常勤

講師等）を配置し、以下の事業等を複数実施する施設に加算する。 

なお、主幹教諭等が学級担任を兼務することは適切ではなく、代理で行う場合であっても、

１月を超えて兼務が継続している場合、加算は適用されないこと。 

ⅰ 幼稚園型一時預かり事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合しており、

かつ、月の平均対象子どもが１人以上いるもの（年度当初から事業を開始する場合は５月

において当該要件を満たしていることをもって４月から当該要件を満たしているものと取

り扱う。）。私学助成の預かり保育推進事業、幼稚園長時間預かり保育支援事業、市町村

の単独事業・自主事業（私学助成の国庫補助事業の対象に準ずる形態で実施されている場

合に限る。）等により行う預かり保育を含む。ただし、当該要件を満たした月以降の各月

においては、同一年度に限り、事業を実施する体制が取られていることをもって当該要件

を満たしているものと取り扱う。） 

ⅱ 一般型一時預かり事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合しており、

かつ、月の平均対象子どもが１人以上いるもの（年度当初から事業を開始する場合は５月

において当該要件を満たしていることをもって４月から当該要件を満たしているものと取

り扱う。）。私学助成の子育て支援活動の推進等により行う未就園児の保育、幼稚園型一

時預かり事業により行う非在園児の預かり及びこれらと同等の要件を満たして実施してい

るもの。（ただし、当該要件を満たした月以降の各月においては、同一年度に限り、事業

を実施する体制が取られていることをもって当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ⅲ 満３歳児に対する教育・保育の提供（月の初日において満３歳児が１人以上利用してい

る月から年度を通じて当該要件を満たしているものとする。） 

ⅳ 障害児（軽度障害児を含む。）（注）に対する教育・保育の提供（月の初日において障害

児が１人以上利用している月から年度を通じて当該要件を満たしているものとする。） 
（注）市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断

書や巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が

把握可能な資料をもって確認しても差し支えない。 

   ⅴ 継続的な小学校との連携・接続に係る取組で以下の全ての要件を満たすもの（年度当初

から当該取組を開始する場合は５月において計画により下記の要件を満たしていることを

もって４月から年度を通じて当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

(ｱ) 小学校との連携・接続に関する業務分掌を明確にしていること。 

(ｲ) 授業・行事、研究会・研修等の小学校との子ども及び教職員の交流活動を年度を通じ

て複数回実施していること。 

(ｳ) 小学校と協働して、５歳児から小学校１年生の２年間（２年以上を含む。）のカリキ

ュラムを編成・実施していること（小学校との継続的な協議会の開催等により具体的な

編成に着手していると認められる場合を含む。）。 

ⅵ 都道府県及び市町村等の教育委員会又は幼児教育センターなど幼児教育施設に対して

幼児教育の内容・指導方法等の指導助言等を行う部局、あるいは幼児教育アドバイザーな

ど地方自治体に所属して幼児教育の専門的な知見や豊富な実践経験に基づき幼児教育に

関する指導助言等を行う者と連携して、園内研修を企画・実施していること。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算の認定をするにあたっては、 



 

 

その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、（１）のⅰからⅴの事業等の 

実施状況等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監査等を通じてその状

況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日

の属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が

無いものとすること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、基本額に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１．（２）で認定した   

  加算率×100を乗じて得た額を加えた額を、各月初日の利用子ども数で除して得た額とする。

（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。） 

 

２．子育て支援活動費加算（⑳） 

（１）加算の要件 

主幹教諭等専任加算（⑲）の対象施設において、保護者や地域住民からの育児相談、地域の

子育て支援活動等に取り組んでいる場合に加算する。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算の認定をするにあたっては、

その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、子育て支援活動等の実施状

況等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその状況

を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の

属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無

いものとすること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、基本額に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１．（２）で認定した加

算率×100を乗じて得た額を加えた額を、各月初日の利用子ども数で除して得た額とする（算

定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 

 

３．療育支援加算（㉑） 

（１）加算の要件 

主幹教諭等専任加算（⑲）の対象施設かつ障害児（注１）を受け入れている（注２）施設において、

主幹教諭等を補助する者（注３）を配置し、地域住民等の子どもの療育支援に取り組む場合に加算

する。 

なお、当該加算が適用される施設においては、障害児施策との連携を図りつつ、障害児教育

に関する専門性を活かして、地域住民や保護者からの育児相談等の療育支援に積極的に取り組

むこと（注４）。 
（注１）市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断書や

巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が把握可
能な資料をもって確認しても差し支えない。 

（注２）「障害児を受け入れている」とは、月の初日において障害児が１人以上利用していることをも
って満たしているものとし、以降年度を通じて当該要件を満たしているものとすること。 

（注３）非常勤職員であって、資格の有無は問わない。 
（注４）取組の例示 

・ 施設を利用する気になる段階の子どもを含む障害児について、障害児施策との連携により、
早期の段階から専門的な支援へと結びつける。 

・ 地域住民からの育児相談等に対応し、専門的な支援へと結びつける。 
・ 補助者の活用により障害児施策との連携を図る。 



 

 

・ 障害児施策との連携により、施設における障害児教育の専門性を強化し、障害児に対する支
援の充実を図る。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算の認定をするにあたっては、

その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、対象の子ども等）を徴して

確認すること。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監査等を通じてその状況

を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の

属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無

いものとすること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、特別児童扶養手当支給対象児童（注）受入施設又はそれ以外の障害児受入施設の別

に定められた基本額に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１．（２）で認定した

加算率×100を乗じて得た額を加えた額を、各月初日の利用子ども数で除して得た額とする（算

定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 
（注）特別児童扶養手当の支給要件に該当するが所得制限により当該手当の支給がされていない児童 

を含む。 

 

４．事務職員配置加算（㉒） 

（１）加算の要件 

基本分単価（⑤）において求められる事務職員及び非常勤事務職員（注）を超えて、非常勤事

務職員を配置する利用定員が 91人以上の施設に加算する。 

（注）園長等の職員が兼務する場合又は業務委託をする場合は、配置は不要であること。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算の認定をするにあたっては、

その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、利用子ども数（見込）、職員

の配置状況が記載された職員体制図等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその状況  

を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の

属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無

いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、区分ごとの基本額に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１．（２）で

認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額を、各月初日の教育標準時間認定を受けた利

用子ども数で除して得た額とする。（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨て

る。） 

 

５．指導充実加配加算（㉓） 

（１）加算の要件 

基本分単価（⑤）及び他の加算等の認定に当たって求められる「必要教員数」を超えて、非

常勤講師を配置する利用定員が 271人以上の施設に加算する。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、そ

の施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、非常勤講師の配置が分かる資



 

 

料等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監査等を通じてその状況

を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の

属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無

いものとすること。 

（３）加算の算定 

加算額は、基本額に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１．（２）で認定した

加算率×100を乗じて得た額を、各月初日の利用子ども数で除して得た額とする（算定して得

た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 

 

６．事務負担対応加配加算（㉔） 

（１）加算の要件 

基本分単価（⑤）において求められる事務職員及び非常勤事務職員（注）並びに事務職員配置

加算（㉒）において求められる非常勤事務職員を超えて、非常勤事務職員を配置する利用定員

が 271人以上の施設に加算する。 
（注）園長等の職員が兼務する場合又は業務委託をする場合は、配置は不要であること。 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、そ

の施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、非常勤事務職員の配置が分か

る資料等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監査等を通じてその状況

を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の

属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無

いものとすること。 

 

（３）加算の算定 

加算額は、基本額に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１．（２）で認定した

加算率×100を乗じて得た額を、各月初日の利用子ども数で除して得た額とする（算定して得

た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 

 

７．処遇改善等加算Ⅱ（㉕） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、処遇改善等加算Ⅱ－①及びⅡ－②の別に定められる額にそれぞれ対象人数を乗じ

て得た額の合計を、各月初日の利用子ども数で除して得た額とする（算定して得た額に10円未

満の端数がある場合は切り捨てる。）。 

 

８．処遇改善等加算Ⅲ（㉖） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、別に定める額に対象人数を乗じて得た額を、各月初日の利用子ども数で除して得

た額とする（算定して得た額に10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 

 



 

 

９．冷暖房費加算（㉗） 

（１）加算の要件 

全ての施設に加算する。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、以下の地域の区分に応じて定める額とする。 

 

一級地 
国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和24年法律第200号）別表に規 

定する一級地をいう。 

二級地 国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する二級地をいう。 

三級地 国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する三級地をいう。 

四級地 国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する四級地をいう。 

その他地域 上記以外の地域をいう。 

 

１０．施設関係者評価加算（㉘） 

（１）加算の要件 

学校教育法施行規則第 39条において準用する第 66条の規定による評価（以下「自己評価」

という。）を実施するとともに、第 67条の規定により保護者その他の幼稚園の関係者（幼稚園

職員を除く。）による評価（以下「施設関係者評価」という。）を実施し、その結果をホームペ

ージ・広報誌への掲載、保護者への説明等により広く公表する場合に加算する。 

施設関係者評価の内容等については、「幼稚園における学校評価ガイドライン」（これに準

じて自治体が作成したものを含む。）に準拠し、自己評価の結果に基づき実施するとともに、

授業・行事等の活動の公開、園長等との意見交換の確保などに配慮して実施するものとする。 

 

（２）加算の認定  

加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、その

施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年度、自己評価の実施状況、施設関係者

評価の実施状況、公開保育の実施状況が分かる資料等）を毎年 12月末までに提出させ、必要

な審査を行うこと。 
（注）評価者の委嘱や会議の開催予定等により、当年度に評価や結果の公表（評価報告書の作成が翌年

度以降となるため、結果の公表が翌年度になる場合を含む。）が行われることが確認できる場合は
本加算の対象とする。その場合、市町村は評価や結果の公表が確実に行われていることを事後に確
認すること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、公開保育の取組と組み合わせて施設関係者評価を実施する施設（注）とそれ以外の

施設の別に応じて定められた額を、３月初日の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額

に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算

する。 
（注）幼児期の教育・保育に専門的知見を有する外部有識者の協力を得て、他の幼稚園・認定こども

園・保育所の職員や地域の幼児教育関係者、小学校等の他校種の教員等を招いて行われる公開保

育を実施するとともに、当該公開保育に施設関係者評価の評価者の全部又は一部を参加させ、そ

の結果を踏まえて施設関係者評価を行う施設をいう。 

 

１１．除雪費加算（㉙） 

（１）加算の要件 

豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37年法律第 73号）第２条第２項に規定する地域に所在する

施設に加算する。 



 

 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、定められた額とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算する。 

 

１２．降灰除去費加算（㉚） 

（１）加算の要件 

活動火山対策特別措置法（昭和48年法律第61号）第23条第１項に規定する降灰防除地域に所

在する施設に加算する。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に 10

円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算する。 

 

１３．施設機能強化推進費加算（㉛） 

（１）加算の要件 

施設における火災・地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の安全かつ、

迅速な避難誘導体制を充実する等の施設の総合的な防災対策を図る取組（注１・注２・注３）を行う施

設で、以下の事業等を複数実施する施設に加算する。 

ⅰ 幼稚園型一時預かり事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合しており、

かつ、月の平均対象子どもが１人以上いるもの（年度当初から事業を開始する場合は５月

において当該要件を満たしていることをもって４月から当該要件を満たしているものと

取り扱う。）。私学助成の預かり保育推進事業、幼稚園長時間預かり保育支援事業、市町村

の単独事業・自主事業（私学助成の国庫補助事業の対象に準ずる形態で実施されている場

合に限る。）等により行う預かり保育を含む。ただし、当該要件を満たした月以降の各月

においては、同一年度に限り、事業を実施する体制が取られていることをもって当該要件

を満たしているものと取り扱う。） 

ⅱ 一般型一時預かり事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合しており、

かつ、月の平均対象子どもが１人以上いるもの（年度当初から事業を開始する場合は５月

において当該要件を満たしていることをもって４月から当該要件を満たしているものと

取り扱う。）。私学助成の子育て支援活動の推進等により行う未就園児の保育、幼稚園型一

時預かり事業により行う非在園児の預かり及びこれらと同等の要件を満たして実施して

いるもの。（ただし、当該要件を満たした月以降の各月においては、同一年度に限り、事

業を実施する体制が取られていることをもって当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ⅲ 満３歳児に対する教育・保育の提供（４月から 11月までの各月初日を平均して満３歳

児が１人以上利用していること。） 

ⅳ 障害児（軽度障害児を含む。）（注４）に対する教育・保育の提供（４月から 11 月までの間

に１人以上の障害児の利用があること。） 
（注１）取組の実施方法の例示 

ⅰ 地域住民等への防災支援協力体制の整備及び合同避難訓練等を実施する。 
ⅱ 職員等への防災教育、訓練の実施及び避難具の整備を促進する。 

（注２）取組に必要となる経費の額 
取組に必要となる経費の総額が、概ね16万円以上見込まれること。 

（注３）支出対象経費 
需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕費、食糧費（茶菓）、光熱水費、医療材料費）・ 

役務費（通信運搬費）・旅費・謝金・備品購入費・原材料費・使用料及び賃借料・賃金・委託 
費（防災訓練及び避難具の整備等に要する特別の経費に限り、教育・保育の提供に当たって、 
通常要する費用は含まない。） 

（注４）市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断書 
や巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が把 
握可能な資料をもって確認しても差し支えない。 

 

（２）加算の認定 



 

 

加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算の認定をするにあたっては、そ

の施設の設置者からその旨の申請を毎年 12月末までに提出させ、必要性及び経費等について 

必要な審査を行うこと。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に

10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算

する。 

 

（４）実績の報告等 

本加算の適用を受けた施設は、翌年４月末日までに実績報告書を市町村に提出すること。 

なお、市町村は、本加算を行った施設について、監査時等に検証を行うこと。 

 

１４．小学校接続加算（㉜） 

（１）加算の要件 

小学校との連携・接続について次に掲げる取組を行う施設に、（３）に定める通り加算す

る。 

ⅰ 小学校との連携・接続に関する業務分掌を明確にすること。 

ⅱ 授業・行事、研究会・研修等の小学校との子ども及び教職員の交流活動を実施してい

ること。 

ⅲ 小学校と協働して、５歳児から小学校１年生の２年間（２年以上を含む。）のカリキ

ュラムを編成・実施していること（小学校との継続的な協議会の開催等により具体的な

編成に着手していると認められる場合を含む。）。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、そ

の施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年度、小学校との連携・接続に係る

取組等の実施状況等が分かる資料等）を徴して確認すること。 

 

（イ）当年度の３月時点で当該年度において上記の要件を満たす取組が確認できれば、当年度 

の３月分の単価に加算する。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、以下に掲げる通りに要件を満たす場合に、それぞれに定められた額を、３月初日

の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）

とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算する。 

（ア）（１）のⅰ及びⅱのいずれの取組も実施している場合 

（イ）（ア）に加えて、（１）ⅲの取組を実施している場合 

 

１５．栄養管理加算（㉝） 

（１）加算の要件 

食事の提供にあたり、栄養士を活用（注）して、栄養士から献立やアレルギー、アトピー等へ

の助言、食育等に関する継続的な指導を受ける施設に加算する。 
（注）栄養士の活用に当たっては、雇用形態を問わず、嘱託する場合や、栄養教諭、学校栄養職員又

は調理員として栄養士を雇用している場合も対象となる。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、そ

の施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、栄養士の活用状況・配置等の

形態の別が確認できる書類等）を徴して確認すること。 



 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその状況

を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の

属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用がない

ものとすること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、以下に掲げる栄養士の配置等の形態の別に応じ、それぞれに定める計算式により

算出された額（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とする。 

（ア）配置（注１） 定められた基本額に当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額を、各月初日の利用子ど

も数で除して得た額とする。 

（イ）兼務（注２） 定められた基本額に当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額を、各月初日の利用子ど

も数で除して得た額とする。 

（ウ）嘱託（注３） 定められた基本額を、各月初日の利用子ども数で除して得た額とする。 
    （注１）本加算に係る栄養士が雇用契約等により配置されている場合をいい、兼務に該当する場合を

除く。 

（注２）基本分単価及び他の加算の認定に当たって求められる職員（給食実施加算（⑬）の適用施設

（８．（３）（ア）の場合に限る。）において雇用等される調理員を含む。）が本加算に係る

栄養士としての業務を兼務している場合をいう。 

（注３）配置又は兼務に該当する場合を除き、本加算に係る栄養士としての業務を嘱託等する場合を

いう。 

 

１６．第三者評価受審加算（㉞） 

（１）加算の要件 

「幼稚園における学校評価ガイドライン」等に沿って、第三者評価を適切に実施することが

可能であると市町村が認める第三者評価機関（又は評価者）による評価（行政が委託等により

民間機関に行わせるものを含む。）を受審し、その結果をホームページ等により広く公表する

施設に加算する。 

 

（２）加算の認定 

加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、そ 

の施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年度、受審状況が分かる資料等）を 

毎年 12月末までに提出させ、必要な審査を行うこと。 
（注１）評価機関との間の契約書等により、当年度に第三者評価の受審や結果の公表（評価機関からの

評価結果の提示が翌年度以降となるため、結果の公表が翌年度になる場合を含む。）が行われる
ことが確認できる場合は本加算の対象とする。その場合、市町村は受審や結果の公表が確実に行
われていることを事後に確認すること。 

（注２）第三者評価の受審は５年に一度程度を想定しており、加算適用年度から５年度間は再度の加算
適用はできないこと。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に  

10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算する。 

  



 

 

別紙２（保育所（保育認定２・３号）） 

 

Ⅰ 地域区分等 

 

１．地域区分（①） 

利用する施設が所在する市町村ごとに定められた告示別表第一による区分を適用する。 

 

２．定員区分（②） 

利用する施設の利用定員の総和に応じた区分を適用する。 

なお、分園を設置する施設に係る基本分単価（⑥）、処遇改善等加算Ⅰ（⑦）及び加減調整部

分における施設長を配置していない場合（⑰）については、中心園と分園それぞれの利用定員の

総和に応じた区分を適用する。 

 

３．認定区分（③） 

利用子どもの認定区分に応じた区分を適用する。 

 

４．年齢区分（④） 

利用子どもの満年齢に応じた区分を適用する。 

なお、年度の初日の前日における満年齢に基づき区分した場合に、年齢区分が異なる場合は、

適用される年齢区分における基本分単価（⑥）、処遇改善等加算Ⅰ（⑦）、３歳児配置改善加算（⑧）

及び夜間保育加算（⑪）の単価について、それぞれの「月額調整」欄に定める額に置き替えて適

用するものとする。 

 

５．保育必要量区分（⑤） 

利用子どもの保育必要量に応じた区分を適用する。 

 

Ⅱ 基本部分 

 

１．基本分単価（⑥） 

（１）額の算定 

地域区分（①）、定員区分（②）、認定区分（③）、年齢区分（④）、保育必要量区分（⑤）（以

下「地域区分等」という。）に応じて定められた額とする。 

 

（２）基本分単価に含まれる職員構成 

基本分単価に含まれる職員構成は以下のとおりであることから、これを充足すること。 

なお､分園は中心園の施設長のもと中心園と一体的に施設運営が行われるものとすること｡

その際､以下の職員（施設長を除く。）を充足すること｡ただし､嘱託医については､中心園に配

置していることから不要である｡また､調理員等については､中心園等から給食を搬入する場合

は､配置不要であること｡ 

（ア）保育士 

基本分単価における必要保育士数は以下のⅰとⅱを合計した数であること。 

また、これとは別に非常勤の保育士が配置されていること。 

ⅰ 年齢別配置基準（※） 

４歳以上児 30人につき１人、３歳児 20人につき１人、１、２歳児６人につき１人、乳

児３人につき１人 
（注１）ここでいう「４歳以上児」、「３歳児」、「１、２歳児」及び「乳児」とは、年度の初日の

前日における満年齢によるものであること。 
（注２）確認に当たっては以下の算式によること。 

 
＜算式＞ 

｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ 
＋｛３歳児数×1/20（同）｝＋｛１、２歳児数×1/6（同）｝＋｛乳児数×1/3（同）｝ 



 

 

＝配置基準上保育士数（小数点以下四捨五入） 
 

ⅱ その他（※） 

ａ 利用定員 90人以下の施設については１人 

ｂ 保育標準時間認定を受けた子どもが利用する施設については１人（注１） 

ｃ 上記ⅰ及びⅱのａ、ｂの保育士１人当たり、研修代替保育士として年間３日分の費用

を算定（注２） 
（注１）施設全体の利用定員に占める保育標準時間認定を受けた子どもの人数の割合が低い場合は非

常勤の保育士としても差し支えないこと。 
（注２）当該費用については、保育士が研修を受講する際の受講費用や、時間外における研修受講の

際の時間外手当等に充当しても差し支えないこと。 
 
（※）保育士には、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63号。以下「児童 

福祉施設設備運営基準」という。）附則第95条、第96条及び児童福祉施設最低基準の一部を改正す 
る省令（平成10年厚生省令第51号）附則第２条に基づいて都道府県（指定都市及び中核市を含む。 
以下同じ。）が定める条例に基づき保育士とみなされた者を含む。 

 

（イ）その他 

ⅰ 施設長 

  １人 

   （注）施設長は児童福祉事業等に２年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認

められる者で、常時実際にその施設の運営管理の業務に専従し、かつ委託費からの給与支出

がある者とする。 

＜児童福祉事業等に従事した者の例示＞ 

児童福祉施設の職員、幼稚園・小学校等における教諭、市町村等の公的機関において児童

福祉に関する事務を取り扱う部局の職員、民生委員・児童委員の他、教育・保育施設又は地

域型保育事業に移行した施設・事業所における移行前の認可外保育施設の職員等 

＜同等以上の能力を有すると認められる者の例示＞ 

公的機関等の実施する施設長研修等を受講した者等 

ⅱ 調理員等 

利用定員 40人以下の施設は１人、41人以上 150人以下の施設は２人、151人以上の施

設は３人（うち１人は非常勤）（注） 

（注）調理業務の全部を委託する場合、または搬入施設から食事を搬入する場合は、調理員を置か 
ないことができる。 

ⅲ 非常勤事務職員 

（注）施設長等の職員が兼務する場合又は業務委託する場合は、配置は不要であること。 

ⅳ 嘱託医・嘱託歯科医 

 

Ⅲ 基本加算部分 

 

１．処遇改善等加算Ⅰ（⑦） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

  

（２）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、別に定めるところにより認定した加算率×100を乗

じて得た額とする。 

 

２．３歳児配置改善加算（⑧） 

（１）加算の要件 

Ⅱの１．（２）（ア）ⅰの年齢別配置基準のうち、３歳児に係る保育士配置基準を３歳児

15人につき１人により実施する施設に加算する。なお、３歳児の実人数が 15人を下回る場合

であっても、以下の算式による配置基準上保育士数を満たす場合は、加算が適用される。 



 

 

＜算式＞ 
｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ 

＋｛３歳児数×1/15（同）｝＋｛１、２歳児数×1/6（同）｝＋｛乳児数×1/3（同）｝ 
＝配置基準上保育士数（小数点以下四捨五入） 
 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたって

は、その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、利用子ども数（見込

み）及び保育士の配置状況が記載された職員体制図等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその

状況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくな

った日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の

適用が無いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする（年度の初日の前日における年齢が

満２歳の子どもを除く）。 

 

３．４歳以上児配置改善加算（⑨） 

（１）加算の要件 

Ⅱの１．（２）（ア）ⅰの年齢別配置基準のうち、４歳以上児に係る保育士配置基準を４歳以

上児 25人につき１人により実施する施設（チーム保育推進加算を算定している施設は除く。）

に加算する。なお、４歳以上児の実人数が 25人を下回る場合であっても、以下の算式による

配置基準上保育士数を満たす場合は、加算が適用される。 
＜算式＞ 

｛４歳以上児数×1/25（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ 

＋｛３歳児数×1/20（同）｝＋｛１、２歳児数×1/6（同）｝＋｛乳児数×1/3（同）｝ 

＝配置基準上保育士数（小数点以下四捨五入） 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたっては、

その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、利用子ども数（見込み）及

び保育士の配置状況が記載された職員体制図等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその状

況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日

の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無

いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。（年度の初日の前日における年齢が

満３歳の子どもを除く）。 

 

４．休日保育加算（⑩） 

（１）加算の要件 

日曜日、国民の祝日及び休日（以下「休日等」という。）において、以下の要件を満たして、

保育を実施する施設に加算する。 

（ア）休日等を含めて年間を通じて開所する施設（複数の特定教育・保育施設、地域型保育事

業所（居宅訪問型保育事業所は除く。）又は企業主導型保育施設との共同により年間を通



 

 

じて開所する施設（以下「共同実施施設」という。）を含む。）を市町村が指定して実施

すること。 

 

（イ）児童福祉施設設備運営基準第33条の第２項及び附則第94条から第97条並びに児童福祉施

設最低基準の一部を改正する省令附則第２条の規定に基づき、対象子どもの年齢及び人数

に応じて、本事業を担当する保育士を配置すること。 

 

（ウ）対象となる子どもに対して、適宜、間食又は給食等を提供すること。 

 

（エ）対象となる子どもは、原則、休日等に常態的に保育を必要とする保育認定子どもである

こと。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたって

は、その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、休日等における保育

士の配置状況が記載された職員体制図、（３）の加算額の算定に必要な利用子ども数の見

込み及び数の根拠となる実績等）を徴して確認すること。 

また、共同実施施設については、上記に加えて、複数の施設・事業所との共同により年間

を通じて開所する場合の実施要綱や運営規程を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその

状況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくな

った日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の

適用が無いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等及び以下により認定した休日等に保育を利用する年間の延べ利用子ど

も数（以下「休日延べ利用子ども数」という。）に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等

加算Ⅰの単価に１の（２）で認定した加算率×100を乗じた額を加えて算出した額を、当該施

設における各月初日の利用子ども数（休日等に保育を利用しない子どもを含む。）で除して得

た額とする（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 

  （ア）市町村は、毎年度、休日保育加算の対象となる施設（以下「休日保育対象施設」という。）

から、当該休日保育対象施設における休日延べ利用子ども数の見込みを徴収して認定を行

うこと。 

なお、複数の施設・事業所との共同により年間を通じて開所する場合は、実施する各施

設・事業所の休日延べ利用子ども数の見込み数を徴収して認定を行うこと。 

 

（イ）休日延べ利用子ども数には、休日等に当該休日保育対象施設を利用する、休日保育対象

施設以外の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する子どもを含むこと。 

   なお、当該休日保育対象施設が共同実施施設である場合は、休日延べ利用子ども数には、

上記に加えて、共同する企業主導型保育施設を休日等に利用する、特定教育・保育施設又

は特定地域型保育事業所を利用する子どもを含むこと。 

 

（ウ）認定された休日延べ利用子ども数は、（２）の（イ）により、加算の適用が無くなった場

合を除き、年間を通じて適用されること。そのため、認定に当たっては、前年度における

実績等を踏まえて適正に審査されたいこと。 

 

（４）実績の報告等 

本加算の適用を受けた施設は、翌年４月末日までに実績報告書を市町村長に提出すること。 

 

５．夜間保育加算（⑪） 



 

 

（１）加算の要件 

夜間保育を実施する施設（「夜間保育所の設置認可等について（平成 12年３月 30日児発第

298号厚生省児童家庭局長通知）」により設置認可された施設。）に加算する。 

  

（２）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

６．減価償却費加算（⑫） 

（１）加算の要件 

以下の要件全てに該当する施設に加算する。 

（ア）保育所の用に供する建物が自己所有であること（注１） 

 

（イ）建物を整備・改修又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生していること 

 

（ウ）建物の整備・改修に当たって、施設整備費又は改修費等（以下「施設整備費等」という。）

の国庫補助金の交付を受けていないこと（注２） 

 

（エ）賃借料加算（⑬）の対象となっていないこと 
 

（注１）施設の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50％ 
以上であること 

（注２）施設整備費等の国庫補助の交付を受けて建設した建物について、整備後一定年数が経過し 
た後に、以下の要件全てに該当する改修等を行った場合には（ウ）に該当することとして差 
し支えない。 
① 老朽化等を理由として改修等が必要であったと市町村が認める場合 
② 当該改修等に当たって、国庫補助の交付を受けていないこと 
③ １施設当たりの改修等に要した費用を2,000で除して得た値が、建物全体の延面積に 
 ２を乗じて得た値を上回る場合で、かつ、改修等に要した費用が1,000万円以上である 
こと 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたって

は、その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、建物を整備・改修又

は取得する際の契約書類等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている施設について、（１）の要件に適合しなくなった

場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合

しなくなった場合はその月）から加算の適用が無いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、「標準」又は「都市部」の区分に応じて定められた額とする。なお、「標準」とは

都市部に該当する市町村以外の市町村をいい、「都市部」とは当年度又は前年度における４月

１日現在の人口密度が 1,000人／K㎡以上の市町村をいう。 

 

７．賃借料加算（⑬） 

（１）加算の要件 

以下の要件全てに該当する施設に加算する。 

（ア）保育所の用に供する建物が賃貸物件であること（注） 

 

（イ）（ア）の賃貸物件に対する賃借料が発生していること 

 

（ウ）賃借料の国庫補助（「認可保育所等設置支援事業の実施について」（令和５年４月19日



 

 

こ成保第15号こども家庭庁成育局長通知）に定める「都市部における保育所への賃借料等

支援事業」による国庫補助を除く。）を受けた施設については、当該補助に係る残額が生

じていないこと 

 

（エ）減価償却費加算（⑫）の対象となっていないこと 
 
（注）施設の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50％以上

であること 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたって

は、その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、賃貸契約書等）を徴

して確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている施設について、（１）の要件に適合しなくなった

場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合

しなくなった場合はその月）から加算の適用が無いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、以下の地域の区分ごとに定められた額とする。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊表中「都市部」とは当年度又は前年度における４月１日現在の人口密度が 1,000 人／K㎡以上の
市町村をいい、「標準」とはそれ以外の市町村をいう。 

 

８．チーム保育推進加算（⑭） 

（１）加算の要件 

以下の要件全てに該当する施設に加算する。 

なお、本加算の算定上の「加配人数」は、利用定員の区分ごとの上限人数（注１）の範囲内で、

「必要保育士数」を超えて配置する保育士の数（注２）とする。 

 

（ア）「必要保育士数」（基本分単価（⑥）及び他の加算の認定に当たって求められる数）を

超えて保育士を配置していること 

 

（イ）キャリアを積んだチームリーダーの位置付け等チーム保育体制を整備すること（注３） 

 

（ウ）職員の平均経験年数が12年以上であること（注４） 

 

（エ）当該加算による増収は、保育士の増員や、当該保育所全体の職員の賃金改善に充てるこ

と 

（注１）利用定員の区分ごとの上限人数 

120人以下：１人、121人以上：２人 

（注２）常勤換算人数（小数点第２位以下切り捨て、小数点第１位四捨五入前）による配置保育士の

区 分 都 道 府 県 

A地域 
標 準 

埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 
都市部 

B地域 
標 準 

静岡県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 
都市部 

C地域 
標 準 宮城県 茨城県 栃木県 群馬県 新潟県 石川県 長野県 愛知県 三重県 

和歌山県 鳥取県 岡山県 広島県 香川県 福岡県 沖縄県 都市部 

D地域 
標 準 北海道 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県 富山県 福井県 山梨県 

岐阜県 島根県 山口県 徳島県 愛媛県 高知県 佐賀県 長崎県 熊本県 
大分県 宮崎県 鹿児島県 都市部 



 

 

数から「必要保育士数」を減じて得た数の小数点第１位を四捨五入した員数とする。 

（例）1.6人の場合、２人 

（注３）チーム保育体制の整備とは、Ⅱの１．（２）（ア）ⅰの年齢別配置基準（３歳児配置改善加

算が適用される場合には、その配置基準）を超えて、主に３～５歳児について複数保育士に

よる保育体制の構築をいう。 

（注４）職員の平均経験年数については、処遇改善等加算Ⅰにおける職員１人当たりの平均経験年数

をもって確認すること。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたって

は、その施設の設置者からその旨の申請を市町村長が定める期日までに提出させ、当該施

設の申請内容について必要な審査を行い、必要と認めた場合は当該施設に速やかに通知す

ること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている施設について、申請及び指導監督等を通じてその

状況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくな

った日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の

適用が無いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を基本額とし、当該基本額に加配人数を乗じて得た額

とする。 

 

（４）実績の報告等 

本加算の適用を受けた施設は、年度終了後速やかに実績報告書を市町村長に提出すること。 

なお、加算額の実績と（１）の（エ）の要件に掲げる支出とを比較して差額が生じた場合に

は、翌年度において、その全額を一時金等により賃金改善に充てること。 

 

９．副食費徴収免除加算（⑮） 

（１）加算の要件 

   全ての施設に加算する。 

 

（２）加算額の算定 

   加算額は、定められた額とし、副食費徴収免除対象子ども（注）に加算する。 
（注）以下のいずれかに該当する子どもとして、副食費の徴収が免除されることについて市町村から  

通知がされた子どもとする。 
①特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に 
関する基準（平成26年内閣府令第39号。以下「特定教育・保育施設等運営基準」という。）第13 
条第４項第３号イの(1)又は(2)に規定する年収360万円未満相当世帯に属する子ども 

②特定教育・保育施設等運営基準第13条第４項第３号ロの(1)又は(2)に規定する第３子以降の 
子ども 

③保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が子ども・子育て支援法施行令（平成26年政令 
第213号）第15条の３第２項各号に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者である子ども 

 

Ⅳ 加減調整部分 

 

１．分園の場合（⑯） 

（１）調整の適用を受ける施設の要件 

保育所の分園（「保育所分園の設置運営について（平成 10年４月９日児発第 302号厚生省

児童家庭局長通知）」により設置された保育所分園。）に適用する。 

 



 

 

（２）調整額の算定 

調整額は、分園に適用される基本分単価（⑥）及び処遇改善等加算Ⅰ（⑦）の額の合計に、

地域区分等に応じた調整率を乗じて得た額とする（算定して得た額に 10円未満の端数がある

場合は切り捨てる。）。 

 

２．施設長を配置していない場合（⑰） 

（１）調整の適用を受ける施設の要件 

Ⅱの１（２）の（イ）ⅰの（注）の要件を満たす施設長を配置※していない施設に適用する。 
 ※ ２以上の施設又は他の事業と兼務し、施設長として職務を行っていない者は欠員とみなされ、

要件を満たす施設長を配置したこととはならないこと。 

 

（２）調整の適用を受ける施設の認定 

（ア）調整の適用を受ける施設の認定は、施設が所在する市町村長が行うこと。 

 

（イ）市町村長は、調整の適用を受ける施設について、申請又は指導監督等を通じてその状況

を把握すること。 

 

（３）調整額の算定 

調整額は、地域区分等に応じて定められた額とする。 

 

３．土曜日に閉所する場合（⑱） 

（１）調整の適用を受ける施設の要件 

施設を利用する保育認定子どもについて、土曜日（国民の祝日及び休日を除く。以下同じ。）

に係る保育の利用希望が無いなどの理由により、当該月の土曜日に閉所する日がある施設に適

用する。 

また、開所していても保育を提供していない場合は、閉所しているものとして取り扱うこと。 

なお、他の特定教育・保育施設、地域型保育事業所（居宅訪問型保育事業所は除く。）又は

企業主導型保育施設と共同保育を実施することにより、施設を利用する保育認定子どもの土曜

日における保育が確保されている場合には、土曜日に開所しているものとして取り扱うこと。 

 

（２）調整の適用を受ける施設の認定 

（ア）調整の適用を受ける施設の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、認定をす

るにあたっては、その施設の設置者からその旨の申請（施設名、調整の適用年月、土曜日

に閉所することとなる理由等）を徴して確認すること。 

なお、保育所については、原則として、土曜日を含む週６日間の開所が求められる施設で

あることから、土曜日に係る保育の利用希望があるにもかかわらず閉所する等の場合は、当

該調整の適用と併せて、市町村において指導を行うこと。 

 

（イ）市町村長は、調整の適用を受ける施設について、申請又は指導監督等を通じてその状況

を把握すること。 

 

（３）調整額の算定 

調整額は、適用される基本分単価（⑥）、処遇改善等加算Ⅰ（⑦）、３歳児配置改善加算（⑧）、

４歳以上児配置改善加算（⑨）及び夜間保育加算（⑪）の額の合計に、地域区分等及び閉所日

数（当該月の土曜日のうち閉所する日の数をいう。）に応じた調整率を乗じて得た額とする。（算

定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。） 

 

Ⅴ 乗除調整部分 

 

１．定員を恒常的に超過する場合（⑲） 

（１）調整の適用を受ける施設の要件 



 

 

直前の連続する５年度間常に利用定員を超えており（注１）、かつ、各年度の年間平均在所率（注

２）が 120％以上の状態にある施設に適用する。 

なお、教育・保育の提供は利用定員の範囲内で行われることが原則であること。 

また、上記の状態にある施設に対しては、利用定員の見直しに向けた指導を行うこと。 
（注１）利用定員を超えて受け入れる場合の留意事項 

利用定員を超えて受け入れる場合であっても、施設の設備又は職員数が、利用定員を超えて
利用する子どもを含めた利用子ども数に照らし、児童福祉施設設備運営基準及び本通知等に定
める基準を満たしていること。 

（注２）年間平均在所率 
当該年度内における各月の初日の利用子ども数の総和を各月の初日の利用定員の総和で除し

たものをいう。 

 

（２）調整の適用を受ける施設の認定 

（ア）調整の適用を受ける施設の認定は、施設が所在する市町村長が施設の利用状況を確認の

うえ行うこととする。 

 

（イ）市町村長は、調整の適用を受ける施設について、指導監督等を通じて利用定員の見直し

が行われた場合又は地域における需要の動向等を踏まえて当該年度における年間平均在所

率が120％以上の状態にならないものと認められる場合には、見直し等が行われた日の属す

る月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から調整の適用が無いも

のとすること。 

 

（３）適用される基本部分及び加減調整部分の額の調整の方法 

本調整措置が適用される施設における基本分単価（⑥）から土曜日に閉所する場合（⑱）（副

食費徴収免除加算（⑮）を除く。）の額については、それぞれの額の総和に各月初日の利用子

ども数の区分及び地域区分等に応じた調整率を乗じて得た額とする（算定して得た額に 10円

未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 

 

Ⅵ 特定加算部分 

 

１．主任保育士専任加算（⑳） 

（１）加算の要件 

主任保育士を保育計画の立案等の主任業務に専任させるため、基本分単価（⑥）及び他の加

算等の認定に当たって求められる「必要保育士数」を超えて代替保育士（注１）を配置し、以下の

事業等を複数実施する施設に加算する。 

なお、当該加算が適用される施設においては、保護者や地域住民からの育児相談、地域の子

育て支援活動等に積極的に取り組むこと。 

なお、主任保育士がクラス担当を兼務することは適切ではなく、代理で行う場合であっても、

１月を超えて兼務が継続している場合、加算は適用されないこと。 

ⅰ 延長保育事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合するもの及びこれと

同等の要件を満たして自主事業として実施しているもの。ただし、当該要件を満たした月

以降の各月においては、同一年度内に限り、事業を実施する体制が取られていることをも

って当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ⅱ 一時預かり事業（一般型）（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合しており、かつ、

月の平均対象子どもが１人以上いるもの（年度当初から事業を開始する場合は５月におい

て当該要件を満たしていることをもって４月から当該要件を満たしているものと取り扱

う。）。ただし、当該要件を満たした月以降の各月においては、同一年度に限り、事業を実

施する体制が取られていることをもって当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ただし、当分の間は平成21年６月３日雇児発第0603002号厚生労働省雇用均等・児童家庭

局長通知｢『保育対策等促進事業の実施について』の一部改正について」以前に定める一時

保育促進事業の要件を満たしていると認められ、実施しているものも含むこととされるこ

と。 



 

 

ⅲ 病児保育事業（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合するもの及びこれと同等の

要件を満たして自主事業として実施しているもの。） 

ⅳ 乳児が３人以上利用している施設（月の初日において乳児が３人以上利用している月か

ら年度を通じて当該要件を満たしているものとする。） 

  また、①乳児の利用定員が３人以上あり、かつ、②乳児保育を実施する職員体制を維持

し、③地域の親子が交流する場の提供や子育てに関する相談会を月２回以上開催している

場合、前年度に要件を満たしていた月（令和５年度に特例の適用があった月を含む）につ

いては、乳児３人以上の利用の要件を満たしたものと取り扱う。 

ⅴ 障害児（軽度障害児を含む。）（注２）が１人以上利用している施設（月の初日において障害

児が１人以上利用している月から年度を通じて当該要件を満たしているものとする。） 
（注１）児童福祉施設設備運営基準附則第95条、第96条及び児童福祉施設最低基準の一部を改正する省

令附則第２条により保育士とみなされる者を含む。 

（注２）市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断書や

巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が把握可能

な資料をもって確認しても差し支えない。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたって

は、その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、育児相談・地域の子

育て支援活動等の内容、事業等の実施状況等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその

状況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくな

った日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の

適用が無いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、基本額に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１．（２）で認定した

加算率×100を乗じて得た額を加えた額を、各月初日の利用子ども数で除して得た額とする（算

定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 

 

２．療育支援加算（㉑） 

（１）加算の要件 

主任保育士専任加算（⑳）の対象施設かつ障害児（注１）を受け入れている（注２）施設において、

主任保育士を補助する者（注３）を配置し、地域住民等の子どもの療育支援に取り組む場合に加算

する。 

なお、当該加算が適用される施設においては、障害児施策との連携を図りつつ、障害児保育

に関する専門性を活かして、地域住民や保護者からの育児相談等の療育支援に積極的に取り組

むこと（注４）。 
（注１）市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断書や

巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が把握可
能な資料をもって確認しても差し支えない。 

（注２）「障害児を受け入れている」とは、月の初日において障害児が１人以上利用していることをも
って満たしているものとし、以降年度を通じて当該要件を満たしているものとすること。 

（注３）非常勤職員であって、資格の有無は問わない。 
（注４）取組の例示 

・ 施設を利用する気になる段階の子どもを含む障害児について、障害児施策との連携により、
早期の段階から専門的な支援へと結びつける。 

・ 地域住民からの育児相談等へ対応し、専門的な支援へと結びつける。 
・ 補助者の活用により障害児施策との連携を図る。 
・ 保育所等訪問支援事業における個別支援計画の策定に当たっての連携役。 
・ 障害児施策との連携により、施設における障害児保育の専門性を強化し、障害児に対する支
援の充実を図る。 



 

 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたって

は、その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、対象子ども等）を徴

して確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその

状況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくな

った日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の

適用が無いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、特別児童扶養手当支給対象児童（注）受入施設又はそれ以外の障害児受入施設の別

に定められた基本額に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１．（２）で認定した

加算率×100を乗じて得た額を加えた額を、各月初日の利用子ども数で除して得た額とする（算

定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 

（注）特別児童扶養手当の支給要件に該当するが所得制限により当該手当の支給がされていない児童

を含む。 

 

３．事務職員雇上費加算（㉒） 

（１）加算の要件 

事務職員を配置し、以下の事業等のいずれかを実施する施設に加算する。 
（注）施設長等の職員が兼務する場合又は業務委託する場合は、配置は不要であること。 

ⅰ 延長保育事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合するもの及びこれと

同等の要件を満たして自主事業として実施しているもの。ただし、当該要件を満たした月

以降の各月においては、同一年度内に限り、事業を実施する体制が取られていることをも

って当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ⅱ 一時預かり事業（一般型）（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合しており、かつ、

月の平均対象子どもが１人以上いるもの（年度当初から事業を開始する場合は５月におい

て当該要件を満たしていることをもって４月から当該要件を満たしているものと取り扱

う。）。ただし、当該要件を満たした月以降の各月においては、同一年度に限り、事業を実

施する体制が取られていることをもって当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ただし、当分の間は平成21年６月３日雇児発第0603002号厚生労働省雇用均等・児童家庭

局長通知｢『保育対策等促進事業の実施について』の一部改正について」以前に定める一時

保育促進事業の要件を満たしていると認められ、実施しているものも含むこととされるこ

と。 

ⅲ 病児保育事業（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合するもの及びこれと同等の

要件を満たして自主事業として実施しているもの。） 

ⅳ 乳児が３人以上利用している施設（月の初日において乳児が３人以上利用している月か

ら年度を通じて当該要件を満たしているものとする。） 

  また、①乳児の利用定員が３人以上あり、かつ、②乳児保育を実施する職員体制を維持

し、③地域の親子が交流する場の提供や子育てに関する相談会を月２回以上開催している

場合、前年度に要件を満たしていた月については、乳児３人以上の利用の要件を満たした

ものと取り扱う。 

ⅴ 障害児（軽度障害児を含む。）（注）が１人以上利用している施設（月の初日において障害

児が１人以上利用している月から年度を通じて当該要件を満たしているものとする。） 

（注）市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断書や巡

回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が把握可能な資

料をもって確認しても差し支えない。 

 

（２）加算の認定 



 

 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたって

は、その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、事業等の実施状況等）

を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその

状況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくな

った日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の

適用が無いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、基本額に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１．（２）で認定した

加算率×100を乗じて得た額を加えた額を、各月初日の利用子ども数で除して得た額とする（算

定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 

 

４．処遇改善等加算Ⅱ（㉓） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、処遇改善等加算Ⅱ－①及びⅡ－②の別に定められる額にそれぞれ対象人数を乗じ

て得た額の合計を、各月初日の利用子ども数で除して得た額とする（算定して得た額に 10円

未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 

 

５．処遇改善等加算Ⅲ（㉔） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、別に定める額に対象人数を乗じて得た額を、各月初日の利用子ども数で除して得

た額とする（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。  

 

６．冷暖房費加算（㉕） 

（１）加算の要件 

全ての施設に加算する。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、以下の地域の区分に応じて定める額とする。 

 

一級地 
国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和24年法律第200号）別表に規 

定する一級地をいう。 

二級地 国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する二級地をいう。 

三級地 国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する三級地をいう。 

四級地 国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する四級地をいう。 

その他地域 上記以外の地域をいう。 

 

７．除雪費加算（㉖） 

（１）加算の要件 

豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37年法律第 73号）第２条第２項に規定する地域に所在する



 

 

施設に加算する。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、定められた額とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算する。 

 

８．降灰除去費加算（㉗） 

（１）加算の要件 

活動火山対策特別措置法（昭和 48年法律第 61号）第 23条第１項に規定する降灰防除地域

に所在する施設に加算する 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に

10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算す

る。 

 
９．高齢者等活躍促進加算（㉘） 

（１）加算の要件 

高齢化社会の到来等に対応して、高齢者等ができるだけ働きやすい条件の整備を図り、また、

高齢者等によるきめ細やかな利用子ども等の処遇の向上を図るため、以下の要件を満たす施設

に加算する。 

（ア）高齢者等（注１）を職員配置基準以外に非常勤職員（注２）として雇用（注３）し、施設の業務の

中で比較的高齢者等に適した業務（注４）を行わせ、かつ、当該年度中における高齢者等の総

雇用人員の累積年間総雇用時間が、400時間以上見込まれること。 

また、「特定就職困難者雇用開発助成金」等を受けている施設（受ける予定の施設を含む。）

でその補助の対象となる職員は対象としないこと。 

なお、雇用形態は通年が望ましいが短期間でも雇用予定がはっきりしていて、利用子ども

等の処遇の向上が期待される場合には、この加算対象として差し支えないこと。 
（注１）高齢者等の範囲 

ⅰ 当該年度の４月１日現在または、その年度の途中で雇用する場合はその雇用する時点におい
て満60歳以上の者 

ⅱ 身体障害者（身体障害者福祉法（昭和24年法律第243号）に規定する身体障害者手帳を所持し
ている者） 

ⅲ 知的障害者（知的障害者更生相談所、児童相談所等において知的障害者と判定された者で、
都道府県知事が発行する療育手帳または判定書を所持している者） 

ⅳ 精神障害者（精神保健及び精神障害福祉法に関する法律（昭和25年法律第123号）に規定する
精神障害者保健福祉手帳を所持している者） 

ⅴ 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦（母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律
第129号）に規定する母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦） 

（注２）非常勤職員の範囲 
１日６時間未満又は月20日未満勤務の者を対象とする。 

（注３）雇用の範囲 
雇用契約又は派遣契約による場合のみを対象とする。 

（注４）高齢者等が行う業務の内容の例示 
ⅰ 利用子ども等との話し相手、相談相手 
ⅱ 身の回りの世話(爪切り、洗面等) 
ⅲ 通院、買い物、散歩の付き添い 
ⅳ クラブ活動の指導 
ⅴ 給食のあとかたづけ 
ⅵ 喫食の介助 
ⅶ 洗濯、清掃等の業務 
ⅷ その他高齢者等に適した業務 

 

（イ）以下の事業等のうち、いずれかを実施していること 

ⅰ 延長保育事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合するもの及びこれと



 

 

同等の要件を満たして自主事業として実施しているもの。ただし、当該要件を満たした月

以降の各月においては、同一年度内に限り、事業を実施する体制が取られていることをも

って当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ⅱ 一時預かり事業（一般型）（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合しており、かつ、

月の平均対象子どもが１人以上いるもの（年度当初から事業を開始する場合は５月におい

て当該要件を満たしていることをもって４月から当該要件を満たしているものと取り扱

う。）。ただし、当該要件を満たした月以降の各月においては、同一年度に限り、事業を実

施する体制が取られていることをもって当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ただし、当分の間は平成21年６月３日雇児発第0603002号厚生労働省雇用均等・児童家庭

局長通知｢『保育対策等促進事業の実施について』の一部改正について」以前に定める一時

保育促進事業の要件を満たしていると認められ、実施しているものも含むこととされるこ

と。 

ⅲ 病児保育事業（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合するもの及びこれと同等の

要件を満たして自主事業として実施しているもの。） 

ⅳ 乳児が３人以上利用している施設（４月から11月までの各月初日を平均して乳児が３人

以上利用していること。） 

  また、①乳児の利用定員が３人以上あり、かつ、②乳児保育を実施する職員体制を維持

し、③地域の親子が交流する場の提供や子育てに関する相談会を月２回以上開催している

場合、前年度に要件を満たしていた場合については、乳児３人以上の利用の要件を満たし

たものと取り扱う。 

ⅴ 障害児（軽度障害児を含む。）（注）が１人以上利用している施設（４月から11月までの間

に１人以上の障害児の利用があること。） 

（注）市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断書や巡

回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が把握可能な資

料をもって確認しても差し支えない。 

 

（２）加算の認定 

加算の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたっては、

その施設の設置者からその旨の申請を毎年 12月末までに提出させ、当該施設の申請内容につ

いて必要な審査を行い、必要と認めた場合は当該施設に速やかに通知すること。 

なお、（３）の加算額の算定に必要な「年間総雇用時間数」の認定に当たっては、毎年度４

月から 11月までの実績及び 12月から３月までの雇用計画を元に認定すること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、（２）で認定された「年間総雇用時間数」の区分に応じて定められた額を、３月

初日の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨

てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算する。 

 

（４）実績の報告等 

本加算の適用を受けた施設は、翌年４月末日までに実績報告書を市町村長に提出すること。 

なお、次年度以降の加算の認定に当たっては、当該実績報告書を参考に決定すること。 

また、市町村長は、本加算を行った施設について、検査時等に検証を行うこと。 

 

１０．施設機能強化推進費加算（㉙） 

（１）加算の要件 

施設における火災・地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の安全かつ、

迅速な避難誘導体制を充実する等の施設の総合的な防災対策を図る取組（注１・注２・注３）を行う施

設で、以下の事業等を複数実施する施設に加算する。 

ⅰ 延長保育事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合するもの及びこれと

同等の要件を満たして自主事業として実施しているもの。ただし、当該要件を満たした月

以降の各月においては、同一年度内に限り、事業を実施する体制が取られていることをも



 

 

って当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ⅱ 一時預かり事業（一般型）（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合しており、かつ、

月の平均対象子どもが１人以上いるもの（年度当初から事業を開始する場合は５月におい

て当該要件を満たしていることをもって４月から当該要件を満たしているものと取り扱

う。）。ただし、当該要件を満たした月以降の各月においては、同一年度に限り、事業を実

施する体制が取られていることをもって当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ただし、当分の間は平成21年６月３日雇児発第0603002号厚生労働省雇用均等・児童家庭

局長通知｢『保育対策等促進事業の実施について』の一部改正について」以前に定める一時

保育促進事業の要件を満たしていると認められ、実施しているものも含むこととされるこ

と。 

ⅲ 病児保育事業（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合するもの及びこれと同等の

要件を満たして自主事業として実施しているもの。） 

ⅳ 乳児が３人以上利用している施設（４月から11月までの各月初日を平均して乳児が３人

以上利用していること。） 

  また、①乳児の利用定員が３人以上あり、かつ、②乳児保育を実施する職員体制を維持

し、③地域の親子が交流する場の提供や子育てに関する相談会を月２回以上開催している

場合、前年度に要件を満たしていた場合については、乳児３人以上の利用の要件を満たし

たものと取り扱う。 

ⅴ 障害児（軽度障害児を含む。）（注４）が１人以上利用している施設（４月から11月までの間

に１人以上の障害児の利用があること。） 
（注１）取組の実施方法の例示 

ⅰ 地域住民等への防災支援協力体制の整備及び合同避難訓練等を実施する。 
ⅱ 職員等への防災教育、訓練の実施及び避難具の整備を促進する。 

（注２）取組に必要となる経費の額 
取組に必要となる経費の総額が、概ね16万円以上見込まれること。 

（注３）支出対象経費 
需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕費、食糧費（茶菓）、光熱水費、医療材料費）・

役務費（通信運搬費）・旅費・謝金・備品購入費・原材料費・使用料及び賃借料・賃金・委託
費（防災訓練及び避難具の整備等に要する特別の経費に限り、教育・保育の提供に当たって、
通常要する費用は含まない。） 

（注４）市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断書 

や巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が把握 

可能な資料をもって確認しても差し支えない。 
 

（２）加算の認定 

加算の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたっては、

その施設の設置者からその旨の申請を毎年 12月末までに提出させ、必要性及び経費等につい

て必要な審査を行うこと。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額  

に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加

算する。 

 

（４）実績の報告等 

本加算の適用を受けた施設は、翌年４月末日までに実績報告書を市町村長に提出すること。 

なお、市町村長は、本加算を行った施設について、検査時等に検証を行うこと。 

 

１１．小学校接続加算（㉚） 

（１）加算の要件 

小学校との連携・接続について次に掲げる取組を行う施設に、（３）に定める通り加算する。 

ⅰ 小学校との連携・接続の担当に関する業務分掌を明確にすること。 

ⅱ 授業・行事、研究会・研修等の小学校との子ども及び教職員の交流活動を実施している



 

 

こと。 

ⅲ 小学校と協働して、５歳児から小学校１年生の２年間（２年以上を含む。）のカリキュ

ラムを編成・実施していること（小学校との継続的な協議会の開催等により具体的な編成

に着手していると認められる場合を含む。）。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、加算を認定するにあたっては、

その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年度、小学校との連携・接続に

係る取組等の実施状況等が分かる資料等）を徴して確認すること。 

 

（イ）当年度の３月時点で上記の要件を満たす取組が確認できれば、当年度の３月分の単価に

加算する。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、以下に掲げる通りに要件を満たす場合に、それぞれに定められた額を、３月初日

の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）

とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算する。 

（ア）（１）のⅰ及びⅱのいずれの取組も実施している場合 

（イ）（ア）に加えて、（１）ⅲの取組を実施している場合 

 

１２．栄養管理加算（㉛） 

（１）加算の要件 

食事の提供にあたり、栄養士を活用（注）して、栄養士から献立やアレルギー、アトピー等へ

の助言、食育等に関する継続的な指導を受ける施設に加算する。 
（注）栄養士の活用に当たっては、雇用形態を問わず、嘱託する場合や、調理員として栄養士を雇用し

ている場合も対象となる。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、加算を認定するにあたっては、

その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、栄養士の活用状況・配置等

の形態の別が確認できる書類等）を徴して確認すること。 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその状

況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日

の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用がな

いものとすること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、以下に掲げる栄養士の配置等の形態の別に応じ、それぞれに定める計算式により

算出された額（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とする。 

（ア）配置（注１） 定められた基本額に当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額を、各月初日の利用子ど

も数で除して得た額とする。 

（イ）兼務（注２） 定められた基本額に当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額を、各月初日の利用子ど

も数で除して得た額とする。 

（ウ）嘱託（注３） 定められた基本額を、各月初日の利用子ども数で除して得た額とする。 

    （注１）本加算に係る栄養士が雇用契約等により配置されている場合をいい、兼務に該当する場合を

除く。 

（注２）基本分単価及び他の加算の認定に当たって求められる職員が本加算に係る栄養士としての業

務を兼務している場合をいう。 

（注３）配置又は兼務に該当する場合を除き、本加算に係る栄養士としての業務を嘱託等する場合を



 

 

いう。 

 

１３．第三者評価受審加算（㉜） 

（１）加算の要件 

「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」等に沿って、第三者評価を適切に実施するこ

とが可能であると市町村が認める第三者機関による評価（行政が委託等により民間機関に行わ

せるものを含む。）を受審し、その結果をホームページ等により広く公表する施設に加算する。 

 

（２）加算の認定 

加算の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、加算を認定するにあたっては、そ

の施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年度、受審状況が分かる資料等）を毎

年 12月末までに提出させ、必要な審査を行うこと。 
（注１）評価機関との間の契約書等により、当年度に第三者評価の受審や結果の公表（評価機関からの

評価結果の提示が翌年度以降となるため、結果の公表が翌年度になる場合を含む。）が行われるこ
とが確認できる場合は本加算の対象とする。その場合、市町村は受審や結果の公表が確実に行われ
ていることを事後に確認すること。 

（注２）第三者評価の受審は５年に一度程度を想定しており、加算適用年度から５年度間は再度の加算
適用はできないこと。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に

10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算す

る。 

 

  



 

 

別紙３（認定こども園（教育標準時間認定１号）） 

 

Ⅰ 地域区分等 

 

１．地域区分（①） 

利用する施設が所在する市町村ごとに定められた告示別表第一による区分を適用する。 

 

２．定員区分（②） 

利用する施設の教育標準時間認定子どもに係る利用定員の総和に応じた区分を適用する。 

 

３．認定区分（③） 

利用子どもの認定区分に応じた区分を適用する。 

 

４．年齢区分（④） 

利用子どもの満年齢に応じた区分を適用する。 

なお、年度の初日の前日における満年齢に基づき区分した場合に、年齢区分が異なる場合は、

適用される年齢区分における基本分単価（⑤）、処遇改善等加算Ⅰ（⑥）及び３歳児配置改善加

算（⑨）の単価について、それぞれの「月額調整」欄に定める額に置き替えて適用するものとす

る。 

 

Ⅱ 基本部分 

 

１．基本分単価（⑤） 

（１）額の算定 

地域区分（①）、定員区分（②）、認定区分（③）、年齢区分（④）（以下「地域区分等」とい

う。）に応じて定められた額とする。 

 

（２）基本分単価に含まれる職員構成 

基本分単価（保育認定子どもに係る基本分単価を含む。）に含まれる職員構成は以下のとお

りであることから、これを充足すること。 

なお､分園は中心園の園長のもと中心園と一体的に施設運営が行われるものとすること｡そ

の際､以下の職員を充足すること｡ただし､嘱託医（幼保連携型認定こども園にあっては学校医

等）については､中心園に配置していることから不要である｡また､調理員等については､中心園

等から給食を搬入する場合は､配置不要であること｡ 

（ア）保育教諭等 

基本分単価における必要保育教諭等の数（幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、

設備及び運営に関する基準（平成 26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第１号。以下「幼

保連携型認定こども園設備運営基準」という。）第５条第３項の表備考第４号に規定する園長

が専任でない場合に１名増加して配置する教員及び幼稚園設置基準（昭和 31年文部省令第

32号）第５条第３項に規定する教員を除く。）は以下のⅰとⅱを合計した数であること。  

ⅰ 年齢別配置基準（※） 

４歳以上児 30人につき１人、３歳児及び満３歳児 20人につき１人、１、２歳児（保育 

認定子どもに限る。）６人につき１人、乳児３人につき１人 
（注１）「保育教諭等」とは、幼保連携型認定こども園にあっては、幼稚園教諭免許状を有し、かつ、

保育士としての登録を受けた者（令和７年3月31日までの間に限り、幼稚園教諭免許状のみを
有する者又は保育士としての登録のみを受けた者を含む。）をいい、その他の認定こども園に
あっては、幼稚園教諭免許状を有する者又は保育士としての登録を受けた者をいうこと（なお、
副園長及び教頭については、この限りでない。）。 

（注２）ここでいう「４歳以上児」、「３歳児」、「１、２歳児（保育認定子どもに限る。）」及び
「乳児」とは、年度の初日の前日における満年齢によるものであること。 

また、「満３歳児」とは、以下の者をいうこと（当該年度内に限る。）。 



 

 

・ 教育標準時間認定を受けた子どものうち、年度の初日の前日における満年齢が２歳で 
年度途中に満３歳に達して入園した者 

・ ２歳児（保育認定子どもに限る。）が年度途中に満３歳に達した後、保育認定から教 
育標準時間認定に認定区分が変更となった者 

（注３）確認に当たっては以下の算式によることとし、教育標準時間認定子ども及び保育認定子ども
の人数の合計をもとに確認すること。 

＜算式＞ 
｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ 

＋｛３歳児及び満３歳児数×1/20（同）｝ 
＋｛１、２歳児数（保育認定を受けた子どもに限る。）×1/6（同）｝ 
＋｛乳児数×1/3（同）｝＝配置基準上保育教諭等数（小数点以下四捨五入） 

（注４）基本分単価の費用の算定上、ⅰ年齢別配置基準の保育教諭等には主幹保育教諭等２人（教

育標準時間認定子どもに係る分及び保育認定子どもに係る分でそれぞれ１人ずつ）を配置す

るための費用が含まれている。 

主幹保育教諭等が２人又は１人の配置がなされていない場合は、「主幹保育教諭等の専任

化により子育て支援の取組みを実施していない場合」の減額調整を行う必要があること。 

また、主幹保育教諭等が１人しか配置されていない場合は、教育標準時間認定又は保育認

定のいずれか一方を減算調整すること。 

別紙４（認定こども園（保育認定２・３号））における「教育標準時間認定子どもの利用

定員を設定しない場合（⑰）」の調整を受ける施設の場合については、主幹保育教諭等及び

代替保育教諭は保育認定に係るそれぞれ 1人ずつの配置があれば足りること。 

また、第４（１）に定める基本分単価において充足すべき職員と各加算に係る取扱いにお

いては、主幹保育教諭等２人又は１人が配置されていない場合も、必要となる基本分単価に

おいて充足すべき年齢別配置基準職員数及び年齢別配置基準職員を補完する職員数を満た

す場合は、基本分単価において充足すべき職員数を満たしていると取り扱って差し支えない

こと。 

 

ⅱ その他（※） 

ａ 保育認定子どもに係る利用定員が 90人以下の施設については１人 

ｂ 保育標準時間認定を受けた子どもが利用する施設については１人（注１） 

ｃ 主幹保育教諭等（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律第 14条に規定する副園長、教頭及び主幹保育教諭・指導保育教諭（幼保連

携型認定こども園以外の認定こども園においては、主幹教諭・指導教諭・主任保育

士）をいう。以下同じ。）２人を専任化させるための代替保育教諭等を２人（うち１

人は非常勤講師等でも可とする）（注 2） 

ｄ 上記ⅰ及びⅱのａ、ｂの保育教諭等１人当たり、研修代替保育教諭等として年間３ 

 日分の費用を算定（保育認定子どもの人数に係る保育教諭等に限る。）（注３） 

（注１）保育認定子どもに係る利用定員に占める保育標準時間認定を受けた子どもの人数の割合が 

低い場合は非常勤の講師としても差し支えないこと。 
（注２）当該代替保育教諭等の配置により、主幹保育教諭等を教育・保育計画の立案や地域の子育 

て支援活動等の業務に専任させ、保護者や地域住民からの教育・育児相談、地域の子育て支 
援活動等に積極的に取り組むこと。 

（注３）当該費用については、非常勤講師等の人件費、保育教諭等が研修を受講する際の受講費用 
又は時間外における研修受講の際の時間外手当等に充当しても差し支えないこと。 

 
（※）保育教諭等には幼保連携型認定こども園設備運営基準附則第６条及び第７条等に基づいて都道府

県等が定める条例に基づき配置される職員を含む。 

 

（イ）その他 

ⅰ 園長（施設長） 

ⅱ 調理員等 

保育認定子どもに係る利用定員40人以下の施設は１人、41人以上150人以下の施設は２ 

人、151人以上の施設は３人（うち１人は非常勤） 

ⅲ 事務職員及び非常勤事務職員 



 

 

（注）施設長等の職員が兼務する場合又は業務委託する場合は、配置は不要であること。 

（注）非常勤事務職員については、１人分の費用（教育標準時間認定子どもに係る利用定員が91

人以上の施設に限る。）及び週２日分の費用を算定。 

ⅳ 学校医・学校歯科医・学校薬剤師（嘱託医・嘱託歯科医・嘱託薬剤師） 
   

 

Ⅲ 基本加算部分 

 

１．処遇改善等加算Ⅰ（⑥） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、別に定めるところにより認定した加算率×100を乗

じて得た額とする。 

 

２．副園長・教頭配置加算（⑦） 

（１）加算の要件 

園長（施設長）以外の教員として、次の要件を満たす副園長又は教頭を配置している施設（保

育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園においては、次の要件に準じて副園長又は教

頭を配置している施設）に加算する。配置人数にかかわらず同額とする。 

ⅰ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18年

法律第 77号。以下「認定こども園法」という。）第 14条又は学校教育法（昭和 22年法律

第 26号）第 27条に規定する副園長又は教頭の職務をつかさどっていること。学級担任な

ど教育・保育への従事状況は問わない。 

ⅱ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則（平

成 26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第２号。以下「認定こども園法施行規則」と

いう。）第 14条において準用する第 13条又は学校教育法施行規則（昭和 25年文部省令第

11号）第 23条において準用する第 20条から第 22条までに該当するものとして発令を受

けていること。幼稚園教諭免許状を有さない場合も含む。 

ⅲ 当該施設に常時勤務する者であること。 

ⅳ 園長が専任でない施設において、幼保連携型認定こども園設備運営基準第５条第３項の

表備考第４号に規定する園長が専任でない場合に１名増加して配置する教員又は幼稚園

設置基準第５条第３項に規定する教員に該当しないこと。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、新たに加算を認定するにあたって

は、その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用開始年月、副園長又は教頭と

なる者の氏名、年齢、給与等を記載した履歴書、保育教諭等の配置状況が記載された職員体

制図等）を徴して（１）の要件への適合状況を確認すること。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその状況

を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の

属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無

いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

３．学級編制調整加配加算（⑧） 



 

 

（１）加算の要件 

全ての学級に専任の学級担任を配置できるよう、基本分単価（⑤）及び他の加算等の認定に

当たって求められる「必要教員数」を超えて、保育教諭等を配置する教育標準時間認定子ども

及び保育（２号）認定子どもに係る利用定員が 36人以上 300人以下の施設に加算する。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、そ

の施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、利用子ども数（見込）及び保

育教諭等の配置状況が記載された職員体制図等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその状況

を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の

属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無

いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

４．３歳児配置改善加算（⑨） 

（１）加算の要件 

Ⅱの１．（２）（ア）ⅰの年齢別配置基準のうち、３歳児及び満３歳児に係る保育教諭等の

配置基準を３歳児及び満３歳児 15人につき１人により実施する施設に加算する。なお、３歳

児の実人数が 15人を下回る場合であっても、以下の算式による配置基準上保育教諭等数を満

たす場合は、加算が適用される。 

＜算式＞ 
｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ 

＋｛３歳児及び満３歳児数×1/15（同）｝＋｛１、２歳児数（保育認定を受けた子どもに限る。） 
×1/6（同）｝＋｛乳児数×1/3（同）｝＝配置基準上保育教諭等数（小数点以下四捨五入） 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、そ

の施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用開始年月、利用子ども数（見込）、

施設全体の常勤換算人数による配置保育教諭等の数及び職員体制図等）を徴して確認するこ

と。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその状況

を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の

属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無

いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

５．４歳以上児配置改善加算（⑩） 

（１）加算の要件 

Ⅱの１．（２）（ア）ⅰの年齢別配置基準のうち、４歳以上児に係る保育教諭等の配置基準を

４歳以上児 25人につき１人により実施する施設（チーム保育加配加算を算定している施設は

除く。）に加算する。なお、４歳以上児の実人数が 25人を下回る場合であっても、以下の算式

による配置基準上保育教諭等数を満たす場合は、加算が適用される。 



 

 

＜算式＞ 

｛４歳以上児数×1/25（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ 

＋｛３歳児及び満３歳児数×1/20（同）｝＋｛１、２歳児数（保育認定を受けた子どもに限る。） 

×1/6（同）｝＋｛乳児数×1/3（同）｝＝配置基準上保育教諭等数（小数点以下四捨五入） 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、そ

の施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用開始年月、利用子ども数（見込）、

施設全体の常勤換算人数による配置保育教諭等の数及び職員体制図等）を徴して確認するこ

と。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその状況

を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の

属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無

いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。（年度の初日の前日における年齢が

満３歳の子どもを除く）。 

 

６．満３歳児対応加配加算（⑪又は⑪’） 

（１）加算の要件 

（ア）３歳児配置改善加算の適用がない場合【⑪】 

Ⅱの１．（２）（ア）ⅰの年齢別配置基準のうち、満３歳児に係る保育教諭等の配置基準を

満３歳児６人につき１人（満３歳児を除いた３歳児は 20人につき１人）により実施する施設

に加算する。なお、満３歳児の実人数が６人を下回る場合であっても、以下の算式による配

置基準上保育教諭等数を満たす場合は、加算が適用される。 
＜算式＞ 

｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ 
＋｛３歳児数（満３歳児を除く）×1/20（同）｝＋｛満３歳児×1/6（同）｝ 
＝配置基準上保育教諭等数（小数点以下四捨五入） 

 

（イ）３歳児配置改善加算の適用がある場合【⑪’】 

Ⅱの１．（２）（ア）ⅰの年齢別配置基準のうち、満３歳児に係る保育教諭等の配置基準を

満３歳児６人につき１人（満３歳児を除いた３歳児は 15人につき１人）により実施する施設

に加算する。なお、満３歳児の実人数が６人を下回る場合であっても、以下の算式による配

置基準上保育教諭等数を満たす場合は、加算が適用される。 
＜算式＞ 

｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ 
＋｛３歳児数（満３歳児を除く）×1/15（同）｝＋｛満３歳児×1/6（同）｝ 
＝配置基準上保育教諭等数（小数点以下四捨五入） 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、そ

の施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用開始年月、利用子ども数（見込）、

施設全体の常勤換算人数による配置保育教諭等の数及び職員体制図等）を徴して確認するこ

と。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその状況

を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の

属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無



 

 

いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、利用する満３歳児に係る地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等

加算Ⅰの単価に１の（２）で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

７．講師配置加算（⑫） 

（１）加算の要件 

基本分単価（⑤）及び他の加算等の認定に当たって求められる「必要教員数」を超えて、非常

勤講師（幼稚園教諭免許状を有し、教諭等の発令を受けている者）を配置する教育標準時間認定

子どもに係る利用定員が 35人以下又は 121人以上の施設に加算する。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、

その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、利用子ども数（見込）、施

設全体の常勤換算人数による配置教員数及び職員体制図等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその状況

を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日

の属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用

が無いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

８．チーム保育加配加算（⑬） 

（１）加算の要件 

基本分単価（⑤）及び他の加算等の認定に当たって求められる「必要保育教諭等の数」を超

えて、保育教諭等（幼稚園教諭の免許状を有するが教諭等の発令を受けていない教育補助者を

含む。）を配置する施設において、副担任等の学級担任以外の保育教諭等を配置する、少人数

の学級編制を行うなど、３歳以上子ども（認定こども園全体の教育標準時間認定子ども及び保

育認定子ども（４歳以上児及び３歳児に限る。）をいう。以下同じ。）に対し、低年齢児を中

心として小集団化したグループ教育を実施する場合に加算する。 

なお、本加算の算定上の「加配人数」は、３歳以上子どもに係る利用定員の区分ごとの上限

人数（注１）の範囲内で、「必要保育教諭等の数」を超えて配置する保育教諭等の数（注２）とする。 
（注１）３歳以上子どもに係る利用定員の区分ごとの上限人数 

45人以下：１人、46人以上150人以下：２人、151人以上240人以下：３人、 
241人以上270人以下：3.5人、271人以上300人以下：５人、 
301人以上450人以下：６人、451人以上：８人 

（注２）「必要保育教諭等の数」を超えて配置する保育教諭等の数に応じ、以下のとおり取り扱うこ
ととする。 
① 常勤換算人数（小数点第２位以下切り捨て、小数点第１位四捨五入前）による配置保育教
諭等の数から「必要保育教諭等の数」を減じて得た員数が３人未満の場合 

小数点第１位を四捨五入した員数とする。 
（例）2.3人の場合、２人 

② 常勤換算人数（小数点第２位以下切り捨て、小数点第１位四捨五入前）による配置保育教
諭等の数から「必要保育教諭等の数」を減じて得た員数が３人以上の場合 
小数点第１位が１又は２のときは小数点第１位を切り捨て、小数点第１位が３又は４のと

きは小数点第１位を0.5とし、小数点第１位が５以上のときは小数点第１位を切り上げて得
た員数とする。 
（例）3.2人の場合→3人、3.4人の場合→3.5人、3.6人の場合→4人 

 



 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、

その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用開始年月、利用子ども数（見込）、

施設全体の常勤換算人数による配置保育教諭等の数及び職員体制図等）を徴して確認する

こと。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその状

況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった

日の属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適

用が無いものとすること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分及び３歳以上子どもの利用定員の区分に応じた単価に、当該加算に係る

処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額を基

本額とし、当該基本額に加配人数を乗じて得た額とする。 

 

９．通園送迎加算（⑭） 

（１）加算の要件 

利用子どもの通園の便宜のため送迎を行う施設に加算する。 

なお、年間に必要な経費を平準化して単価を設定しているため、通園送迎を利用していない

園児についても同額を加算し、また、長期休業期間の単価にも加算するものとする。 

（注）送迎の実施方法（運転手を雇用して実施又は業務委託して実施等）は問わない。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、そ

の施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用開始年月、利用子ども数（見込）及

び通園送迎の実施状況等が分かる資料等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその状況

を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の

属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無

いものとすること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

１０．給食実施加算（⑮） 

（１）加算の要件 

給食を実施している施設に加算する。 

本加算の算定上の「週当たり実施日数」は、修業期間中の平均的な月当たり実施日数を４（週）

で除して算出（小数点第１位を四捨五入）することとし、子ども全員に給食を提供できる体制

をとっている日を実施日とみなすものとする（保護者が弁当持参を希望するなどにより給食を

利用しない子どもがいる場合も実施日に含む）。 

なお、年間に必要な経費を平準化して単価を設定しているため、長期休業期間の単価にも加

算するものとする。 

（注）給食の実施方法（業務委託、外部搬入等）は問わない。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、そ



 

 

の施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用開始年月、利用子ども数（見込）及

び給食の実施状況・実施形態の別等が分かる資料等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその状況

を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の

属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無

いものとすること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、定員区分及び以下の給食の実施形態の別に応じて定められた単価に、当該加算に

係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額

とする。 

（ア）施設内の調理設備を使用してきめ細かに調理を行っている場合（注１） 

（イ）施設外で調理して施設に搬入する方法により給食を実施している場合（注２） 
（注１）施設の職員が調理を行っている場合のほか、安全・衛生面、栄養面、食育等の観点から施設

の管理者が業務上必要な注意を果たし得るような体制及び契約内容により、調理業務を第三者

に委託する場合を含む。 

（注２）搬入後に施設内において喫食温度まで加温し提供する場合を含む。 

 

１１．外部監査費加算（⑯） 

（１）加算の要件 

認定こども園を設置する学校法人等が、当年度の認定こども園の運営に係る会計について、

公認会計士又は監査法人による監査（以下「外部監査」という。）を受ける場合に加算する。 

外部監査の内容等については、幼稚園に係る私立学校振興助成法（昭和 50年法律第 61号）

第 14条第３項の規定に基づく公認会計士又は監査法人の監査及びこれに準ずる公認会計士又

は監査法人の監査と同等のものとする。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、そ

の施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用開始年度、利用子ども数（見込）及

び外部監査の実施状況等が分かる資料等）を徴して確認すること。 

 

（イ）当年度の３月時点で外部監査を実施することが確認できれば、当年度の３月分の単価に加

算する（監査報告書の作成等の時期が翌年度になる場合でも、監査実施契約が締結されてい

るなど、確実に外部監査が実施されることが確認できれば、当年度の３月分の単価に加算す

る。）。 

なお、監査報告書については、作成次第速やかに、監査実施者から施設が所在する市町村 

あて提出すること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、認定こども園全体の利用定員に応じて定められた額とし、３月初日に利用する子

どもの単価に加算する。 

 

１２．副食費徴収免除加算（⑰） 

（１）加算の要件 

   利用子どもの全てに副食の全てを提供する日（以下「給食実施日」）という。）（注１）があり、

かつ、利用子どもである副食費徴収免除対象子ども（注２）に副食の全てを提供する日がある施設

に加算する。 
（注１）副食の提供状況については保護者への意向聴取等により施設が把握している各月初日におけ

る副食の提供予定による。また、施設の都合によらずに副食の一部又は全部の提供を要しない
利用子どもについては副食の全てを提供しているものと見なすものとする。 



 

 

（注２）以下のいずれかに該当する子どもとして、副食費の徴収が免除されることについて市町村か
ら通知がされた子どもとする。 

①特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営 
に関する基準（平成26年内閣府令第39号。以下「特定教育・保育施設等運営基準」という。） 
第13条第４項第３号イの(1)又は(2)に規定する年収360万円未満相当世帯に属する教育標準 
時間認定子ども  

②特定教育・保育施設等運営基準第13条第４項第３号ロの(1)又は(2)に規定する第３子以降 
の教育標準時間認定子ども 

③保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が子ども・子育て支援法施行令（平成26年 
政令第213号）第15条の３第２項各号に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者である 
教育標準時間認定子ども 

 

（２）加算の認定 

 （ア）加算の認定は、施設が所在する市町村長が月毎に行うこととし、加算の認定をするにあた

っては、その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、副食の提供予定等）

を徴して確認すること。 

 

 （イ）市町村長は、加算の認定がされている施設について、指導監督等を通じて副食の提供状況

を把握し、申請内容と実績に乖離がある場合には、施設の設置者から理由を徴すること。 

 

（３）加算額の算定 

   加算額は、定められた額に、各月の給食実施日数（注）を乗じて得た額とし、副食費徴収免除

対象子どもについて加算する（算定して得た額に10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 
   （注）20を超える場合には20とする。 

 

Ⅳ 加減調整部分 

 

１．主幹保育教諭等の専任化により子育て支援の取組みを実施していない場合（⑱） 

（１）調整の適用を受ける施設の要件 

以下の要件を満たさない施設に適用する。 

（要件） 

Ⅱの１．（２）（ア）ⅰ（注４）の主幹保育教諭等１人を配置し、その主幹保育教諭等を教育・

保育計画の立案や地域の子育て支援活動等の業務に専任させるためのⅡの１．（２）（ア）ⅱ

ｃの代替保育教諭等を配置し、以下の事業等を複数実施すること。 

また、保護者や地域住民からの教育・育児相談、地域の子育て支援活動等に積極的に取り組

むこと。 

認定こども園の基本分単価は、主幹保育教諭等がクラス担当等から離れて、指導計画の立案

や子育て活動等に専任できるよう、代替保育教諭等の配置のための費用を算定していることか

ら、主幹保育教諭等がクラス担当や学級担任を兼務することは適切ではなく、代理で行う場合

であっても、１月を超えて兼務が継続している場合は減算調整を行うこと。 

ⅰ 幼稚園型一時預かり事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合しており、

かつ、月の平均対象子どもが１人以上いるもの（年度当初から事業を開始する場合は５月

において当該要件を満たしていることをもって４月から当該要件を満たしているものと取

り扱う。）。私学助成の預かり保育推進事業、幼稚園長時間預かり保育支援事業、市町村

の単独事業・自主事業（私学助成の国庫補助事業の対象に準ずる形態で実施されている場

合に限る。）等により行う預かり保育を含む。ただし、当該要件を満たした月以降の各月

においては、同一年度に限り、事業を実施する体制が取られていることをもって当該要件

を満たしているものと取り扱う。） 

ⅱ 一般型一時預かり事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合しており、

かつ、月の平均対象子どもが１人以上いるもの（年度当初から事業を開始する場合は５月

において当該要件を満たしていることをもって４月から当該要件を満たしているものと取

り扱う。）。私学助成の子育て支援活動の推進等により行う未就園児の保育、幼稚園型一



 

 

時預かり事業により行う非在園児の預かり及びこれらと同等の要件を満たして実施してい

るもの。ただし、当該要件を満たした月以降の各月においては、同一年度に限り、事業を

実施する体制が取られていることをもって当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ⅲ 満３歳児に対する教育・保育の提供（月の初日において満３歳児が１人以上利用してい

る月から年度を通じて当該要件を満たしているものとする。） 

ⅳ 障害児（軽度障害児を含む。）（注）に対する教育・保育の提供（月の初日において障害

児が１人以上利用している月から年度を通じて当該要件を満たしているものとする。） 

（注）市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断書

や巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が把握

可能な資料をもって確認しても差し支えない。 

ⅴ 継続的な小学校との連携・接続に係る取組で以下の全ての要件を満たすもの（年度当初

から当該取組を開始する場合は５月において計画により下記の要件を満たしていることを

もって４月から年度を通じて当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

(ｱ) 小学校との連携・接続に関する業務分掌を明確にしていること。 

(ｲ) 授業・行事、研究会・研修等の小学校との子ども及び教職員の交流活動を年度を通じ

て複数回実施していること。 

(ｳ) 小学校と協働して、５歳児から小学校１年生の２年間（２年以上を含む。）のカリキ

ュラムを編成・実施していること（小学校との継続的な協議会の開催等により具体的

な編成に着手していると認められる場合を含む。）。 

ⅵ 都道府県及び市町村等の教育委員会又は幼児教育センターなど幼児教育施設に対して幼

児教育の内容・指導方法等の指導助言等を行う部局、あるいは幼児教育アドバイザーなど

地方自治体に所属して幼児教育の専門的な知見や豊富な実践経験に基づき幼児教育に関す

る指導助言等を行う者と連携して、園内研修を企画・実施していること。 

 

（２）調整の適用を受ける施設の認定 

（ア）調整の適用を受ける施設の認定は、施設が所在する市町村が、Ⅱの１．（２）で定める職

員の充足状況の確認と併せて、施設の設置者から（１）の要件を満たしている旨の申請（施

設名、調整の適用年月、主幹保育教諭等１人の配置、教育・育児相談・地域の子育て支援活

動等の内容、（１）ⅰからⅴの事業等の実施状況等）を徴し、要件への適合状況を確認する

こと。 

 

（イ）市町村は、調整の適用を受ける施設について、申請等を通じてその状況を把握し、（１）

の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する月の翌月

（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から調整の適用が無いものとするこ

と。 

 

（３）調整額の算定 

調整額は、地域区分等に応じた単価に、当該調整額に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１．

（２）で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

２．年齢別配置基準を下回る場合（⑲） 

（１）調整の適用を受ける施設の要件 

施設に配置する保育教諭等の数が、Ⅱの１．（２）（ア）ⅰ及びⅱで定める保育教諭等の数

（ⅱのｃを除き、学級編制調整加配加算が適用される場合は、当該加算に係る保育教諭等１人

を含む。）を下回る場合に調整する。 

本調整の算定上の「人数」は、認定こども園全体の必要保育教諭等の数から実際に配置する

保育教諭等の数を減じて得た数を２で除した得た数とする。 

 

（２）調整の適用を受ける施設の認定 

（ア）調整の適用を受ける施設の認定は、施設が所在する市町村が、Ⅱの１．（２）で定める職



 

 

員の充足状況の確認と併せて本調整の適用の有無を確認の上行うこと。 

 

（イ）市町村は、調整の適用を受ける施設について、申請等を通じてその状況を把握し、（１）

の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する月の翌月

（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から調整の適用が無いものとするこ

と。 

 

（３）調整額の算定 

不足する保育教諭等の１人当たりの額は、地域区分等に応じた単価に、当該額に係る処遇改

善等加算Ⅰの単価にⅢの１．（２）で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とし、当

該額に不足する「人数」を乗じて得た額を調整額とする。 

 

３．配置基準上求められる職員資格を有しない場合（⑳） 

（１）調整の適用を受ける施設の要件 

Ⅱの１．（２）（ア）で定める保育教諭等の数に含まれる教育・保育従事者のうち、幼稚園

教諭免許又は保育士資格のいずれも有しない者がいる場合に調整する。 

本調整の算定上の「人数」は、上記の必要資格を有しない者の数を２で除して得た数とする。 

 

（２）調整の適用を受ける施設の認定 

（ア）調整の適用を受ける施設の認定は、施設が所在する市町村が、Ⅱの１．（２）で定める職 

員の充足状況の確認と併せて本調整の適用の有無を確認の上行うこと。 

 

（イ）市町村は、調整の適用を受ける施設について、申請等を通じてその状況を把握し、（１）

の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する月の翌月

（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から調整の適用が無いものとするこ

と。 

 

（３）調整額の算定 

必要資格を有しない教育・保育従事者の１人当たりの額は、地域区分等に応じた単価に、当

該額に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１．（２）で認定した加算率×100を乗じて得た額を

加えた額とし、当該額に必要資格を有しない教育・保育従事者の「人数」を乗じて得た額を調

整額とする。 

 

Ⅴ 乗除調整部分 

 

１．定員を恒常的に超過する場合（㉑） 

（１）調整の適用を受ける施設の要件 

直前の連続する２年度間常に利用定員を超えており（注 1）、かつ、各年度の年間平均在所率（注

2）が 120％以上の状態にある施設に適用する。 

なお、教育・保育の提供は利用定員の範囲内で行われることが原則であること。 

また、上記の状態にある施設に対しては、利用定員の見直しに向けた指導を行うこと。 
（注１）利用定員を超えて受け入れる場合の留意事項 

利用定員を超えて受け入れる場合であっても、施設の設備又は職員数が、利用定員を超えて
利用する子どもを含めた利用子ども数に照らし、幼保連携型認定こども園設備運営基準又は就
学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第２項及び第４
項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営
に関する基準（平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第２号）及び本通知等に定める
基準を満たしていること。 

（注２）年間平均在所率 
当該年度内における各月の初日の教育標準時間認定を受けた利用子ども数の総和を各月の初

日の教育標準時間認定に係る利用定員の総和で除したものをいう。 

 



 

 

（２）調整の適用を受ける施設の認定 

（ア）調整の適用を受ける施設の認定は、施設が所在する市町村が施設の利用状況を確認のうえ

行うこととする。 

 

（イ）ただし、子ども・子育て支援法（平成 24年８月 22日法律第 65号。以下「支援法」とい

う。）による確認を受ける前から既に認可定員（認定こども園を構成する幼稚園の収容定員

を前提として定められた現行の認定こども園法第４条第１項第３号の利用定員又は満３歳

以上の子どもに係る同項第４号の利用定員をいう。）を超過していた認定こども園について

は、現行の都道府県の私学助成における補助金の交付額の減額の仕組み等による対応との整

合性等を踏まえ、都道府県の判断により、支援法の施行当初又は確認を受けた時から減算を

適用することも可能とする。この場合の考え方及び手続は、平成 26年 10月 17日付け事務

連絡「認可定員を超過して園児を受け入れている私立幼稚園に係る子ども・子育て支援法に

基づく確認等に関する留意事項について」によるものとする。 

 

（ウ）市町村は、調整の適用を受ける施設について、指導監督等を通じて利用定員の見直しが行

われた場合又は地域における需要の動向等を踏まえて当該年度における年間平均在所率が

120％以上の状態にならないものと認められる場合には、見直し等が行われた日の属する月

の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から調整の適用が無いものと

すること。 

 

（３）適用される基本部分及び加減調整部分の額の調整の方法 

本調整措置が適用される施設における基本分単価（⑤）から配置基準上求められる職員資格

を有しない場合（⑳）（副食費徴収免除加算（⑰）を除く。）の額については、それぞれの額の

総和に各月初日の利用子ども数の区分及び地域区分等に応じた調整率を乗じて得た額とする

（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 

 

Ⅵ 特定加算部分 

 

１．療育支援加算（㉒） 

（１）加算の要件 

障害児（注１）を受け入れている（注２）施設（注３）において、主幹保育教諭等を補助する者（注４）

を配置し、地域住民等の子どもの療育支援に取り組む場合に加算する。 

なお、主幹保育教諭等の専任化により子育て支援の取組みを実施していない場合（⑱）の調

整が適用されている施設については、当該加算の対象とはならないこと。 

また、当該加算が適用される施設においては、障害児施策との連携を図りつつ、障害児教育・

保育に関する専門性を活かして、地域住民や保護者からの育児相談等の療育支援に積極的に取

り組むこと（注５）。 
（注１）市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断書や

巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が把握可
能な資料をもって確認しても差し支えない。 

（注２）「障害児を受け入れている」とは、月の初日において障害児が１人以上利用していることをも
って満たしているものとし、以降年度を通じて当該要件を満たしているものとすること。 

（注３）本加算の適用の有無は認定こども園全体（教育標準時間認定及び保育認定）を通じて行われる
ものであること。 

（注４）非常勤職員であって、資格の有無は問わない。 
（注５）取組の例示 

・ 施設を利用する気になる段階の子どもを含む障害児について、障害児施策との連携により、
早期の段階から専門的な支援へと結びつける。 

・ 地域住民からの教育・育児相談等へ対応し、専門的な支援へと結びつける。 
・ 補助者の活用により障害児施策との連携を図る。 
・ 保育所等訪問支援事業における個別支援計画の策定に当たっての連携役 
・ 障害児施策との連携により、施設における障害児教育・保育の専門性を強化し、障害児に対
する支援を充実する。 



 

 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算の認定をするにあたっては、

その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、対象子ども等）を徴して確

認すること。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその状況

を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の

属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無

いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、特別児童扶養手当支給対象児童（注）受入施設又はそれ以外の障害児受入施設の別

に定められた基本額に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１．（２）で認定した

加算率×100を乗じて得た額を加えた額を、各月初日の教育標準時間認定を受けた利用子ども

数で除して得た額とする。（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。） 
（注）特別児童扶養手当の支給要件に該当するが、所得制限により当該手当の支給がされていない児

童を含む。 

 

２．事務職員配置加算（㉓） 

（１）加算の要件 

基本分単価（⑤）において求められる事務職員及び非常勤事務職員（注）を超えて、非常勤事

務職員を配置する認定こども園全体の利用定員が 91人以上の施設に加算する。 
（注）園長等の職員が兼務する場合又は業務委託をする場合は、配置は不要であること。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算の認定をするにあたっては、

その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、利用子ども数（見込）、職

員の配置状況が記載された職員体制図等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその状況

を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の

属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無

いものとすること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、区分ごとの基本額に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１．（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額を、各月初日の教育標準時間認定を受けた

利用子ども数で除して得た額とする。（算定して得た額に10円未満の端数がある場合は切り捨

てる。） 

 

３．指導充実加配加算（㉔） 

（１）加算の要件 

基本分単価（⑤）及び他の加算等の認定に当たって求められる必要保育教諭等の数を超えて、

非常勤講師を配置する教育標準時間認定子ども及び保育認定（2号）子どもに係る利用定員が

271人以上の施設に加算する。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、そ

の施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、非常勤講師の配置が分かる資



 

 

料等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監査等を通じてその状況

を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の

属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無

いものとすること。 

 

（３）加算の算定 

加算額は、基本額に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１．（２）で認定した

加算率×100を乗じて得た額を、各月初日の教育標準時間認定を受けた利用子ども数で除して

得た額とする。（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。） 

 

４．事務負担対応加配加算（㉕） 

（１）加算の要件 

基本分単価（⑤）において求められる事務職員及び非常勤事務職員（注）並びに事務職員配置

加算（㉓）において求められる非常勤事務職員を超えて、非常勤事務職員を配置する認定こど

も園全体の利用定員が 271人以上の施設に加算する。 
（注）園長等の職員が兼務する場合又は業務委託をする場合は、配置は不要であること。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、そ

の施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、非常勤事務職員の配置が分か

る資料等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監査等を通じてその状況

を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の

属する月の翌月（月の初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無

いものとすること。 

 

（３）加算の算定 

加算額は、基本額に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１．（２）で認定した   

  加算率×100を乗じて得た額を、各月初日の教育標準時間認定を受けた利用子ども数で除して

得た額とする。（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。） 

 

５．処遇改善等加算Ⅱ（㉖） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、処遇改善等加算Ⅱ－①及びⅡ－②の別に定められる額にそれぞれ対象人数を乗じ

て得た額の合計を、各月初日の教育標準時間認定を受けた利用子ども数で除して得た額とする

（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 

 

６．処遇改善等加算Ⅲ（㉗） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、別に定める額に対象人数を乗じて得た額を、各月初日の教育標準時間認定を受け

た利用子ども数で除して得た額とする（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り



 

 

捨てる。）。  

 

７．冷暖房費加算（㉘） 

（１）加算の要件 

全ての施設に加算する。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、以下の地域の区分に応じて定める額とする。 

一級地 
国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和24年法律第200号）別表に規 

定する一級地をいう。 

二級地 国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する二級地をいう。 

三級地 国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する三級地をいう。 

四級地 国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する四級地をいう。 

その他地域 上記以外の地域をいう。 

 

８．施設関係者評価加算（㉙） 

（１）加算の要件 

認定こども園法施行規則第 23条又は学校教育法施行規則第 39条において準用する第 66条

の規定による評価（以下「自己評価」という。）を実施するとともに、認定こども園法施行規

則第 24条又は学校教育法施行規則第 39条において準用する第 67条の規定に準じて、保護者

その他の施設の関係者（施設職員を除く。）による評価（以下「施設関係者評価」という。）を

実施し、その結果をホームページ・広報誌への掲載、保護者への説明等により広く公表する場

合に加算する。 

施設関係者評価の内容等については、「幼稚園における学校評価ガイドライン」（これに準じ

て自治体が作成したものを含む。）に準拠し、自己評価の結果に基づき実施するとともに、授

業・行事等の活動の公開、園長等との意見交換の確保などに配慮して実施するものとする。 
（注）本加算の適用の有無は認定こども園全体（教育標準時間認定及び保育認定）を通じて行われるも

のであること。 

 

（２）加算の認定 

加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、そ  

の施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用開始年度、自己評価の実施状況、施設

関係者評価の実施状況、公開保育の実施状況が分かる資料等）を毎年 12月末までに提出させ、

必要な審査を行うこと。 
（注）評価者の委嘱や会議の開催予定等により、当年度に評価や結果の公表（評価報告書の作成が翌 

年度以降となるため、結果の公表が翌年度になる場合を含む。）が行われることが確認できる場 
合は本加算の対象とする。その場合、市町村は評価や結果の公表が確実に行われていることを事 
後に確認すること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、公開保育の取組と組み合わせて施設関係者評価を実施する施設（注）とそれ以外の

施設の別に応じて定められた額を、３月初日の教育標準時間認定を受けた利用子ども数で除し

て得た額（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利

用する子どもの単価に加算する。 
（注）幼児期の教育・保育に専門的知見を有する外部有識者の協力を得て、他の幼稚園・認定こども

園・保育所の職員や地域の幼児教育関係者、小学校等の他校種の教員等を招いて行われる公開保

育を実施するとともに、当該公開保育に施設関係者評価の評価者の全部又は一部を参加させ、そ

の結果を踏まえて施設関係者評価を行う施設をいう。 

 



 

 

９．除雪費加算（㉚） 

（１）加算の要件 

豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37年法律第 73号）第２条第２項に規定する地域に所在する

施設に加算する。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、定められた額とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算する。 

 

１０．降灰除去費加算（㉛） 

（１）加算の要件 

活動火山対策特別措置法（昭和 48年法律第 61号）第 23条第１項に規定する降灰防除地域

に所在する施設に加算する。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日の教育標準時間認定を受けた利用子ども数で除して 

得た額（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用

する子どもの単価に加算する。 

 

１１．施設機能強化推進費加算（㉜） 

（１）加算の要件 

施設における火災・地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の安全かつ、

迅速な避難誘導体制を充実する等の施設の総合的な防災対策を図る取組（注１・注２・注３）を行う施

設で、以下の事業等を複数実施する施設に加算する。 

ⅰ 延長保育事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合するもの及びこれと

同等の要件を満たして自主事業として実施しているもの。ただし、当該要件を満たした月

以降の各月においては、同一年度内に限り、事業を実施する体制が取られていることをも

って当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ⅱ 幼稚園型一時預かり事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合しており、

かつ、月の平均対象子どもが１人以上いるもの（年度当初から事業を開始する場合は５月

において当該要件を満たしていることをもって４月から当該要件を満たしているものと

取り扱う。）。私学助成の預かり保育推進事業、幼稚園長時間預かり保育支援事業、市町村

の単独事業・自主事業（私学助成の国庫補助事業の対象に準ずる形態で実施されている場

合に限る。）等により行う預かり保育を含む。ただし、当該要件を満たした月以降の各月

においては、同一年度に限り、事業を実施する体制が取られていることをもって当該要件

を満たしているものと取り扱う。） 

ⅲ 一時預かり事業（一般型）（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合しており、か

つ、月の平均対象子どもが１人以上いるもの（年度当初から事業を開始する場合は５月に

おいて当該要件を満たしていることをもって４月から当該要件を満たしているものと取

り扱う。）。ただし、当該要件を満たした月以降の各月においては、同一年度に限り、事業

を実施する体制が取られていることをもって当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ただし、当分の間は平成 21年６月３日雇児発第 0603002号厚生労働省雇用均等・児童

家庭局長通知｢『保育対策等促進事業の実施について』の一部改正について」以前に定め

る一時保育促進事業の要件を満たしていると認められ、実施しているものも含むこととさ

れること。また、私学助成の子育て支援活動の推進等により行う未就園児の保育、幼稚園

型一時預かり事業により行う非在園児の預かり及びこれらと同等の要件を満たして実施

しているもの。 

ⅳ 病児保育事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合するもの及びこれと

同等の要件を満たして自主事業として実施しているもの。） 

ⅴ 満３歳児（教育標準時間認定子どもに限る。）に対する教育・保育の提供（４月から 11

月までの各月初日を平均して満３歳児が１人以上利用していること。） 



 

 

ⅵ 乳児に対する教育・保育の提供（４月から 11月までの各月初日を平均して乳児が３人

以上利用していること。） 

  また、①乳児の利用定員が３人以上あり、かつ、②乳児保育を実施する職員体制を維持

し、③地域の親子が交流する場の提供や子育てに関する相談会を月２回以上開催している

場合、前年度に要件を満たしていた場合については、乳児３人以上の利用の要件を満たし

たものと取り扱う。 

ⅶ 障害児（軽度障害児を含む。）（注５）に対する教育・保育の提供（４月から 11 月までの間

に１人以上の障害児の利用があること。） 
（注１）取組の実施方法の例示 

ⅰ 地域住民等への防災支援協力体制の整備及び合同避難訓練等を実施する。 
ⅱ 職員等への防災教育、訓練の実施及び避難具の整備を促進する。 

（注２）取組に必要となる経費の額 
取組に必要となる経費の総額が、概ね16万円以上見込まれること。 

（注３）支出対象経費 
需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕費、食糧費（茶菓）、光熱水費、医療材料費）・

役務費（通信運搬費）・旅費・謝金・備品購入費・原材料費・使用料及び賃借料・賃金・委託
費（防災訓練及び避難具の整備等に要する特別の経費に限り、教育・保育の提供に当たって、
通常要する費用は含まない。） 

（注４）本加算の適用の有無は認定こども園全体（教育標準時間認定及び保育認定）を通じて行われる
ものであること。 

（注５）市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断書や
巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が把握可
能な資料をもって確認しても差し支えない。 

 

（２）加算の認定 

加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算の認定をするにあたっては、そ

の施設の設置者からその旨の申請を毎年 12月末までに提出させ、必要性及び経費等について

必要な審査を行うこと。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日の教育標準時間認定を受けた利用子ども数で除して得

た額（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用す

る子どもの単価に加算する。 

 

（４）実績の報告等 

本加算の適用を受けた施設は、翌年４月末日までに実績報告書を市町村に提出すること。 

なお、市町村は、本加算を行った施設について、検査時等に検証を行うこと。 

 

１２．小学校接続加算（㉝） 

（１）加算の要件 
小学校との連携・接続について次に掲げる取組を行う施設に、（３）に定める通り加算する。

（注）本加算の適用の有無は認定こども園全体（教育標準時間認定及び保育認定）を通じて行わ
れるものであること。 

ⅰ 小学校との連携・接続に関する業務分掌を明確にすること。 

ⅱ 授業・行事、研究会・研修等の小学校との子ども及び教職員の交流活動を実施している 

こと。 

ⅲ 小学校と協働して、５歳児から小学校１年生の２年間（２年以上を含む。）のカリキュ

ラムを編成・実施していること（小学校との継続的な協議会の開催等により具体的な編成

に着手していると認められる場合を含む。）。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、加算を認定するにあたっては、

その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年度、小学校との連携・接続に係



 

 

る取組等の実施状況等が分かる資料等）を徴して確認すること。 

 

（イ）当年度の３月時点で上記の要件を満たす取組が確認できれば、当年度の３月分の単価に加

算する。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、以下に掲げる通りに要件を満たす場合に、それぞれに定められた額を、３月初日

の教育標準時間認定を受けた利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に 10円未満の端

数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算する。 

（ア）（１）のⅰ及びⅱのいずれの取組も実施している場合 

（イ）（ア）に加えて、（１）ⅲの取組を実施している場合 

 

１３．第三者評価受審加算（㉞） 

（１）加算の要件 

「幼稚園における学校評価ガイドライン」又は「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」

等に沿って、第三者評価を適切に実施することが可能であると市町村が認める第三者評価機関

（又は評価者）による評価（行政が委託等により民間機関に行わせるものを含む。）を受審し、

その結果をホームページ等により広く公表する施設に加算する。 
（注）本加算の適用の有無は認定こども園全体（教育標準時間認定及び保育認定）を通じて行われるも

のであること。 
 

（２）加算の認定 

加算の認定は、施設が所在する市町村が行うこととし、加算を認定するにあたっては、その

施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用開始年度、受審状況が分かる資料等）を 

毎年 12月末までに提出させ、必要な審査を行うこと。 
（注１）評価機関との間の契約書等により、当年度に第三者評価の受審や結果の公表（評価機関からの

評価結果の提示が翌年度以降となるため、結果の公表が翌年度になる場合を含む。）が行われる
ことが確認できる場合は本加算の対象とする。その場合、市町村は受審や結果の公表が確実に行
われていることを事後に確認すること。 

（注２）第三者評価の受審は５年に一度程度を想定しており、加算適用年度から５年度間は再度の加算
適用はできないこと。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日の教育標準時間認定を受けた利用子ども数で除して得

た額（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用す

る子どもの単価に加算する。 
  



 

 

別紙４（認定こども園（保育認定２・３号）） 

 

Ⅰ 地域区分等 

 

１．地域区分（①） 

利用する施設が所在する市町村ごとに定められた告示別表第一による区分を適用する。 

 

２．定員区分（②） 

利用する施設の保育認定子どもに係る利用定員の総和に応じた区分を適用する。 

なお、分園を設置する施設に係る基本分単価（⑥）及び処遇改善等加算Ⅰ（⑦））については、

中心園と分園それぞれの保育認定子どもに係る利用定員の総和に応じた区分を適用する。 

 

３．認定区分（③） 

利用子どもの認定区分に応じた区分を適用する。 

 

４．年齢区分（④） 

利用子どもの満年齢に応じた区分を適用する。 

なお、年度の初日の前日における満年齢に基づき区分した場合に、年齢区分が異なる場合は、

適用される年齢区分における基本分単価（⑥）、処遇改善等加算Ⅰ（⑦）、３歳児配置改善加算（⑧）

及び夜間保育加算（⑪）の単価について、それぞれの「月額調整」欄に定める額に置き替えて適

用するものとする。 

 

５．保育必要量区分（⑤） 

利用子どもの保育必要量に応じた区分を適用する。 

 

Ⅱ 基本部分 

 

１．基本分単価（⑥） 

（１）額の算定 

地域区分（①）、定員区分（②）、認定区分（③）、年齢区分（④）、保育必要量区分（⑤）（以 

下「地域区分等」という。）に応じて定められた額とする。 

 

（２）基本分単価に含まれる職員構成 

基本分単価（教育標準時間認定子どもに係る基本分単価を含む。）に含まれる職員構成は別 

紙３のⅡ１（２）のとおりであることから、これを充足すること。 

 

Ⅲ 基本加算部分 

 

１．処遇改善等加算Ⅰ（⑦） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、別に定めるところにより認定した加算率×100を乗

じて得た額とする。 

 

２．３歳児配置改善加算（⑧） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は、別紙３のⅢの４．（１）及び（２）により行うこと。 

 

 



 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とし、利用子ども（３歳児（年度の初日の

前日に満２歳であった者を除く。）に限る。）の単価に加算する。 

 

３．４歳以上児配置改善加算（⑨） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は、別紙３のⅢの５．（１）及び（２）により行うこと。 

 

（２）加算額の算定 

加算額の算定は、別紙３のⅢの５．（３）により行うこと。 

 

４．休日保育加算（⑩） 

（１）加算の要件 

日曜日、国民の祝日及び休日（以下「休日等」という。）において、以下の要件を満たして、

保育を実施する施設に加算する。 

（ア）休日等を含めて年間を通じて開所する施設（複数の特定教育・保育施設、地域型保育事

業所（居宅訪問型保育事業所は除く。）又は企業主導型保育施設との共同により年間を通

じて開所する施設（以下「共同実施施設」という。）を含む。）を市町村が指定して実施

すること。 

 

（イ）幼保連携型認定こども園にあっては幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備

及び運営に関する基準（平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第１号。以下「幼保

連携型認定こども園設備運営基準」という。）第５条第３項及び附則第５条から第８条、

それ以外の認定こども園にあっては就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律第３条第２項及び第４項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣

及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準（平成26年内閣府・文部科学

省・厚生労働省告示第２号。以下「認定こども園設備運営基準」という。）第２の一及び附

則第３から第７の規定に基づき、対象子どもの年齢及び人数に応じて、本事業を担当する

保育教諭等を配置すること。 

 

（ウ）対象となる子どもに対して、適宜、間食又は給食等を提供すること。 

 

（エ）対象となる子どもは、原則、休日等に常態的に保育を必要とする保育認定子どもである

こと。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたって

は、その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、休日等における保育

教諭等の配置状況が記載された職員体制図、（３）の加算額の算定に必要な利用子ども数

の見込み及び数の根拠となる実績等）を徴して確認すること。 

   また、共同実施施設については、上記に加えて複数の施設・事業所との共同により年間

を通じて開所する場合の実施要綱や運営規程を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその

状況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくな

った日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の

適用が無いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等及び以下により認定した休日等に保育を利用する年間の延べ利用子ど



 

 

も数（以下「休日延べ利用子ども数」という。）に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等

加算Ⅰの単価に１の（２）で認定した加算率×100を乗じた額を加えて算出した額を、当該施

設における各月初日の利用子ども数（休日等に保育を利用しない子どもを含む。）で除して得

た額とする（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 

（ア）市町村は、毎年度、休日保育加算の対象となる施設（以下「休日保育対象施設」という。）

から、当該休日保育対象施設における休日延べ利用子ども数の見込みを徴収して認定を行う

こと。 

なお、複数の施設・事業所との共同により年間を通じて開所する場合は、実施する各施設・

事業所の休日延べ利用子ども数の見込み数を徴収して認定を行うこと。 

 

（イ）休日延べ利用子ども数には、休日等に当該休日保育対象施設を利用する、休日保育対象

施設以外の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する子どもを含むこと。 

   なお、当該休日保育対象施設が共同実施施設である場合は、休日延べ利用子ども数には、

上記に加えて、共同する企業主導型保育施設を休日等に利用する、特定教育・保育施設又

は特定地域型保育事業所を利用する子どもを含むこと。 

 

（ウ）認定された休日延べ利用子ども数は、（２）の（イ）により、加算の適用が無くなった場

合を除き、年間を通じて適用されること。そのため、認定に当たっては、前年度における

実績等を踏まえて適正に審査されたいこと。 

 

（４）実績の報告等 

本加算の適用を受けた施設は、翌年４月末日までに実績報告書を市町村長に提出すること。 

 

５．夜間保育加算（⑪） 

（１）加算の要件 

保育所型認定こども園については、「夜間保育所の設置認可等について（平成 12年３月 30

日児発第 298号厚生省児童家庭局長通知）」により設置認可された施設、それ以外の認定こど

も園については、以下の要件に適合するものとして市町村に認定された夜間保育を実施する施

設に加算する。 

（ア）設置経営主体 

夜間保育の場合は、生活面への対応や個別的な援助がより一層求められることから、保

育に関し、長年の経験を有し、良好な成果をおさめているものであること。 

 

（イ）事業所 

保育認定子どもに対して夜間保育を行う施設であること。 

 

（ウ）職員 

施設長は、幼稚園教諭又は保育士の資格を有し、直接子どもの保育に従事することがで

きる者を配置するよう努めること。 

 

（エ）設備及び備品 

仮眠のための設備及びその他夜間保育のために必要な設備、備品を備えていること。 

 

（オ）開所時間 

保育認定子どもに係る開所時間は原則として11時間とし、おおよそ午後10時までとする

こと。 

 

（２）加算の認定 

加算の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたっては、

その施設の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、夜間における保育教諭等の

配置状況が記載された職員体制図等）を徴して確認すること。 



 

 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

６．チーム保育加配加算（⑫） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

   加算の要件及び加算の認定は、別紙３のⅢの８．（１）及び（２）より行うこと。 

 

（２）加算額の算定 

   加算額は、別紙３のⅢの８．（３）による額を、利用する４歳以上児及び３歳児の単価に加

算する。 

 

７．減価償却費加算（⑬） 

（１）加算の要件 

以下の要件全てに該当する施設に加算する。 

（ア）認定こども園の用に供する建物が自己所有であること（注１） 

 

（イ）建物を整備・改修又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生していること 

 

（ウ）建物の整備・改修に当たって、施設整備費又は改修費等（以下「施設整備費等」という。）

の国庫補助金の交付を受けていないこと（注２） 

 

（エ）賃借料加算（⑭）の対象となっていないこと 

 

（注１）施設の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50％ 

以上であること 

（注２）施設整備費等の国庫補助の交付を受けて建設した建物について、整備後一定年数が経過し 

た後に、以下の要件全てに該当する改修等を行った場合には（ウ）に該当することとして差 

し支えない。 

① 老朽化等を理由として改修等が必要であったと市町村が認める場合 

② 当該改修等に当たって、国庫補助の交付を受けていないこと 

③ １施設当たりの改修等に要した費用を2,000で除して得た値が、建物全体の延面積に 

２を乗じて得た値を上回る場合で、かつ、改修等に要した費用が1,000万円以上である 

こと 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたって

は、その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、建物を整備・改修又

は取得する際の契約書類等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている施設について、（１）の要件に適合しなくなった

場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合

しなくなった場合はその月）から加算の適用が無いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、「標準」又は「都市部」の区分に応じて定められた額とする。なお、「標準」とは

都市部に該当する市町村以外の市町村をいい、「都市部」とは当年度又は前年度における４月

１日現在の人口密度が 1,000人／K㎡以上の市町村をいう。 

 

８．賃借料加算（⑭） 



 

 

（１）加算の要件 

以下の要件全てに該当する施設に加算する。 

（ア）認定こども園の用に供する建物が賃貸物件であること（注） 

 

（イ）（ア）の賃貸物件に対する賃借料が発生していること 

 

（ウ）賃借料の国庫補助（「認可保育所等設置支援事業の実施について」（令和５年４月19日

こ成保第15号こども家庭庁成育局長通知）に定める「都市部における保育所への賃借料等

支援事業」による国庫補助を除く。）を受けた施設については、当該補助に係る残額が生

じていないこと 

 

（エ）減価償却費加算（⑬）の対象となっていないこと 
 
（注）施設の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50％以上

であること 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたって

は、その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、賃貸契約書等）を徴

して確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている施設について、（１）の要件に適合しなくなった

場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合

しなくなった場合はその月）から加算の適用が無いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、以下の地域の区分ごとに定められた額とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＊表中「都市部」とは当年度又は前年度における４月１日現在の人口密度が 1,000 人／K ㎡以上の市
町村をいい、「標準」とはそれ以外の市町村をいう。 

 

９．外部監査費加算（⑮） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は、別紙３のⅢの１１．（１）及び（２）により行うこと。 

  

（２）加算額の算定 

加算額は、認定こども園全体の利用定員に応じて定められた額とし、３月初日に利用する子

どもの単価に加算する 

 
１０．副食費徴収免除加算（⑯） 

（１）加算の要件 

   全ての施設に加算する。 

区 分 都 道 府 県 

A地域 
標 準 

埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 
都市部 

B地域 
標 準 

静岡県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 
都市部 

C地域 
標 準 宮城県 茨城県 栃木県 群馬県 新潟県 石川県 長野県 愛知県 三重県 

和歌山県 鳥取県 岡山県 広島県 香川県 福岡県 沖縄県 都市部 

D地域 
標 準 北海道 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県 富山県 福井県 山梨県 

岐阜県 島根県 山口県 徳島県 愛媛県 高知県 佐賀県 長崎県 熊本県 
大分県 宮崎県 鹿児島県 都市部 



 

 

 

（２）加算額の算定 

   加算額は、定められた額とし、副食費徴収免除対象子ども（注）に加算する。 
（注）以下のいずれかに該当する子どもとして、副食費の徴収が免除されることについて市町村から  

通知がされた子どもとする。 
①特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に 
関する基準（平成26年内閣府令第39号。以下「特定教育・保育施設等運営基準」という。）第13 
条第４項第３号イの(1)又は(2)に規定する年収360万円未満相当世帯に属する保育認定子ども 

②特定教育・保育施設等運営基準第13条第４項第３号ロの(1)又は(2)に規定する第３子以降の保 
育認定子ども 

③保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が子ども・子育て支援法施行令（平成26年政令 
第213号）第15条の３第２項各号に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者である子ども 
 

Ⅳ 加減調整部分 

 

１．教育標準時間認定子どもの利用定員を設定しない場合（⑰） 

（１）調整の適用を受ける施設の要件 

教育標準時間認定子どもの利用定員を設定しない幼保連携型認定こども園（注）に適用する。 
（注）教育標準時間認定子どもの利用定員は設定しているものの、利用子どもがいない場合においては、

幼保連携型認定こども園に限らず適用する。 

 

（２）調整額の算定 

調整額は、地域区分等に応じた単価に、当該調整額に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１．

（２）で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

２．分園の場合（⑱） 

（１）調整の適用を受ける施設の要件 

幼保連携型認定こども園又は保育所型認定こども園の分園（「保育所分園の設置運営につい

て（平成 10年４月９日児発第 302号厚生省児童家庭局長通知）」により設置された分園（幼

保連携型認定こども園にあっては、当該分園を設置する保育所が、幼保連携型認定こども園に

移行した場合に限る。））に適用する。 

 

（２）調整額の算定 

調整額は、分園に適用される基本分単価（⑥）及び処遇改善等加算Ⅰ（⑦）の額の合計に、

地域区分等に応じた調整率を乗じて得た額とする（算定して得た額に 10円未満の端数がある

場合は切り捨てる。）。 

 

３．土曜日に閉所する場合（⑲） 

（１）調整の適用を受ける施設の要件 

施設を利用する保育認定子どもについて、土曜日（国民の祝日及び休日を除く。以下同じ。）

に係る保育の利用希望が無いなどの理由により、当該月の土曜日に閉所する日がある施設に適

用する。 

また、開所していても保育を提供していない場合は、閉所しているものとして取り扱うこと。 

なお、他の特定教育・保育施設、地域型保育事業所（居宅訪問型保育事業所は除く。）又は

企業主導型保育施設と共同保育を実施することにより、施設を利用する保育認定子どもの土曜

日における保育が確保されている場合には、土曜日に開所しているものとして取り扱うこと。 

 

（２）調整の適用を受ける施設の認定 

（ア）調整の適用を受ける施設の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、認定をす

るにあたっては、その施設の設置者からその旨の申請（施設名、調整の適用年月、土曜日

に閉所することとなる理由等）を徴して確認すること。 

なお、認定こども園については、原則として、土曜日を含む週６日間の開所が求められる

施設であることから、土曜日に係る保育の利用希望があるにもかかわらず閉所する等の場合



 

 

は、当該調整の適用と併せて、市町村において指導を行うこと。 

 

（イ）市町村長は、調整の適用を受ける施設について、申請又は指導監督等を通じてその状況

を把握すること。 

 

（３）調整額の算定 

調整額は、適用される基本分単価（⑥）、処遇改善等加算Ⅰ（⑦）、３歳児配置改善加算（⑧）、

４歳以上児配置改善加算（⑨）及び夜間保育加算（⑪）の額の合計に、地域区分等及び閉所日

数（当該月の土曜日のうち閉所する日の数をいう。）に応じた調整率を乗じて得た額とする（算

定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 

 

４．主幹保育教諭等の専任化により子育て支援の取組みを実施していない場合（⑳） 

（１）調整の適用を受ける施設の要件 

以下の要件を満たさない施設に適用する。 

（要件） 

別紙３のⅡの１．（２）（ア）ⅰ（注４）の主幹保育教諭等１人を配置し、その主幹保育教諭

等を教育・保育計画の立案等の業務に専任させるための別紙３のⅡの１．（２）（ア）ⅱｃの

代替保育教諭等を配置し、以下の事業等を複数実施すること。 

また、保護者や地域住民からの教育・育児相談、地域の子育て支援活動等に積極的に取り組

むこと。 

認定こども園の基本分単価は、主幹保育教諭等がクラス担当等から離れて、指導計画の立案

や子育て活動等に専任できるよう、代替保育教諭等の配置のための費用を算定していることか

ら、主幹保育教諭等がクラス担当や学級担任を兼務することは適切ではなく、代理で行う場合

であっても、１月を超えて兼務が継続している場合は減算調整を行うこと。 

ⅰ 延長保育事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合するもの及びこれと

同等の要件を満たして自主事業として実施しているもの。ただし、当該要件を満たした月

以降の各月においては、同一年度内に限り、事業を実施する体制が取られていることをも

って当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ⅱ 一時預かり事業（一般型）（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合しており、かつ、

月の平均対象子どもが１人以上いるもの（年度当初から事業を開始する場合は５月におい

て当該要件を満たしていることをもって４月から当該要件を満たしているものと取り扱

う。）。ただし、当該要件を満たした月以降の各月においては、同一年度内に限り、事業を

実施する体制が取られていることをもって当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ただし、当分の間は平成21年６月３日雇児発第0603002号厚生労働省雇用均等・児童家庭

局長通知｢『保育対策等促進事業の実施について』の一部改正について」以前に定める一時

保育促進事業の要件を満たしていると認められ、実施しているものも含むこととされるこ

と。 

ⅲ 病児保育事業（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合するもの及びこれと同等の

要件を満たして自主事業として実施しているもの。） 

ⅳ 乳児が３人以上利用している施設（月の初日において乳児が３人以上利用している月か

ら年度を通じて当該要件を満たしているものとする。） 

  また、①乳児の利用定員が３人以上あり、かつ、②乳児保育を実施する職員体制を維持

し、③地域の親子が交流する場の提供や子育てに関する相談会を月２回以上開催している

場合、前年度に要件を満たしていた月（令和５年度に特例の適用があった月を含む）につ

いては、乳児３人以上の利用の要件を満たしたものと取り扱う。 

ⅴ 障害児（軽度障害児を含む。）（注）が１人以上利用している施設（月の初日において障害

児が１人以上利用している月から年度を通じて当該要件を満たしているものとする。） 

（注）市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断書

や巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が把

握可能な資料をもって確認しても差し支えない。 

 



 

 

（２）調整の適用を受ける施設の認定 

（ア）調整の適用を受ける施設の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、別紙３の

Ⅱの１．（２）で定める職員の充足状況の確認と併せて、施設の設置者から（１）の要件

を満たしている旨の申請（施設名、調整の適用年月、主幹保育教諭等１人の配置、教育・

育児相談・地域の子育て支援活動等の内容、（１）ⅰからⅴの事業等の実施状況等）を徴

し、要件への適合状況を確認すること。 

 

（イ）市町村長は、調整の適用を受ける施設について、申請等を通じてその状況を把握し、（１）

の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する月の翌

月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から調整の適用が無いものとする

こと。 

 

（３）調整額の算定 

調整額は、地域区分等に応じた単価に、当該調整額に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１．

（２）で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

５．年齢別配置基準を下回る場合（㉑） 

（１）調整の適用を受ける施設の要件及び認定 

調整の適用を受ける施設の要件及び認定は、別紙３のⅣの２．（１）及び（２）により行う

こと。 

 

（２）調整額の算定 

不足する保育教諭等の１人当たりの額は、地域区分等に応じた単価に、当該額に係る処遇改

善等加算Ⅰの単価にⅢの１．（２）で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とし、当

該額に不足する「人数」を乗じて得た額を調整額とする。 

 

６．配置基準上求められる職員資格を有しない場合（㉒） 

（１）調整の適用を受ける施設の要件及び認定 

調整の適用を受ける施設の要件及び認定は、別紙３のⅣの３．（１）及び（２）により行う

こと。 

 

（２）調整額の算定 

必要資格を有しない教育・保育従事者の１人当たりの額は、地域区分等に応じた単価に、当

該額に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１．（２）で認定した加算率×100を乗じて得た額を

加えた額とし、当該額に必要資格を有しない保育従事者の「人数」を乗じて得た額を調整額と

する。 

 

Ⅴ 乗除調整部分 

 

１．定員を恒常的に超過する場合（㉓） 

（１）調整の適用を受ける施設の要件 

直前の連続する５年度間常に保育認定子どもに係る利用定員を超えており（注 1）、かつ、各

年度の年間平均在所率（注 2）が 120％以上の状態にある施設に適用する。 

なお、教育・保育の提供は利用定員の範囲内で行われることが原則であること。 

また、上記の状態にある施設に対しては、利用定員の見直しに向けた指導を行うこと。 
（注１）利用定員を超えて受け入れる場合の留意事項 

利用定員を超えて受け入れる場合であっても、施設の設備又は職員数が、利用定員を超えて
利用する子どもを含めた利用子ども数に照らし、幼保連携型認定こども園設備運営基準又は認
定こども園設備運営基準及び本通知等に定める基準を満たしていること。 

（注２）年間平均在所率 
当該年度内における各月の初日の保育認定を受けた利用子ども数の総和を各月の初日の保育

認定に係る利用定員の総和で除したものをいう。 



 

 

 

（２）調整の適用を受ける施設の認定 

（ア）調整の適用を受ける施設の認定は、施設が所在する市町村長が施設の利用状況を確認の

うえ行うこととする。 

 

（イ）市町村長は、調整の適用を受ける施設について、指導監督等を通じて利用定員の見直し

が行われた場合又は地域における需要の動向等を踏まえて当該年度における年間平均在所

率が120％以上の状態にならないものと認められる場合には、見直し等が行われた日の属す

る月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から調整の適用が無いも

のとすること。 

 

（３）適用される基本部分及び加減調整部分の額の調整の方法 

本調整措置が適用される施設における基本分単価（⑥）から配置基準上求められる職員資格

を有しない場合（㉒）（副食費徴収免除加算（⑯）は除く。）の額については、それぞれの額の

総和に各月初日の利用子ども数の区分及び地域区分等に応じた調整率を乗じて得た額とする

（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 

 

Ⅵ 特定加算部分 

 

１．療育支援加算（㉔） 

（１）加算の要件及び認定 

加算の要件及び加算の認定は、別紙３のⅥの１．（１）及び（２）により行うこと。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、特別児童扶養手当支給対象児童受入施設（注）又はそれ以外の障害児受入施設の別

に定められた基本額に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１．（２）で認定した

加算率×100を乗じて得た額を加えた額を、各月初日の保育認定を受けた利用子ども数で除し

て得た額とする。（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。） 

（注）特別児童扶養手当の支給要件に該当するが、所得制限により当該手当の支給がされていない児

童を含む。 

 

２．処遇改善等加算Ⅱ（㉕） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、処遇改善等加算Ⅱ－①及びⅡ－②の別に定められる額にそれぞれ対象人数を乗じ

て得た額の合計を、各月初日の保育認定を受けた利用子ども数で除して得た額とする（算定し

て得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 

 

３．処遇改善等加算Ⅲ（㉖） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、別に定める額に対象人数を乗じて得た額を、各月初日の保育認定を受けた利用子

ども数で除して得た額とする（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。  

 

４．冷暖房費加算（㉗） 

（１）加算の要件 

全ての施設に加算する。 



 

 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、以下の地域の区分に応じて定める額とする。 

 

一級地 
国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和24年法律第200号）別表に規 

定する一級地をいう。 

二級地 国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する二級地をいう。 

三級地 国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する三級地をいう。 

四級地 国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する四級地をいう。 

その他地域 上記以外の地域をいう。 

 

５．施設関係者評価加算（㉘） 

（１）加算の要件及び認定 

加算の要件及び加算の認定は、別紙３のⅥの８．（１）及び（２）により行うこと。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、公開保育の取組と組み合わせて施設関係者評価を実施する施設（注）とそれ以外の

施設の別に応じて定められた額を、３月初日の保育認定を受けた利用子ども数で除して得た額

（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子

どもの単価に加算する。 

（注）幼児期の教育・保育に専門的知見を有する外部有識者の協力を得て、他の幼稚園・認定こども園・

保育所の職員や地域の幼児教育関係者、小学校等の他校種の教員等を招いて行われる公開保育を実

施するとともに、当該公開保育に施設関係者評価の評価者の全部又は一部を参加させ、その結果を

踏まえて施設関係者評価を行う施設をいう。 

 

６．除雪費加算（㉙） 

（１）加算の要件 

豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37年法律第 73号）第２条第２項に規定する地域に所在する

施設に加算する。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、定められた額とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算する。 

 

７．降灰除去費加算（㉚） 

（１）加算の要件 

活動火山対策特別措置法（昭和 48年法律第 61号）第 23条第１項に規定する降灰防除地域

に所在する施設に加算する。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日の保育認定を受けた利用子ども数で除して得た額（算

定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子ども

の単価に加算する。 

 
８．高齢者等活躍促進加算（㉛） 

（１）加算の要件 

高齢化社会の到来等に対応して、高齢者等ができるだけ働きやすい条件の整備を図り、また、

高齢者等によるきめ細やかな利用子ども等の処遇の向上を図るため、以下の要件を満たす施設

に加算する。 



 

 

（ア）高齢者等（注１）を職員配置基準以外に非常勤職員（注２）として雇用（注３）し、施設の業務の

中で比較的高齢者等に適した業務（注４）を行わせ、かつ、当該年度中における高齢者等の総

雇用人員の累積年間総雇用時間が、400時間以上見込まれること。 

また、「特定就職困難者雇用開発助成金」等を受けている施設（受ける予定の施設を含む。）

でその補助の対象となる職員は対象としないこと。 

なお、雇用形態は通年が望ましいが短期間でも雇用予定がはっきりしていて、利用子ども

等の処遇の向上が期待される場合には、この加算対象として差し支えないこと。 
（注１）高齢者等の範囲 

ⅰ 当該年度の４月１日現在または、その年度の途中で雇用する場合はその雇用する時点におい
て満60歳以上の者 

ⅱ 身体障害者（身体障害者福祉法（昭和24年法律第243号）に規定する身体障害者手帳を所持し
ている者） 

ⅲ 知的障害者（知的障害者更生相談所、児童相談所等において知的障害者と判定された者で、
都道府県知事が発行する療育手帳または判定書を所持している者） 

ⅳ 精神障害者（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）に規定する
精神障害者保健福祉手帳を所持している者） 

ⅴ 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦（母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律
第129号）に規定する母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦） 

（注２）非常勤職員の範囲 
１日６時間未満又は月20日未満勤務の者を対象とする。 

（注３）雇用の範囲 
雇用契約又は派遣契約による場合のみを対象とする。 

（注４）高齢者等が行う業務の内容の例示 
ⅰ 利用子ども等との話し相手、相談相手 
ⅱ 身の回りの世話(爪切り、洗面等) 
ⅲ 通院、買い物、散歩の付き添い 
ⅳ クラブ活動の指導 
ⅴ 給食のあとかたづけ 
ⅵ 喫食の介助 
ⅶ 洗濯、清掃等の業務 
ⅷ その他高齢者等に適した業務 
 

（イ）以下の事業等のうち、いずれかを実施していること 

ⅰ 延長保育事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合するもの及びこれと

同等の要件を満たして自主事業として実施しているもの。ただし、当該要件を満たした月

以降の各月においては、同一年度内に限り、事業を実施する体制が取られていることをも

って当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ⅱ 一時預かり事業（一般型）（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合しており、かつ、

月の平均対象子どもが１人以上いるもの（年度当初から事業を開始する場合は５月におい

て当該要件を満たしていることをもって４月から当該要件を満たしているものと取り扱

う。）。ただし、当該要件を満たした月以降の各月においては、同一年度内に限り、事業を

実施する体制が取られていることをもって当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ただし、当分の間は平成21年６月３日雇児発第0603002号厚生労働省雇用均等・児童家庭

局長通知｢『保育対策等促進事業の実施について』の一部改正について」以前に定める一時

保育促進事業の要件を満たしていると認められ、実施しているものも含むこととされるこ

と。 

ⅲ 病児保育事業（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合するもの及びこれと同等の

要件を満たして自主事業として実施しているもの。） 

ⅳ 乳児が３人以上利用している施設（４月から11月までの各月初日を平均して乳児が３人

以上利用していること。） 

  また、①乳児の利用定員が３人以上あり、かつ、②乳児保育を実施する職員体制を維持

し、③地域の親子が交流する場の提供や子育てに関する相談会を月２回以上開催している

場合、前年度に要件を満たしていた場合については、乳児３人以上の利用の要件を満たし

たものと取り扱う。 

ⅴ 障害児（軽度障害児を含む。）（注）が１人以上利用している施設（４月から11月までの間



 

 

に１人以上の障害児の利用があること。） 

（注）市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断書

や巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が把

握可能な資料をもって確認しても差し支えない。 

 

（２）加算の認定 

加算の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたっては、

その施設の設置者からその旨の申請を毎年 12月末までに提出させ、当該施設の申請内容につ

いて必要な審査を行い、必要と認めた場合は当該施設に速やかに通知すること。 

なお、（３）の加算額の算定に必要な「年間総雇用時間数」の認定に当たっては、毎年度４

月から 11月までの実績及び 12月から３月までの雇用計画を元に認定すること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、（２）で認定された「年間総雇用時間数」の区分に応じて定められた額を、３月

初日の保育認定を受けた利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に 10円未満の端数が

ある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算する。 

 

（４）実績の報告等 

本加算の適用を受けた施設は、翌年４月末日までに実績報告書を市町村長に提出すること。 

なお、次年度以降の加算の認定に当たっては、当該実績報告書を参考に決定すること。 

また、市町村長は、本加算を行った施設について、検査時等に検証を行うこと。 

 

９．施設機能強化推進費加算（㉜） 

（１）加算の要件、認定及び実績の報告等 

加算の要件、加算の認定及び実績の報告等は、別紙３のⅥの１１．（１）、（２）及び（４）

により行うこと。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日の保育認定を受けた利用子ども数で除して得た額（算

定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子ども

の単価に加算する。 
 

１０．小学校接続加算（㉝） 

（１）加算の要件及び認定 

加算の要件及び加算の認定は、別紙３のⅥの１２．（１）及び（２）により行うこと。 

  

（２）加算額の算定 

加算額は、以下に掲げる通りに要件を満たす場合に、それぞれに定められた額を、３月初日

の保育認定を受けた利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に 10円未満の端数がある

場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算する。 

（ア）（１）のⅰ及びⅱのいずれの取組も実施している場合 

（イ）（ア）に加えて、（１）ⅲの取組を実施している場合 
 

１１．栄養管理加算（㉞） 

（１）加算の要件 

食事の提供にあたり、栄養士を活用（注）して、栄養士から献立やアレルギー、アトピー等へ

の助言、食育等に関する継続的な指導を受ける施設に加算する。 
（注）栄養士の活用に当たっては、雇用形態を問わず、嘱託する場合や、栄養教諭、学校栄養職員又は

調理員として栄養士を雇用している場合も対象となる。 

 

（２）加算の認定 



 

 

（ア）加算の認定は、施設が所在する市町村長が行うこととし、加算を認定するにあたっては、

その施設の設置者からその旨の申請（施設名、加算の適用年月、栄養士の活用状況・配置等

の形態の別が確認できる書類等）を徴して確認すること。 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている施設について、申請又は指導監督等を通じてその状

況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日

の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用がな

いものとすること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、以下に掲げる栄養士の配置等の形態の別に応じ、それぞれに定める計算式により

算出された額（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とする。 

（ア）配置（注１） 定められた基本額に当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額を、各月初日の利用子ど

も数で除して得た額とする。 

（イ）兼務（注２） 定められた基本額に当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額を、各月初日の利用子ど

も数で除して得た額とする。 

（ウ）嘱託（注３） 定められた基本額を、各月初日の利用子ども数で除して得た額とする。 
    （注１）本加算に係る栄養士が雇用契約等により配置されている場合をいい、兼務に該当する場合を

除く。 

（注２）基本分単価及び他の加算の認定に当たって求められる職員（別紙３の給食実施加算（⑭）の

適用施設（９．（３）（ア）の場合に限る。）において雇用等される調理員を含む。）が本加

算に係る栄養士としての業務を兼務している場合をいう。 

（注３）配置又は兼務に該当する場合を除き、本加算に係る栄養士としての業務を嘱託等する場合を

いう。 

 

１２．第三者評価受審加算（㉟） 

（１）加算の要件 

加算の要件及び加算の認定は、別紙３のⅥの１３．（１）及び（２）により行うこと。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日の保育認定を受けた利用子ども数で除して得た額（算

定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子ども

の単価に加算する。 

  



 

 

別紙５（家庭的保育事業（保育認定３号）） 

 

Ⅰ 地域区分等 

 

１．地域区分（①） 

利用する事業所が所在する市町村ごとに定められた告示別表第一による区分を適用する。 

 

２．認定区分（②） 

利用子どもの認定区分に応じた区分を適用する。 

 

３．保育必要量区分（③） 

利用子どもの保育必要量に応じた区分を適用する。 

 

Ⅱ 基本部分 

 

１．基本分単価（④） 

（１）額の算定 

地域区分（①）、認定区分（②）、保育必要量区分（③）（以下「地域区分等」という。）に応

じて定められた額とする。 

 

（２）基本分単価に含まれる職員構成 

基本分単価に含まれる職員構成は以下のとおりであることから、これを充足すること。 

（ア）保育従事者 

基本分単価における必要保育従事者数は以下のⅰとⅱを合計した数であること。 

ⅰ 家庭的保育者及び家庭的保育補助者 

子ども３人につき家庭的保育者１人（家庭的保育補助者を配置する場合は子ども５人） 

ⅱ その他 

上記ⅰの家庭的保育者及び家庭的保育補助者１人当たり、研修代替保育従事者として年

間３日分の費用を算定（注） 
（注）当該費用については、家庭的保育者及び家庭的保育補助者が研修を受講する際の受講費用

や、時間外における研修受講の際の時間外手当等に充当しても差し支えないこと。 

 

（イ）その他 

ⅰ 非常勤調理員等（注） 

（注）調理業務の全部を委託する場合、または搬入施設から食事を搬入する場合は、調理員を置 

かないことができる。 

ⅱ 非常勤事務職員（注１・２） 

（注１）利用子どもが３人以下の場合で家庭的保育補助者加算（⑦）の適用を受ける事業所を除
く。 

（注２）家庭的保育者等が兼務する場合又は業務委託する場合は、配置は不要であること。 
ⅲ 嘱託医・嘱託歯科医 

 

（３）連携施設経費 

基本分単価には、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成 26年厚生労働省令

第 61号。以下「家庭的保育事業等設備運営基準」という。）第６条第１項に定める連携施設（同

条第２項及び第４項第２号により市町村が連携施設の確保が著しく困難であると認める場合

においては、それぞれ同条第３項及び第５項に定める連携協力を行う者を含む。本項、Ⅲ及び

Ⅳの１において同じ。）に係る経費を算定していること。そのため、連携施設を設定していな

い事業所については、Ⅳの１による調整が行われること。 

 

Ⅲ 基本加算部分 



 

 

 

１．処遇改善等加算Ⅰ（⑤） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

  

（２）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、別に定めるところにより認定した加算率×100を乗

じて得た額とする。 

 

２．資格保有者加算（⑥） 

（１）加算の要件 

家庭的保育者が保育士資格、看護師免許又は准看護師免許を有する事業所に加算する。 

 

（２）加算の認定 

加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、新たに加算の認定をするにあた

っては、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、家庭的保育者の

有する保育士証、看護師免許証又は准看護師免許証の写し等）を徴して（１）の要件への適合

状況を確認すること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

３．家庭的保育補助者加算（⑦） 

（１）加算の要件 

家庭的保育補助者を配置（注）する事業所に加算する。 
（注）非常勤の調理員（食事の提供について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による場合

（⑬）の調整の適用を受ける事業所を除く。）とは別途、家庭的保育補助者の配置が必要。 

    

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、新たに加算の認定をするにあ

たっては、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、対象子ども、

家庭的保育補助者等の配置状況が記載された職員体制図等）を徴して（１）の要件への適合

状況を確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、申請又は指導監督等を通じてその

状況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった

日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が

無いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等及び各月初日の利用子どもの人数に応じた単価に、当該加算に係る処

遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

４．家庭的保育支援加算（⑧） 

（１）加算の要件 

家庭的保育支援者（注１）又は連携施設（注２）から代替保育等の特別な支援（注３）を受けて保育を

実施する事業所に加算する。 
（注１）家庭的保育支援者は、以下の要件を満たして市町村の認定を受け、家庭的保育者又は家庭的保

育補助者に対する指導・支援を行う者とする。 
なお、家庭的保育支援者は、専任の者を、原則として連携施設に配置すること。 



 

 

また、家庭的保育支援者の配置は、家庭的保育者３人から15人に対し１人の配置を標準とす
ること。 

① 保育士であり10年以上の保育所における勤務又は家庭的保育の経験を有し、一定の研修
を修了した者であること。 

② 心身ともに健全であること。 
③ 乳幼児の保育についての理解及び熱意並びに乳幼児に対する豊かな愛情を有しているこ 
と。 

④ 乳幼児の保育に関し虐対等の問題が無いと認められること。 
⑤ 児童福祉法及び児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法 

律の規定により、罰金以上の刑に処せられたことが無いこと。 
（注２）連携施設は以下の要件を満たして市町村の認定を受け、家庭的保育者又は家庭的保育補助者に

対する指導・支援を行うものとする。 
① 連携施設であること。 
② 乳幼児の育児・保育に関する相談・指導について知識及び経験を有するとともに、児童 
福祉施策について知識を有している専任の保育士等（以下「担当者」という。）を配置す 
ること。担当者は家庭的保育支援者に求められる要件を満たした者であること。 

（注３）家庭的保育支援者又は連携施設は以下の支援又は業務を行うこととする。 
① 事業所の求めに応じて、緊急時においても相談・連絡を受ける体制を整備すること。 
② 保育標準時間認定を受けた子ども等への保育や延長保育、家庭的保育者が病気、研修参 
加又は休暇等を取得する場合等に、当該家庭的保育者に代わって乳幼児の保育を行うこと。 
その場合は必要に応じて家庭的保育支援者又は担当者が連携施設まで送迎を行うこと。 

③ 家庭的保育事業の実施場所を訪問等することにより、保育の状況把握に努めるとともに、 
家庭的保育者の相談に応じ、必要な指導・援助を行うこと。 

④ 家庭的保育者が保育する乳幼児を定期的に連携施設に招いたり、乳幼児の健康診断を連 
携施設の利用子どもとともに行うなどの連携を図るとともに、家庭的保育者に対し、連携 
施設や地域の行事に関する情報を提供し、当該行事に参加するよう勧めること。 

⑤ 家庭的保育者の居宅等における保育の状況を把握するため、家庭的保育支援者又は担当 
者は少なくとも３か月に１回以上、さらに、家庭的保育者の状況に応じて、必要な都度、 
訪問させること。また、その状況等について市町村との情報共有を図ること。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、新たに加算の認定をするにあ

たっては、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、家庭的保育

支援者又は担当者の氏名、経歴及び支援の内容等が確認できるもの等）を徴して（１）の要

件への適合状況を確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、申請又は指導監督等を通じてその

状況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった

日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が

無いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じて定められた額とする。 

 

５．障害児保育加算（⑨） 

（１）加算の要件 

障害児（軽度障害児を含む。）（注）を受け入れる事業所において、当該障害児に係る家庭的

保育者及び家庭的保育補助者の配置基準を障害児２人につき１人とする場合に加算する。 

その際の計算に当たっては、配置する家庭的保育補助者数が、以下の算式により得た「必要

補助者数」以上になること。 
（注）市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断書や巡

回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が把握可能な
資料をもって確認して差し支えない。 

 

 



 

 

＜算式＞ 

｛利用子ども数（障害児を除く）×1/5（小数点第１位まで計算）｝＋｛障害児数×1/2（〃）｝

＝必要補助者数（小数点第１位を切り上げ） 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、新たに加算の認定をするにあ

たっては、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、対象子ども、

利用子ども数（見込み）及び家庭的保育補助者等の配置状況が記載された職員体制図等）を

徴して（１）の要件への適合状況を確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、申請又は指導監督等を通じてその

状況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった

日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が

無いものとすること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

６．減価償却費加算（⑩） 

（１）加算の要件 

以下の要件全てに該当する事業所に加算する。 

（ア）家庭的保育事業の用に供する建物が自己所有であること（注１） 

 

（イ）建物を整備・改修又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生していること 

 

（ウ）建物の整備・改修に当たって、改修費等の国庫補助金の交付を受けていないこと（注２） 

 

（エ）賃借料加算（⑪）の対象となっていないこと 

 
（注１）事業所の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ面積が事業所全体の延べ面積の

50％以上であること 
（注２）改修費等の国庫補助の交付を受けて建設・改修した建物について、整備後一定年数が経過し

た後に、以下の要件全てに該当する改修等を行った場合には（ウ）に該当することとして差し
支えない。 
① 老朽化等を理由として改修等が必要であったと市町村が認める場合 
② 当該改修等に当たって、国庫補助の交付を受けていないこと 
③ １事業所当たりの改修等に要した費用を2,000で除して得た値が、建物全体の延面積に２ 

を乗じて得た値を上回る場合で、かつ、改修等に要した費用が1,000万円以上であること 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたって

は、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、建物を整備・改修

又は取得する際の契約書類等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、（１）の要件に適合しなくなった

場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合し

なくなった場合はその月）から加算の適用が無いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 
加算額は、「標準」又は「都市部」の区分に応じて定められた額とする。なお、「標準」と

は都市部に該当する市町村以外の市町村をいい、「都市部」とは当年度又は前年度における４



 

 

月１日現在の人口密度が 1,000人／K㎡以上の市町村をいう。 

 

７．賃借料加算（⑪） 

（１）加算の要件 

以下の要件全てに該当する事業所に加算する。 

（ア）家庭的保育事業の用に供する建物が賃貸物件であること（注） 

 

（イ）（ア）の賃貸物件に対する賃借料が発生していること 

 

（ウ）賃借料の国庫補助（「認可保育所等設置支援事業の実施について」（令和５年４月19日

こ成保第15号こども家庭庁成育局長通知）に定める「都市部における保育所への賃借料等支

援事業」による国庫補助を除く。）を受けた事業所については、当該補助に係る残額が生じ

ていないこと 

 

（エ）減価償却費加算（⑩）の対象となっていないこと 

 

（注）事業所の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物の延べ面積が事業所全体の延べ面積の50％ 
以上であること 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたって

は、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、賃貸契約書等）を

徴して確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、（１）の要件に適合しなくなった

場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合し

なくなった場合はその月）から加算の適用が無いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、以下の地域の区分ごとに定められた額とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊表中「都市部」とは当年度又は前年度における４月１日現在の人口密度が 1,000 人／K ㎡以上の市
町村をいい、「標準」とはそれ以外の市町村をいう。 

 

Ⅳ 加減調整部分 

 

１．連携施設を設定していない場合（⑫） 

（１）調整の適用を受ける事業所の要件 

連携施設を設定しない事業所に適用する。 

 

（２）調整の適用を受ける事業所の認定 

（ア）調整の適用を受ける事業所の認定は、事業所が所在する市町村長が連携施設の設定状況を

区 分 都 道 府 県 

A地域 
標 準 

埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 
都市部 

B地域 
標 準 

静岡県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 
都市部 

C地域 
標 準 宮城県 茨城県 栃木県 群馬県 新潟県 石川県 長野県 愛知県 三重県 

和歌山県 鳥取県 岡山県 広島県 香川県 福岡県 沖縄県 都市部 

D地域 
標 準 北海道 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県 富山県 福井県 山梨県 

岐阜県 島根県 山口県 徳島県 愛媛県 高知県 佐賀県 長崎県 熊本県 
大分県 宮崎県 鹿児島県 都市部 



 

 

確認のうえ行うこととする。 

 

（イ）市町村長は、調整の適用を受ける事業所について、申請等を通じてその状況を把握し、（１）

の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する月の翌月

（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から調整の適用が無いものとすること。 

 

 

（３）調整額の算定 

調整額は、地域区分等に応じて定められた額とする。  

 

２．食事の提供について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による場合（⑬） 

（１）調整の適用を受ける事業所の要件 

食事の提供に当たり、事業所において調理する方法又は家庭的保育事業等設備運営基準第 16

条第２項各号に定める搬入施設から搬入する方法以外の方法による事業所に適用する。 

 

（２）調整の適用を受ける事業所の認定 

（ア）調整の適用を受ける事業所の認定は、事業所が所在する市町村長が食事の提供状況を確認

のうえ行うこととする。 

 

（イ）市町村長は、調整の適用を受ける事業所について、申請等を通じてその状況を把握し、（１）

の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する月の翌月

（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から調整の適用が無いものとすること。 

 

（３）調整額の算定 

調整額は、適用される基本分単価（④）、処遇改善等加算Ⅰ（⑤）及び家庭的保育支援加算

（⑧）の額の合計に、地域区分等に応じた調整率を乗じて得た額とする。（算定して得た額に

10円未満の端数がある場合は切り捨てる。） 

 

３．土曜日に閉所する場合（⑭） 

（１）調整の適用を受ける事業所の要件 

事業所を利用する保育認定子どもについて、土曜日（国民の祝日及び休日を除く。以下同じ。）

に係る保育の利用希望が無いなどの理由により、当該月の土曜日に閉所する日がある施設に適

用する。 

また、開所していても保育を提供していない場合は、閉所しているものとして取り扱うこと。 

なお、他の特定教育・保育施設、地域型保育事業所（居宅訪問型保育事業所は除く。）又は

企業主導型保育施設と共同保育を実施することにより、事業所を利用する保育認定子どもの土

曜日における保育が確保されている場合には、土曜日に開所しているものとして取り扱うこと。 

 

（２）調整の適用を受ける事業所の認定 

（ア）調整の適用を受ける事業所の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、認定を

するにあたっては、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、調整の適用年月、土

曜日に閉所することとなる理由等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村長は、調整の適用を受ける事業所について、申請又は指導監督等を通じてその状況

を把握すること。 

 

 

（３）調整額の算定 

調整額は、地域区分等及び閉所日数（当該月の土曜日のうち閉所する日の数をいう。）に応

じて定められた額とする。  



 

 

Ⅴ 特定加算部分 

 

１．処遇改善等加算Ⅱ（⑮） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、処遇改善等加算Ⅱ－①又はⅡ－②の別に定められる額を各月初日の利用子ども数

で除して得た額とする（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 

 

２．処遇改善等加算Ⅲ（⑯） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、別に定める額に対象人数を乗じて得た額を、各月初日の利用子ども数で除して得

た額とする（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。  

 

３．冷暖房費加算（⑰） 

（１）加算の要件 

全ての事業所に加算する。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、以下の地域の区分に応じて定める額とする。 

 

一級地 
国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和24年法律第200号）別表に規 

定する一級地をいう。 

二級地 国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する二級地をいう。 

三級地 国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する三級地をいう。 

四級地 国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する四級地をいう。 

その他地域 上記以外の地域をいう。 

 

４．除雪費加算（⑱） 

（１）加算の要件 

豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37年法律第 73号）第２条第２項に規定する地域に所在する

事業所に加算する。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、定められた額とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算する。 

 

５．降灰除去費加算（⑲） 

（１）加算の要件 

活動火山対策特別措置法（昭和 48年法律第 61号）第 23条第１項に規定する降灰防除地域

に所在する事業所に加算する。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に

10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算す



 

 

る。 

 

６．施設機能強化推進費加算（⑳） 

（１）加算の要件 

事業所における火災・地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の安全かつ、

迅速な避難誘導体制を充実する等の事業所の総合的な防災対策を図る取組（注１・注２・注３）を行う

事業所で、以下の事業等を複数実施する事業所に加算する。 

ⅰ 延長保育事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合するもの及びこれと

同等の要件を満たして自主事業として実施しているもの。ただし、当該要件を満たした月

以降の各月においては、同一年度内に限り、事業を実施する体制が取られていることをも

って当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ⅱ 一時預かり事業（一般型）（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合しており、かつ、

月の平均対象子どもが１人以上いるもの（年度当初から事業を開始する場合は５月におい

て当該要件を満たしていることをもって４月から当該要件を満たしているものと取り扱

う。）。ただし、当該要件を満たした月以降の各月においては、同一年度内に限り、事業を

実施する体制が取られていることをもって当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ただし、当分の間は平成 21年６月３日雇児発第 0603002号厚生労働省雇用均等・児童家

庭局長通知｢『保育対策等促進事業の実施について』の一部改正について」以前に定める一

時保育促進事業の要件を満たしていると認められ、実施しているものも含むこととされる

こと。 

ⅲ 病児保育事業（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合するもの及びこれと同等の

要件を満たして自主事業として実施しているもの。） 

ⅳ 乳児が３人以上利用している施設（４月から 11月までの各月初日を平均して乳児が３人

以上利用していること。） 

  また、①乳児の利用定員が３人以上あり、かつ、②乳児保育を実施する職員体制を維持

し、③地域の親子が交流する場の提供や子育てに関する相談会を月２回以上開催している

場合、前年度に要件を満たしていた場合については、乳児３人以上の利用の要件を満たし

たものと取り扱う。 

ⅴ 障害児（軽度障害児を含む。）（注４）が１人以上利用している施設（４月から 11月までの

間に１人以上の障害児の利用があること。） 
（注１）取組の実施方法の例示 

ⅰ 地域住民等への防災支援協力体制の整備及び合同避難訓練等を実施する。 
ⅱ 職員等への防災教育、訓練の実施及び避難具の整備を促進する。 

（注２）取組に必要となる経費の額 
取組に必要となる経費の総額が、概ね16万円以上見込まれること。 

（注３）支出対象経費 
需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕費、食糧費（茶菓）、光熱水費、医療材料費）・ 

役務費（通信運搬費）・旅費・謝金・備品購入費・原材料費・使用料及び賃借料・賃金・委託 
費（防災訓練及び避難具の整備等に要する特別の経費に限り、保育の提供に当たって、通常要 
する費用は含まない。） 

（注４）市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断書 
や巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が把握
可能な資料をもって確認しても差し支えない。 

 

（２）加算の認定 

加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたっては、

その事業所の設置者からその旨の申請を毎年 12月末までに提出させ、必要性及び経費等につ

いて必要な審査を行うこと。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に 10

円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算する。 



 

 

 

（４）実績の報告等 

本加算の適用を受けた事業所は、翌年４月末日までに実績報告書を市町村長に提出すること。 

なお、市町村長は、本加算を行った事業所について、検査時等に検証を行うこと。 

 

７．栄養管理加算（㉑） 

（１）加算の要件 

食事の提供にあたり、栄養士を活用（注）して、栄養士から献立やアレルギー、アトピー等 

への助言、食育等に関する継続的な指導を受ける事業所に加算する。 
（注）栄養士の活用に当たっては、雇用形態を問わず、嘱託する場合や、調理員として栄養士を雇用し

ている場合も対象となる。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算を認定するにあたっては、

その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、栄養士の活用状況・配

置等の形態の別が確認できる書類等）を徴して確認すること。 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、申請又は指導監督等を通じてその

状況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなっ

た日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用

がないものとすること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、以下に掲げる栄養士の配置等の形態の別に応じ、それぞれに定める計算式により

算出された額（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とする。 

（ア）配置（注１） 定められた基本額に当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額を、各月初日の利用子ど

も数で除して得た額とする。 

（イ）兼務（注２） 定められた基本額に当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額を、各月初日の利用子ど

も数で除して得た額とする。 

   （ウ）嘱託（注３） 定められた基本額を、各月初日の利用子ども数で除して得た額とする。 
   （注１）本加算に係る栄養士が雇用契約等により配置されている場合をいい、兼務に該当する場合を

除く。 

（注２）基本分単価及び他の加算の認定に当たって求められる職員が本加算に係る栄養士としての業

務を兼務している場合をいう。 

（注３）配置又は兼務に該当する場合を除き、本加算に係る栄養士としての業務を嘱託等する場合を

いう。 

 

８．第三者評価受審加算（㉒） 

（１）加算の要件 

「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」等に沿って、第三者評価を適切に実施するこ

とが可能であると市町村が認める第三者機関による評価（行政が委託等により民間機関に行わ

せるものを含む。）を受審し、その結果をホームページ等により広く公表する事業所に加算す

る。 

 

（２）加算の認定 

加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算を認定するにあたっては、

その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年度、受審状況が分かる資料等）

を毎年 12月末までに提出させ、必要な審査を行うこと。 
（注１）評価機関との間の契約書等により、当年度に第三者評価の受審や結果の公表（評価機関からの

評価結果の提示が翌年度以降となるため、結果の公表が翌年度になる場合を含む。）が行われる
ことが確認できる場合は本加算の対象とする。その場合、市町村は受審や結果の公表が確実に行



 

 

われていることを事後に確認すること。 
（注２）第三者評価の受審は５年に一度程度を想定しており、加算適用年度から５年度間は再度の加算

適用はできないこと。 
 

（３）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に 10

円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算する。 
  



 

 

別紙６（小規模保育事業Ａ型・Ｂ型（保育認定３号）） 

 

Ⅰ 地域区分等 

 

１．地域区分（①） 

利用する事業所が所在する市町村ごとに定められた告示別表第一による区分を適用する。 

 

２．定員区分（②） 

利用する事業所の利用定員の総和に応じた区分を適用する。 

 

３．認定区分（③） 

利用子どもの認定区分に応じた区分を適用する。 

 

４．年齢区分（④） 

利用子どもの満年齢に応じた区分を適用する。 

なお、年齢区分が年度の初日の前日における満年齢に基づき区分した場合に、年齢区分が異な

る場合は、適用される年齢区分における基本分単価（⑥）、処遇改善等加算Ⅰ（⑦）、保育士比率

向上加算（⑧）、障害児保育加算（⑨）及び夜間保育加算（⑪）の単価について、それぞれの「月

額調整」欄に定める額に置き替えて適用するものとする。 

 

５．保育必要量区分（⑤） 

利用子どもの保育必要量に応じた区分を適用する。 

 

Ⅱ 基本部分 

 

１．基本分単価（⑥） 

（１）額の算定 

地域区分（①）、定員区分（②）、認定区分（③）、年齢区分（④）、保育必要量区分（⑤）（以

下「地域区分等」という。）に応じて定められた額とする。 

 

（２）基本分単価に含まれる職員構成 

基本分単価に含まれる職員構成は以下のとおりであることから、これを充足すること。 

（ア）保育従事者（※） 

基本分単価における必要保育従事者数は以下のⅰとⅱを合計した数であること。 

また、これとは別に非常勤の保育従事者（小規模保育事業Ａ型にあっては保育士）が配置

されていること。 

ⅰ 年齢別配置基準（※） 

ａ 小規模保育事業Ａ型 

１、２歳児６人につき１人、乳児３人につき１人、左記に加えて１人 

上記はすべて保育士であること。 
（注１）ここでいう「１、２歳児」、「乳児」とは、年度の初日の前日における満年齢によるも

のであること。 
（注２）確認に当たっては以下の算式によること。 

 
＜算式＞ 
｛１、２歳児数×1/6（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝＋｛乳児数×
1/3（同）｝＋１＝配置基準上保育士数（小数点以下四捨五入） 

 

ｂ 小規模保育事業Ｂ型 

１、２歳児６人につき１人、乳児３人につき１人、左記に加えて１人 

上記のうち、１／２以上は保育士であること。 
（注１）ここでいう「１、２歳児」、「乳児」とは、年度の初日の前日における満年齢によるも



 

 

のであること。 
（注２）確認に当たっては以下の算式１（保育従事者数）、算式２（保育士数）によること。 

 
＜算式１＞ 
｛１、２歳児数×1/6（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝＋｛乳児数×
1/3（同）｝＋１＝配置基準上保育従事者数（小数点以下四捨五入） 

 
＜算式２＞ 
配置基準上保育従事者数×1/2＝配置基準上保育士数（小数点以下四捨五入） 

 

ⅱ その他（※） 

ａ 保育標準時間認定を受けた子どもが利用する事業所については非常勤保育従事者１人

（小規模保育事業Ａ型にあっては保育士） 

ｂ 上記ⅰの保育従事者１人当たり、研修代替保育従事者として年間３日分の費用を算定
（注） 

（注）当該費用については、保育従事者が研修を受講する際の受講費用や、時間外における研修
受講の際の時間外手当等に充当しても差し支えないこと。 

 
（※）小規模保育事業Ａ型における保育士には、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平

成26年厚生労働省令第61号。以下「家庭的保育事業等設備運営基準」という。）第29条第３項
並びに附則第７条及び第８条に基づいて市町村が定める条例に基づき保育士とみなされた者を
含む。 

（※）小規模保育事業Ｂ型における保育士には、家庭的保育事業等設備運営基準第31条第3項に基づ
いて市町村が定める条例に基づき保育士とみなされた者を含む。 

 
（イ）その他 

ⅰ 管理者 

   １人 

   （注）管理者は児童福祉事業等に２年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認

められる者で、常時実際にその事業所の運営管理の業務に専従し、かつ給付費からの給与支

出がある者とする。 

＜児童福祉事業等に従事した者の例示＞ 

児童福祉施設の職員、幼稚園・小学校等における教諭、市町村等の公的機関において児童

福祉に関する事務を取り扱う部局の職員、民生委員・児童委員の他、教育・保育施設又は地

域型保育事業に移行した施設・事業所における移行前の認可外保育施設の職員等 

＜同等以上の能力を有すると認められる者の例示＞ 

公的機関等の実施する施設長研修等を受講した者等 

ⅱ 非常勤調理員等（注） 

  （注）調理業務の全部を委託する場合、または搬入施設から食事を搬入する場合は、調理員を置

かないことができる。 

ⅲ 非常勤事務職員（注） 
（注）管理者等の職員が兼務する場合又は業務委託する場合は、配置は不要であること。 

ⅳ 嘱託医・嘱託歯科医 

 

（３）連携施設経費 

基本分単価には、家庭的保育事業等設備運営基準第６条第１項に定める連携施設（同条第２

項及び第４項第２号により市町村が連携施設の確保が著しく困難であると認める場合におい

ては、それぞれ同条第３項及び第５項に定める連携協力を行う者を含む。本項及びⅣの１にお

いて同じ。）に係る経費を算定していること。そのため、連携施設を設定していない事業所に

ついては、Ⅳの１による調整が行われること。 

 

 

 

 



 

 

Ⅲ 基本加算部分 

 

１．処遇改善等加算Ⅰ（⑦） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

  

（２）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、別に定めるところにより認定した加算率×100を乗

じて得た額とする。 

 

２．保育士比率向上加算（⑧）＜小規模保育事業Ｂ型＞ 

（１）加算の要件 

Ⅱの１．（２）（ア）ⅰｂの年齢別配置基準について、保育士資格を有する者の占める割合

が 3/4以上となる事業所に加算する。 

その際の計算に当たっては、以下の算式によること。 

＜算式＞ 

  配置基準上保育従事者数（小数点以下四捨五入）×3/4＝必要保育士数（小数点以下四捨五入） 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、新たに加算の認定をするに

あたっては、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、利用子

ども数（見込み）及び保育従事者の配置状況が記載された職員体制図等）を徴して（１）

の要件への適合状況を確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、申請又は指導監督等を通じてそ

の状況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなく

なった日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算

の適用が無いものとすること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

３．障害児保育加算（⑨） 

（１）加算の要件 

障害児（軽度障害児を含む。）（注）を受け入れる事業所において、当該障害児に係る保育従

事者の配置基準を障害児２人につき１人とする場合に加算する。 

その際の計算に当たっては、Ⅱの１．（２）（ア）ⅰの年齢別配置基準について、以下の算

式に置き替えて算定すること。 
（注）市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断書や巡

回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が把握可能な
資料をもって確認して差し支えない。 

 
＜算式＞ 
｛１、２歳児数（障害児を除く）×1/6（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝
＋｛乳児数（同）×1/3（同）｝＋｛障害児数×1/2（同）｝＋１＝配置基準上保育士・保育
従事者数（小数点以下四捨五入） 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、新たに加算の認定をするに

あたっては、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、対象子

ども、利用子ども数（見込み）及び保育従事者の配置状況が記載された職員体制図等）を



 

 

徴して（１）の要件への適合状況を確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、申請又は指導監督等を通じてそ

の状況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなく

なった日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算

の適用が無いものとすること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、対象となる子どもの地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算

Ⅰの単価に１の（２）で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

４．休日保育加算（⑩） 

（１）加算の要件 

日曜日、国民の祝日及び休日（以下「休日等」という。）において、以下の要件を満たして、

保育を実施する事業所に加算する。 

（ア）休日等を含めて年間を通じて開所する事業所（複数の特定教育・保育施設、地域型保育

事業所（居宅訪問型保育事業所は除く。）又は企業主導型保育施設との共同により年間を

通じて開所する事業所（以下「共同実施事業所」という。）を含む。）を市町村が指定し

て実施すること。 

 

（イ）家庭的保育事業等設備運営基準第29条第２項及び第３項並びに附則第６条から第９条

（Ａ型）又は第31条第２項（Ｂ型）の規定に基づき、対象子どもの年齢及び人数に応じて、

本事業を担当する保育従事者を配置すること。 

 

（ウ）対象となる子どもに対して、適宜、間食又は給食等を提供すること。 

 

（エ）対象となる子どもは、原則、休日等に常態的に保育を必要とする保育認定子どもである

こと。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたっ

ては、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、休日等におけ

る保育従事者の配置状況が記載された職員体制図、（３）の加算額の算定に必要な利用子

ども数の見込み及び数の根拠となる実績等）を徴して確認すること。 

   また、共同実施事業所については、上記に加えて複数の施設・事業所との共同により年

間を通じて開所する場合の実施要綱や運営規程を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、申請又は指導監督等を通じてそ

の状況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなく

なった日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算

の適用が無いものとすること。 

 

（３） 加算額の算定 

加算額は、地域区分等及び以下により認定した休日等に保育を利用する年間の延べ利用子ど

も数（以下、「休日延べ利用子ども数」という。）に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等

加算Ⅰの単価に１の（２）で認定した加算率×100を乗じた額を加えて算出した額を、当該事

業所における各月初日の利用子ども数（休日等に保育を利用しない子どもを含む。）で除して

得た額とする。（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。） 

（ア）市町村は、毎年度、休日保育加算の対象となる事業所（以下、「休日保育対象事業所」

という。）から、当該休日保育対象事業所における休日延べ利用子ども数の見込みを徴収

して認定を行うこと。 



 

 

なお、複数の施設・事業所との共同により年間を通じて開所する場合は、実施する各施

設・事業所の休日延べ利用子ども数の見込み数を徴収して認定を行うこと。 

 

（イ）休日延べ利用子ども数には、休日等に当該休日保育対象事業所を利用する、休日保育対象事

業所以外の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する子どもを含むこと。 

なお、当該休日保育対象事業所が共同実施事業所である場合は、休日延べ利用子ども数

には、上記に加えて、共同する企業主導型保育施設を休日等に利用する、特定教育・保育

施設又は特定地域型保育事業所を利用する子どもを含むこと。 

 

（ウ）認定された休日延べ利用子ども数は、（２）の（イ）により、加算の適用が無くなった場

合を除き、年間を通じて適用されること。そのため、認定に当たっては、前年度における

実績等を踏まえて適正に審査されたいこと。 

 

（４）実績の報告等 

本加算の適用を受けた事業所は、翌年４月末日までに実績報告書を市町村長に提出すること。 

 

５．夜間保育加算（⑪） 

（１）加算の要件 

以下の要件に適合するものとして市町村に認定された夜間保育を実施する事業所に加算す

る。 

（ア）設置経営主体 

夜間保育の場合は、生活面への対応や個別的な援助がより一層求められることから、保

育に関し、長年の経験を有し、良好な成果をおさめているものであること。 

 

（イ）事業所 

夜間保育を行う事業所であること。 

 

（ウ）職員 

管理者は、保育士の資格を有し、直接子どもの保育に従事することができる者を配置す

るよう努めること。 

 

（エ）設備及び備品 

仮眠のための設備及びその他夜間保育のために必要な設備、備品を備えていること。 

 

（オ）開所時間 

開所時間は原則として11時間とし、おおよそ午後10時までとすること。 

 

（２）加算の認定 

加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたっては、

その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、夜間における保育従事者

の配置状況が記載された職員体制図等）を徴して確認すること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

６．減価償却費加算（⑫） 

（１）加算の要件 

以下の要件全てに該当する事業所に加算する。 

（ア）小規模保育事業の用に供する建物が自己所有であること（注１） 

 



 

 

（イ）建物を整備・改修又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生していること 

 

（ウ）建物の整備・改修に当たって、施設整備費又は改修費等（以下「施設整備費等」という。）

の国庫補助金の交付を受けていないこと（注２） 

 

（エ）賃借料加算（⑬）の対象となっていないこと 
 
（注１）事業所の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ面積が事業所全体の延べ面積の50％

以上であること 
（注２）施設整備費等の国庫補助の交付を受けて建設・改修した建物について、整備後一定年数が経過

した後に、以下の要件全てに該当する改修等を行った場合には（ウ）に該当することとして差し支
えない。 
①老朽化等を理由として改修等が必要であったと市町村が認める場合 
②当該改修等に当たって、国庫補助の交付を受けていないこと 
③１事業所当たりの改修等に要した費用を2,000で除して得た値が、建物全体の延面積に２を乗じ

て得た値を上回る場合で、かつ、改修等に要した費用が1,000万円以上であること 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたっ

ては、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、建物を整備・改

修又は取得する際の契約書類等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、（１）の要件に適合しなくなっ

た場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する月の翌月（月初日に（１）に適

合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 
加算額は、「標準」又は「都市部」の区分に応じて定められた額とする。なお、「標準」とは

都市部に該当する市町村以外の市町村をいい、「都市部」とは当年度又は前年度における４月
１日現在の人口密度が 1,000人／K㎡以上の市町村をいう。 

 

７．賃借料加算（⑬） 

（１）加算の要件 

以下の要件全てに該当する事業所に加算する。 

（ア）小規模保育事業の用に供する建物が賃貸物件であること（注） 

 

（イ）（ア）の賃貸物件に対する賃借料が発生していること 

 

（ウ）賃借料の国庫補助（「認可保育所等設置支援事業の実施について」（令和５年４月19日

こ成保第15号こども家庭庁成育局長通知）に定める「都市部における保育所への賃借料等

支援事業」による国庫補助を除く。）を受けた事業所については、当該補助に係る残額が

生じていないこと 

 

（エ）減価償却費加算（⑫）の対象となっていないこと 
（注）事業所の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物の延べ面積が事業所全体の延べ面積の５０％

以上であること 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたっ

ては、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、賃貸契約書等）

を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、（１）の要件に適合しなくなっ



 

 

た場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する月の翌月（月初日に（１）に適

合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、以下の地域の区分ごとに定められた額とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊表中「都市部」とは当年度又は前年度における４月１日現在の人口密度が 1,000 人／K ㎡以上の市
町村をいい、「標準」とはそれ以外の市町村をいう。 

 

Ⅳ 加減調整部分 

 

１．連携施設を設定していない場合（⑭） 

（１）調整の適用を受ける事業所の要件 

連携施設を設定しない事業所に適用する。 

 

（２）調整の適用を受ける事業所の認定 

（ア）調整の適用を受ける事業所の認定は、事業所が所在する市町村長が連携施設の設定状況

を確認のうえ行うこととする。 

 

（イ）市町村長は、調整の適用を受ける事業所について、申請等を通じてその状況を把握し、

（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する

月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から調整の適用が無いもの

とすること。 

 

（３）調整額の算定 

調整額は、地域区分等に応じて定められた額とする。  

 

２．食事の提供について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による場合（⑮） 

（１）調整の適用を受ける事業所の要件 

食事の提供に当たり、事業所において調理する方法又は家庭的保育事業等設備運営基準第

16条第２項各号に定める搬入施設から搬入する方法以外の方法による事業所に適用する。 

 

（２）調整の適用を受ける事業所の認定 

（ア）調整の適用を受ける事業所の認定は、事業所が所在する市町村長が食事の提供状況を確

認のうえ行うこととする。 

 

（イ）市町村長は、調整の適用を受ける事業所について、申請等を通じてその状況を把握し、

（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する

月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から調整の適用が無いもの

とすること。 

 

区 分 都 道 府 県 

A地域 
標 準 

埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 
都市部 

B地域 
標 準 

静岡県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 
都市部 

C地域 
標 準 宮城県 茨城県 栃木県 群馬県 新潟県 石川県 長野県 愛知県 三重県 

和歌山県 鳥取県 岡山県 広島県 香川県 福岡県 沖縄県 都市部 

D地域 
標 準 北海道 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県 富山県 福井県 山梨県 

岐阜県 島根県 山口県 徳島県 愛媛県 高知県 佐賀県 長崎県 熊本県 
大分県 宮崎県 鹿児島県 都市部 



 

 

（３）調整額の算定 

調整額は、適用される基本分単価（⑥）、処遇改善等加算Ⅰ（⑦）及び夜間保育加算（⑪）

の額の合計に、地域区分等に応じた調整率を乗じて得た額とする。（算定して得た額に 10円未

満の端数がある場合は切り捨てる。） 

 

３．管理者を配置していない場合（⑯） 

（１）調整の適用を受ける事業所の要件 

Ⅱの１（２）の（イ）ⅰの（注１）の要件を満たす管理者を配置※していない事業所に適用

する。 

   ※ ２以上の事業所又は他の事業と兼務し、管理者として職務を行っていない者は欠員とみなされ、

要件を満たす管理者を配置したこととはならないこと。 

 

（２）調整の適用を受ける事業所の認定 

（ア）調整の適用を受ける施設の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこと。 

 

（イ）市町村長は、調整の適用を受ける事業所について、申請又は指導監督等を通じてその状

況を把握すること。 

 

（３）調整額の算定 

調整額は、地域区分等に応じて定められた額とする。 

 

４．土曜日に閉所する場合（⑰） 

（１）調整の適用を受ける事業所の要件 

事業所を利用する保育認定子どもについて、土曜日（国民の祝日及び休日を除く。以下同じ。）

に係る保育の利用希望が無いなどの理由により、当該月の土曜日に閉所する日がある施設に適

用する。 

また、開所していても保育を提供していない場合は、閉所しているものとして取り扱うこと。 

なお、他の特定教育・保育施設、地域型保育事業所（居宅訪問型保育事業所は除く。）又は

企業主導型保育施設と共同保育を実施することにより、事業所を利用する保育認定子どもの土

曜日における保育が確保されている場合には、土曜日に開所しているものとして取り扱うこと。 

 

（２）調整の適用を受ける事業所の認定 

（ア）調整の適用を受ける事業所の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、認定

をするにあたっては、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、調整の適用年月、

土曜日に閉所することとなる理由等）を徴して確認すること。 

なお、小規模保育事業については、原則として、土曜日を含む週６日間の開所が求められ

る事業であることから、土曜日に係る保育の利用希望があるにもかかわらず閉所する等の場

合は、当該調整の適用と併せて、市町村において指導を行うこと。 

 

（イ）市町村長は、調整の適用を受ける事業所について、申請又は指導監督等を通じてその状

況を把握すること。 

 

（３）調整額の算定 

調整額は、適用される基本分単価（⑥）、処遇改善等加算Ⅰ（⑦）、障害児保育加算（⑨）及

び夜間保育加算（⑪）の額の合計に、地域区分等及び閉所日数（当該月の土曜日のうち閉所す

る日の数をいう。）に応じた調整率を乗じて得た額とする。（算定して得た額に 10円未満の端

数がある場合は切り捨てる。） 

 

Ⅴ 乗除調整部分 

 

１．定員を恒常的に超過する場合（⑱） 



 

 

（１）調整の適用を受ける事業所の要件 

次の（ア）又は（イ）に該当する事業所に適用する。 

（ア）直前の連続する５年度間常に利用定員を超えており（注１）、かつ、各年度の年間平均在所

率（注２）が120％以上（令和２年度以降のいずれかの年度の４月１日時点の待機児童数が１人

以上である市町村に所在する事業所であって、同一の敷地又は隣接する敷地に所在する幼

稚園の設備を活用して小規模保育事業を実施するもの（以下本項において「特定事業所」

という。）にあっては133％以上）の状態にある事業所に適用する。 

なお、教育・保育の提供は利用定員の範囲内で行われることが原則であること。 

また、上記の状態にある施設に対しては、利用定員の見直しに向けた指導を行うこと。 

なお、小規模保育事業は定員19人以下の事業であるが、（イ）に該当する地域に所在する

事業所を除き、定員を超えて22人まで（特定事業所にあっては25人まで）の受け入れが可能

であること。 
（注１）利用定員を超えて受け入れる場合の留意事項 

利用定員を超えて受け入れる場合であっても、事業所の設備又は職員数が、利用定員を超え 
て利用する子どもを含めた利用子ども数に照らし、家庭的保育事業等設備運営基準及び本通知 
等に定める基準を満たしていること。 

（注２）年間平均在所率 
当該年度内における各月の初日の利用子ども数の総和を各月の初日の利用定員の総和で除 

したものをいう。 
 

（イ）子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第30条第１項第４号に定める離島その他

の地域に所在する定員19人を超えて子どもを受け入れる事業所に適用する。 

 

（２）調整の適用を受ける事業所の認定 

（ア）調整の適用を受ける事業所の認定は、事業所が所在する市町村長が事業所の利用状況を

確認のうえ行うこととする。 

 

（イ）市町村長は、調整の適用を受ける事業所について、指導監督等を通じて利用定員の見直

しが行われた場合又は地域における需要の動向等を踏まえて当該年度における年間平均在

所率が120％以上の状態にならないものと認められる場合には、見直し等が行われた日の属

する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から調整の適用が無い

ものとすること。 

 

（３）適用される基本部分及び加減調整部分の額の調整の方法 

（ア）（１）の（ア）に該当する事業所 

本調整措置が適用される事業所における基本分単価（⑥）から土曜日に閉所する場合（⑰）

の額については、それぞれの額の総和に地域区分等に応じた調整率を乗じて得た額とする。（算

定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。） 

 

（イ）（１）の（イ）に該当する事業所 

本調整措置が適用される事業所における基本分単価（⑥）から土曜日に閉所する場合（⑰）

の額については、それぞれの額の総和に地域区分等及び各月初日の利用子ども数に応じた調整

率を乗じて得た額とする。（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。） 

 

Ⅵ 特定加算部分 

 

１．処遇改善等加算Ⅱ（⑲） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、処遇改善等加算Ⅱ－①及びⅡ－②の別に定められる額にそれぞれ対象人数を乗じ



 

 

て得た額の合計を、各月初日の利用子ども数で除して得た額とする（算定して得た額に 10円

未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 

 

 

２．処遇改善等加算Ⅲ（⑳） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、別に定める額に対象人数を乗じて得た額を、各月初日の利用子ども数で除して得

た額とする（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 

 

３．冷暖房費加算（㉑） 

（１）加算の要件 

全ての事業所に加算する。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、以下の地域の区分に応じて定める額とする。 

 

一級地 
国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和24年法律第200号）別表に規 

定する一級地をいう。 

二級地 国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する二級地をいう。 

三級地 国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する三級地をいう。 

四級地 国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する四級地をいう。 

その他地域 上記以外の地域をいう。 

 

４．除雪費加算（㉒） 

（１）加算の要件 

豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37年法律第 73号）第２条第２項に規定する地域に所在する

事業所に加算する。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、定められた額とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算する。 

 

５．降灰除去費加算（㉓） 

（１）加算の要件 

活動火山対策特別措置法（昭和 48年法律第 61号）第 23条第１項に規定する降灰防除地域

に所在する事業所に加算する。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に

10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算す

る。 

 
６．施設機能強化推進費加算（㉔） 

（１）加算の要件 

事業所における火災・地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の安全かつ、

迅速な避難誘導体制を充実する等の事業所の総合的な防災対策を図る取組（注１・注２・注３）を行う



 

 

事業所で、以下の事業等を複数実施する事業所に加算する。 

ⅰ 延長保育事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合するもの及びこれと

同等の要件を満たして自主事業として実施しているもの。ただし、当該要件を満たした月

以降の各月においては、同一年度内に限り、事業を実施する体制が取られていることをも

って当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ⅱ 一時預かり事業（一般型）（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合しており、かつ、

月の平均対象子どもが１人以上いるもの（年度当初から事業を開始する場合は５月におい

て当該要件を満たしていることをもって４月から当該要件を満たしているものと取り扱

う。）。ただし、当該要件を満たした月以降の各月においては、同一年度内に限り、事業を

実施する体制が取られていることをもって当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ただし、当分の間は平成21年６月３日雇児発第0603002号厚生労働省雇用均等・児童家庭

局長通知｢『保育対策等促進事業の実施について』の一部改正について」以前に定める一時

保育促進事業の要件を満たしていると認められ、実施しているものも含むこととされるこ

と 

ⅲ 病児保育事業（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合するもの及びこれと同等の

要件を満たして自主事業として実施しているもの。） 

ⅳ 乳児が３人以上利用している施設（４月から11月までの各月初日を平均して乳児が３人

以上利用していること。） 

  また、①乳児の利用定員が３人以上あり、かつ、②乳児保育を実施する職員体制を維持

し、③地域の親子が交流する場の提供や子育てに関する相談会を月２回以上開催している

場合、前年度に要件を満たしていた場合については、乳児３人以上の利用の要件を満たし

たものと取り扱う。 

ⅴ 障害児（軽度障害児を含む。）（注４）が１人以上利用している施設（４月から11月までの間

に１人以上の障害児の利用があること。） 

（注１）取組の実施方法の例示 
ⅰ 地域住民等への防災支援協力体制の整備及び合同避難訓練等を実施する。 
ⅱ 職員等への防災教育、訓練の実施及び避難具の整備を促進する。 

（注２）取組に必要となる経費の額 
取組に必要となる経費の総額が、概ね16万円以上見込まれること。 

（注３）支出対象経費 
需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕費、食糧費（茶菓）、光熱水費、医療材料費）・

役務費（通信運搬費）・旅費・謝金・備品購入費・原材料費・使用料及び賃借料・賃金・委託
費（防災訓練及び避難具の整備等に要する特別の経費に限り、保育の提供に当たって、通常要
する費用は含まない。） 

（注４）市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断書 
や巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が把握 
可能な資料をもって確認しても差し支えない。 

 

（２）加算の認定 

加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたっては、

その事業所の設置者からその旨の申請を毎年 12月末までに提出させ、必要性及び経費等につ

いて必要な審査を行うこと。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に

10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算す

る。 

 

（４）実績の報告等 

本加算の適用を受けた事業所は、翌年４月末日までに実績報告書を市町村長に提出すること。 

なお、市町村長は、本加算を行った事業所について、検査時等に検証を行うこと。 

 

７．栄養管理加算（㉕） 



 

 

（１）加算の要件 

食事の提供にあたり、栄養士を活用（注）して、栄養士から献立やアレルギー、アトピー等 

への助言、食育等に関する継続的な指導を受ける事業所に加算する。 

（注）栄養士の活用に当たっては、雇用形態を問わず、嘱託する場合や、調理員として栄養士を雇用し

ている場合も対象となる。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算を認定するにあたっては、

その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、栄養士の活用状況・配

置等の形態の別が確認できる書類等）を徴して確認すること 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、申請又は指導監督等を通じてその

状況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなっ

た日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用

がないものとすること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、以下に掲げる栄養士の配置等の形態の別に応じ、それぞれに定める計算式により

算出された額（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とする。 

（ア）配置（注１） 定められた基本額に当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額を、各月初日の利用子ど

も数で除して得た額とする。 

（イ）兼務（注２） 定められた基本額に当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額を、各月初日の利用子ど

も数で除して得た額とする。 

   （ウ）嘱託（注３） 定められた基本額を、各月初日の利用子ども数で除して得た額とする。 

   （注１）本加算に係る栄養士が雇用契約等により配置されている場合をいい、兼務に該当する場合を

除く。 

（注２）基本分単価及び他の加算の認定に当たって求められる職員が本加算に係る栄養士としての業

務を兼務している場合をいう。 

（注３）配置又は兼務に該当する場合を除き、本加算に係る栄養士としての業務を嘱託等する場合を

いう。 

 

８．第三者評価受審加算（㉖） 

（１）加算の要件 

「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」等に沿って、第三者評価を適切に実施するこ

とが可能であると市町村が認める第三者機関による評価（行政が委託等により民間機関に行わ

せるものを含む。）を受審し、その結果をホームページ等により広く公表する事業所に加算す

る。 

 

（２）加算の認定 

加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算を認定するにあたっては、

その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年度、受審状況が分かる資料等）

を毎年 12月末までに提出させ、必要な審査を行うこと。 
（注１）評価機関との間の契約書等により、当年度に第三者評価の受審や結果の公表（評価機関からの

評価結果の提示が翌年度以降となるため、結果の公表が翌年度になる場合を含む。）が行われるこ
とが確認できる場合は本加算の対象とする。その場合、市町村は受審や結果の公表が確実に行われ
ていることを事後に確認すること。 

（注２）第三者評価の受審は５年に一度程度を想定しており、加算適用年度から５年度間は再度の加算
適用はできないこと。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に



 

 

10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算す

る。 

 

  



 

 

別紙７（小規模保育事業Ｃ型（保育認定３号）） 

 

Ⅰ 地域区分等 

 

１．地域区分（①） 

利用する事業所が所在する市町村ごとに定められた告示別表第一による区分を適用する。 

 

２．定員区分（②） 

利用する事業所の利用定員の総和に応じた区分を適用する。 

 

３．認定区分（③） 

利用子どもの認定区分に応じた区分を適用する。 

 

４．保育必要量区分（④） 

利用必要量に応じた区分を適用する。 

 

Ⅱ 基本部分 

 

１．基本分単価（⑤） 

（１）額の算定 

地域区分（①）、定員区分（②）、認定区分（③）、保育必要量区分（④）（以下「地域区分等」

という。）に応じて定められた額とする。 

 

（２）基本分単価に含まれる職員構成 

基本分単価に含まれる職員構成は以下のとおりであることから、これを充足すること。 

（ア）保育従事者 

基本分単価における必要保育従事者数は以下のⅰとⅱを合計した数であること。 

また、これとは別に非常勤の保育従事者が配置されていること。 

ⅰ 家庭的保育者及び家庭的保育補助者 

子ども３人につき家庭的保育者１人（家庭的保育補助者を配置する場合は子ども５人） 

ⅱ その他 

ａ 保育標準時間認定を受けた子どもが利用する事業所については非常勤保育従事者１人 

ｂ 上記ⅰの家庭的保育者及び家庭的保育補助者１人当たり、研修代替保育従事者として

年間３日分の費用を算定（注） 
（注）当該費用については、家庭的保育者及び家庭的保育補助者が研修を受講する際の受講費用

や、時間外における研修受講の際の時間外手当等に充当しても差し支えないこと。 
 

（イ）その他 

ⅰ 管理者 

   １人 

   （注）管理者は児童福祉事業等に２年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認

められる者で、常時実際にその事業所の運営管理の業務に専従し、かつ給付費からの給与支

出がある者とする。 

＜児童福祉事業等に従事した者の例示＞ 

児童福祉施設の職員、幼稚園・小学校等における教諭、市町村等の公的機関において児童

福祉に関する事務を取り扱う部局の職員、民生委員・児童委員の他、教育・保育施設又は地

域型保育事業に移行した施設・事業所における移行前の認可外保育施設の職員等 

＜同等以上の能力を有すると認められる者の例示＞ 

公的機関等の実施する施設長研修等を受講した者等 

ⅱ 非常勤調理員等（注１・２） 
（注１）グループのうちいずれかの利用子どもが３人以下の場合は家庭的保育補助者が兼ねるこ

とができること。 



 

 

（注２）調理業務の全部を委託する場合、または搬入施設から食事を搬入する場合は、調理員を 

置かないことができる。 

ⅲ 非常勤事務職員 
（注）管理者等の職員が兼務する場合又は業務委託する場合は、配置は不要であること。 

ⅳ 嘱託医・嘱託歯科医 

 

（３）連携施設経費 

基本分単価には、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成 26年厚生労働省令

第 61号。以下「家庭的保育事業等設備運営基準」という。）第６条第１項に定める連携施設（同

条第２項及び第４項第２号により市町村が連携施設の確保が著しく困難であると認める場合

においては、それぞれ同条第３項及び第５項に定める連携協力を行う者を含む。本項及びⅣの

１において同じ。）に係る経費を算定していること。そのため、連携施設を設定していない事

業所については、Ⅳの１による調整が行われること。 

 

Ⅲ 基本加算部分 

 

１．処遇改善等加算Ⅰ（⑥） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

  

（２）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、別に定めるところにより認定した加算率×100を乗

じて得た額とする。 

 

２．資格保有者加算（⑦） 

（１）加算の要件 

保育士資格、看護師免許又は准看護師免許を有する家庭的保育者を配置する事業所に加算す

る。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、新たに加算の認定をするに

あたっては、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、家庭的

保育者の有する保育士証、看護師免許証又は准看護師免許証の写し等）を徴して（１）の

要件への適合状況を確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、申請等を通じてその状況を把握

し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属

する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無い

ものとすること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等及び資格保有者の人数に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加

算Ⅰの単価に１の（２）で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

３．障害児保育加算（⑧） 

（１）加算の要件 

障害児（軽度障害児を含む。）（注）を受け入れる事業所において、当該障害児に係る家庭的

保育者及び家庭的保育補助者の配置基準を障害児２人につき１人とする場合に加算する。 

その際の計算に当たっては、各グループに配置する家庭的保育補助者数が、以下の算式によ

り得た「必要補助者数」以上になること。 
（注）市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断書や巡

回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が把握可能な



 

 

資料をもって確認して差し支えない。 
 

＜算式＞ 

｛グループの利用子ども数（障害児を除く）×1/5（小数点第１位まで計算）｝＋｛障害児数×1/2

（〃）｝＝必要補助者数（小数点第１位を切り上げ） 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、新たに加算の認定をするに

あたっては、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、対象子

ども、各グループの利用子ども数（見込み）及び家庭的保育補助者等の配置状況が記載さ

れた職員体制図等）を徴して（１）の要件への適合状況を確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、申請又は指導監督等を通じてそ

の状況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなく

なった日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算

の適用が無いものとすること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、対象となる子どもの地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算

Ⅰの単価に１の（２）で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

４．減価償却費加算（⑨） 

（１）加算の要件 

以下の要件全てに該当する事業所に加算する。 

（ア）小規模保育事業の用に供する建物が自己所有であること（注１） 

 

（イ）建物を整備・改修又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生していること 

 

（ウ）建物の整備・改修に当たって、施設整備費又は改修費等（以下「施設整備費等」という。）

の国庫補助金の交付を受けていないこと（注２） 

 

（エ）賃借料加算（⑩）の対象となっていないこと 
 

（注１）事業所の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ面積が事業所全体の延べ面積の 
50％以上であること 

（注２）施設整備費等の国庫補助の交付を受けて建設・改修した建物について、整備後一定年数が
経過した後に、以下の要件全てに該当する改修等を行った場合には（ウ）に該当することと
して差し支えない。 
①老朽化等を理由として改修等が必要であったと市町村が認める場合 
②当該改修等に当たって、国庫補助の交付を受けていないこと 
③１事業所当たりの改修等に要した費用を2,000で除して得た値が、建物全体の延面積 
に２を乗じて得た値を上回る場合で、かつ、改修等に要した費用が1,000万円以上であ 
ること 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたっ

ては、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、建物を整備・改

修又は取得する際の契約書類等）を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、（１）の要件に適合しなくなっ

た場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する月の翌月（月初日に（１）に適

合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無いものとすること。 

 



 

 

（３）加算額の算定 
加算額は、「標準」又は「都市部」の区分に応じて定められた額とする。なお、「標準」とは

都市部に該当する市町村以外の市町村をいい、「都市部」とは当年度又は前年度における４月
１日現在の人口密度が 1,000人／K㎡以上の市町村をいう。 

 

５．賃借料加算（⑩） 

（１）加算の要件 

以下の要件全てに該当する事業所に加算する。 

（ア）小規模保育事業の用に供する建物が賃貸物件であること（注） 

 

（イ）（ア）の賃貸物件に対する賃借料が発生していること 

 

（ウ）賃借料の国庫補助（「認可保育所等設置支援事業の実施について」（令和５年４月19日

こ成保第15号こども家庭庁成育局長通知）に定める「都市部における保育所への賃借料等

支援事業」による国庫補助を除く。）を受けた事業所については、当該補助に係る残額が

生じていないこと 

 

（エ）減価償却費加算（⑨）の対象となっていないこと 
 

（注）事業所の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物の延べ面積が事業所全体の延べ面積の 
50％以上であること 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたっ

ては、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、賃貸契約書等）

を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、（１）の要件に適合しなくなっ

た場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する月の翌月（月初日に（１）に適

合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、以下の地域の区分ごとに定められた額とする。 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊表中「都市部」とは当年度又は前年度における４月１日現在の人口密度が 1,000 人／K ㎡以上の市
町村をいい、「標準」とはそれ以外の市町村をいう。 

 

Ⅳ 加減調整部分 

 

１．連携施設を設定していない場合（⑪） 

（１）調整の適用を受ける事業所の要件 

連携施設を設定しない事業所に適用する。 

区 分 都 道 府 県 

A地域 
標 準 

埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 
都市部 

B地域 
標 準 

静岡県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 
都市部 

C地域 
標 準 宮城県 茨城県 栃木県 群馬県 新潟県 石川県 長野県 愛知県 三重県 

和歌山県 鳥取県 岡山県 広島県 香川県 福岡県 沖縄県 都市部 

D地域 
標 準 北海道 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県 富山県 福井県 山梨県 

岐阜県 島根県 山口県 徳島県 愛媛県 高知県 佐賀県 長崎県 熊本県 
大分県 宮崎県 鹿児島県 都市部 



 

 

（２）調整の適用を受ける事業所の認定 

（ア）調整の適用を受ける事業所の認定は、事業所が所在する市町村長が連携施設の設定状況

を確認のうえ行うこととする。 

 

（イ）市町村長は、調整の適用を受ける事業所について、申請等を通じてその状況を把握し、

（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する

月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から調整の適用が無いもの

とすること。 

 

（３）調整額の算定 

調整額は、地域区分等に応じて定められた額とする。  

 

２．食事の提供について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による場合（⑫） 

（１）調整の適用を受ける事業所の要件 

食事の提供に当たり、事業所において調理する方法又は家庭的保育事業等設備運営基準第

16条第２項各号に定める搬入施設から搬入する方法以外の方法による事業所に適用する。 

 

（２）調整の適用を受ける事業所の認定 

（ア）調整の適用を受ける事業所の認定は、事業所が所在する市町村長が食事の提供状況を確

認のうえ行うこととする。 

 

（イ）市町村長は、調整の適用を受ける事業所について、申請等を通じてその状況を把握し、

（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する

月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から調整の適用が無いもの

とすること。 

 

（３）調整額の算定 

調整額は、適用される基本分単価（⑤）及び処遇改善等加算Ⅰ（⑥）の額の合計に、地域区

分等に応じた調整率を乗じて得た額とする。（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は

切り捨てる。） 

 

３．管理者を配置していない場合（⑬） 

（１）調整の適用を受ける事業所の要件 

Ⅱの１（２）の（イ）ⅰの（注）の要件を満たす管理者を配置※していない事業所に適用す

る。 

   ※ ２以上の事業所又は他の事業と兼務し、管理者として職務を行っていない者は欠員とみなされ、

要件を満たす管理者を配置したこととはならないこと。 

 

（２）調整の適用を受ける事業所の認定 

（ア）調整の適用を受ける施設の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこと。 

 

（イ）市町村長は、調整の適用を受ける事業所について、申請又は指導監督等を通じてその状

況を把握すること。 

 

（３）調整額の算定 

調整額は、地域区分等に応じて定められた額とする。 

 

４．土曜日に閉所する場合（⑭） 

（１）調整の適用を受ける事業所の要件 

事業所を利用する保育認定子どもについて、土曜日（国民の祝日及び休日を除く。以下同じ。）

に係る保育の利用希望が無いなどの理由により、当該月の土曜日に閉所する日がある施設に適



 

 

用する。 

また、開所していても保育を提供していない場合は、閉所しているものとして取り扱うこと。 

なお、他の特定教育・保育施設、地域型保育事業所（居宅訪問型保育事業所は除く。）又は

企業主導型保育施設と共同保育を実施することにより、事業所を利用する保育認定子どもの土

曜日における保育が確保されている場合には、土曜日に開所しているものとして取り扱うこと。 

 

（２）調整の適用を受ける事業所の認定 

（ア）調整の適用を受ける事業所の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、認定

をするにあたっては、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、調整の適用年月、

土曜日に閉所することとなる理由等）を徴して確認すること。 

なお、小規模保育事業については、原則として、土曜日を含む週６日間の開所が求められ

る事業であることから、土曜日に係る保育の利用希望があるにもかかわらず閉所する等の場

合は、当該調整の適用と併せて、市町村において指導を行うこと。 

 

（イ）市町村長は、調整の適用を受ける施設について、申請又は指導監督等を通じてその状況

を把握すること。 

 

（３）調整額の算定 

調整額は、適用される基本分単価（⑤）、処遇改善等加算Ⅰ（⑥）及び障害児保育加算（⑧）

の額の合計に、地域区分等及び閉所日数（当該月の土曜日のうち閉所する日の数をいう。）に

応じた調整率を乗じて得た額とする。（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨

てる。） 

 

Ⅴ 乗除調整部分 

 

１．定員を恒常的に超過する場合（⑮） 

（１）調整の適用を受ける事業所の要件 

直前の連続する５年度間常に利用定員を超えており（注１）、かつ、各年度の年間平均在所

率（注２）が120％以上の状態にある事業所に適用する。 

なお、保育の提供は利用定員の範囲内で行われることが原則であること。 

また、上記の状態にある事業所に対しては、利用定員の見直しに向けた指導を行うこと。 

なお、小規模保育事業Ｃ型は定員15人以下の事業であることから、定員15人を超えて子ど

もを受け入れることはできないこと。 
（注１）利用定員を超えて受け入れる場合の留意事項 

利用定員を超えて受け入れる場合であっても、事業所の設備又は職員数が、利用定員を超え
て利用する子どもを含めた利用子ども数に照らし、家庭的保育事業等設備運営基準及び本通知
等に定める基準を満たしていること。 

（注２）年間平均在所率 
当該年度内における各月の初日の利用子ども数の総和を各月の初日の利用定員の総和で除し

たものをいう。 

 

（２）調整の適用を受ける事業所の認定 

（ア）調整の適用を受ける事業所の認定は、事業所が所在する市町村長が事業所の利用状況を

確認のうえ行うこととする。 

 

（イ）市町村長は、調整の適用を受ける事業所について、指導監督等を通じて利用定員の見直

しが行われた場合又は地域における需要の動向等を踏まえて当該年度における年間平均在

所率が120％以上の状態にならないものと認められる場合には、見直し等が行われた日の属

する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から調整の適用が無い

ものとすること。 

 

（３）適用される基本部分及び加減調整部分の額の調整の方法 



 

 

本調整措置が適用される事業所における基本分単価（⑤）から土曜日に閉所する場合（⑭）

の額については、それぞれの額の総和に地域区分等に応じた調整率を乗じて得た額とする。（算

定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。） 

 

Ⅵ 特定加算部分 

 

１．処遇改善等加算Ⅱ（⑯） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、処遇改善等加算Ⅱ－①及びⅡ－②の別に定められる額にそれぞれ対象人数を乗じ

て得た額の合計を、各月初日の利用子ども数で除して得た額とする（算定して得た額に 10円

未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 

 

２．処遇改善等加算Ⅲ（⑰） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、別に定める額に対象人数を乗じて得た額を、各月初日の利用子ども数で除して得

た額とする（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 

 

３．冷暖房費加算（⑱） 

（１）加算の要件 

全ての事業所に加算する。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、以下の地域の区分に応じて定める額とする。 

 

一級地 
国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和24年法律第200号）別表に規 

定する一級地をいう。 

二級地 国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する二級地をいう。 

三級地 国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する三級地をいう。 

四級地 国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する四級地をいう。 

その他地域 上記以外の地域をいう。 

 

４．除雪費加算（⑲） 

（１）加算の要件 

豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37年法律第 73号）第２条第２項に規定する地域に所在する

事業所に加算する。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、定められた額とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算する。 

 

５．降灰除去費加算（⑳） 

（１）加算の要件 

活動火山対策特別措置法（昭和 48年法律第 61号）第 23条第１項に規定する降灰防除地域

に所在する事業所に加算する。 

 



 

 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に

10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算す

る。 

 
６．施設機能強化推進費加算（㉑） 

（１）加算の要件 

事業所における火災・地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の安全かつ、

迅速な避難誘導体制を充実する等の事業所の総合的な防災対策を図る取組（注１・注２・注３）を行う

事業所で、以下の事業等を複数実施する事業所に加算する。 

ⅰ 延長保育事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合するもの及びこれと

同等の要件を満たして自主事業として実施しているもの。ただし、当該要件を満たした月

以降の各月においては、同一年度内に限り、事業を実施する体制が取られていることをも

って当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ⅱ 一時預かり事業（一般型）（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合しており、かつ、

月の平均対象子どもが１人以上いるもの（年度当初から事業を開始する場合は５月におい

て当該要件を満たしていることをもって４月から当該要件を満たしているものと取り扱

う。）。ただし、当該要件を満たした月以降の各月においては、同一年度内に限り、事業を

実施する体制が取られていることをもって当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ただし、当分の間は平成21年６月３日雇児発第0603002号厚生労働省雇用均等・児童家庭

局長通知｢『保育対策等促進事業の実施について』の一部改正について」以前に定める一時

保育促進事業の要件を満たしていると認められ、実施しているものも含むこととされるこ

と。 

ⅲ 病児保育事業（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合するもの及びこれと同等の

要件を満たして自主事業として実施しているもの。） 

ⅳ 乳児が３人以上利用している施設（４月から11月までの各月初日を平均して乳児が３人

以上利用していること。） 

  また、①乳児の利用定員が３人以上あり、かつ、②乳児保育を実施する職員体制を維持

し、③地域の親子が交流する場の提供や子育てに関する相談会を月２回以上開催している

場合、前年度に要件を満たしていた場合については、乳児３人以上の利用の要件を満たし

たものと取り扱う。 

ⅴ 障害児（軽度障害児を含む。）（注４）が１人以上利用している施設（４月から11月までの間

に１人以上の障害児の利用があること。） 

（注１）取組の実施方法の例示 
ⅰ 地域住民等への防災支援協力体制の整備及び合同避難訓練等を実施する。 
ⅱ 職員等への防災教育、訓練の実施及び避難具の整備を促進する。 

（注２）取組に必要となる経費の額 
取組に必要となる経費の総額が、概ね16万円以上見込まれること。 

（注３）支出対象経費 
需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕費、食糧費（茶菓）、光熱水費、医療材料費）・

役務費（通信運搬費）・旅費・謝金・備品購入費・原材料費・使用料及び賃借料・賃金・委託
費（防災訓練及び避難具の整備等に要する特別の経費に限り、保育の提供に当たって、通常要
する費用は含まない。） 

（注４）市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断書 
や巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が把握
可能な資料をもって確認しても差し支えない。 

 

（２）加算の認定 

加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたっては、

その事業所の設置者からその旨の申請を毎年 12月末までに提出させ、必要性及び経費等につ

いて必要な審査を行うこと。 

 



 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に

10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算す

る。 

 

（４）実績の報告等 

本加算の適用を受けた事業所は、翌年４月末日までに実績報告書を市町村長に提出すること。 

なお、市町村長は、本加算を行った事業所について、検査時等に検証を行うこと。 

 

７．栄養管理加算（㉒） 

（１）加算の要件 

食事の提供にあたり、栄養士を活用（注）して、栄養士から献立やアレルギー、アトピー等 

への助言、食育等に関する継続的な指導を受ける事業所に加算する。 

（注）栄養士の活用に当たっては、雇用形態を問わず、嘱託する場合や、調理員として栄養士を雇用し

ている場合も対象となる。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算を認定するにあたっては、

その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、栄養士の活用状況・配

置等の形態の別が確認できる書類等）を徴して確認すること 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、申請又は指導監督等を通じてその

状況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなっ

た日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用

がないものとすること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、以下に掲げる栄養士の配置等の形態の別に応じ、それぞれに定める計算式により

算出された額（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とする。 

（ア）配置（注１） 定められた基本額に当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額を、各月初日の利用子ど

も数で除して得た額とする。 

（イ）兼務（注２） 定められた基本額に当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額を、各月初日の利用子ど

も数で除して得た額とする。 

   （ウ）嘱託（注３） 定められた基本額を、各月初日の利用子ども数で除して得た額とする。 

   （注１）本加算に係る栄養士が雇用契約等により配置されている場合をいい、兼務に該当する場合を

除く。 

（注２）基本分単価及び他の加算の認定に当たって求められる職員が本加算に係る栄養士としての業

務を兼務している場合をいう。 

（注３）配置又は兼務に該当する場合を除き、本加算に係る栄養士としての業務を嘱託等する場合を

いう。 

 

８．第三者評価受審加算（㉓） 

（１）加算の要件 

「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」等に沿って、第三者評価を適切に実施するこ

とが可能であると市町村が認める第三者機関による評価（行政が委託等により民間機関に行わ

せるものを含む。）を受審し、その結果をホームページ等により広く公表する事業所に加算す

る。 

 

（２）加算の認定 

加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算を認定するにあたっては、



 

 

その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年度、受審状況が分かる資料等）

を毎年 12月末までに提出させ、必要な審査を行うこと。 
（注１）評価機関との間の契約書等により、当年度に第三者評価の受審や結果の公表（評価機関からの

評価結果の提示が翌年度以降となるため、結果の公表が翌年度になる場合を含む。）が行われるこ
とが確認できる場合は本加算の対象とする。その場合、市町村は受審や結果の公表が確実に行われ
ていることを事後に確認すること。 

（注２）第三者評価の受審は５年に一度程度を想定しており、加算適用年度から５年度間は再度の加算
適用はできないこと。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に

10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算す

る。 

  



 

 

別紙８（事業所内保育事業（保育認定３号）） 

 

Ⅰ 地域区分等 

 

１．地域区分（①） 

利用する事業所が所在する市町村ごとに定められた告示別表第一による区分を適用する。 

 

２．定員区分（②） 

利用する事業所の利用定員の総和に応じた区分を適用する。 

 

３．認定区分（③） 

利用子どもの認定区分に応じた区分を適用する。 

 

４．年齢区分（④） 

利用子どもの満年齢に応じた区分を適用する。 

なお、年齢区分が年度の初日の前日における満年齢に基づき区分した場合に、年齢区分が異な

る場合は、適用される年齢区分における基本分単価（⑥）、処遇改善等加算Ⅰ（⑧）、保育士比率

向上加算（⑨）、障害児保育加算（⑩）及び夜間保育加算（⑫）の単価について、それぞれの「月

額調整」欄に定める額に置き替えて適用するものとする。 

 

５．保育必要量区分（⑤） 

利用子どもの保育必要量に応じた区分を適用する。 

 

Ⅱ 基本部分 

 

１．基本分単価（⑥） 

（１）額の算定 

地域区分（①）、定員区分（②）、認定区分（③）、年齢区分（④）、保育必要量区分（⑤）（以 

下「地域区分等」という。）に応じて定められた額とする。 

 

（２）基本分単価に含まれる職員構成 

基本分単価に含まれる職員構成は以下のとおりであることから、これを充足すること。 

（ア）保育従事者（※） 

基本分単価における必要保育従事者数は以下のⅰとⅱを合計した数であること。 

また、これとは別に非常勤の保育従事者（小規模保育事業Ａ型の基準が適用される事業  

所及び定員 20人以上の事業所にあっては保育士）が配置されていること。 

ⅰ 年齢別配置基準 

ａ 小規模保育事業Ａ型の基準が適用される事業所（※） 

１、２歳児６人につき１人、乳児３人につき１人、左記に加えて１人 

上記はすべて保育士であること。 
（注１）ここでいう「１、２歳児」、「乳児」とは、年度の初日の前日における満年齢によるも

のであること。 
（注２）確認に当たっては以下の算式によること。 

 
＜算式＞ 
｛１、２歳児数×1/6（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝＋｛乳児数×
1/3（同）｝＋１＝配置基準上保育士数（小数点以下四捨五入） 

 

ｂ 小規模保育事業Ｂ型の基準が適用される事業所 

１、２歳児６人につき１人、乳児３人につき１人、左記に加えて１人 

上記のうち、1/2以上は保育士であること。 



 

 

（注１）ここでいう「１、２歳児」、「乳児」とは、年度の初日の前日における満年齢によるも
のであること。 

（注２）確認に当たっては以下の算式１（保育従事者数）、算式２（保育士数）によること。 
 
＜算式１＞ 
｛１、２歳児数×1/6（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝＋｛乳児数×
1/3（同）｝＋１＝配置基準上保育従事者数（小数点以下四捨五入） 

 
＜算式２＞ 
配置基準上保育従事者数×1/2＝配置基準上保育士数（小数点以下四捨五入） 

 

ｃ 利用定員 20人以上の事業所（※） 

１、２歳児６人につき１人、乳児３人につき１人 

上記はすべて保育士であること。 
（注１）ここでいう「１、２歳児」、「乳児」とは、年度の初日の前日における満年齢によるも

のであること。 
（注２）確認に当たっては以下の算式によること。 

 
＜算式＞ 
｛１、２歳児数×1/6（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝＋｛乳児数×
1/3（同）｝＝配置基準上保育士数（小数点以下四捨五入） 

 

ⅱ その他（※） 

ａ 利用定員 20人以上の事業所については１人 

ｂ 保育標準時間認定を受けた子どもが利用する事業所について、利用定員 19人以下の 

事業所は非常勤保育従事者１人（小規模保育事業Ａ型にあっては保育士）、利用定員 20 

人以上の事業所は保育士１人（注１） 

ｃ 上記ⅰ及びⅱのａ、ｂ（利用定員 20人以上の事業所に限る。）の保育従事者１人当た 

り、研修代替保育従事者として年間３日分の費用を算定（注２） 
（注１）事業所全体の利用定員に占める保育標準時間認定を受けた子どもの人数の割合が低い場

合は非常勤の保育士としても差し支えないこと。 
（注２）当該費用については、保育従事者が研修を受講する際の受講費用や、時間外における研

修受講の際の時間外手当等に充当しても差し支えないこと。 
 
（※）小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型の基準が適用される事業所における保育士

には、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第61号。以下「家
庭的保育事業等設備運営基準」という。）第47条第３項、附則第７条及び附則第８条に基づい
て、又は、利用定員20人以上の事業所における保育士には、家庭的保育事業等設備運営基準第
44条第3項、附則第７条及び附則第８条に基づいて市町村が定める条例に基づき保育士とみなさ
れた者を含む。 

 
 

（イ）その他 

ⅰ 管理者 

   １人 

   （注）管理者は児童福祉事業等に２年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認

められる者で、常時実際にその事業所の運営管理の業務に専従し、かつ給付費からの給与支

出がある者とする。 

＜児童福祉事業等に従事した者の例示＞ 

児童福祉施設の職員、幼稚園・小学校等における教諭、市町村等の公的機関において児童

福祉に関する事務を取り扱う部局の職員、民生委員・児童委員の他、教育・保育施設又は地

域型保育事業に移行した施設・事業所における移行前の認可外保育施設の職員等 

＜同等以上の能力を有すると認められる者の例示＞ 

公的機関等の実施する施設長研修等を受講した者等 

ⅱ 調理員等 



 

 

ａ 利用定員 19人以下の事業所 

非常勤調理員等（注） 

ｂ 利用定員 20人以上の事業所 

利用定員 40人以下の事業所は１人、41人以上の事業所は２人（注） 

   （注）調理業務の全部を委託する場合、または搬入施設から食事を搬入する場合は、調理員を 

置かないことができる。 

ⅲ 非常勤事務職員（注） 
（注）管理者等の職員が兼務する場合又は業務委託する場合は、配置は不要であること。 

ⅳ 嘱託医・嘱託歯科医 

 

（３）連携施設経費 

基本分単価には、家庭的保育事業等設備運営基準第６条第１項に定める連携施設（同条第２

項及び第４項第２号により市町村が連携施設の確保が著しく困難であると認める場合におい

ては、それぞれ同条第３項及び第５項に定める連携協力を行う者を含む。本項及びⅣの１にお

いて同じ。）に係る経費を算定していること。そのため、連携施設を設定していない事業所に

ついては、Ⅳの１による調整が行われること。 

 

２．従業員枠の子どもの場合（⑦） 

（１）適用の要件 

事業主が雇用する労働者の子どもの場合に適用する。 

  

（２）適用される場合の基本分単価（⑥）の算定 

事業主が雇用する労働者の子どもに係る基本分単価（⑥）の額については、基本分単価（⑥） 

の額に定められた調整率を乗じて得た額とする。（算定して得た額に 10円未満の端数がある場

合は切り捨てる。） 

 

Ⅲ 基本加算部分 

 

１．処遇改善等加算Ⅰ（⑧） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

  

（２）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、別に定めるところにより認定した加算率×100を乗 

じて得た額とする。 

 

２．保育士比率向上加算（⑨）＜小規模保育事業Ｂ型の基準が適用される事業所＞ 

（１）加算の要件 

Ⅱの１．（２）（ア）ⅰｂの年齢別配置基準について、保育士資格を有する者の占める割

合が 3/4以上となる事業所に加算する。 

その際の計算に当たっては、以下の算式によること。 

＜算式＞ 

  配置基準上保育従事者数（小数点以下四捨五入）×3/4＝必要保育士数（小数点以下四捨五入） 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、新たに加算の認定をするにあ

たっては、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、利用子ども

数（見込み）及び保育従事者の配置状況が記載された職員体制図等）を徴して（１）の要件

への適合状況を確認すること。 

 



 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、申請又は指導監督等を通じてその

状況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった

日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が

無いものとすること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２） 

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

３．障害児保育加算（⑩） 

（１）加算の要件 

障害児（軽度障害児を含む。）（注）を受け入れる事業所において、当該障害児に係る保育従 

事者の配置基準を障害児２人につき１人とする場合に加算する。 

その際の計算に当たっては、Ⅱの１．（２）（ア）ⅰの年齢別配置基準について、以下の算

式に置き替えて算定すること。 
（注）市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断書や巡

回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が把握可能な
資料をもって確認して差し支えない。 

＜算式＞ 
｛１、２歳児数（障害児を除く）×1/6（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝
＋｛乳児数（同）×1/3（同）｝＋｛障害児数×1/2（同）｝＋１（利用定員20人以上の事業
所の場合を除く）＝配置基準上保育士・保育従事者数（小数点以下四捨五入） 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、新たに加算の認定をするにあ

たっては、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、対象子ども、

利用子ども数（見込み）及び保育従事者の配置状況が記載された職員体制図等）を徴して（１）

の要件への適合状況を確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、申請又は指導監督等を通じてその

状況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった

日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が

無いものとすること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、対象となる子どもの地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算

Ⅰの単価に１の（２）で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

４．休日保育加算（⑪） 

（１）加算の要件 

日曜日、国民の祝日及び休日（以下、「休日等」という。）において、以下の要件を満たして、

保育を実施する事業所に加算する。 

（ア）休日等を含めて年間を通じて開所する事業所（複数の特定教育・保育施設、地域型保育

事業所（居宅訪問型保育事業所は除く。）又は企業主導型保育施設との共同により年間を通

じて開所する事業所（以下「共同実施事業所」という。）を含む。）を市町村が指定して実

施すること。 

 

（イ）家庭的保育事業等設備運営基準第 29条第２項並びに附則第６条から第９条（Ａ型）又は 

第 31条第２項（Ｂ型）の規定に基づき、対象子どもの年齢及び人数に応じて、本事業を担 

当する保育従事者を配置すること。 

 



 

 

（ウ）対象となる子どもに対して、適宜、間食又は給食等を提供すること。 

 

（エ）対象となる子どもは、原則、休日等に常態的に保育を必要とする保育認定子どもである 

こと。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたって

は、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、休日等における保

育従事者の配置状況が記載された職員体制図、（３）の加算額の算定に必要な利用子ども数

の見込み及び数の根拠となる実績等）を徴して確認すること。 

また、共同実施事業所については、上記に加えて複数の施設・事業所との共同により年間

を通じて開所する場合の実施要綱や運営規程を徴して確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、申請又は指導監督等を通じてその

状況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった

日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が

無いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等及び以下により認定した休日等に保育を利用する年間の延べ利用子ど

も数（以下、「休日延べ利用子ども数」という。）に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等

加算Ⅰの単価に１の（２）で認定した加算率×100を乗じた額を加えて算出した額を、当該事

業所における各月初日の利用子ども数（休日等に保育を利用しない子どもを含む。）で除して

得た額とする。（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。） 

（ア）市町村は、毎年度、休日保育加算の対象となる事業所（以下、「休日保育対象事業所」

という。）から、当該休日保育対象事業所における休日延べ利用子ども数の見込みを徴収

して認定を行うこと。 

なお、複数の施設・事業所との共同により年間を通じて開所する場合は、実施する各施

設・事業所の休日延べ利用子ども数の見込み数を徴収して認定を行うこと。 

 

（イ）休日延べ利用子ども数には、休日等に当該休日保育対象事業所を利用する、休日保育対

象事業所以外の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する子どもを含むこと。 

なお、当該休日保育対象事業所が共同実施事業所である場合は、休日延べ利用子ども数

には、上記に加えて、共同する企業主導型保育施設を休日等に利用する、特定教育・保育

施設又は特定地域型保育事業所を利用する子どもを含むこと。 

 

（ウ）認定された休日延べ利用子ども数は、（２）の（イ）により、加算の適用が無くなった

場合を除き、年間を通じて適用されること。そのため、認定に当たっては、前年度におけ

る実績等を踏まえて適正に審査されたいこと。 

 

（４）実績の報告等 

本加算の適用を受けた事業所は、翌年４月末日までに実績報告書を市町村長に提出すること。 

 

５．夜間保育加算（⑫） 

（１）加算の要件 

以下の要件に適合するものとして市町村に認定された夜間保育を実施する事業所に加算す 

る。 

（ア）設置経営主体 

夜間保育の場合は、生活面への対応や個別的な援助がより一層求められることから、保育

に関し、長年の経験を有し、良好な成果をおさめているものであること。 



 

 

（イ）事業所 

夜間保育を行う事業所であること。 

（ウ）職員 

管理者は、保育士の資格を有し、直接子どもの保育に従事することができる者を配置する

よう努めること。 

（エ）設備及び備品 

仮眠のための設備及びその他夜間保育のために必要な設備、備品を備えていること。 

（オ）開所時間 

開所時間は原則として 11時間とし、おおよそ午後 10時までとすること。 

 

（２）加算の認定 

加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたっては、

その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、夜間における保育従事者

の配置状況が記載された職員体制図等）を徴して（１）の要件への適合状況を確認すること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

６．減価償却費加算（⑬） 

（１）加算の要件 

以下の要件全てに該当する事業所に加算する。 

（ア）事業所内保育事業の用に供する建物が自己所有であること（注１） 

 

（イ）建物を整備・改修又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生していること 

 

（ウ）建物の整備・改修に当たって、改修費等の国庫補助金の交付を受けていないこと（注２） 

 

（エ）賃借料加算（⑭）の対象となっていないこと 
 
（注１）事業所の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ面積が事業所全体の延べ面積の50％ 

以上であること 
（注２）改修費等の国庫補助の交付を受けて建設・改修した建物について、整備後一定年数が経過した 

後に、以下の要件全てに該当する改修等を行った場合には（ウ）に該当することとして差し支え 
ない。 
① 老朽化等を理由として改修等が必要であったと市町村が認める場合 
② 当該改修等に当たって、国庫補助の交付を受けていないこと 
③ １事業所当たりの改修等に要した費用を2,000で除して得た値が、建物全体の延面積に２を乗 
じて得た値を上回る場合で、かつ、改修等に要した費用が1,000万円以上であること 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたって

は、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、建物を整備・改修

又は取得する際の契約書類等）を徴して（１）の要件への適合状況を確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、（１）の要件に適合しなくなった

場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合し

なくなった場合はその月）から加算の適用が無いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 
加算額は、「標準」又は「都市部」の区分に応じて定められた額とする。なお、「標準」とは

都市部に該当する市町村以外の市町村をいい、「都市部」とは当年度又は前年度における４月



 

 

１日現在の人口密度が 1,000人／K㎡以上の市町村をいう。 

 

７．賃借料加算（⑭） 

（１）加算の要件 

以下の要件全てに該当する事業所に加算する。 

 

（ア）事業所内保育事業の用に供する建物が賃貸物件であること（注） 

 

（イ）（ア）の賃貸物件に対する賃借料が発生していること 

 

 （ウ）賃借料の国庫補助（「認可保育所等設置支援事業の実施について」（令和５年４月 19日こ

成保第 15号こども家庭庁成育局長通知）に定める「都市部における保育所への賃借料等支

援事業」による国庫補助を除く。）を受けた事業所については、当該補助に係る残額が生じ

ていないこと 

 

（エ）減価償却費加算（⑬）の対象となっていないこと 

 
（注）事業所の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物の延べ面積が事業所全体の延べ面積の50％以

上であること 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたって

は、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、賃貸契約書等）を

徴して（１）の要件への適合状況を確認すること。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、（１）の要件に適合しなくなった

場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合し

なくなった場合はその月）から加算の適用が無いものとすること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、以下の地域の区分ごとに定められた額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＊表中「都市部」とは当年度又は前年度における４月１日現在の人口密度が 1,000 人／K ㎡以上の市
町村をいい、「標準」とはそれ以外の市町村をいう。 

 

Ⅳ 加減調整部分 

 

１．連携施設を設定していない場合（⑮） 

（１）調整の適用を受ける事業所の要件 

連携施設を設定しない事業所に適用する。 

区 分 都 道 府 県 

A地域 
標 準 

埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 
都市部 

B地域 
標 準 

静岡県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 
都市部 

C地域 
標 準 宮城県 茨城県 栃木県 群馬県 新潟県 石川県 長野県 愛知県 三重県 

和歌山県 鳥取県 岡山県 広島県 香川県 福岡県 沖縄県 都市部 

D地域 
標 準 北海道 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県 富山県 福井県 山梨県 

岐阜県 島根県 山口県 徳島県 愛媛県 高知県 佐賀県 長崎県 熊本県 
大分県 宮崎県 鹿児島県 都市部 



 

 

 

（２）調整の適用を受ける事業所の認定 

（ア）調整の適用を受ける事業所の認定は、事業所が所在する市町村長が連携施設の設定状況を

確認のうえ行うこととする。 

 

（イ）市町村長は、調整の適用を受ける事業所について、申請等を通じてその状況を把握し、（１） 

の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する月の翌月（月 

初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から調整の適用が無いものとすること。 

 

（３）調整額の算定 

調整額は、地域区分等に応じて定められた額とする。  

 

２．食事の提供について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による場合（⑯） 

（１）調整の適用を受ける事業所の要件 

食事の提供に当たり、事業所において調理する方法又は家庭的保育事業等設備運営基準第 

16条第２項各号に定める搬入施設から搬入する方法以外の方法による事業所に適用する。 

 

（２）調整の適用を受ける事業所の認定 

（ア）調整の適用を受ける事業所の認定は、事業所が所在する市町村長が食事の提供状況を確 

認のうえ行うこととする。 

 

（イ）市町村長は、調整の適用を受ける事業所について、申請等を通じてその状況を把握し、（１） 

の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する月の翌月 

（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から調整の適用が無いものとすること。 

 

（３）調整額の算定 

調整額は、適用される基本分単価（⑥）（事業主が雇用する労働者の子どもに係る基本分単

価（⑥）の額については、基本分単価（⑥）の額に従業員枠の子どもの場合（⑦）の調整率を

乗じて得た額）、処遇改善等加算Ⅰ（⑧）及び夜間保育加算（⑫）の額の合計に、地域区分等

に応じた調整率を乗じて得た額とする。（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り

捨てる。） 

 

 

３．管理者を配置していない場合（⑰） 

（１）調整の適用を受ける事業所の要件 

Ⅱの１（２）の（イ）ⅰの（注）の要件を満たす管理者を配置※していない事業所に適用す

る。 

※ ２以上の事業所又は他の事業と兼務し、管理者として職務を行っていない者は欠員とみなされ、

要件を満たす管理者を配置したこととはならないこと。 

 

（２）調整の適用を受ける事業所の認定 

（ア）調整の適用を受ける施設の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこと。 

 

（イ）市町村長は、調整の適用を受ける事業所について、申請又は指導監督等を通じてその状

況を把握すること。 

 

（３）調整額の算定 

調整額は、地域区分等に応じて定められた額とする。 

 

４．土曜日に閉所する場合（⑱） 



 

 

（１）調整の適用を受ける事業所の要件 

事業所を利用する保育認定子どもについて、土曜日（国民の祝日及び休日を除く。以下同じ。）

に係る保育の利用希望が無いなどの理由により、当該月の土曜日に閉所する日がある施設に適

用する。 

また、開所していても保育を提供していない場合は、閉所しているものとして取り扱うこと。 

なお、他の特定教育・保育施設、地域型保育事業所（居宅訪問型保育事業所は除く。）又は

企業主導型保育施設と共同保育を実施することにより、事業所を利用する保育認定子どもの土

曜日における保育が確保されている場合には、土曜日に開所しているものとして取り扱うこと。 

 

（２）調整の適用を受ける事業所の認定 

（ア）調整の適用を受ける事業所の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、認定を

するにあたっては、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、調整の適用年月、土

曜日に閉所することとなる理由等）を徴して（１）の要件への適合状況を確認すること。 

なお、事業所内保育事業については、原則として、土曜日を含む週６日間の開所が求めら

れる事業であることから、土曜日に係る保育の利用希望があるにもかかわらず閉所する等の

場合は、当該調整の適用と併せて、市町村において指導を行うこと。 

 

（イ）市町村長は、調整の適用を受ける事業所について、申請又は指導監督等を通じてその状況

を把握すること。 

 

（３）調整額の算定 

調整額は、適用される基本分単価（⑥）（事業主が雇用する労働者の子どもに係る基本分単

価（⑥）の額については、基本分単価（⑥）の額に従業員枠の子どもの場合（⑦）の調整率を

乗じて得た額）、処遇改善等加算Ⅰ（⑧）、障害児保育加算（⑩）及び夜間保育加算（⑫）の額

の合計に、地域区分等及び閉所日数（当該月の土曜日のうち閉所する日の数をいう。）に応じ

た調整率を乗じて得た額とする。（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。） 

 

Ⅴ 乗除調整部分 

 

１．定員を恒常的に超過する場合（⑲） 

（１）調整の適用を受ける事業所の要件 

直前の連続する５年度間常に利用定員を超えており（注１）、かつ、各年度の年間平均在所率（注

２）が 120％以上の状態にある事業所に適用する。 

なお、保育の提供は利用定員の範囲内で行われることが原則であること。 

また、上記の状態にある事業所に対しては、利用定員の見直しに向けた指導を行うこと。 

なお、小規模保育事業Ａ型又はＢ型の基準が適用される事業所内保育事業については、定員

19人以下の事業であるが、定員を超えて 22人までの受け入れが可能であること。 
（注１）利用定員を超えて受け入れる場合の留意事項 

利用定員を超えて受け入れる場合であっても、事業所の設備又は職員数が、利用定員を超え 
て利用する子どもを含めた利用子ども数に照らし、家庭的保育事業等設備運営基準及び本通知 
等に定める基準を満たしていること。 

（注２）年間平均在所率 
当該年度内における各月の初日の利用子ども数の総和を各月の初日の利用定員の総和で除し 
たものをいう。 

 

（２）調整の適用を受ける事業所の認定 

（ア）調整の適用を受ける事業所の認定は、事業所が所在する市町村長が事業所の利用状況を 

確認のうえ行うこととする。 

 

（イ）市町村長は、調整の適用を受ける事業所について、指導監督等を通じて利用定員の見直  

しが行われた場合又は地域における需要の動向等を踏まえて当該年度における年間平均在



 

 

所率が 120％以上の状態にならないものと認められる場合には、見直し等が行われた日の属

する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から調整の適用が無いも

のとすること。 

 

（３）適用される基本部分及び加減調整部分の額の調整の方法 

本調整措置が適用される事業所における基本分単価（⑥）から土曜日に閉所する場合（⑱）

の額については、それぞれの額の総和に各月初日の利用子ども数の区分及び地域区分等に応じ

た調整率を乗じて得た額とする。（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。） 

 

Ⅵ 特定加算部分 

 

１．処遇改善等加算Ⅱ（⑳） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

 

（２）加算額の算定 

（ア）利用定員６人以上 

加算額は、処遇改善等加算Ⅱ－①及びⅡ－②の別に定められる額にそれぞれ対象人数を乗

じて得た額の合計を、各月初日の利用子ども数で除して得た額とする（算定して得た額に 10

円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。  

 

（イ）利用定員５人以下 

加算額は、処遇改善等加算Ⅱ－①又はⅡ－②の別に定められる額を各月初日の利用子ども

数で除して得た額とする（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。 

 

２．処遇改善等加算Ⅲ（㉑） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、別に定める額に対象人数を乗じて得た額を、各月初日の利用子ども数で除して得

た額とする（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。  

 

３．冷暖房費加算（㉒） 

（１）加算の要件 

全ての事業所に加算する。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、以下の地域の区分に応じて定める額とする。 

 

一級地 
国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和24年法律第200号）別表に規 

定する一級地をいう。 

二級地 国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する二級地をいう。 

三級地 国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する三級地をいう。 

四級地 国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する四級地をいう。 

その他地域 上記以外の地域をいう。 

 

４．除雪費加算（㉓） 
 



 

 

（１）加算の要件 

豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37年法律第 73号）第２条第２項に規定する地域に所在する

事業所に加算する。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、定められた額とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算する。 

 

５．降灰除去費加算（㉔） 

（１）加算の要件 

活動火山対策特別措置法（昭和 48年法律第 61号）第 23条第１項に規定する降灰防除地域

に所在する事業所に加算する。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に 10

円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算する。 

 
６．施設機能強化推進費加算（㉕） 

（１）加算の要件 

事業所における火災・地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の安全かつ、

迅速な避難誘導体制を充実する等の事業所の総合的な防災対策を図る取組（注１・注２・注３）を行う

事業所で、以下の事業等を複数実施する事業所に加算する。 

ⅰ 延長保育事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合するもの及びこれと

同等の要件を満たして自主事業として実施しているもの。ただし、当該要件を満たした月

以降の各月においては、同一年度内に限り、事業を実施する体制が取られていることをも

って当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ⅱ 一時預かり事業（一般型）（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合しており、か

つ、月の平均対象子どもが１人以上いるもの（年度当初から事業を開始する場合は５月に

おいて当該要件を満たしていることをもって４月から当該要件を満たしているものと取

り扱う。）。ただし、当該要件を満たした月以降の各月においては、同一年度内に限り、事

業を実施する体制が取られていることをもって当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ただし、当分の間は平成 21年６月３日雇児発第 0603002号厚生労働省雇用均等・児童 

家庭局長通知｢『保育対策等促進事業の実施について』の一部改正について」以前に定め 

る一時保育促進事業の要件を満たしていると認められ、実施しているものも含むこととさ

れること。 

ⅲ 病児保育事業（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合するもの及びこれと同等の

要件を満たして自主事業として実施しているもの。） 

ⅳ 乳児が３人以上利用している施設（４月から 11月までの各月初日を平均して乳児が３

人以上利用していること。） 

  また、①乳児の利用定員が３人以上あり、かつ、②乳児保育を実施する職員体制を維持

し、③地域の親子が交流する場の提供や子育てに関する相談会を月２回以上開催している

場合、前年度に要件を満たしていた場合については、乳児３人以上の利用の要件を満たし

たものと取り扱う。 

ⅴ 障害児（軽度障害児を含む。）（注４）が１人以上利用している施設（４月から 11月までの

間に１人以上の障害児の利用があること。） 

（注１）取組の実施方法の例示 
ⅰ 地域住民等への防災支援協力体制の整備及び合同避難訓練等を実施する。 
ⅱ 職員等への防災教育、訓練の実施及び避難具の整備を促進する。 

（注２）取組に必要となる経費の額 
取組に必要となる経費の総額が、概ね16万円以上見込まれること。 

（注３）支出対象経費 
需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕費、食糧費（茶菓）、光熱水費、医療材料費）・



 

 

役務費（通信運搬費）・旅費・謝金・備品購入費・原材料費・使用料及び賃借料・賃金・委託
費（防災訓練及び避難具の整備等に要する特別の経費に限り、保育の提供に当たって、通常要
する費用は含まない。） 

（注４）市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断書 
や巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が把握
可能な資料をもって確認しても差し支えない。 

 

（２）加算の認定 

加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算の認定をするにあたっては、

その事業所の設置者からその旨の申請を毎年 12月末までに提出させ、必要性及び経費等につ

いて必要な審査を行うこと。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に 10

円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算する。 

 

（４）実績の報告等 

本加算の適用を受けた事業所は、翌年４月末日までに実績報告書を市町村長に提出すること。 

なお、市町村長は、本加算を行った事業所について、検査時等に検証を行うこと。 

 

７．栄養管理加算（㉖） 

（１）加算の要件 

食事の提供にあたり、栄養士を活用（注）して、栄養士から献立やアレルギー、アトピー等 

への助言、食育等に関する継続的な指導を受ける事業所に加算する。 
（注）栄養士の活用に当たっては、雇用形態を問わず、嘱託する場合や、調理員として栄養士を雇用し

ている場合も対象となる。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算を認定するにあたっては、

その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、栄養士の活用状況・配

置等の形態の別が確認できる書類等）を徴して確認すること 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、申請又は指導監督等を通じてその

状況を把握し、（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなっ

た日の属する月の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用

がないものとすること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、以下に掲げる栄養士の配置等の形態の別に応じ、それぞれに定める計算式により

算出された額（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とする。 

（ア）配置（注１） 定められた基本額に当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額を、各月初日の利用子ど

も数で除して得た額とする。 

（イ）兼務（注２） 定められた基本額に当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価にⅢの１（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額を、各月初日の利用子ど

も数で除して得た額とする。 

   （ウ）嘱託（注３） 定められた基本額を、各月初日の利用子ども数で除して得た額とする。 
   （注１）本加算に係る栄養士が雇用契約等により配置されている場合をいい、兼務に該当する場合を

除く。 

（注２）基本分単価及び他の加算の認定に当たって求められる職員が本加算に係る栄養士としての業

務を兼務している場合をいう。 

（注３）配置又は兼務に該当する場合を除き、本加算に係る栄養士としての業務を嘱託等する場合を



 

 

いう。 

 

８．第三者評価受審加算（㉗） 

（１）加算の要件 

「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」等に沿って、第三者評価を適切に実施するこ

とが可能であると市町村が認める第三者機関による評価（行政が委託等により民間機関に行わ

せるものを含む。）を受審し、その結果をホームページ等により広く公表する事業所に加算す

る。 

 

（２）加算の認定 

加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算を認定するにあたっては、

その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年度、受審状況が分かる資料等）

を毎年 12月末までに提出させ、必要な審査を行うこと。 
（注１）評価機関との間の契約書等により、当年度に第三者評価の受審や結果の公表（評価機関からの

評価結果の提示が翌年度以降となるため、結果の公表が翌年度になる場合を含む。）が行われる
ことが確認できる場合は本加算の対象とする。その場合、市町村は受審や結果の公表が確実に行
われていることを事後に確認すること。 

（注２）第三者評価の受審は5年に一度程度を想定しており、加算適用年度から５年度間は再度の加算
適用はできないこと。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に 10

円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算する。 
  



 

 

別紙９（居宅訪問型保育事業（保育認定３号）） 

 

Ⅰ 地域区分等 

 

１．地域区分（①） 

支給認定保護者の居宅が所在する市町村ごとに定められた告示別表第一による区分を適用す

る。 

 

２．認定区分（②） 

利用子どもの認定区分に応じた区分を適用する。 

 

３．保育必要量区分（③） 

利用子どもの保育必要量に応じた区分を適用する。 

 

Ⅱ 基本部分 

 

１．基本分単価（④） 

（１）額の算定 

地域区分（①）、定員区分（②）、認定区分（③）、保育必要量区分（④）（以下「地域区分等」

という。）に応じて定められた額とする。 

 

（２）基本分単価に含まれる職員構成 

基本分単価に含まれる職員構成は以下のとおりであることから、これを充足すること。 

（ア）保育従事者 

基本分単価における必要保育従事者数は以下のⅰとⅱを合計した数であること。 

ⅰ 家庭的保育者（居宅訪問型保育事業に従事するために必要な研修を受講した者をいう。 

以下同じ。） 

子ども１人につき１人 

ⅱ その他 

ａ 保育標準時間認定を受けた子どもが利用する事業所については非常勤保育従事者１人
（注１） 

ｂ 上記ⅰの家庭的保育者及び家庭的保育補助者１人当たり、研修代替保育従事者として 

年間３日分の費用を算定（注２） 
（注１）当該費用については、家庭的保育者の時間外手当等に充当しても差し支えないこと。 
（注２）当該費用については、家庭的保育者及び家庭的保育補助者が研修を受講する際の受講費

用や、時間外における研修受講の際の時間外手当等に充当しても差し支えないこと。 

 

Ⅲ 基本加算部分 

 

１．処遇改善等加算Ⅰ（⑤） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

  

（２）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、別に定めるところにより認定した加算率×100を乗

じて得た額とする。 

 

２．資格保有者加算（⑥） 

（１）加算の要件 

家庭的保育者（注）が保育士資格、看護師免許又は准看護師免許を有する事業所に加算する。 
（注）利用子どもに対して複数の家庭的保育者が保育を行う場合は、当該利用子どもを主に保育する



 

 

家庭的保育者の資格の保有状況によること。 

 

（２）加算の認定 

加算の認定は、支給認定保護者が居住する市町村長が行うこととし、新たに加算の認定をす

るにあたっては、その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年月、家庭的

保育者の有する保育士証、看護師免許証又は准看護師免許証の写し等）を徴して（１）の要件

への適合状況を確認すること。 

  

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等及び資格保有者の人数に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加

算Ⅰの単価に１の（２）で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 

 

３．休日保育加算（⑦） 

（１）加算の要件 

日曜日、国民の祝日及び休日（以下「休日等」という。）において、常態的（注）に保育を必

要とする保育認定子どもが利用する事業所に加算する。 

（注）各月における休日等の日数の合計に対して、概ね3/4以上の利用が見込まれること。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、支給認定保護者が居住する市町村長が休日等における利用状況を確認のう

え行うこととする。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、申請等を通じてその状況を把握し、

（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する月

の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無いものとす

ること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２） 

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする 

 

４．夜間保育加算（⑧） 

（１）加算の要件 

母子家庭等の子どもの保護者が夜間及び深夜（注）の勤務に従事する場合への対応等、保育の

必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供すると市町村が認めた場合に適

用する。 

（注）概ね午後10時から午前５時の間に利用する日数が、各月における利用日数の合計に対して、概ね
3/4以上見込まれること。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、支給認定保護者が居住する市町村長が夜間及び深夜における利用状況を

確認のうえ行うこととする。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、申請等を通じてその状況を把握し、

（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する月

の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無いものとす

ること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に１の（２）

で認定した加算率×100を乗じて得た額を加えた額とする。 



 

 

 

５．連携施設加算（⑨） 

（１）加算の要件 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成 26年厚生労働省令第 61号。以下「家

庭的保育事業等設備運営基準」という。）第６条第１項に定める連携施設（同条第２項及び第

４項第２号により市町村が連携施設の確保が著しく困難であると認める場合においては、それ

ぞれ同条第３項及び第５項に定める連携協力を行う者を含む。以下同じ。）を設定する事業所

又は同第 37条第一号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合に同第 40条に定める居宅訪問

型保育連携施設を設定する事業所に加算する。 

 

（２）加算の認定 

（ア）加算の認定は、事業所が所在する市町村長が連携施設の設定状況を確認のうえ行うことと

する。 

 

（イ）市町村長は、加算の認定がされている事業所について、申請等を通じてその状況を把握し、

（１）の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する月

の翌月（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から加算の適用が無いものとす

ること。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等及び障害・疾病のある子どもを保育する場合（注）又はそれ以外の場合

の別に応じて定められた額とする。 
（注）家庭的保育事業等設備運営基準第37条第一号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合に同第40

条に定める居宅訪問型保育連携施設を設定する場合をいう。 

 
Ⅳ 加減調整部分 

 

１．特定の日に保育を行わない場合（⑩） 

（１）調整の適用を受ける事業所の要件 

事業所を利用する保育認定子どもについて、月曜日から土曜日までのうち特定の日において

保育の利用希望が無いなど、保育認定子どもが利用しない日が予め決まっているときに保育を

行わない事業所に適用する。 

 

（２）調整の適用を受ける事業所の認定 

（ア）調整の適用は、支給認定保護者が居住する市町村長が各月の利用状況（予定）を確認のう

え行うこととする。 

 

（イ） 市町村長は、調整の適用を受ける事業所について、申請等を通じてその状況を把握し、（１）

の要件に適合しなくなった場合には、（１）の要件に適合しなくなった日の属する月の翌月

（月初日に（１）に適合しなくなった場合はその月）から調整の適用が無いものとすること。 

 

（３）調整額の算定 

調整額は、適用される基本分単価（④）、処遇改善等加算Ⅰ（⑤）、夜間保育加算（⑧）及び

連携施設加算（⑨）の額の合計に、地域区分等に応じた調整率を乗じて得た数に、週当たりの

保育を行わない日数を乗じて得た額とする。（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は

切り捨てる。） 

なお、本調整の算定上の「週当たりの保育を行わない日数」は、その月の特定の日に保育を

行わない日数（閉所日数）を４（週）で除して算出（小数点第１位を四捨五入）すること。 

 



 

 

Ⅴ 特定加算部分 

 

１．処遇改善等加算Ⅱ（⑪） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、処遇改善等加算Ⅱ－①又はⅡ－②の別に定められる額を各月初日の利用子どもの

単価に加算する。 

 

２．処遇改善等加算Ⅲ（⑫） 

（１）加算の要件及び加算の認定 

加算の要件及び加算の認定は別に定めるところによる。 

 

（２）加算額の算定 

加算額は、別に定める額に対象人数を乗じて得た額を、各月初日の利用子ども数で除して得

た額とする（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。  

 

３．第三者評価受審加算（⑬） 

（１）加算の要件 

「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」等に沿って、第三者評価を適切に実施するこ

とが可能であると市町村が認める第三者機関による評価（行政が委託等により民間機関に行わ

せるものを含む。）を受審し、その結果をホームページ等により広く公表する事業所に加算す

る。 

なお、当該加算については、１事業所につき１件までを限度とする。 

 

（２）加算の認定 

加算の認定は、事業所が所在する市町村長が行うこととし、加算を認定するにあたっては、

その事業所の設置者からその旨の申請（事業所名、加算の適用年度、受審状況が分かる資料等）

を毎年 12月末までに提出させ、必要な審査を行うこと。 
（注１）評価機関との間の契約書等により、当年度に第三者評価の受審や結果の公表（評価機関からの

評価結果の提示が翌年度以降となるため、結果の公表が翌年度になる場合を含む。）が行われる
ことが確認できる場合は本加算の対象とする。その場合、市町村は受審や結果の公表が確実に行
われていることを事後に確認すること。 

（注２）第三者評価の受審は５年に一度程度を想定しており、加算適用年度から５年度間は再度の加算
適用はできないこと。 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、定められた額を、３月初日に利用する子どもの単価に加算（注）する。 
（注）事業所所在市町村の利用子ども１人の単価に加算すること。なお、事業所所在市町村での利用が

ない場合については、当該事業所を利用する子どもが最も多く居住する市町村の利用子ども１人の
単価に加算すること。 

 

  



 

 

別紙１０（特例施設型給付費・特例地域型保育給付費） 

 

 
Ⅰ 特別利用保育 

（１）特別利用保育の実施基準 

特別利用保育に係る特例施設型給付費については、以下のような事情がある場合で、市町 

村が必要と認めた場合に限り支給することができるものであること。 

 

ⅰ 支給認定保護者が居住する地域に幼稚園又は認定こども園が無い場合又は教育標準時間

認定に係る利用定員に空きがない場合。 

なお、この場合においては、保育認定子どもに係る利用定員の範囲内での受入が原則で

あること。 

ⅱ 保育所を利用する保育認定子どもの保護者の就労状況の変化により、教育標準時間認定

を受けることになったが、翌年度に小学校への就学を控えるなど、子どもの環境の変化に

配慮が必要な場合。 

 

（２）公定価格の算定方法等 

特別利用保育に係る公定価格については、保育所に適用される２号認定（保育短時間認定）

に係る公定価格を適用する。 

ただし、年度の初日の前日における年齢が、満２歳の子どもの場合は基本分単価（保育短時

間認定）から 7,500円（副食費徴収免除対象子ども（注）については 3,000円（主食費相当額））

（給食材料費相当額）を減じた額とする。 

また、特別利用保育を提供する施設に係る別紙２の算定方法、加算の要件及び申請手続き等

については、特別利用保育の提供を受ける子どもの人数を含めて公定価格の算定及び加算要件

への適合状況等の確認を行うこと。 
（注）以下のいずれかに該当する子どもとして、副食費の徴収が免除されることについて市町村から通

知がされた子ども。 

① 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関

する基準（平成 26年内閣府令第 39号。以下「特定教育・保育施設等運営基準」という。）第

13条第４項第３号イの(1)又は(2)に規定する年収 360万円未満相当世帯に属する子ども 

② 特定教育・保育施設等運営基準第 13条第４項第３号ロの(1)又は(2)に規定する第３子以降の子

ども 

③ 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が子ども・子育て支援法施行令（平成 26年政令

第 213号）第 15条の３第２項各号に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者である子ど

も 

 

Ⅱ 特別利用教育 

（１）特別利用教育の実施基準 

特別利用教育に係る特例施設型給付費については、以下のような事情がある場合に支給する

ことができるものであること。 

なお、保護者の就労等により保育の必要性に係る事由に該当する満３歳以上について、保護

者の希望により幼稚園を利用する場合には、教育標準時間認定を受けて利用することになるこ

と。 

 

ⅰ 支給認定保護者が居住する地域に保育所又は認定こども園が無い場合。 

ⅱ 保育認定（２号認定）を受けた子どもが、保育所や認定こども園等の利用を希望したが、

利用調整の結果、保育認定に係る利用定員に空きがないことから、幼稚園を利用する場合。 

なお、この場合において、その後の保護者の意向を確認のうえ、転園の意思がないとき

は、教育標準時間認定へ変更することも考えられるが、その場合は施設型給付費が支給さ

れること。 

 



 

 

（２）公定価格の算定方法等 

特別利用教育に係る公定価格については、幼稚園に適用される１号認定に係る公定価格を適

用する。 

また、特別利用教育を提供する施設に係る別紙１の算定方法、加算の要件及び申請手続

き等については、特別利用教育の提供を受ける子どもの人数を含めて公定価格の算定

及び加算要件への適合状況等の確認を行うこと。 

なお、特別利用教育の提供を受ける場合の利用者負担額については、教育標準時間認定に係

る利用者負担額が適用されること。 

 

Ⅲ 特別利用地域型保育 

（１）特別利用地域型保育の実施基準 

特別利用地域型保育に係る特例地域型保育給付費については、以下のような事情がある場合

で、市町村が必要と認めた場合に限り支給することができるものであること。 

なお、居宅訪問型保育事業については、その事業の特性上、本来、幼稚園等において教育標

準時間認定子どもに提供すべき教育との関係を踏まえて、真にやむを得ないと認められる場合

に限られるものであること。 

 

ⅰ 支給認定保護者が居住する地域に幼稚園又は認定こども園が無い場合又は教育標準時間

認定に係る利用定員に空きがない場合。 

なお、この場合においては、保育認定子どもに係る利用定員の範囲内での受入が原則で

あること。 

ⅱ Ⅳにより特定利用地域型保育に係る特定地域型保育給付費の支給を受ける保育認定子ど

も（２号認定）の保護者の就労状況の変化により、教育標準時間認定を受けることになっ

たが、翌年度に小学校への就学を控えるなど、子どもの環境の変化に配慮が必要な場合。 

 

（２）公定価格の算定方法等 

特別利用地域型保育に係る公定価格については、告示にあるとおり、利用する地域型保育事

業の類型に応じて以下のとおりとしている。 

また、特別利用地域型保育を提供する事業所に係る別紙５から別紙９の算定方法、加算の要

件及び申請手続き等については、特別利用地域型保育の提供を受ける子どもの人数を含めて公

定価格の算定及び加算要件への適合状況等の確認を行うこと。 

 

（ア）家庭的保育事業又は小規模保育事業Ｃ型 

家庭的保育事業又は小規模保育事業Ｃ型に適用される３号認定（保育短時間認定）に係る

公定価格を適用し、基本分単価から 7,500円（給食材料費相当額）を減じた額とする。 

 

（イ）小規模保育事業Ａ型、Ｂ型又は事業所内保育事業 

小規模保育事業Ａ型、Ｂ型又は事業所内保育事業に適用される３号認定（保育短時間認定）

に係る公定価格（年齢区分は「１、２歳児」）を適用し、基本分単価については、年度の初日

の前日における年齢が、満２歳の子どもは 7,500円（給食材料費相当額）を減じた額、満３

歳の子どもは 65/100（保育所型事業所内保育事業は 50/100）を乗じて得た額（算定して得た

額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）、満４歳以上の子どもは 60/100（保育所型

事業所内保育事業は 45/100）を乗じて得た額（算定して得た額に 10円未満の端数がある場

合は切り捨てる。）とする。 

ただし、利用定員 20人以上の事業所内保育事業を除き、各月初日における満３歳以上の子

ども（年度の初日の前日における年齢が満２歳の子どもを除く）の数が、利用定員の３割未

満となる場合は、基本分単価から 7,500円（給食材料費相当額）を減じた額とする。 

 

（ウ）居宅訪問型保育事業 

居宅訪問型保育事業に適用される３号認定（保育短時間認定）に係る公定価格を適用する。 



 

 

 

（エ）（ア）又は（イ）の場合において、副食費徴収免除対象子どもについては、算定した額に

4,500円を加えた額とする。 

 

Ⅳ 特定利用地域型保育 

（１）特定利用地域型保育の実施基準 

特定利用地域型保育に係る特例地域型保育給付費については、以下のような事情がある場合

で、市町村が必要と認めた場合において支給することができるものであること。なお、２号認

定子どもを受け入れる際には集団での遊びの種類や機会に課題がある点に留意が必要である

ことから、適切に集団での遊びの種類や機会を確保できるよう、工夫、配慮すること。 

 

ⅰ 支給認定保護者が居住する地域に保育所又は認定こども園が無い場合。 

ⅱ 特定地域型保育事業を利用する３号認定子どもが、年度の途中で満３歳を迎えて認定区

分が２号となったが、地域において２号認定に係る利用定員に空きがない場合に当該年度

内において、引き続き特定地域型保育事業を利用する場合。 

この場合において、満３歳を迎えた年度を超えてもなお、保育所や認定こども園の利用

が困難な場合については、満４歳を迎える年度内に受入先を確保することを基本として、

市町村が真にやむを得ないと判断する場合に限り、特定地域型保育費を支給することがで

きるものであること。 

ⅲ 保育認定を受けた事業主が雇用する労働者の子どもが、保護者の希望により満３歳以降

も、引き続き利用する場合。 

なお、この場合においては、雇用する労働者に係る利用定員の範囲内での受入が原則で

あること。 

ⅳ 集団生活を行うことが困難である場合。 

ⅴ 上記の他、保育の体制整備の状況その他の地域の事情を勘案して、満３歳以上の幼児の 

保育が必要な場合。 

 

（２）公定価格の算定方法等 

特定利用地域型保育に係る公定価格については、利用する地域型保育事業の類型に応じて以

下のとおりとする。 

また、特定利用地域型保育を提供する事業所に係る別紙５から別紙９の算定方法、加算の

要件及び申請手続き等については、特定利用地域型保育の提供を受ける子どもの人数

を含めて公定価格の算定及び加算要件への適合状況等の確認を行うこと。 
 

（ア）家庭的保育事業又は小規模保育事業Ｃ型 

家庭的保育事業又は小規模保育事業Ｃ型に適用される３号認定に係る公定価格を適用し、

基本分単価から 7,500円（給食材料費相当額）を減じた額とする。 

ただし、年度の初日の前日における年齢が、満２歳の子どもの場合は基本分単価を減じな

いものとする。 

 

（イ）小規模保育事業Ａ型、Ｂ型又は事業所内保育事業 

小規模保育事業Ａ型、Ｂ型又は事業所内保育事業に適用される３号認定に係る公定価格（年

齢区分は「１、２歳児」）を適用し、年度の初日の前日における年齢が満３歳以上となる子ど

もの場合は、基本分単価について、満３歳の子どもは 65/100（保育所型事業所内保育事業は

55/100）を乗じて得た額（算定して得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）、満

４歳以上の子どもは 60/100（保育所型事業所内保育事業は 45/100）を乗じて得た額（算定し

て得た額に 10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とする。（年度の初日の前日における

年齢が、満２歳の子どもの場合は、３号認定に係る公定価格（年齢区分は「１、２歳児」）そ

のものを適用する。）。 

ただし、利用定員 20人以上の事業所内保育事業を除き、各月初日における満３歳以上の子



 

 

ども（年度の初日の前日における年齢が満２歳の子どもを除く。）の数が、利用定員の３割未

満となる場合は、基本分単価から 7,500円（給食材料費相当額）を減じた額（年度の初日の

前日における年齢が満２歳の子どもの場合は減じない。）とする。なお、地域における満３歳

以上に係る保育の提供体制や事業所の職員体制等を踏まえて、利用定員の３割以上となるこ

とがやむを得ないと市町村が認める場合には、これと同様の額とすることができること。 

 

（ウ）居宅訪問型保育事業 

居宅訪問型保育事業に適用される３号認定に係る公定価格を適用する。 

 

（エ）（ア）又は（イ）の場合において、副食費徴収免除対象子ども（ただし、年度の初日の前

日における年齢が満２歳の子どもを除く。）については、算定した額に 4,500円を加えた額

とする。 

 

Ⅴ 特例保育 

（１）特例保育の実施基準 

特例保育に係る特例地域型保育給付費は、特定教育・保育及び特定地域型保育の確保が著し

く困難な離島・その他地域に居住する支給認定保護者の子どもに対して、特例保育を提供する

場合に支給することができるものとされているが、その実施に当たっては以下によること。 

 

（ア）実施主体 

市町村 

 

（イ）実施場所 

特例保育を提供する事業所は以下の地域に所在する事業所とする。 

ⅰ へき地教育振興法（昭和 29年法律第 143号）第５条の２の規定によるへき地手当（以

下「へき地手当」という。）の支給の指定を受けているへき地学校の通学区域内であるこ

と。 

ⅱ 一般職の職員の給与に関する法律（昭和 25年法律第 95号）第 13条の２第１項又は地

方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 204条第２項の規定による特地勤務手当（以下「特

地勤務手当」という。）の支給の指定を受けている国又は地方公共団体の公官署の４キロ

メートル以内にあること。 

ⅲ へき地手当又は特地勤務手当の支給の指定を受けることとなる地域内にあること。 

ⅳ 上記ⅰからⅲまでのいずれかに準ずるものとして市町村長が認める地域内にあること。 

 

（ウ）設備及び運営 

特例保育の提供に当たっては、次に掲げる基準によるもののほか、児童福祉施設の設備及

び運営に関する基準（昭和 23年厚生省令第 63号）の精神を尊重して行うものとする。 

ⅰ 公民館、学校、集会所等の既設建物の一部を用いて事業所を設置する場合においては、

その設備をその事業所のために常時使用することができるものでなければならないこと。 

ⅱ 保育室、便所及び屋外遊戯場（その附近にあるこれに代わるべき場を含む。）その他必

要な設備を設け、それらの規模は適正な保育ができるように定めること。 

ⅲ 必要な医療器具、医薬品、ほう帯材料等を備えるほか、必要に応じて楽器、黒板、机、

椅子、積木、絵本、砂場、すべり台、ぶらんこ等を備えること。 

ⅳ 保育士を２人以上置くこと。 

ただし、所定の資格を有する者がいない等やむを得ない事情があるときは、うち１人

に限り児童の保育に熱意を有し、かつ、心身ともに健全な者をもってこれに代えること

ができること。 

ⅴ 保育時間、保育の内容、保護者との連絡方法等については、利用子どもが健やかに育

成されるようその地方の実情に応じて定めること。 

ⅵ なお、１日当たりの平均入所児童数が５人以下となることが見込まれる事業所につい



 

 

ては、特別な事情が認められるときは、上記ⅳについて、個々の事情に応じた配置も認

められる場合もあること。 

（２）公定価格の算定方法等 

特例保育に係る特例地域型保育給付費の額については、内閣総理大臣が定める公定価格から、

利用者負担を控除した額を基準として、市町村が定めることになるが、内閣総理大臣が定める

公定価格については、個々の事情に応じて定めることとしている。 

具体的には、各市町村における特例保育の実施に要する費用等を勘案して定めることになる

が、これに当たっての各年度の協議については、別途通知するところによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別添１ 

 

「４歳以上児配置改善加算」と他の年齢別の配置改善加算との適用の整理について 

 

〇別紙１（幼稚園（教育標準時間認定１号）） 

 

 ４歳以上児配置改善加算及び３歳児配置改善加算、満３歳児対応加配加算の適用については、以

下の A～Hの算式により算出された職員数を満たしているか確認することにより、A～Hの組み合わ

せに応じた加算が適用される。 

 ただし、チーム保育加配加算を算定している施設は、４歳以上児配置改善加算は適用しない。ま

た、チーム保育加配加算は、３歳児配置改善加算、満３歳児対応加配加算と併給する場合であっ

ても配置基準上教員数とは別に必要教員数を算出する。  

 

A：4歳以上児配置改善加算、3歳児配置改善加算、満 3歳児対応加配加算 

B：4歳以上児配置改善加算、3歳児配置改善加算  

C：4歳以上児配置改善加算、満 3歳児対応加配加算 

D：4歳以上児配置改善加算 

E：3歳児配置改善加算、満 3歳児対応加配加算 

F：3歳児配置改善加 

G：満 3歳児対応加配加算 

H：いずれも対象外 

 

＜算式 A＞ 

｛４歳以上児数×1/25（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ ＋｛３歳児数（満

３歳児を除く）×1/15（同）｝＋｛満３歳児数×1/6 （同）｝＝配置基準上教員数（小数点以下四

捨五入） 

 

＜算式Ｂ＞ 

｛４歳以上児数×1/25（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ ＋｛３歳児数×

1/15（同）｝＝配置基準上教員数（小数点以下四捨五入） 

 

＜算式Ｃ＞ 

｛４歳以上児数×1/25（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ ＋｛３歳児数（満

３歳児を除く）×1/20（同）｝＋｛満３歳児数×1/6 （同）｝＝配置基準上教員数（小数点以下四

捨五入） 

 

＜算式Ｄ＞ 

｛４歳以上児数×1/25（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ ＋｛３歳児数×

1/20（同）＝配置基準上教員数（小数点以下四捨五入） 



 

 

 

＜算式 E＞ 

｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ ＋｛３歳児数（満

３歳児を除く）×1/15（同）｝＋｛満３歳児数×1/6 （同）｝＝配置基準上教員数（小数点以下四

捨五入） 

 

＜算式 F＞ 

｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ ＋｛３歳児数×

1/15（同）＝配置基準上教員数（小数点以下四捨五入） 

 

＜算式 G＞ 

｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ ＋｛３歳児数（満

３歳児を除く）×1/20（同）｝＋｛満３歳児数×1/6 （同）｝＝配置基準上教員数（小数点以下四

捨五入） 

 

＜算式 H＞ 

｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ ＋｛３歳児数×

1/20（同）｝＝配置基準上教員数（小数点以下四捨五入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

〇別紙２（保育所（保育認定２・３号）） 

 

４歳以上児配置改善加算、３歳児配置改善加算の適用については、以下の A～Hの算式により算

出された職員数を満たしているか確認することにより、A～Hの組み合わせに応じた加算が適用され

る。 

ただし、チーム保育推進加算を算定している施設は、４歳以上児配置改善加算は適用しない。ま

た、チーム保育推進加算は、３歳児配置改善加算と併給する場合であっても、配置基準上保育士数

とは別に必要職員数を算出する。 

 

A：4歳以上児配置改善加算、3歳児配置改善加算 

B：4歳以上児配置改善加算 

C：3歳児配置改善加算 

D：いずれも対象外 

 

＜算式 A＞ 

｛４歳以上児数×1/25（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ ＋｛３歳児数×

1/15（同）｝＋｛1,2歳児数×1/６ （同）｝ ＋｛乳児数×1/３ （同）｝＝配置基準上保育士数（小

数点以下四捨五入） 

 

＜算式 B＞ 

｛４歳以上児数×1/25（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ ＋｛３歳児数×

1/20（同）｝＋｛1,2歳児数×1/６（同）｝ ＋｛乳児数×1/３ （同）｝ ＝配置基準上保育士数（小

数点以下四捨五入） 

 

＜算式 C＞ 

｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ ＋｛３歳児数×

1/15（同）｝＋｛1,2歳児数×1/６（同）｝ ＋｛乳児数×1/３ （同）｝＝配置基準上保育士数（小

数点以下四捨五入） 

 

＜算式 D＞ 

｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ ＋｛３歳児数×

1/20（同）｝＋｛1,2歳児数×1/６（同）｝ ＋｛乳児数×1/３ （同）｝ ＝配置基準上保育士数（小

数点以下四捨五入） 

 

 

 

 

 

 



 

 

〇別紙３（認定こども園（教育標準時間認定１号））・別紙４（認定こども園（保育認定２・３号）） 

 

４歳以上児配置改善加算、3歳児配置改善加算、満 3歳児対応加配加算の適用については、以下

の A～Hの算式により算出された職員数を満たしているか確認することにより、A～Hの組み合わせ

に応じた加算が適用される。 

認定こども園は教育標準時間認定子ども及び保育認定子どもの人数の合計をもとに算出するこ

と。ただし、チーム保育加配加算を算定している施設は、４歳以上児配置改善加算は適用しない。

また、チーム保育加配加算は、３歳児配置改善加算、満 3歳児対応加配加算と併給する場合であっ

ても、配置基準上保育教諭等数とは別に必要保育教諭等数を算出する。 

 

A：4歳以上児配置改善加算、3歳児配置改善加算、満 3歳児対応加配加算  

B：4歳以上児配置改善加算、3歳児配置改善加算  

C：4歳以上児配置改善加算、満 3歳児対応加配加算 

D：4歳以上児配置改善加算 

E：3歳児配置改善加算、満 3歳児対応加配加算 

F：3歳児配置改善加  

G：満 3歳児対応加配加算  

H：いずれも対象外 

 

＜算式 A＞ 

｛４歳以上児数×1/25（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ ＋｛３歳児数（満

３歳児を除く）×1/15（同）｝＋｛満３歳児数×1/6 （同）｝ ＋｛1,2歳児数×1/６ （同）｝ ＋｛乳

児数×1/３ （同）｝ ＝配置基準上保育教諭等数（小数点以下四捨五入） 

 

＜算式Ｂ＞ 

｛４歳以上児数×1/25（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ ＋｛３歳児数×

1/15（同）｝＋｛満３歳児数×1/15 （同）｝＋｛1,2歳児数×1/６ （同）｝ ＋｛乳児数×1/３ （同）｝  

＝配置基準上保育教諭等数（小数点以下四捨五入） 

 

＜算式Ｃ＞ 

｛４歳以上児数×1/25（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ ＋｛３歳児数（満

３歳児を除く）×1/20（同）｝＋｛満３歳児数×1/6 （同）｝＋｛1,2歳児数×1/６ （同）｝ ＋｛乳

児数×1/３ （同）｝＝配置基準上保育教諭等数（小数点以下四捨五入） 

 

＜算式Ｄ＞ 

｛４歳以上児数×1/25（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ ＋｛３歳児数×

1/20（同）｝＋｛満３歳児数×1/20 （同）｝＋｛1,2歳児数×1/６ （同）｝ ＋｛乳児数×1/３ （同）｝  

＝配置基準上保育教諭等数（小数点以下四捨五入） 

 



 

 

＜算式 E＞ 

｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ ＋｛３歳児数（満

３歳児を除く）×1/15（同）｝＋｛満３歳児数×1/6 （同）｝＋｛1,2歳児数×1/６ （同）｝ ＋｛乳

児数×1/３ （同）｝＝配置基準上保育教諭等数（小数点以下四捨五入） 

 

＜算式 F＞ 

｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ ＋｛３歳児数×

1/15（同）｝＋｛満３歳児数×1/15 （同）｝＋｛1,2歳児数×1/６ （同）｝ ＋｛乳児数×1/３ （同）｝  

＝配置基準上保育教諭等数（小数点以下四捨五入） 

 

＜算式 G＞ 

｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ ＋｛３歳児数（満

３歳児を除く）×1/20（同）｝＋｛満３歳児数×1/6 （同）｝＋｛1,2歳児数×1/６ （同）｝ ＋｛乳

児数×1/３ （同）｝ ＝配置基準上保育教諭等数（小数点以下四捨五入） 

 

＜算式 H＞ 

｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ ＋｛３歳児数×

1/20（同）｝＋｛満３歳児数×1/20 （同）｝＋｛1,2歳児数×1/６ （同）｝ ＋｛乳児数×1/３ （同）｝ 

＝配置基準上保育教諭等数（小数点以下四捨五入） 

 



雇 児 発 0 2 1 8 第 ２ 号 

平 成 28 年 ２ 月 18 日 

  都 道 府 県 知 事 

各 指 定 都 市 市 長 殿 

    中 核 市 市 長 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 

保育所等における保育士配置に係る特例について（通知） 

近年、待機児童対策として保育の受け皿拡大を大幅に進めている状況下で、保育士の有

効求人倍率は年々高くなるなど、保育の担い手の確保は喫緊の課題であり、これまでも保

育士の処遇改善等様々な対策を行っているところであるが、より一層の対応が必要な状況

である。 

このため、保育における労働力需要に対応するよう、保育の質を落とさずに、保育士が

行う業務について要件を一定程度柔軟化することにより、保育の担い手の裾野を拡げると

ともに、保育士の勤務環境の改善（就業継続支援）につなげることが必要である。 

そこで、本日、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準の一部を改正する省令」（平成 28年厚生労働省令第 22号。以下「改

正省令」という。）を別添のとおり公布し、平成 28 年４月１日以後、当分の間、保育所等

（保育所並びに小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保育事業所をいう。以下同

じ。）における保育士配置について、特例的運用を可能としたところである。 

ついては、下記の事項に留意の上、貴管内の関係者に対して遅滞なく周知し、その運用

に遺漏のないよう御配意願いたい。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基

づく技術的な助言であることを申し添える。 

記 

１．改正省令の概要 

（１）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正（改正省令第１条関係） 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23年厚生省令第 63号。以下「基

準」という。）第 33条第２項に規定する保育所における職員配置について、保育の需

要に対して保育の受け皿が不足していることに鑑み、当分の間、以下の特例を設ける
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こととした。 

① 朝夕等の児童が少数となる時間帯における保育士配置に係る特例（基準第 94条

関係） 

基準第 33条第２項ただし書の規定については、適用しないことができることと

する。この場合であっても、児童の人数に応じて必要となる保育士の数が１名と

なる、朝夕等の児童が少数となる時間帯について、保育士１名に加えて、都道府

県知事（指定都市にあっては、当該指定都市の市長、中核市にあっては当該中核

市の市長とする。以下同じ。）が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者

を置かなければならない。 

基準第 94条中「都道府県知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める

者」とは、保育所で保育業務に従事した期間が十分にある者、家庭的保育者、子

育て支援員研修のうち地域型保育コースを修了した者等が想定される。 

② 幼稚園教諭及び小学校教諭並びに養護教諭の活用に係る特例（基準第 95条関係） 

基準第 33条第２項に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しく

は小学校教諭又は養護教諭（以下「幼稚園教諭等」という。）の普通免許状を有す

る者を、保育士とみなすことができることとする。 

幼稚園教諭等が保育することができる児童の年齢については、幼稚園教諭等の

専門性を十分に発揮するという観点から、幼稚園教諭については３歳以上児、小

学校教諭については５歳児を中心的に保育することが望ましい。 

また、保育に従事したことのない幼稚園教諭等に対しては、子育て支援員研修

等の必要な研修の受講を促すこととする。 

③ 保育所における保育の実施に当たり必要となる保育士配置に係る特例（基準第

96条関係） 

保育所を１日につき８時間を超えて開所していること等により、認可の際に必

要となる保育士に加えて保育士を確保しなければならない場合にあっては、基準

第 33条第２項に規定する保育士の数の算定について、追加的に確保しなければな

らない保育士の数の範囲内で、都道府県知事が保育士と同等の知識及び経験を有

すると認める者を、保育士とみなすことができることとする。 

基準第 96条中「都道府県知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める

者」の要件については、基準第 94条における保育士に加えて配置する者の要件と

同様とする。併せて、保育士資格の取得を促していくこととする。 

また、基準第 96条中「保育所に係る利用定員の総数に応じておかなければなら

ない保育士の数」とは、保育所の認可の基準として算定される保育士の数を意味

している。 

さらに、保育所における保育時間は、１日につき８時間を原則として保育所の



 

長が定めるものであるが、８時間を超えて開所する保育所等では、各時間帯にお

ける必要保育士を配置するためには、「利用定員の総数に応じて置かなければなら

ない保育士の数」に追加して保育士を確保する必要がある。同条中「開所時間を

通じて必要となる保育士の総数」とは、このような場合における１日に配置しな

ければならない保育士の総数を意味している。 

④ ②及び③の特例を適用する場合における保育士の必要数（基準第 97条関係）

②及び③の特例を適用する場合であっても、保育士資格を有する者（児童福祉法

（昭和 22 年法律第 164 号）第 18 条の 18 第１項の登録を受けた者をいう。）を、

各時間帯において必要となる保育士の数の３分の２以上置かなければならない。 

（２）家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正（改正省令第２条関係） 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成 26年厚生労働省令第 61号）

第29条第２項及び第44条第２項に規定する小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業

所内保育事業所における保育士配置についても、１の（１）と同様の特例を設けるこ

ととした。 

２．実施に係る留意事項 

（１）保育士確保に向けた取組の一層の強化について 

保育所等における保育は、生涯にわたる人間形成の基礎を培うものであり、専門的

知識と技術を有する保育士が行うことが原則である。そのため、各特例を実施するに

当たっては、保育士が専門的業務に専念することができるよう、保育に直接的影響を

及ぼさない事務的作業等は保育士以外の者が行うなど、業務負担の見直しを行うとと

もに、各自治体及び保育所等においても、保育士の確保対策の一層の強化に取り組む

こととすること。 

（２）地域の実情に即した特例の実施について 

各特例の実施に当たっては、各地域における待機児童の発生状況や保育士の不足

状況等の事情を勘案して、改正省令の規定の範囲内において、限定的に実施するこ

とが可能であること。 

（３）各特例の対象となる保育所等の要件について 

過去３年間の指導監査において、都道府県知事から勧告や改善命令等を受けてい

る保育所等については、各特例の実施を認めないこととすること。また、各特例の

適用範囲を、保育士等の処遇改善に取り組んでいる保育所等に限定することも考え

られる。 

（４）各特例により保育士以外の者を保育士とみなす場合の公定価格上の取扱いについ

て

各特例を実施する場合の公定価格の算定に当たっては、保育士以外の者を保育士

とみなして必要な算定を行うこととしており、保育士以外の者を保育士とみなす場



 

合であっても、可能な限り、１名を超えた配置や保育士等の処遇改善に配慮しなが

ら実施すること。 

（５）各特例の運用状況の把握に当たっての協力について 

厚生労働省においては、各特例について、実施自治体及び保育所等の事例の把握

を行い、継続的に検証していくこととしており、自治体及び保育所等にあっては、

積極的に協力いただきたいこと。 

３．施行期日 

改正省令については、平成 28年４月１日より施行するものであること。 

本件担当：  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課 

TEL: 03-5253-1111（代表）内線 7928 

  FAX: 03-3595-2674   
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